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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
表紙 右下 注意事項 

アンダーラインは、栃木県独自を示す。
太字は、国土交通省土木工事共通仕様書による。 

本仕様書は「国土交通省関東地方整備局土木工事共通仕様書」に準拠している。 
アンダーライン部は栃木県独自の取り組みを示すものである。

国土交通省共通仕様書に準拠し
ていることを明記 

1-1-1-1 適 用
1.適用工事
栃木県土木工事共通仕様書(以下｢共通仕様書｣という｡)は､栃木県県土整備部が発注する河川工
事､砂防工事､ﾀﾞﾑ工事､道路工事､公園工事､下水道工事､その他これらに類する工事(以下｢工事｣と
いう｡)に係る､栃木県建設工事請負契約書(以下｢契約書｣という｡)及び設計図書の内容について､統
一的な解釈及び運用を図るとともに､その他必要な事項を定め､もって契約の適正な履行の確保を
図るためのものである｡ 

1-1-1-1 適 用
1.適用工事
栃木県土木工事共通仕様書(以下｢共通仕様書｣という｡)は､栃木県県土整備部が発注する土木工事
（河川工事､砂防工事､ﾀﾞﾑ工事､道路工事､公園工事､下水道工事､その他これらに類する工事(以下
｢工事｣という｡)に係る､栃木県建設工事請負契約書(以下｢契約書｣という｡)及び設計図書の内容に
ついて､統一的な解釈及び運用を図るとともに､その他必要な事項を定め､もって契約の適正な履
行の確保を図るためのものである｡ 

国仕様書準拠 
(表記修正) 

2.共通仕様書の適用
受注者は､共通仕様書の適用にあたって､｢栃木県建設工事監督執務要領｣(以下｢監督執務要領｣と
いう｡)､｢栃木県建設工事検査規程｣(以下｢検査規程｣という｡)､｢栃木県工事検査要領｣(以下｢検査要
領｣という｡)に従った監督･検査体制のもとで､建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原
則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない｡また､受注者はこれら監督､検査(完成検査､
既済部分検査)にあたっては､地方自治法施行令(昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号)(以下｢施行令｣と
いう｡)第 167 条の 15 に基づくものであることを認識しなければならない｡ 

2.共通仕様書の適用
受注者は､共通仕様書の適用にあたって､｢栃木県工事監督執務要領｣(以下｢監督執務要領｣とい
う｡)､｢栃木県建設工事検査規程｣(以下｢検査規程｣という｡)､｢栃木県工事検査要領｣(以下｢検査要
領｣という｡)に従った監督･検査体制のもとで､建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原
則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない｡また､受注者はこれら監督､検査(完成検査､
既済部分検査)にあたっては､地方自治法施行令(令和7年6月改正政令第213号)(以下｢施行令｣とい
う｡)第167条の15に基づくものであることを認識しなければならない｡ 

誤記修正 

時点修正 

1-1-1-2 用語の定義
4.監督員
本仕様で規定されている土木工事における監督員は､一般監督業務を担当し､主に受注者に対する
指示､承諾または協議で軽易なものの処理､工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成および
交付または受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い､～

1-1-1-2 用語の定義
4.監督員
本仕様で規定されている土木工事における監督員は､一般監督業務を担当し､主に受注者に対する
指示､承諾または協議で軽易なものの処理､工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交
付または受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い､～

国仕様書準拠 
(表記修正) 

21.連絡
連絡とは､監督職員と受注者または現場代理人の間で､契約書第 19 条に該当しない事項または緊
急で伝達すべき事項について､口頭､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙなどにより互いに知らせることをいう｡
なお､後日書面による連絡内容の伝達は不要とする｡

21.連絡
連絡とは､監督職員と受注者または現場代理人の間で､契約書第19条に該当しない事項または緊急
で伝達すべき事項について､口頭､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙなどにより互いに知らせることをいう｡
なお､後日書面による連絡内容の伝達は不要とする｡

アンダーライン追加

太字追加 

（記載なし） 

24.情報共有ｼｽﾃﾑ
情報共有ｼｽﾃﾑとは､監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換･共有することにより業務効率
化を実現するｼｽﾃﾑのことをいう｡ なお､本ｼｽﾃﾑを用いて作成及び提出等を行った工事帳票につい
ては､別途紙に出力して提出しないものとする｡

新規追加 

国仕様書準拠[H25] 

24.書面
書面とは､工事打合せ簿等の工事帳票をいい､情報共有ｼｽﾃﾑを用いて作成され､指示､承諾､協議､提
出､報告､通知が行われたものを有効とする｡ただし､やむを得ず､情報共有ｼｽﾃﾑを用いない場合は､
発行年月日を記載し､記名(署名または押印したものを含む)したものも有効とする｡

25.書面
書面とは､工事打合せ簿等の工事帳票をいい､情報共有ｼｽﾃﾑを用いて作成され､指示､承諾､協議､提
出､報告､通知が行われたものを有効とする｡ただし､やむを得ず､情報共有ｼｽﾃﾑを用いない場合は､
発行年月日を記載し､記名(署名または押印を含む)したものも有効とする｡

番号修正 
太字追加 
国仕様書準拠[R3] 
(押印見直しに伴う規定変更) 

25.工事写真
工事写真とは､工事着手前及び工事完成､また､施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事
完成後目視できない箇所の施工状況､出来形寸法､品質管理状況､工事中の災害写真等を写真管理
基準に基づき撮影したものをいう｡

26.工事写真
工事写真とは､工事着手前及び工事完成､また､施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事
完成後目視できない箇所の施工状況､出来形寸法､品質管理状況､工事中の災害写真等を写真管理
基準に基づき撮影したものをいう｡

番号修正 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
なお､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は､｢ﾃﾞｼﾞﾀﾙ工事写真の小黒板情報電子化に
ついての一部改定について｣(令和3年3月26日付け国技建管第21 号))に基づき実施しなければなら
ない｡ 

国仕様書準拠[H31](新規追加) 
[R5](基準改訂) 

26.工事帳票 27.工事帳票 番号修正 
27.工事書類 28.工事書類 番号修正 
28.契約関係書類  
契約関係書類とは､契約書第 10 条第 5 項の定めにより監督職員を経由して受注者から発注者へ､
または受注者へ提出される書類をいう｡ 

29.契約関係書類  
契約関係書類とは､契約書第10条第5項の定めにより監督職員を経由して受注者から発注者へ､ま
たは受注者へ提出される書類をいう｡ 

番号修正 

29.工事完成図書 30.工事完成図書 番号修正 
30.電子成果品 31.電子成果品 番号修正 
31.工事関係書類  
工事関係書類とは､契約図書､契約関係書類､工事書類､及び工事完成図書をいう｡ 

32.工事関係書類  
工事関係書類とは､契約図書､契約関係書類､工事書類､及び工事完成図書をいう｡ 

番号修正 
 

32.確認 33.確認 番号修正 
33.立会 34.立会 番号修正 

（記載なし） 
35.段階確認  
段階確認とは､設計図書に示された施工段階において､監督職員が臨場等により､出来形､品質､規
格､数値等を確認することをいう｡ 

国仕様書準拠 
[R3](3-1-1-1から編入) 

（記載なし） 
36.技術検査  
技術検査とは､栃木県工事検査技術基準(栃木県県土整備部技術管理課通知平成28 年4月1日施行)
に基づき行うものをいい､請負代金の支払いを伴うものではない｡ 

国仕様書準拠 
[R3](3-1-1-1から編入) 

34.工事検査  
工事検査とは､検査職員が契約書第 32 条､第 38 条､第 39 条に基づいて給付の完了の確認を行うこ
とをいう｡ 

37.工事検査  
工事検査とは､検査職員が契約書第 33 条､第 39 条､第 40 条に基づいて給付の完了の確認を行うこ
とをいう｡ 

番号修正 
条文修正 

35.検査職員 
検査職員とは､契約書第 32 条第 2 項の規定に基づき､工事検査を行うために発注者が定めた者を
いう｡ 

38.検査職員 
検査職員とは､契約書第 33 条第 2 項の規定に基づき､工事検査を行うために発注者が定めた者を
いう｡ 

番号修正 
条文修正 

36.同等以上の品質 39.同等以上の品質 番号修正 
37.工期 40.工期 番号修正 
38.工事着手日(工期の始期日)  
工事着手日(工期の始期日)とは､工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう｡  

41.工事着手日(工期の始期日)  
工事着手日(工期の始期日)とは､工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう｡  

番号修正 
 

39.現場着手日  
現場着手日とは､工事着手日(工期の始期日)以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の
設置または測量をいう｡)､詳細設計付工事における詳細設計または工事製作を含む工事における
工場製作工のいずれかに着手する日のことをいう｡ 

42.現場着手日  
現場着手日とは､工事着手日(工期の始期日)以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の
設置または測量をいう｡)､詳細設計付工事における詳細設計または工事製作を含む工事における
工場製作工のいずれかに着手する日のことをいう｡ 

 
 
 
アンダーライン追加 

40.工事 43.工事 番号修正 
41.本体工事 44.本体工事 番号修正 
42.仮設工事 45.仮設工事 番号修正 
43.工事区域 46.工事区域 番号修正 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
44.現場 47.現場 番号修正 
45.SI 48.SI 番号修正 
46.現場発生品 49.現場発生品 番号修正 
47.JIS 規格  
JIS 規格とは､日本工業規格をいう｡ 

50.JIS 規格  
JIS規格とは､日本産業規格をいう｡ 

番号修正 
JIS改正 

1-1-1-3 設計図書の照査等 
1..図面原図の貸与 
受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の～ 
2.設計図書の照査  
受注者は､施工前及び施工途中において､自らの負担により契約書第 19 条第 1 項第 1 号から第 5
号に係る設計図書の照査を行い､該当する事実がある場合は､監督職員にその事実が確認できる資
料を書面により提出し､確認を求めなければならない｡    
 ただし､設計図書の照査範囲を超える資料の作成については､契約書第 20 条によるものとし､監
督職員からの指示によるものとする｡  
また､請負額 1,000 万円未満の工事については､該当する事実が無い場合､照査報告の提出を省略
するものとする｡   

1-1-1-3 設計図書の照査等 
1.図面原図の貸与 
受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の～ 
2.設計図書の照査  
受注者は､施工前及び施工途中において､自らの負担により契約書第 19 条第 1 項第 1 号から第 5
号に係る設計図書の照査を行い､該当する事実がある場合は､監督職員にその事実が確認できる資
料を提出し､確認を求めなければならない｡    
 ただし､設計図書の照査範囲を超える資料の作成については､契約書第 20 条によるものとし､監
督職員からの指示によるものとする｡  
また､請負額1,000万円未満の工事については､該当する事実が無い場合､照査報告の提出を省略す
るものとする｡   

 
 
太字追加 
 
国仕様書準拠 
(“書面により”削除) 
 
太字追加 

（記載なし） 

1-1-1-4 ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ  
1.ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ 
監督職員及び受注者は､｢ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ｣に努める｡  
ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽとは､受注者からの質問･協議等に対して､1 日あるいは適切な期限までに回答するこ
とをいう｡  

 
国仕様書準拠 
[R6](新規追加) 

（記載なし） 

1-1-1-5 ｳｨｰｸﾘｰｽﾀﾝｽ  
監督職員及び受注者は､｢ｳｨｰｸﾘｰｽﾀﾝｽ｣の実施に努める｡  
ｳｨｰｸﾘｰｽﾀﾝｽとは､労働環境を改善し､円滑な実施と品質向上に努めることを目的に､受発注者間で
確認･共有した取組の総称をいう｡ 
 

 
国仕様書準拠 
[R7](新規追加) 

1-1-1-4 施工計画書 
1.一般事項  
受注者は､当該現場の現場着手日前又は∼ 
 
(14)その他(受注者､発注者が工事施工上必要な事項)(※) 

1-1-1-6 施工計画書 
1.一般事項  
受注者は､当該現場の現場着手日前又は∼ 
(14) 「休日取得計画書及び実施書」等(週休二日の導入) 
(15)その他(受注者､発注者が工事施工上必要な事項)(※) 

番号修正 
 
アンダーライン追加 
国仕様書準拠[R5]（週休2日） 
県週休2日実施要領 

2.変更施工計画書  
受注者は､施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には､その都度当該工事に着手する前に変
更に関する事項について､変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない｡ただし､数量の
わずかな変更等､軽微な変更の場合には提出を要しない｡ 

2.変更施工計画書  
受注者は､施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽微な変更は除く)には､
その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について､変更施工計画書を監督職員に提出
しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](表記修正) 
 

1-1-1-5 ｺﾘﾝｽﾞ(CORINS)への登録 
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事につい て、工事実
績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録

1-1-1-7 ｺﾘﾝｽﾞ(CORINS)への登録 
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実
績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成し

番号修正 
 
国仕様書準拠[H31] 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたう
え、受 注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更が
あった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜
日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。 
登録対象は、工事請負代金額500万円以上（単価契約の場合は契約総額）の全ての工事とし、受
注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、監督職員にメール送信される。 
なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合
は、変更時の登録申請を省略できる。 

た「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受
けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変
更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日
曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。 
登録対象は、工事請負代金額500万円以上（単価契約の場合は契約総額）の全ての工事とし、受
注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。 
なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、
変更時の登録申請を省略できる。 
また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者
にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならな
い。 

(コリンズ運用変更に伴い修正) 
 
 
 
 
 
国仕様書準拠 
[H31](表記修正) 
 
国仕様書準拠 
[H31](コリンズ運用変更に伴い
追加) 

1-1-1-6 監督職員 
1.監督職員の権限 
当該工事における監督職員の権限は､契約書第 10 条第 2 項に規定した事項である｡ 

1-1-1-8 監督職員 
1.監督職員の権限 
当該工事における監督職員の権限は､契約書第10条第2項に規定した事項である｡ 
 

番号修正 
 

２.監督職員の権限の行使 
監督職員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は
監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた
場合には、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 

２.監督職員の権限の行使 
監督職員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は
監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた
場合には、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 

 
 
太字追加 

1-1-1-7 工事用地等の使用 
１.維持・管理 
(2)請負者は､登記簿等の農地等に関する資料を収集し､監督職員と協議するものとする｡資料収集
に要する費用は､本工事の請負代金から請負者が負担するものとする｡ 
(3)農地等の借地権は県が取得することとするが､その契約に要する費用及び賃貸料は本工事の請
負代金から請負者が負担するものとする｡ 
(4)農地等は必ず原状に回復し､農地等所有者に返還するものとする｡ 
2.用地の確保 
 
 

1-1-1-9 工事用地等の使用 
１.維持・管理 
(2)受注者は､登記簿等の農地等に関する資料を収集し､監督職員と協議するものとする｡資料収集
に要する費用は､受注者が負担するものとする｡ 
(3)農地等の借地権は県が取得することとするが､その契約に要する費用及び賃貸料は受注者が負
担するものとする｡ 
(4)農地等は必ず原状に回復し､農地等所有者に返還するものとする｡ 
2.用地の確保 
～ 
また、その用地選定にあたっては原則民有地を確保することとし、民有地の確保が困難で、やむ
を得ず官有地に設置等を計画する場合は、事前に監督職員と協議の上、占用申請等必要な手続き
を行うこと。 

番号修正 
 
表記修正 
(請負者→受注者) 
(“本工事の請負代金から”削除 
 
 
 
 
特記仕様書から編入 

1-1-1-8 現場の着手 
受注者は､特記仕様書に定めのある場合を除き､特別の事情がない限り､契約書に定める工事着手
日(工期の始期日)以降 30 日以内に現場着手しなければならない｡ 

1-1-1-10 現場の着手 
受注者は､特記仕様書に定めのある場合を除き､特別の事情がない限り､契約書に定める工事着手
日(工期の始期日)以降30日以内に現場着手しなければならない｡ 

番号修正 
国仕様書 変更[R2] 
アンダーライン追加 

1-1-1-9 工事の下請負 1-1-1-11 工事の下請負 番号修正 
1-1-1-10 施工体制台帳 
1.一般事項 

1-1-1-12 施工体制台帳 
1.一般事項 

番号修正 
国仕様書準拠 



栃木県土木工事共通仕様書 表紙・第 1 編 共通編  新旧対照表              

5 /31 
 

現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
受注者は､工事を施工するために下請負契約を締結した場合､∼ 
なお､施工体制台帳等は､電子ﾃﾞｰﾀで作成･提出してもよいものとする｡ 

受注者は､工事を施工するために下請契約を締結した場合､∼ 
なお､施工体制台帳等は､原則として､電子ﾃﾞｰﾀで作成･提出するものとする｡ 

[R3]（施工体制台帳の作成等に
伴う改正） 

1-1-1-11 受注者相互の協力 1-1-1-13 受注者相互の協力 番号修正 
1-1-1-12 調査･試験に対する協力 
2.公共事業労務費調査 
(3) ∼日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない｡ 
5.低入札価格調査  
(1)受注者は､当該工事が｢栃木県低入札価格調査制度事務処理要領(平成 19 年 6 月 1 日施行)｣で定
める低入札調査基準価格を下回る価格で落札した場合の措置として､｢栃木県低入札価格工事対策
試行要領(平成 20 年 1 月 1 日施行)｣の調査対象工事となった場合は､同要領に基づく対策に協力す
るとともに､必要な措置をとらなければならない｡  
(2)栃木県(環境森林部､農政部､県土整備部､企業局)が発注する工事で､同年度内に低入札価格工事
又は請負額が低入札調査基準価格もしくは最低制限価格を上回り､それぞれの価格に予定価格の
3%を加えた額(1 万円未満切り捨て)を下回る工事(予定価格が 500 万未満の工事を除く)を 3 件受
注した場合で､5,000 万円以上(舗装工事にあっては 3,000 万円以上)の工事については､｢工事品質
確保と特別対策の試行について(平成 20 年 1 月 1 日施行)｣に基づく対策に協力しなければならな
い｡なお､本項目については､平成 23 年 7 月 1 日から当分の間適用しない｡(工事品質確保特別対策
の試行の休止について(平成 23 年 6 月 16 日技管第 57 号)) 

1-1-1-14 調査･試験に対する協力 
2.公共事業労務費調査 
(3) ∼日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない｡ 
5.低入札価格調査  
受注者は､当該工事が｢栃木県低入札価格調査制度事務処理要領(令和 6 年 8 月 10 日施行)｣で定め
る低入札調査基準価格を下回る価格で落札した場合の措置として､｢栃木県低入札価格工事対策試
行要領(平成 20 年 1 月 1 日施行)｣の調査対象工事となった場合は､同要領に基づく対策に協力する
とともに､必要な措置をとらなければならない｡ 
(2)（削除） 

（平成23年から工事品質確保特別対策の試行休止中のため） 

番号修正 
 
誤記修正 
 
 
基準改正 
 
 
(2)削除 
（平成23年から工事品質確保特
別対策の試行休止中のため） 

6.新技術の活用 
受注者は､新技術情報提供ｼｽﾃﾑ(NETIS)､栃木県県土整備部新技術活用制度等を利用することによ
り､活用することが有用と思われる登録技術が明らかになった場合は､監督職員に協議するものと
する｡ 

6.新技術の活用  
受注者は､新技術情報提供ｼｽﾃﾑ(NETIS)､栃木県県土整備部新技術活用制度等を利用することによ
り､活用することが有用と思われる登録技術が明らかになった場合は､監督職員に協議するものと
する｡ 

 
アンダーライン追加 

1-1-1-13 工事の一時中止 
1.一般事項  
発注者は､契約書第 21 条の規定に基づき∼ 
なお､暴風､豪雨､洪水､高潮､地震､地すべり､落盤､火災､騒乱､暴動その他自然的または人為的な事
象による工事の中断については､1-1-1-41 臨機の措置により､受注者は､適切に対応しなければな
らない｡ 

1-1-1-15 工事の一時中止  
1.一般事項  
発注者は､契約書第 21 条の規定に基づき∼ 
なお､暴風､豪雨､洪水､高潮､地震､地すべり､落盤､火災､騒乱､暴動その他自然的または人為的な事
象による工事の中断については､第1編1-1-1-44臨機の措置により､受注者は､適切に対応しなけれ
ばならない｡ 

番号修正 
 
 
 
国仕様書準拠[R5](表記修正) 

1-1-1-14 設計図書の変更 1-1-1-16 設計図書の変更 番号修正 
1-1-1-15 工期変更  
1.一般事項  
契約書第 16 条第 7 項､第 18 条第 1 項､第 19 条第 5 項､第 20 条､第 21 条第 3 項､第 22 条､第 23 条
第 1 項及び第 44 条第 2 項の規定に基づく工期の変更について､契約書第 24 条の工期変更協議の
対象であるか否かを∼ 
2.設計図書の変更等  
受注者は、契約書第 19 条第５項及び第 20 条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場
合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要

1-1-1-17 工期変更  
1.一般事項  
契約書第 16 条第 7 項､第 18 条第 1 項､第 19 条第 5 項､第 20 条､第 21 条第 3 項､第 22 条､第 23 条
及び第 45 条第 2 項の規定に基づく工期の変更について､契約書第 25 条の工期変更協議の対象で
あるか否かを∼ 
2.設計図書の変更等  
受注者は、契約書第 19 条第５項及び第 20 条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場
合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要

番号修正 
 
条項修正 
アンダーライン追加 
 
 
 
条項修正 
アンダーライン追加 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 24 条第２項に
定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 
3.工事の一時中止 
受注者は､契約書第 21 条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となっ た場合､第 1
項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項 について､必要とする変
更日数の算出根拠､変更工程表その他必要な資料を添付の上､契約書第 24 条第 2 項に定める協議
開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議し なければならない｡ 
4.工期の延長 
受注者は､契約書第 22 条に基づき工期の延長を求める場合､第 1 項に示す事前協議において工期
変更協議の対象であると確認された事項について､必要とする延長日数の算出根拠､変更工程表そ
の他必要な資料を添付の上､契約書第 24 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して
監督職員と協議しなければならない｡ 
5.工期の短縮 
受注者は､契約書第 23 条第 1 項に基づき工期の短縮を求められた場合､可能な短縮日数の算出根
拠､変更工程表その他必要な資料を添付し､契約書第 24 条第 2 項に定める協議開始の日までに工
期変更に関して監督職員と協議しなければならない｡ 

とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 25 条第２項に
定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 
3.工事の一時中止 
受注者は､契約書第 21 条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となっ た場合､第 1
項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項 について､必要とする変
更日数の算出根拠､変更工程表その他必要な資料を添付の上､契約書第 25 条第 2 項に定める協議
開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議し なければならない｡ 
4.工期の延長 
受注者は､契約書第 23 条に基づき工期の延長を求める場合､第 1 項に示す事前協議において工期
変更協議の対象であると確認された事項について､必要とする延長日数の算出根拠､変更工程表そ
の他必要な資料を添付の上､契約書第 25 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して
監督職員と協議しなければならない｡ 
5.工期の短縮 
受注者は､契約書第 24 条第 1 項に基づき工期の短縮を求められた場合､可能な短縮日数の算出根
拠､変更工程表その他必要な資料を添付し､契約書第 25 条第 2 項に定める協議開始の日までに工
期変更に関して監督職員と協議しなければならない｡ 

 
 
 
条項修正 
アンダーライン追加 
 
 
条項修正 
アンダーライン追加 
 
 
 
条項修正 
アンダーライン追加 
 
 

1-1-1-16 支給材料及び貸与品  
 
 
 
5.返還  
受注者は､契約書第 16 条第 9 項｢不用となった支給材料又は貸与品｣ 
6.修理等 
7.流用の禁止 
8.所有権 

1-1-1-18 支給材料及び貸与品  
5.貸与機械の使用  
受注者は､貸与機械の使用にあたっては､別に定める請負工事用建設機械無償貸付仕様書によらな
ければならない｡ 
6.返還 
受注者は､契約書第 16 条第 9 項｢不用となった支給材料または貸与品｣ 
7.修理等 
8.流用の禁止 
9.所有権 

 
 
国仕様書準拠 
[R3](3-1-1-5から編入) 
 
表記修正 
 
 

1-1-1-17 工事現場発生品 1-1-1-19 工事現場発生品  
1-1-1-18 建設副産物 
4.再生資源利用計画  
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等
を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め
監督職員に提出しなければならない。 
 
 
※「建設副産物の処理基準（案）（平成 20 年４月）栃木県県土整備部」による。 
 

1-1-1-20 建設副産物 
4.再生資源利用計画  
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物等
を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書にそ
の写しを添付して監督職員に提出しなければならない。 
また､受注者は､法令等に基づき､工事現場において再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲
げなければならない｡ 
※｢建設副産物の管理基準 (令和７年4月)栃木県県土整備部｣による｡ 
5.受領書の交付  
受注者は､土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは､法令等に基づき､速や
かに受領書を搬入元に交付しなければならない｡ 

番号修正 
国仕様書準拠[R5](表記変更) 
 
国仕様書準拠 
[R5][R6](表記追加・修正) 
 
アンダーライン追加 
基準改正 
 
国仕様書準拠[R6](追加) 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
5.再生資源利用促進計画  
受注者は､建設発生土､ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､建設発生木材､建設汚泥または建設混合廃棄物
等を工事現場から搬出する場合には､法令に基づき､再生資源利用促進計画を作成し､施工計画書
に含め監督職員に提出しなければならない｡  
※｢建設副産物の処理基準(案)(平成 20 年 4 月)栃木県県土整備部｣による｡ 
 

6.再生資源利用促進計画  
受注者は､建設発生土､ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､建設発生木材､建設汚泥または建設混合廃棄物
等を工事現場から搬出する場合には､法令等に基づき､再生資源利用促進計画を作成し､施工計画
書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない｡また､受注者は､法令等に基づき､工
事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない｡  
※｢建設副産物の管理基準 (令和 7 年 4 月)栃木県県土整備部｣による｡ 
 

番号修正 
国仕様書準拠[R5](表記修正) 
太字追加 
国仕様書準拠 
[R5][R6] (表記追加・修正) 
アンダーライン追加 
 

 7.再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等 
受注者は､再生資源利用促進計画の作成に当たり､建設発生土を工事現場から搬出する場合は､工
事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き
状況や､搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて､法令等に基づき確認
しなければならない｡  
また､確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに､工事現場において公衆の見やすい場
所に掲げなければならない｡  
8.建設発生土の運搬を行う者に対する通知  
受注者は､建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは､｢6.再生資源利用促進計
画｣に記載した事項(搬出先の名称及び所在地､搬出量)と｢7.再生資源利用促進計画を作成する上で
の確認事項等｣で行った確認結果を､委託した搬出者に対して､法令等に基づいて通知しなければ
ならない｡  
9.建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等  
受注者は､建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは､法令等に基づ
き､速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め､受領書に記載された事項が再生資源利用促進
計画に記載した内容と一致することを確認するとともに､監督職員から請求があった場合は､受領
書の写しを提出しなければならない｡  

国仕様書準拠[R6] 
(7･8･9 条項追加) 
 

6.実施書の提出 10.実施書の提出 番号修正 
7.建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ(ｺﾌﾞﾘｽ(COBRIS)) 
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､建設発生木材､建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する
場合には､施工計画作成時､工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑに入力するものと
する｡また､建設副産物実態調査(ｾﾝｻｽ)についても､対象となる建設副産物の品目について､ﾃﾞｰﾀを
入力し調査票を監督職員へ提出すること｡なお､出力した調査票は｢再生資源利用(計画･実施)書｣
及び｢再生資源利用促進(計画･実施)書｣の提出に代わるものとする｡なお､これによりがたい場合
には､監督職員と協議しなければならない｡ 

11.建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ（コブリス・プラス） 
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､建設発生木材､建設汚泥または建設混合廃棄物､建設発生土
を搬入､搬出する場合には､施工計画作成時､工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ
に入力するものとする｡ また、建設副産物実態調査(ｾﾝｻｽ)についても､対象となる建設副産物の品
目について､ﾃﾞｰﾀを入力し調査票を監督職員へ提出すること｡ 
なお､出力した調査票は｢再生資源利用実施書｣及び｢再生資源利用促進実施書｣の提出に代わるも
のとし､これによりがたい場合には､監督職員と協議しなければならない｡ 

番号・名称修正 
国仕様書準拠 
[R4](表記修正) 
 
アンダーライン追加 

8.建設発生土情報交換ｼｽﾃﾑ  
建設発生土を搬入または搬出する場合には､受注者は､工事の実施に際して､ｼｽﾃﾑに建設発生土に
関する情報を登録する｡また､登録した情報の変更が生じた場合は､速やかに当該ｼｽﾃﾑによりﾃﾞｰﾀ
の変更を行うものとする｡また､工事が完了した場合には､ｼｽﾃﾑに実施情報を入力しなければなら
ない｡なお､これによりがたい場合には､監督職員と協議しなければならない｡ 

12.建設発生土情報交換ｼｽﾃﾑ （コブリス・プラス） 
受注者は､建設発生土を搬入または搬出する場合で､工事の実施に当たって土量､土質､土工期等の
登録されている情報に変更があった場合､監督職員が通知する｢登録工事番号｣を用いて､速やかに
当該ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀ更新を行うものとする｡  
なお､これによりがたい場合には､監督職員と協議するものとする｡ 

番号・名称修正 
国仕様書準拠[H30] 
(最新の運用に基づき改正) 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
9.特定建設資材の分別解体等･再資源化等の適正な措置  
(1)受注者は｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)｣(以下｢建
設ﾘｻｲｸﾙ法｣という)に基づき､特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措
置を講ずることとする｡ ～ 
(2)受注者は､特定建設資材の分別解体等･再資源化等が完了したときは､建設ﾘｻｲｸﾙ法第 18 条に基
づき､以下の事項を書面に記載し､監督職員に報告しなければならない｡  
･再資源化等が完了した年月日  
･再資源化等をした施設の名称及び所在地  
･再資源化等に要した費用  
なお､書面は｢建設ﾘｻｲｸﾙ法に関する事務処理の手引き(平成 14 年 5 月)｣に定めた様式｢再資源化等
報告書｣とする｡  

13.特定建設資材の分別解体等･再資源化等の適正な措置  
(1)受注者は｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（令和４年法律第 68 号)｣(以下｢建設
ﾘｻｲｸﾙ法｣という)に基づき､特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置
を講ずることとする｡ ～ 
(2)受注者は､特定建設資材の分別解体等･再資源化等が完了したときは､建設ﾘｻｲｸﾙ法第 18 条に基
づき､以下の事項を書面に記載し､監督職員に報告しなければならない｡  
･再資源化等が完了した年月日  
･再資源化等をした施設の名称及び所在地  
･再資源化等に要した費用  
なお､書面は｢建設ﾘｻｲｸﾙ法に関する事務処理の手引き(平成 14 年 5 月)｣に定めた様式｢再資源化等
報告書｣、又はコブリス・プラス上でのシステム入力とする｡  

 
諸基準類との整合 
 
 
 
 
 
 
建設リサイクル法18条に基づく 
発注者への報告方法の追加 
 

10.建設副産物関係書類等の作成及び提出  
(1)建設副産物実態調査要領に基づき､請負代金額 100 万円以上の工事について､再生資源利用計画
書及び再生資源利用促進計画書を作成し､施工計画書に含めて各 1 部提出すること｡  
   なお､建設資材の搬入及び建設副産物の搬出が無い場合も作成し提出すること｡  
また､工事完成後速やかに上記計画の実施状況について､再生資源利用実施書及び再生資源利用促
進実施書を作成し､各 2 部提出する｡  
これらの記録を工事完成後 1 年間保存しておくこと｡  
(2)建設副産物の処理に先立ち､あらかじめ監督職員に確認を受けた｢建設副産物処理承認申請書｣
を 2 部提出すること｡  
(3)建設廃棄物の処分にあたって､排出事業者(元請業者)は処理業者と建設廃棄物処理委託契約を
締結し､その契約書の写しを提出すること｡  
なお､収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は､別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契
約を締結し､その契約書の写しを提出すること｡  
 
 
 
 
11.建設副産物の管理及び再生材の利用  
受注者は､｢建設副産物の管理基準(案)｣及び｢再生材の利用基準｣を遵守して､建設副産物の適正な
処理及び再生資源の活用を図らなければならない｡ 

14.建設副産物関係書類等の作成及び提出  
(1)建設副産物実態調査要領に基づき､最終工事契約金額 100 万円以上の工事について､再生資源利
用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し､施工計画書に含めて各 1 部提出すること｡  
また､工事完成後速やかに上記計画書の実施状況について､再生資源利用実施書及び再生資源利用
促進実施書を作成し､各 2 部提出するとともに、これらの記録を工事完成後 1 年間保存しておく
こと｡  
  (2)建設副産物の処理に先立ち､｢建設副産物処理承認申請書｣により監督職員の確認を受け、同
申請書を 2 部提出すること｡ 
(3)建設廃棄物の処分にあたり､排出事業者(元請業者)は処理業者と建設廃棄物処理委託契約書を
締結し､建設副産物処理委託契約書を監督職員に提示するとともに同契約書の写を提出するこ
と。  
なお､収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は､別に、収集運搬業者と建設廃棄物処理委託
契約を締結すること｡  
(5)建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票（マニュフェスト） 」
の交付・回収した各票を監督職員に提示し確認を受けること。 
なお、回収したマニュフェストについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえて適切
に保存すること。 
15.建設副産物の管理及び再生材の利用  
受注者は､｢建設副産物の管理基準｣及び｢再生材の利用基準｣を遵守して､建設副産物の適正な処理
及び再生資源の活用を図らなければならない｡ 

番号修正 
 
表記修正 
「建設副産物管理基準」の特記
仕様書記載例に準拠 
 
表記を要領合わせ 
(記載順ほか) 
 
 
 
 

1-1-1-19 施設管理台帳  1-1-1-21 施設管理台帳 番号修正 
1-1-1-20 工事完成検査  
1.工事完成通知書の提出  
受注者は､契約書第 32 条の規定に基づき､工事完成通知書を監督職員に提出しなければならない｡ 
 
2.工事完成検査の要件 

1-1-1-22 工事完成検査  
1.工事完成通知書の提出  
受注者は､契約書第33条の規定に基づき､工事完成通知書を監督職員を通じて発注者に提出しなけ
ればならない｡ 
2.工事完成検査の要件 

番号修正 
 
条項修正 
国仕様書準拠 
[R5](表記修正) 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
(2)契約書第 18 条第 1 項の規定に基づき､監督職員の請求した改造が完了していること｡ 
6.修補期間 
修補の完了が確認された場合は､その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は､契約書第
32 条第 2 項に規定する期間に含めないものとする｡ 
7.適用規定  
受注者は､当該工事完成検査については､第 3 編 3-1-1-6 監督職員による確認及び立会∼ 

(2)契約書第 18 条第 1 項の規定に基づき､監督職員の請求した改造が完了していること｡ 
6.修補期間 
修補の完了が確認された場合は､その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は､契約書第
33 条第 2 項に規定する期間に含めないものとする｡ 
7.適用規定  
受注者は､当該工事完成検査については､第3編3-1-1-4監督職員による確認及び立会～ 

 
 
 
条項修正 
 
番号修正、太字修正 

1-1-1-21 既済部分検査等 
1.一般事項 
受注者は､契約書第 38 条第 2 項の部分払の確認の請求を行った場合､または､契約書第 39 条第 1
項の工事の完成の通知を行った場合は､既済部分に係わる検査を受けなければならない｡ 
2.部分払いの請求 
受注者は､契約書第 38 条に基づく部分払いの請求を行うときは～ 
5.適用規定  
受注者は､当該既済部分検査については､第 3 編 3-1-1-6 監督職員による確認び立会～∼ 
7.中間前払金の請求  
受注者は､契約書第 35 条に基づく中間前払金の請求を行うときは､～ 

1-1-1-23 既済部分検査等 
1.一般事項 
受注者は､契約書第 39 条第 2 項の部分払の確認の請求を行った場合､または､契約書第 40 条第 1
項の工事の完成の通知を行った場合は､既済部分に係わる検査を受けなければならない｡ 
2.部分払いの請求 
受注者は､契約書第 39 条に基づく部分払いの請求を行うときは～ 
5.適用規定  
受注者は､当該既済部分検査については､第 3 編 3-1-1-4 監督職員による確認び立会～ 
7.中間前払金の請求  
受注者は､契約書第36条に基づく中間前払金の請求を行うときは､～ 

番号修正 
 
条項修正、アンダーライン追加 
 
 
条項修正、アンダーライン追加 
 
番号修正、太字追加 
 
条項修正 
 

1-1-1-22 部分使用 1-1-1-24 部分使用 番号修正 
1-1-1-23 施工管理 
3.標示板の設置 
受注者は､施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に､工事名､工期､発
注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し､工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければ
ならない｡ただし､標示板の設置が困難な場合は､監督職員の承諾を得て省略することができる｡ 

1-1-1-25 施工管理 
3.標示板の設置 
受注者は､施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に､工事目的､工期､
発注者名及び施工者名を記載した標示板を設置し､工事完成後は速やかに標示板を撤去しなけれ
ばならない｡ただし､標示板の設置が困難な場合は､監督職員の承諾を得て省略することができる｡ 
また､記載内容については､「土木工事現場における表示施設等の設置基準」の改訂について(平
成29年10月25日技管第217号)」)によるものとする｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[R5](表記統一) 
 
県基準追記 

５.周辺への影響防止 
受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工
しなければならない。また、影響が生じるおそれがある場合、直ちに監督職員へ連絡し、 

5.周辺への影響防止 
受注者は､施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工
しなければならない｡また､影響が生じるおそれがある場合､または影響が生じた場合には直ちに
監督職員へ連絡し､ 

 
国仕様書準拠 
（表記追記） 

6.労働環境の改善 
 

～ 

6.労働環境等の改善 
～ 
また､受注者は､作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所､現場事務所及び作業員宿
舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
（表記追記） 

（記載なし） 

9.工事情報共有化  
受注者は､監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換･共有することにより､業務の効率化を
図らなければならない｡  

 
国仕様書準拠 
[R4](新規追加) 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
また､情報を交換･共有するにあたっては､工事情報共有ｼｽﾃﾑ(ASP)を活用することとし､ 最新版の
｢栃木県県土整備部情報共有システム実施要領(令和２年10月)栃木県県土整備部｣に基づくことと
する｡  
なお､工事で使用する情報共有ｼｽﾃﾑは､最新版の｢工事施工中における受発注者間の情報共有ｼｽﾃﾑ
機能要件｣を満たすものとし､ｼｽﾃﾑのｻｰﾋﾞｽ提供者との契約は受注者が行うものとする｡  
10.不具合等発生時の措置 
受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、または、公益通
報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しな
ければならない。 

 
 
 
 
国仕様書準拠 
[R4](新規追加) 
 

1-1-1-24 履行報告 1-1-1-26 履行報告 番号修正 
 1-1-1-27 週休二日の対応  

受注者は､「栃木県県土整備部週休２日制工事実施要領（令和7年10月10日）栃木県県土整備部」
に基づき、週休二日制工事に取り組み､その実施内容を監督職員に報告しなければならない｡ 
なお､週休二日は､土日を休日とする4週8休以上の現場閉所または､技術者及び技能労働者が交替
しながら月単位で4週8休以上の休日を確保するものであり､その実施に努めなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[R5](新規追加) 

1-1-1-25 工事関係者に対する措置請求 1-1-1-28 工事関係者に対する措置請求 番号修正 
1-1-1-26 工事中の安全確保  
1.安全指針等の遵守  
受注者は､土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達､平成 29 年 3 月 31 日)､～
｢潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会｣､ 
 
 
 
2.支障行為等の防止 
 
 
 
 
 
3.周辺への支障防止 
 
 
 
 
4.防災体制 
5.第三者の立入り禁止措置 
6.安全巡視 
7.現場環境改善 

1-1-1-29工事中の安全確保  
1.安全指針等の遵守  
受注者は､最新の土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達)､～｢潜水作業安全
施工指針(一社)日本潜水協会｣､～ 
2.建設工事公衆災害防止対策要綱  
受注者は､建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号､令和元年9月2日)を遵守して
災害の防止を図らなければならない｡ 
3.支障行為等の防止 
4.使用する建設機械  
受注者は､土木工事に使用する建設機械の選定､使用等について､設計図書により建設機械が指定
されている場合には､これに適合した建設機械を使用しなければならない｡ただし､より条件に合
った機械がある場合には､監督職員の承諾を得て､それを使用することができる｡ 
5.周辺への支障防止 
6.架空線等事故防止対策  
受注者は､架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため､工事現場､土取り場､建設発生土受
入地､資材等置き場等､工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査(場所､種類､高さ等)を行
い､その調査結果について､支障物件の有無に関わらず､監督職員へ報告しなければならない｡ 
※報告等については施工計画書等に記載して提出するものとする。 
7.防災体制 
8.第三者の立入り禁止措置 
9.安全巡視 
10.現場環境改善 

番号修正 
 
国仕様書準拠 
[R6]("最新の”追加) 
 
国仕様書準拠 
[R3](3-1-1-12 から編入) 
 
国仕様書準拠 
[R3](3-1-1-12 から編入) 
 
 
 
国仕様書準拠 
[R3](3-1-1-12 から編入) 
 
 
「施工計画書等」に修正 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
8.定期安全研修･訓練等 
9.施工計画書 
10.安全教育･訓練等の記録 
11.関係機関との連絡 
12.工事関係者の連絡会議 
13.安全衛生協議会の設置 
監督職員が､労働安全衛生法(平成 27 年 5 月改定 法律第 17 号)第 30 条第 1 項に規定する 
14.安全優先  
受注者は､工事中における安全の確保をすべてに優先させ､労働安全衛生法(平成 27 年 5 月改定 法
律第 17 号)∼ 
15.災害発生時の応急処置 
16.地下埋設物等の調査  
17.不明の地下埋設物等の処置 
18.地下埋設物件等損害時の措置 

11.定期安全研修･訓練等 
12.施工計画書 
13.定期安全教育･訓練等の記録 
14.関係機関との連絡 
15.工事関係者の連絡会議 
16.安全衛生協議会の設置 
監督職員が､労働安全衛生法(令和元年6月改正 法律第37号)第30条第1項に規定する∼ 
17.安全優先  
受注者は､工事中における安全の確保をすべてに優先させ､労働安全衛生法(令和元年6月改正 法律
第37号)∼ 
18.災害発生時の応急処置 
19.地下埋設物等の調査  
20.不明の地下埋設物等の処置 
21.地下埋設物件等損害時の措置 

番号修正 
 
 
 
 
 
適用基準改訂 
 

1-1-1-27 爆発及び火災の防止 1-1-1-30爆発及び火災の防止 番号修正 
1-1-1-28 後片付け 1-1-1-31 後片付け 番号修正 
1-1-1-29 事故報告書  
受注者は､工事の施工中に事故が発生した場合には､直ちに監督職員に連絡するとともに､指示す
る期日までに､工事事故報告書を提出しなければならない｡ 

1-1-1-32 事故報告書  
受注者は､工事の施工中に事故が発生した場合には､直ちに監督職員に連絡するとともに､速やか
に工事事故報告書を提出しなければならない｡ 

アンダーライン追加 
「指示する期日までに」削除 
「速やかに」追加 

1-1-1-30 環境対策 
6.排出ｶﾞｽ対策型建設機械  
受注者は､工事の施工にあたり表 1-1-1 に示す建設機械を使用する場合は､｢特定特殊自動車排出
ｶﾞｽの規制等に関する法律(平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)｣に基づく技術基準に適合する特定特
殊自動車､または､｢排出ｶﾞｽ対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249
号)｣､｢排出ｶﾞｽ対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正平成 24 年 3 月 23 日付国土交通
省告示第 318 号)｣もしくは｢第 3 次排出ｶﾞｽ対策型建設機械指定要領(最終改訂平成 23 年 7 月 13 
日付国総環ﾘ第 1 号)｣に基づき指定された排出ｶﾞｽ対策型建設機械(以下｢排出ｶﾞｽ対策型建設機械
等｣という｡)を使用しなければならない｡  
排出ｶﾞｽ対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は､平成 7 年度建設技術評
価制度公募課題｢建設機械の排出ｶﾞｽ浄化装置の開発｣またはこれと同等の開発目標で実施された
民間開発建設技術の技術審査･証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ｶﾞｽ
浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが､これにより難い場合､監督職員と協議す
るものとする｡  
受注者は､ﾄﾝﾈﾙ坑内作業において表 1-1-2 に示す建設機械を使用する場合は､2011 年以降の排出ｶﾞ
ｽ基準に適合するものとして｢特定特殊自動車排出ｶﾞｽの規制等に関する法律施工規則｣(平成 28 年
11 月 11 日経済産業省･国土交通省･環境省令第 2 号)16 条第 1 項第 2 号もしくは第 20 条第 1 項第
2 号に定める表示が付けられた特定特殊自動車､または｢排出ｶﾞｽ対策型建設機械指定要領(平成 3
年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号)｣もしくは｢第 3 次排出ｶﾞｽ対策建設機械指定要領(最終改訂

1-1-1-33 環境対策 
6.排出ｶﾞｽ対策型建設機械  
受注者は､工事の施工にあたり表1-1-1に示す建設機械を使用する場合は､｢特定特殊自動車排出ｶﾞ
ｽの規制等に関する法律(平成29年5月改正 法律第41号)｣に基づく技術基準に適合する特定特殊自
動車､または､｢排出ｶﾞｽ対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)｣､｢排出
ｶﾞｽ対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正 平成24年3月23日付国土交通省告示第318
号)｣もしくは｢第3次排出ｶﾞｽ対策型建設機械指定要領(最終改訂平成28年8月30日付国総環ﾘ第6
号)｣に基づき指定された排出ｶﾞｽ対策型建機機械(以下｢排出ｶﾞｽ対策型建設機械等｣という｡)を使用
しなければならない｡  
排出ｶﾞｽ対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は､平成7 年度建設技術評
価制度公募課題｢建設機械の排出ｶﾞｽ浄化装置の開発｣またはこれと同等の開発目標で実施された
民間開発建設技術の技術審査･証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ｶﾞｽ
浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが､これにより難い場合は､監督職員と協議
するものとする｡  
受注者は､ﾄﾝﾈﾙ坑内作業において表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は､ 2011年以降の排出ｶﾞ
ｽ基準に適合するものとして｢特定特殊自動車排出ｶﾞｽの規制等に関する法律施行規則｣(令和6年4
月改正 経済産業省･国土交通省･環境省令第3 号)16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定
める表示が付された特定特殊自動車､または｢排出ｶﾞｽ対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付
建設省経機発第 249号)｣もしくは｢第3次排出ｶﾞｽ対策型建設機械指定要領(最終改訂平成28年8月

バン後宇修正 
 
基準改訂等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国仕様書準拠[R7] 



栃木県土木工事共通仕様書 表紙・第 1 編 共通編  新旧対照表              

12 /31 
 

現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
平成 23 年 7 月 13 日付国総環ﾘ第 1 号)に基づき指定されたﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型建設機械(以
下｢ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型建設機械等｣という｡)を使用しなければならない｡∼ 
 
 
 

表 1-1-2  

機  種  備  考  

ﾄﾝﾈﾙ工事用建設機
械  
･ﾊﾞｯｸﾎｳ  
･ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ  
･大型ﾌﾞﾚｰｶ  
･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機  
･ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ 
･ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｯｸ 
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ 

 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ(ｴﾝｼﾞﾝ出力 30kW 以 
上 260kW 以下)を搭載した建設機械に限る｡  
 ただし､道路運送車両の保安基準に排出ｶﾞｽ基準が
定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動
車以外の自動車の種別で､有効な自動車検査証の
交付を受けているものは除く｡  

 

30日付国総環ﾘ第6号)に基づき指定されたﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型建設機械(以下｢ﾄﾝﾈﾙ工事用排
出ｶﾞｽ対策型建設機械等｣という｡)を使用しなければならない｡ ∼ 
 
 
 

表 1-1-2  

機  種  備  考  

ﾄﾝﾈﾙ工事用建設機
械  
･ﾊﾞｯｸﾎｳ  
･ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ  
･大型ﾌﾞﾚｰｶ  
･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機  
･ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ 
･ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 
･ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ 

 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ(ｴﾝｼﾞﾝ出力 30kW 以 
上 260kW 以下)を搭載した建設機械に限る｡  
 ただし､道路運送車両の保安基準に排出ｶﾞｽ基準が
定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動
車以外の自動車の種別で､有効な自動車検査証の
交付を受けているものは除く｡  

 

（諸基準類との整合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（記載なし） 
８.建設機械の燃料 
受注者は、建設機械の燃料には規格(JIS)に合った軽油を使用すること。また、県が使用燃料の抜
き取り調査を行う場合には協力を行うこと。 

 
特記仕様書から編入 

8.低騒音型･低振動型建設機械  
受注者は､建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達､昭和 62 年 3 月 30
日改正)によって低騒音型･低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には､低騒
音型･低振動型建設機械の指定に関する規定 

9.低騒音型･低振動型建設機械  
受注者は､建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達､昭和62年3月30日
改正)によって低騒音型･低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には､低騒音
型･低振動型建設機械の指定に関する規程 

番号修正 
 
国仕様書準拠 
[R5](表記修正) 

9.特定調達品目  
受注者は､資材(材料及び機材を含む)､工法､建設機械または目的物の使用にあたっては､環境物品
等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 27 年 9 月改正 法律第 66 号｡以下､
｢ｸﾞﾘｰﾝ購入法｣という｡)∼ 

10.特定調達品目  
受注者は､資材(材料及び機材を含む)､工法､建設機械または目的物の使用にあたっては､環境物品
等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(令和 3 年 5 月改正 法律第 36 号｡以下､｢ｸﾞ
ﾘｰﾝ購入法｣という｡)∼ 

番号修正 
 
諸基準類との整合 

1-1-1-31 文化財の保護 1-1-1-34 文化財の保護 番号修正 
1-1-1-32 交通安全管理 
1.一般事項 
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、路
面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損
害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合
は、契約書第 30 条によって処置するものとする。 
 
 
 
 
 

1-1-1-35 交通安全管理 
1.一般事項 
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、路
面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損
害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合
は、契約書第 30 条によって処置するものとする。 
2.施工計画書  
受注者は､指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理､補修及び使用方法等を施工
計画書に記載しなければならない｡この場合において､受注者は､関係機関に所要の手続をとるも
のとし､発注者が特に指示する場合を除き､標識の設置その他の必要な措置を行わなければならな
い｡ 

番号修正 
 
 
 
条項ずれ 
アンダーライン追加 
 
国仕様書準拠[R3] 
(3-1-1-13 から編入) 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
2.輸送災害の防止 
3.交通安全等輸送計画 
4.交通安全法令の遵守  
受注者は､供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては､交通の安全について､監督職員､道路
管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに､道路標識､区画線及び道路標示に関する命令(平
成 28 年 7 月 15 日改正 内閣府･国土交通省令第 2 号)､道路工事現場における標示施設等の設置基
準(建設省道路局長通知､昭和 37 年 8 月 30 日)､道路工事現場における表示施設等の設置基準の一
部改正について 
5.工事用道路使用の責任 
6.工事用道路共用時の処置 
 
 
 
7.公衆交通の確保 
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならな
い。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交通管理
者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の
障害物を撤去しなくてはならない。 
8.水上輸送 
9.作業区域の標示等 
10.水中落下支障物の処置 
11.作業船舶機械故障時の処理 

3.輸送災害の防止 
4.交通安全等輸送計画 
5.交通安全法令の遵守  
受注者は､供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては､交通の安全について､監督職員､道路
管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに､道路標識､区画線及び道路標示に関する命令(令
和 6 年 7 月改正 内閣府･国土交通省令第 4 号)､道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設
省道路局長通知､昭和 37 年 8 月 30 日)､道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正
について 
6.工事用道路使用の責任 
7.工事用道路共用時の処置 
8.工事用道路の維持管理  
受注者は､設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は､設計図書の定めに従い､工
事用道路の維持管理及び補修を行うものとする｡ 
9.公衆交通の確保 
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならな
い。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交通管理
者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の
障害物を撤去しなくてはならない。 
10.水上輸送 
11.作業区域の標示等 
12.水中落下支障物の処置 
13.作業船舶機械故障時の処理 

 
番号修正 
 
 
諸基準類との整合 
 
 
 
 
番号修正 
 
国仕様書準拠 
[R3](3-1-1-12 から編入) 
 
 
 
太字追加 

12.通行許可  
受注者は､建設機械､資材等の運搬にあたり､車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正政令第 187 号)
第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは､道路法第 47 条の 2 に基づく通行
許可を得ていることを確認しなければならない｡また､道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改
正 政令第 258 号)第 22 条における制限を超えて建設機械､資材等を積載して運搬するときは､道路
交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければ
ならない｡ 

14.通行許可等  
受注者は､建設機械､資材等の運搬にあたり､車両制限令(令和3年7月改正 政令第198号)第3条にお
ける一般的制限値を超える車両を通行させるときは､道路法第47 条の2に基づく通行許可､または
道路法第47条の10に基づく通行可能経路の回答を得ていることを確認しなければならない｡また､
道路交通法施行令(令和6年9月改正政令第272号)第22条における制限を超えて建設機械､資材等を
積載して運搬するときは､道路交通法(令和5年6月改正 法律第56号)第57条に基づく許可を得てい
ることを確認しなければならない｡ 

番号修正 
国仕様書準拠[R5][R7] 
(諸基準類との整合) 
 
 
 
 

13.交通誘導警備業務  
受注者は､栃木県公安委員会が定める路線(平成 21 年 9 月 30 日 栃木県公安委員会告示第 54 号)の
交通誘導を行う場合は､その現場ごとに交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検
定合格警備員を一人以上配置しなければならない｡ ～ 

15.交通誘導警備業務  
受注者は､栃木県公安委員会が定める路線(令和 5 年 11 月 30 日 栃木県公安委員会告示第 61 号)交
通誘導を行う場合は､その現場ごとに交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定
合格警備員を一人以上配置しなければならない｡ ～ 

番号修正 
 
基準改訂 

1-1-1-33 施設管理 
受注者は､工事現場における公物(各種公益企業施設を含む｡)または部分使用施設(契約書第 34 条
の適用部分)について､施工管理上､契約図書における規定の履行を以 っても不都合が生ずるおそ
れがある場合には､その処置について監督職員と協議できる｡ 
なお､当該協議事項は､契約書第 10 条の規定に基づき処理されるものとする｡ 

1-1-1-36 施設管理 
受注者は､工事現場における公物(各種公益企業施設を含む｡)または部分使用施設(契約書第35条の
適用部分)について､施工管理上､契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれ
がある場合には､その処置について監督職員と協議できる｡ 
なお､当該協議事項は､契約書第 10 条の規定に基づき処理されるものとする｡ 

番号修正 
条項修正 
 
アンダーライン追加 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
1-1-1-34 諸法令の遵守 
１.諸法令の遵守 
受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用
運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りであり、
改正されている場合は原則として最新版を適用する。 
(1) 地方自治法      (平成30年7月改正 法律第78号)  
(2) 建設業法     (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号) 
(4) 労働基準法     (平成 27 年 5 月改正 法律第 31))  
(5)労働安全衛生法    (平成 27 年 5 月改正 法律第 17 号)   
(6)作業環境測定法    (平成 26 年 6 月改正 法律第 82 号)  
(7)じん肺法     (平成 26 年 6 月改正 法律第 82 号)   
(8)雇用保険法     (平成 28 年 6 月改正 法律第 63 号) 
(9)労働者災害補償保険法    (平成 27 年 5 月改正 法律第 17 号) 
(10)健康保険法     (平成 28 年 12 月改正 法律第 114 号)   
(11)中小企業退職金共済法    (平成 28 年 6 月改正 法律第 66 号)   
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律  (平成 28 年 5 月改正 法律第 47 号)   
(13)出入国管理及び難民認定法   (平成 28 年 11 月改正 法律第 89 号)   
(14)道路法       (平成 28 年 3 月改正 法律第 19 号)  
(15)道路交通法      (平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号) 
(16)道路運送法               (平成 28 年 12 月改正 法律第 106 号)  
(17)道路運送車両法     (平成 28 年 11 月改正 法律第 86 号) 
(19)地すべり等防止法     (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)  
(20)河川法      (平成 27 年 5 月改正 法律第 22 号)  
(21)下水道法      (平成 27 年 5 月改正 法律第 22 号)  
(22)航空法      (平成 28 年 5 月改正 法律第 51 号)  
(24)軌道法      (平成 18 年 3 月改正 法律第 19 号)  
(25)森林法      (平成 28 年 5 月改正 法律第 47 号)  
(26) 環境基本法      (平成 26 年 5 月改正 法律第 46 号)  
(27)火薬類取締法      (平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)  
(28)大気汚染防止法     (平成 27 年 6 月改正 法律第 41 号)  
(30)水質汚濁防止法     (平成 28 年 5 月改正 法律第 47 号)  
(33)廃棄物の処理及び清掃に関する法律   (平成 27 年 7 月改正 法律第 58 号)  
(34)文化財保護法      (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)  
(35) 砂利採取法      (平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)  
(36)電気事業法      (平成 28 年 6 月改正 法律第 59 号)  
(37)消防法       (平成 27 年 9 月改正 法律第 66 号)  
(38)測量法      (平成 23 年 6 月改正 法律第 61 号)  
(39)建築基準法      (平成 28 年 6 月改正 法律第 72 号)  

1-1-1-37 諸法令の遵守 
１.諸法令の遵守 
受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用
運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。 
 
(1)地方自治法       (令和３年２月改正 法律第５号)) 
(2)建設業法       (令和3年5月改正 法律第48号) 
(4)労働基準法       (令和6年5月改正 法律第42号)  
(5)労働安全衛生法      (令和元年6月改正 法律第37号)  
(6)作業環境測定法             (令和元年6月改正 法律第37号)  
(7)じん肺法       (平成30年7月改正 法律第71号)  
(8)雇用保険法       (令和6年6月改正 法律第47号) 
(9)労働者災害補償保険法      (令和2年6月改正 法律第40号)  
(10)健康保険法       (令和6年6月改正 法律第47号)  
(11)中小企業退職金共済法      (令和2年6月改正 法律第40号)  
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律   (令和6年5月改正 法律第26号)  
(13)出入国管理及び難民認定法     (令和5年12月改正 法律第84号)  
(14)道路法      (令和5年5月改正 法律第34号)  
(15)道路交通法      (令和5年6月改正 法律第56号)  
(16)道路運送法       (令和5年4月改正 法律第18号)  
(17)道路運送車両法     (令和5年6月改正 法律第63号)  
(19)地すべり等防止法     (令和5年5月改正 法律第34号)  
(20)河川法      (令和5年5月改正 法律第34号)  
(21)下水道法      (令和4年5月改正 法律第44号)  
(22)航空法                                                        (令和5年6月改正 法律第63号)  
(24)軌道法      (令和2年6月改正 法律第41号)  
(25)森林法      (令和5年6月改正 法律第63号)  
(26)環境基本法      (令和3年5月改正 法律第36号)  
(27)火薬類取締法      (令和元年6月改正 法律第37号)  
(28)大気汚染防止法     (令和2年6月改正 法律第39号)  
(29)水質汚濁防止法     (平成29年6月改正 法律第45号)   
(33)廃棄物の処理及び清掃に関する法律   (令和元年6月改正 法律第37号)  
(34)文化財保護法      (令和3年4月改正 法律第22号)  
(35)砂利採取法      (令和5年6月改正 法律第63号)  
(36)電気事業法      (令和5年6月改正 法律第44号)  
(37)消防法      (令和5年6月改正 法律第58号)  
(38)測量法      (令和6年6月改正 法律第54号)  
(39)建築基準法      (令和6年6月改正 法律第53号)  

 
アンダーライン削除 
（法令は最新版を常に適用する
ため） 
 
諸基準類との整合 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
(40)都市公園法      (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号) 
(41)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律  (平成 26 年 6 月改正 法律第 55 号)  
(42)土壌汚染対策法      (平成 26 年 6 月改正 法律第 51 号) 
(43)駐車場法                (平成 23 年 12 月改正 法律第 122 号) 
(44)自然環境保全法      (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号) 
(45)自然公園法       (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号) 
(46)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律    (平成 27 年 9 月改正 法律第 66 号)  
(47)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律       (平成 27 年 9 月改正 法律第 66 号)  
(49)技術士法      (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)  
(50)漁業法                                                                        (平成 28 年 5 月改正 法律第 51 号)  
(52)厚生年金保険法                                                      (平成 28 年 12 月改正 法律第 114 号)  
(53)資源の有効な利用の促進に関する法律    (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号) 
(55)職業安定法                                                                     (平成 28 年 5 月改正 法律第 47 号)  
(56)所得税法                                                                    (平成 28 年 11 月改正 法律第 89 号) 
(57)水産資源保護法                                                       (平成 27 年 9 月改正 法律第 70 号)  
(58)著作権法                                                            (平成 28 年 5 月改正 法律第 51 号)  
(59)電波法                                                               (平成 27 年 5 月改正 法律第 26 号)  
(60)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 

   (平成 27 年 6 月改正 法律第 40 号) 
(61)労働保険の保険料の徴収等に関する法律   (平成 28 年 3 月改正 法律第 17 号)  
(62)農薬取締法                                                            (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)  
(63)毒物及び劇物取締法                                                           (平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)  
(64)特定特殊自動車排出ｶﾞｽの規制等に関する法律                  (平成 27 年 6 月法律第 50 号)  
(65)公共工事の品質確保の促進に関する法律                   (平成 26 年 6 月法律第 56 号)  
(66)警備業法                                                                      (平成 23 年 6 月改正 法律第 61 号)  
(67)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律             (平成 28 年 5 月改正 法律第 51 号)  
(68)高齢者､障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律  (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号) 

(40)都市公園法      (令和6年5月改正 法律第40号)  
(41)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律  (令和3年5月改正 法律第37号)  
(42)土壌汚染対策法     (平成29年6月改正 法律第45号)  
(43)駐車場法      (平成29年5月改正 法律第26号)  
(44)自然環境保全法     (平成31年4月改正 法律第20号)  
(45)自然公園法      (令和3年5月改正 法律第29号)  
(46)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (令和6年6月改正 法律第54号)  
(47)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (令和3年5月改正 法律第36号) 
(49)技術士法      (令和元年6月改正 法律第37号)  
(50)漁業法      (令和3年5月改正 法律第47号)  
(52)厚生年金保険法     (令和6年6月改正 法律第47号)  
(53)資源の有効な利用の促進に関する法律   (令和4年5月改正 法律第46号)  
(55)職業安定法      (令和4年3月改正 法律第12号)  
(56)所得税法      (令和6年5月改正 法律第26号) 
(57)水産資源保護法     (平成30年12月改正 法律第95号)  
(58)著作権法      (令和6年6月改正 法律第55号)  
(59)電波法      (令和5年12月改正 法律第87号)  
(60)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 
       (令和4年4月改正 法律第32号) 
(61)労働保険の保険料の徴収等に関する法律   (令和6年6月改正 法律第47 
(62)農薬取締法      (令和5年5月改正 法律第36号) 
(63)毒物及び劇物取締法     (令和5年5月改正 法律第36号)  
(64)特定特殊自動車排出ｶﾞｽの規制等に関する法律  (平成29年5月改正 法律第41号)  
(65)公共工事の品質確保の促進に関する法律   (令和6年6月改正 法律第54号)  
(66)警備業法      (令和5年6月改正 法律第63号) 
(80)個人情報の保護に関する法律                                             (令和5年11月改正 法律第79号)  
(81)高齢者､障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律     (令和6年6月改正 法律第53号 

5.石綿等含有廃材の取扱い  
(1)  石綿等の含有が疑わしい廃材が確認された場合は､速やかに監督職員に報告する  
とともに､取扱いについて監督職員からの指示を受けること｡  
また､現場での飛散を避けるため廃材の小割は行わないこと｡  
(2)  石綿等の含有が確認された廃棄物は､労働安全衛生法､石綿障害予防規則､大気汚染防止法､廃
棄物の処理及び清掃に関する法律(以下､｢廃棄物処理法｣という｡)､建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律に基づき適正な手続き及び処理を行うこと｡  
(3)  混合廃棄物中の石綿等の含有が確認された廃棄物は､原則建設工事に係る資材の再資源化等に
関する法律に基づき分別を実施した後､最終処分場に持ち込むこと｡ 

(1-1-1-46 石綿使用の有無 に編入) 

 

1-1-1-35 官公庁等への手続 
４.許可承諾条件の遵守  

1-1-1-38 官公庁等への手続等 
４.許可承諾条件の遵守  

番号修正 
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受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。 受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。 太字追加 
1-1-1-36 施工時期及び施工時間の変更 1-1-1-39 施工時期及び施工時間の変更 番号修正 
1-1-1-37 工事測量 
 
 
3.工事用測量標の取扱い 
4.既存杭の保全 
5.水準測量･水深測量 

1-1-1-40 工事測量 
3.仮設標識  
受注者は､丁張､その他工事施工の基準となる仮設標識を､設置しなければならない｡ 
4.工事用測量標の取扱い 
5.既存杭の保全 
6.水準測量･水深測量 

番号修正 
国仕様書 準拠[R3] 
(3-1-1-14 より編入) 
 

1-1-1-38 不可抗力による損害 
1.工事災害の報告  
受注者は､災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し､当該被害が契約書第 30 条の規定の適用
を受けると思われる場合には､∼ 
２.設計図書で定めた基準 
契約書第 30 条第１項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるも
のをいう。  
(3)河川沿いの施設にあっては､河川の氾濫注意水位以上､またはそれに準ずる出水により発生し
た場合 
３.その他 
契約書第 30 条第２項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくも
の」とは、設計図書及び契約書第 27 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災
害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。 

1-1-1-41 不可抗力による損害 
1.工事災害の報告  
受注者は､災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し､当該被害が契約書第 31 条の規定の適用
を受けると思われる場合には､∼ 
２.設計図書で定めた基準 
契約書第 31 条第１項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるも
のをいう。 
(3) 河川沿いの施設にあっては､河川のはん濫注意水位以上､またはそれに準ずる出水により発生
した場合 
３.その他 
契約書第31条第２項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」
とは、設計図書及び契約書第28条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一
因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。 

番号修正 
 
 
条項修正 
 
太字追加 
 
表記修正 
 
 
 
条項修正 

1-1-1-39 特許権等 
3.著作権法に規定される著作物 
発注者が､引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(平成 28 年 5 月 27 日改正 法律第 51 号)第 2 条
第 1 項第 1 号に規定される著作物に該当する場合は､当該著作物の著作権は発注者に帰属するも
のとする｡ 

1-1-1-42 特許権等 
3.著作権法に規定される著作物 
発注者が､引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(令和6年6月改正 法律第55号)第2条第1項第1号
に規定される著作物に該当する場合は､当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする｡ 

 
国仕様書 
準拠[R7] 
(諸基準類との整合) 

1-1-1-40 保険の付保及び事故の補償 
 
 
 
 
4.補償 
5. 建設業退職金共済制度の履行 
また､工事完成後､速やかに掛金充当実績総括表を作成し､検査職員に提示しなければならない｡ 

1-1-1-43 保険の付保及び事故の補償 
4.法定外の労災保険の付保  
受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない｡ 
また、保険契約の締結後速やかに、その証券又はこれに代わるものを発注者に提示し確認を受け
ること。 
5.補償 
6. 建設業退職金共済制度の履行 
また､工事完成時、速やかに掛金充当実績総括表を作成し､検査職員に提示しなければならない｡ 

国仕様書準拠 
[R4](新規追加) 
特記仕様書から編入 
 
国仕様書準拠 
[R4](実態を踏まえて変更) 
"工事完成時” 
アンダーライン追加 

1-1-1-41 臨機の措置 1-1-1-44 臨機の措置  
[参考 1-1-1-34 5.石綿等含有廃材の取扱い]  
(1)  石綿等の含有が疑わしい廃材が確認された場合は､速やかに監督職員に報告するとともに､取
扱いについて監督職員からの指示を受けること｡  

1-1-1-45 石綿使用の有無  
受注者は､建築物･工作物等の解体･改修工事を行う際､石綿(ｱｽﾍﾞｽﾄ)の使用の有無の｢事前調査｣を
行わなければならない｡石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあっては｢事前調査結果

国仕様書準拠[R5](新規追加) 
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また､現場での飛散を避けるため廃材の小割は行わないこと｡  
(2)  石綿等の含有が確認された廃棄物は､労働安全衛生法､石綿障害予防規則､大気汚染防止法､廃
棄物の処理及び清掃に関する法律(以下､｢廃棄物処理法｣という｡)､建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律に基づき適正な手続き及び処理を行うこと｡  
(3)  混合廃棄物中の石綿等の含有が確認された廃棄物は､原則建設工事に係る資材の再資源化等に
関する法律に基づき分別を実施した後､最終処分場に持ち込むこと｡ 

の報告｣を所轄労働基準監督局に届出を行わなければならない｡また､大気汚染防止法に基づき､特
定粉じん発生施設を設置しようとするときは､都道府県知事に届出を行わなければならない｡ 

1-1-1-42 主任技術者及び監理技術者  
1.主任技術者の資格 
契約書第 11 条第 1 項に規定する主任技術者は原則として下表の基準の者を定めること｡  
 

請負代金額 主任技術者又は監理技術者 

 7,000 万円以上  

次のｲ､ﾛ又はﾊに掲げる者 
ｲ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)による技術検定(以下｢技術検定｣という｡)の
うち検定種目を 1 級の建設機械施工管理又は 1 級の土木施工管理とするものに合
格した者｡ 
ﾛ 技術士法(昭和 32 年法律第 124 号)による本試験のうち技術部門を建設部門､農
業部門(選択科目を｢農業土木｣とするものに限る｡)又は森林部門(選択科目を｢森
林土木｣とするものに限る｡)に合格した者｡ 
ﾊ 建設業法第 15 条第 2 号ﾊの規定により国土交通大臣が同条第 2 号のｲと同等以
上の能力を有するものと認定した者｡ただし､許可業種により指定を受ける｡ 

 3,000 万円以上 
 7,000 万円未満 

主任技術者は次のｲ又はﾛに掲げる者  
ｲ 技術検定のうち検定種目を 1 級若しく
は 2 級の建設機械施工管理又は 1 級若し
くは 2 級の土木施工管理とするものに合
格した者｡ 
ﾛ 上欄ﾛ､ﾊに掲げる者｡ 

監理技術者は次のｲ又はﾛに掲げる者  
ｲ 技術検定のうち検定種目を 1 級の建設
機械施工管理又は 1 級の土木施工管理と
するものに合格した者｡ 
ﾛ 上欄ﾛ､ﾊに掲げる者｡ 

 
 
 
 
 
 
 

2.主任技術者及び監理技術者の変更  
受注者は､工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議

により､主任技術者及び監理技術者(以下｢技術者等｣という｡)を変更できるものとする｡  
 
変更については､下記を満足することを条件とする｡  

(1)病休､退職､死亡､その他の事由等の場合｡  

1-1-1-46 主任技術者及び監理技術者  
1.主任技術者及び監理技術者の資格 
対象工事が土木一式工事における、契約書第 11 条第 1 項に規定する主任技術者及び監理技
術者は原則として下表の基準の者を定めること｡  
請負代金

額 
主任技術者 監理技術者 

7,000 万
円以上 

次のイ又はロに掲げる者 
イ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)

による技術検定(以下「技術検定」と
いう。)のうち検定種目を１級の建設
機械施工管理又は１級の土木施工管理
とするものに合格した者、並びに国土
交通大臣が前述の者と同等以上の能力
を有するものと認定した者 

ロ 技術士法(昭和 32 年法律第 124 号)
による本試験のうち技術部門を建設部
門、農業部門(選択科目を「農業土
木」又は「農業農村工学」とするもの
に限る。)又は森林部門(選択科目を
「森林土木」とするものに限る。)に
合格した者。   

 

次のイ又はロに掲げる者 
イ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)

による技術検定(以下「技術検定」と
いう。)のうち検定種目を１級の建設
機械施工管理又は１級の土木施工管理
とするものに合格した者、並びに国土
交通大臣が前述の者と同等以上の能力
を有するものと認定した者。 

ロ 技術士法(昭和 32 年法律第 124 号)
による本試験のうち技術部門を建設部
門、農業部門(選択科目を「農業土
木」又は「農業農村工学」とするもの
に限る。)又は森林部門(選択科目を
「森林土木」とするものに限る。)に
合格した者。 

 
3,000 万
円以上 
7,000 万
円未満 
 

次のイ又はロに掲げる者 
イ 上欄イに掲げる者又は技術検定のう
ち検定種目を２級の建設機械施工管理
又は２級の土木施工管理とするものに
合格した者。 
ロ 上欄ロに掲げる者。 

 
2.主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐の変更  

受注者は､工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議
により､主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐(以下｢技術者等｣という｡)を変更できるも
のとする｡  

変更については､下記を満足することを条件とする｡  
(1)死亡、傷病、 被災、出産、育児、介護又は退職等の場合。  
(2)工場から現地へ工事の現場が移行する場合。 

 
 
令和 2 年 9 月 29 日通知「土木
施工管理技術者検定制度の活用
について」により修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
監理技術者補佐について記載 
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(2)工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で交代しても支障がないと認められる場合｡  
(3)工事の進捗状況等現場の施工実態､施工体制等を考慮して途中交代しても支障がないと認め
られる場合｡  

(4)上記(3)において途中交代を認める際の現場の対応  
①交代後の技術者等に求める資格及び工事経験は､交代日以降の工事内容に相応した資格及
び工事経験で､契約図書に示す事項を満たすものとする｡  
②技術者等の交代に際し､継続的な業務が遂行できるよう､新旧の技術者等を 7 日以上の間重
複配置することを求め､適切な引継を確保するものとする｡  
③工事期間内においては､1 年間に 2 回を超えない範囲で認めるものとする｡ 

3.監理技術者の資格  
受注者は､専任の者でなければならない監理技術者を建設業法第 27 条の 18 第 1 項の規定に
よる監理技術者資格者証(以下｢資格者証｣という｡)の交付を受け､かつ､建設業法第 26 条第 4
項の国土交通大臣の登録を受けた講習の課程を修了したことを証する監理技術者講習修了証
(以下｢講習修了証｣という｡)の交付を受けた者のうちから､これを選任するものとし､資格者証
の写し及び講習修了証の写しを通知書に添付して監督職員に提出しなければならない｡  

4.工場製作及び現場据え付け時の技術者  
受注者は､当該工事が工場製作後､現場据え付け作業を伴う工事の場合は､工場製作時及び現

場据え付け時のそれぞれに従事する主任技術者又は監理技術者を施工計画書に記載しなけれ
ばならない｡  

5.一般競争入札で契約した工事の技術者  
受注者は､一般競争入札で契約した工事については､契約前に提出した技術資料に記載した

主任技術者又は監理技術者を配置しなければならない｡  
なお､配置技術者が病休､退職､死亡等の極めて特別な場合に限り配置技術者を変更できる

ものとする｡  
 
 

6.技術者の雇用関係  
受注者は､入札の申込をした日(指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものに

あっては入札の執行日､随意契約による場合にあっては見積書の提出をした日)以前に 3 ヶ月
以上の雇用関係にある技術者を配置しなければならない｡  

(3)工事の進捗状況等現場の施工実態､施工体制等を考慮して途中交代しても支障がないと認め
られる場合｡  

(4)上記(3)において途中交代を認める際の現場の対応  
①交代後の技術者等に求める資格及び工事経験は､交代日以降の工事内容に相応した資格及
び工事経験で､契約図書に示す事項を満たすものとする｡  
②技術者等の交代に際し､継続的な業務が遂行できるよう､新旧の技術者等を 7 日以上の間重
複配置することを求め､適切な引継を確保するものとする｡  
③工事期間内においては､1 年間に 2 回を超えない範囲で認めるものとする｡ 

3.専任の監理技術者のの選任及び提出書類  
受注者は､専任の者でなければならない監理技術者を建設業法第 27 条の 18 第 1 項の規定に
よる監理技術者資格者証(以下｢資格者証｣という｡)の交付を受け､かつ､建設業法 26 条の６か
ら第 26 条の８までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習の課程を修了したことを
証する監理技術者講習修了証(以下｢講習修了証｣という｡)の交付を受けた者のうちから､これ
を選任するものとし､資格者証の写し及び講習修了証の写しを通知書に添付して監督職員に
提出しなければならない｡  

4.工場製作及び現場据え付け時の技術者  
受注者は､当該工事が工場製作後､現場据え付け作業を伴う工事の場合は､工場製作時及び現

場据え付け時のそれぞれに従事する主任技術者又は監理技術者を施工計画書に記載しなけれ
ばならない｡  

5.一般競争入札で契約した工事の技術者  
受注者は､一般競争入札で契約した工事については､契約前に提出した技術資料に記載した

主任技術者又は監理技術者を配置しなければならない｡  
なお､配置技術者が病休､退職､死亡等の極めて特別な場合に限り配置技術者を変更できる

ものとする｡  
 

6.技術者の雇用関係  
受注者は､入札の申込をした日(指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものに

あっては入札の執行日､随意契約による場合にあっては見積書の提出をした日)以前に 3 ヶ月
以上の雇用関係にある技術者を配置しなければならない｡  

 
 
 
監理技術者マニュアル準拠 

1-1-1-43 暴力団等による不当介入  
  1.一般事項  
栃木県が発注する建設工事及び建設工事に係る設計､調査､測量等業務(以下｢建設工事等｣とい
う｡)において､暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下｢不当介入｣という｡)を受けた場合は､
断固としてこれを拒否するとともに､不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い､捜査上
必要な協力を行わなければならない｡  
  2.発注者への報告  

1-1-1-47 暴力団等による不当介入  
  1.一般事項  
栃木県が発注する建設工事及び建設工事に係る設計､調査､測量等業務(以下｢建設工事等｣とい
う｡)において､暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下｢不当介入｣という｡)を受けた場合は､
断固としてこれを拒否するとともに､不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い､捜査上
必要な協力を行わなければならない｡  
  2.発注者への報告  

 



栃木県土木工事共通仕様書 表紙・第 1 編 共通編  新旧対照表              

19 /31 
 

現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
    1 により警察に通報を行い､捜査上必要な協力を行なった場合には､速やかにその内容を記載し
た書面により発注者に報告しなければならない｡  
  3.発注者との協議 
建設工事等において､暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じるなどの
被害が生じた場合には､発注者と協議を行わなければならない｡ 

    1 により警察に通報を行い､捜査上必要な協力を行なった場合には､速やかにその内容を記載し
た書面により発注者に報告しなければならない｡  
  3.発注者との協議 
建設工事等において､暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じるなどの
被害が生じた場合には､発注者と協議を行わなければならない｡ 
 
 

第 2 章 土  工 
第 1 節 適 用  
1.適用工種  
本章は､河川土工､砂防土工､道路土工､空港土工､その他これらに類する工種について適用する｡ 

第 2 章 土  工 
第 1 節 適 用  
1.適用工種  
本章は､河川土工､砂防土工､道路土工その他これらに類する工種について適用する｡ 

 
国仕様書変準拠[R5] 
(表記修正) 

第 2 節 適用すべき諸基準 
∼なお､基準類と設計図書に相違がある場合は､ 
国土交通省 道路土工構造物技術基準  (平成 27 年 3 月) 
国土交通省 発生土利用基準    （平成 18 年８月） 

第 2 節 適用すべき諸基準 
∼また､基準類と設計図書に相違がある場合は､ 
日本道路協会 道路土工構造物技術基準･同解説    (平成29年3月) 
国土交通省 発生土利用基準について    （平成18年８月） 

国仕様書変修正[R5] 
(諸基準類改訂) 
表記修正 

第 3 節 河川土工･砂防土工  
1-2-3-1 一般事項  
1.適用工種  
本節は､河川土工･砂防土工として掘削工､盛土工､盛土補強工､法面整形工､堤防天端工､残土処理
工その他これらに類する工種について定める｡ 
受注者は､設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめられた時点で､～ 
また､受注者は､設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致しない場合は､契
約書第 19 条第 1 項の規定により∼ 

第 3 節 河川土工･砂防土工  
1-2-3-1 一般事項  
1.適用工種  
本節は､河川土工･砂防土工として掘削工､盛土工､盛土補強工､法面整形工､堤防天端工､残土処理
工その他これらに類する工種について定める｡ 
受注者は､設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確められた時点で､ 
また､受注者は､設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致しない場合は､契
約書第19条第1項の規定により∼ 

 
 
 
誤記修正 
 
 
誤記修正 
 
アンダーライン追加 

２.地山の土及び岩の分類 
地山の土及び岩の分類は、表１－２－１によるものとする。 

表 1-2-1 土及び岩の分類表 

名       称 
説             明 

A B C 

土 
粘
性
土 

高含水比 
粘性土 

ﾊﾞｹｯﾄなどに付着
し易く特にﾄﾗﾌｨｶ
ﾋﾞﾘﾃｨが悪いもの  

条件の悪いﾛｰﾑ条件の
悪い粘性土火山灰質
粘性土  

ｼﾙﾄ(M) 粘性土(C) 
火山灰質粘性土 (V) 
有機質土(O)  

岩 
ま 
た 
は 
石 

軟
岩 

軟岩 Ⅰ 

指先で離しうる程度のもので､き裂の間隔
は 1∼5 ㎝くらいのもの及び第三紀の岩石
で固結の程度が良好なもの｡  
風化が相当進み多少変色を伴い軽い打撃
で容易に割れるもの､離れ易いもので､き
裂の間隔は 5∼10 ㎝くらいのもの｡  

地山弾性波速度   
700∼2800m/sec 

 

２.地山の土及び岩の分類 
地山の土及び岩の分類は、表１－２－１によるものとする。 

表 1-2-1 土及び岩の分類表 

名       称 説             明 
A B C 

土 
粘
性
土 

高含水比 
粘性土 

ﾊﾞｹｯﾄなどに付着し
易く特にﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃ
ｨが悪いもの  

条件の悪いﾛｰﾑ条
件の悪い粘性土火
山灰質粘性土  

ｼﾙﾄ(M) 粘性土(C) 
火山灰質粘性 (V) 
有機質土(O)  

岩 
ま 
た 
は 
石 

軟
岩 

軟岩 Ⅰ 

指先で離しうる程度のもので､き裂の間
隔は 1∼5 ㎝くらいのものおよび第三紀の
岩石で固結の程度が良好なもの｡  
風化が相当進み多少変色を伴い軽い打撃
で容易に割れるもの､離れ易いもので､き
裂間隔は 5∼10 ㎝程度のもの｡ 

地山弾性波速度   
700∼2800m/sec 

 

 
表記修正 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
 

4.適用規定  
受注者は､建設発生土については､第 1 編 1-1-1-18 建設副産物の規定により適切に処理しなけれ
ばならない｡ 

4.適用規定  
受注者は､建設発生土については､第 1 編 1-1-1-20 建設副産物の規定により適切に処理しなけれ
ばならない｡ 

 
番号修正 

6.施工計画書  
受注者は､建設発生土処理にあたり第 1 編 1-1-1-4 施工計画書第 1 項の∼ 
8.建設発生土受入れ地の条件  
建設発生土受入れ地については､受注者は､建設発生土受入地ごとの 

6.施工計画書  
受注者は､建設発生土処理にあたり第 1 編 1-1-1-6 施工計画書第 1 項の∼ 
8.建設発生土受入れ地の条件  
建設発生土受入れ地については､受注者は､建設発生土受入れ地ごとの 

 
番号修正 
 
表記修正 

1-2-3-2 掘削工 
6.残土運搬時の注意  
受注者は､掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場合には､沿道住民に迷惑がかからな
いようにつとめなければならない｡ 

1-2-3-2 掘削工 
6.残土運搬時の注意  
受注者は､掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場合には､沿道住民及び道路利用者に
迷惑がかからないように努めなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[R5] 
 

1-2-3-3 盛土工 

 
図 1-2-1 盛土基礎地盤の段切 

1-2-3-3 盛土工 

 
図 1-2-1 盛土基礎地盤の段切 

 
 
 
 
表記修正 

11.採取土及び購入土運搬時の注意  
受注者は､採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって､採取土及び購入土を運搬する場合には沿
道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない｡流用土盛土及び発生土盛土の施工に
あたっても､一般道を運搬に利用する場合も同様とするものとする｡ 
 
17.押え盛土の施工計画  
受注者は､砂防土工における斜面対策としての盛土工(押え盛土)を行うにあたり､盛土量､盛土の
位置並びに盛土基礎地盤の特性等について∼ 

11.採取土及び購入土運搬時の注意  
受注者は､採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって､採取土及び購入土を運搬する場合には沿
道住民及び道路利用者に迷惑がかからないように努めなければならない｡流用土盛土及び発生土
盛土の施工にあたっても､一般道路を運搬に利用する場合も同様とするものとする｡ 
 
17.押え盛土の施工計画  
受注者は､砂防土工における斜面対策としての盛土工(押え盛土)を行うにあたり､盛土量､盛土の位
置ならびに盛土基礎地盤の特性等について∼ 

 
国仕様書変準拠[R5] 
 
国仕様書に表現統一 
 

1-2-3-4 盛土補強工 
2.盛土材の確認 
盛土材については設計図書によるものとする｡受注者は､盛土材のまきだしに先立ち､ 

1-2-3-4 盛土補強工 
2.盛土材の確認 
盛土材については設計図書によるものとする｡受注者は､盛土材の巻出しに先立ち､ 

 
国仕様書 
準拠[R5] 

8.盛土材のまき出し及び締固め  
受注者は､盛土材のまき出し及び締固めについては､第 1 編 1-2-3-3 盛土工の規定により一層ごと
に適切に施工しなければならない｡まき出し及び締固めは､ 

8.盛土材の巻出し及び締固め  
受注者は､盛土材の巻出し及び締固めについては､第 1 編 1-2-3-3 盛土工の規定により一層ごとに
適切に施工しなければならない｡巻出し及び締固めは､ 

 
国仕様書準拠 
[R5](表記修正) 

1-2-3-7 残土処理工 
2.残土運搬時の注意  
残土を受入れ地へ運搬する場合には､沿道住民に迷惑がかからないようつとめなければならない｡ 

1-2-3-7 残土処理工 
2.残土運搬時の注意  
残土を受入れ地へ運搬する場合には､沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからないよう努めなけ
ればならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[R5] (表記修正) 
 

最小幅 1.0m 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
第 4 節 道路土工 
1-2-4-1 一般事項 
3.構造物取付け部 
なお､構造物取付け部の範囲は､｢道路橋示方書･同解説Ⅳ下部構造編 7.9 橋台背面ｱﾌﾟﾛｰﾁ部｣(日
本道路協会､平成 29 年 11 月) 
及び「道路土工－盛土工指針４－１０盛土と他の構造物との取付け部の構造」 
8.適用規定  
受注者は､建設発生土については､第 1 編 1-1-1-18 建設副産物の規定により､適切に処理しなけれ
ばならない｡ 
10.施工計画書  
受注者は､建設発生土処理にあたり第 1 編 1-1-1-4 施工計画書第 1 項の∼ 
 15.伐開除根作業範囲 

表 1-2-3 伐開除根作業 
 

区分 
種別 

雑草･ささ類  倒木 古根株 立木 

盛土高 1m を
超える場合  

地 面 で 刈 り
とる  

除去 根本で切り取る 同左 

盛土高 1m 以
下の場合  

根 か ら す き
とる  

〃 伐根除去 〃 

第 4 節 道路土工 
1-2-4-1 一般事項 
3.構造物取付け部 
なお､構造物取付け部の範囲は､｢道路橋示方書･同解説(Ⅳ下部構造編)7.9 橋台背面ｱﾌﾟﾛｰﾁ部｣(日
本道路協会､平成 29 年 11 月) 及び「道路土工－盛土工指針４－１０盛土と他の構造物との取付
け部の構造」 
8.適用規定  
受注者は､建設発生土については､第 1 編 1-1-1-20 建設副産物の規定により､適切に処理しなけれ
ばならない｡ 
10.施工計画書  
受注者は､建設発生土処理にあたり第 1 編 1-1-1-6 施工計画書第 1 項の∼ 
15.伐開除根作業範囲 

表 1-2-3 伐開除根作業 
 

区分 
種別 

雑草･ささ類  倒木 古根株 立木 

盛土高 1m を
超える場合  

地 面 で 刈 り
とる  

除去 
抜根除去 

同左 

盛土高 1m 以
下の場合  

根 か ら す き
とる  

〃 
 

 
 
 
太字修正 
 
 
 
 
 
番号修正 
 
 
番号修正 
 
 
国仕様書 
準拠[R4] 
 

1-2-4-3 路体盛土工 
7.岩塊､玉石の路体盛土   
受注者は､路体盛土工の主材料が岩塊､玉石である場合は､空げきを細かい材料で充填しなければ
ならない｡止むを得ず 30 ㎝程度のものを使用する場合は､路体の最下層に使用しなければならな
い｡ 

1-2-4-3 路体盛土工 
7.岩塊､玉石の路体盛土  
受注者は､路体盛土工の主材料が岩塊､玉石である場合は､空隙を細かい材料で充填しなければな
らない｡止むを得ず 30 ㎝程度のものを使用する場合は､路体の最下層に使用しなければならない｡ 

 
 
表記修正 

10.適切な含水比確保 10.適切な含水比の確保 表記修正 
11.異常時の処置  
受注者は､路体盛土工作業中､予期できなかった沈下等の有害な現象があった場合に､ 

11.異常時の処置  
受注者は､路体盛土工作業中､予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に､ 

表記修正 

14.採取土及び購入土運搬時の注意  
受注者は採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって､採取土及び購入土を運搬する場合に
は沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない 

14.採取土及び購入土運搬時の注意  
受注者は採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって､採取土及び購入土を運搬する場合には
沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからないように努めなければならない｡ 

 
国仕様書準拠[R5] 
(表記修正) 

1-2-4-4 路床盛土工 
5.一層の仕上り厚 
受注者は､路床盛土の施工においては 
9.異常時の処置  
受注者は､路床盛土工の作業中､予期できなかった沈下等の有害な現象があった場合は､工事を中
止し､ 

1-2-4-4 路床盛土工 
5.一層の仕上り厚 
受注者は､路床盛土工の施工においては 
9.異常時の処置  
受注者は､路床盛土工の作業中､予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に工事を中
止し､ 

 
 
表記修正 

10.路床盛土の締固め度  10.路床盛土の締固め度   
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
路床盛土の締固め度については､第 1 編 1-1-1-23 施工管理第 8 項の規定による｡ 路床盛土の締固め度については､第 1 編 1-1-1-25 施工管理第 8 項の規定による｡ 番号修正 
16.採取土及び購入土運搬時の注意  
受注者は､採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって､採取土及び購入土を運搬する場合には沿
道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない｡ 

16.採取土及び購入土運搬時の注意  
受注者は､採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって､採取土及び購入土を運搬する場合には沿
道住民及び道路利用者に迷惑がかからないように努めなければならない｡ 

 
国仕様書変準拠[R5] 
(表記修正) 

第 3 章 無筋･鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 
第 1 節 適 用 
3.適用規定(2)  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの施工にあたり､設計図書に定めのない事項については､｢ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書
(施工編)｣(土木学会 ､平成 25 年 3 月)のｺﾝｸﾘｰﾄの品質の規定による｡ 

第 3 章 無筋･鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 
第 1 節 適 用 
3.適用規定(2)  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの施工にあたり､設計図書に定めのない事項については､｢土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準
示方書[2023 年制定](施工編)｣(土木学会､2023 年 9 月)のｺﾝｸﾘｰﾄの品質の規定による｡ 

 
 
国 仕 様 書 準 拠[Ｒ ６]（ 基 準 改
訂） 

4.ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策 
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの使用にあたって｢ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策について｣(国土交通省大臣官房技
術審議官､国土交通省大臣官房技術参事官､国土交通省航空局飛行場部長通達､平成 14 年 7 月
31 日)及び｢ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策について｣の運用について(国土交通省大臣官房技術調査課
長､国土交通省港湾局環境･技術課長､国土交通省航空局飛行場部建設課長通達､平成 14 年 7 月
31 日)を遵守し､ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策の適合を確かめなければならない｡ 

4.ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策 
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの使用にあたって｢ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策について｣(平成 15 年 3 月 5 日付技管
第 261 号)を遵守し､ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策の適合を確かめなければならない｡ 

 
県規準に変更 
(品質管理基準と統一) 
ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ追記 

第 2 節 適用すべき諸基準 
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､下記の基準類による｡ 
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(施工編)     (平成 25 年 3 月) 
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(設計編)     (平成 25 年 3 月) 
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄのﾎﾟﾝﾌﾟ施工指針     (平成 24 年 6 月) 
土木学会 鉄筋定着･継手指針     (平成 19 年 8 月) 
公益財団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書 ｶﾞｽ圧接継手工事 (平成 21 年 9 月)  
機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン            
        (平成 28 年７月) 
 

第 2 節 適用すべき諸基準 
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､以下の基準類による｡ 
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(施工編)[2023 年制定]     (2023 年 9 月) 
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(設計編)[2023 年制定]     (2023 年 3 月) 
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄのﾎﾟﾝﾌﾟ施工指針[2012 年版]     (平成 24 年 6 月) 
土木学会 鉄筋定着･継手指針[2020 年制定]      (令和 2 年 3 月) 
日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書 ｶﾞｽ圧接継手工事    (平成 29 年 8 月) 
 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン 
                                        (平成 28 年７月) 
流動性を高めたｺﾝｸﾘｰﾄの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄの活用に関する 
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ                                                                                            (平成 29 年 3 月) 
機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ構造物に適用する機械式鉄筋継手工法 
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ                                                                                           (平成 29 年 3 月) 
橋梁等のﾌﾟﾚｷｬｽﾄ化及び標準化による生産性向上検討委員会 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物における埋設型枠･ 
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ鉄筋に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ                     (平成 30 年 6 月) 
橋梁等のﾌﾟﾚｷｬｽﾄ化及び標準化による生産性向上検討委員会 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋のﾌﾟﾚｷｬｽﾄ化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 
                                    (平成 30 年 6 月) 
道路ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工技術委員会ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ検討小委員会 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ構造物に適用する機械式
鉄筋継手工法ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ                         (平成 31 年 1 月) 

 
表記修正 
 
諸基準類との整合 
 
 
 
 
 
基準追加 

3.塩分の浸透防止 
∼､ｱﾙｶﾘ骨材反応による 

3.塩分の浸透防止 
∼､ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応による 

 
国仕様書準拠[H31] 

1-3-3-2 工場の選定 
1.一般事項 

1-3-3-2 工場の選定 
1.一般事項 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
(1)JIS ﾏｰｸ表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成 16 年 6 月 9
日公布 法律第 95 号)に基づき∼ 
(2) JIS ﾏｰｸ表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成 16 年 6 月
9 日公布 法律第 95 号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品に JIS
ﾏｰｸ表示する認証を受けた製品を製造している工場)が工場現場近くに見あたらない場合は､使用
する工場について､設計図書に指定したｺﾝｸﾘｰﾄの品質が得られることを確かめたうえ､その資料に
より監督職員の確認を得なければならない｡なお､ｺﾝｸﾘｰﾄの製造､施工､試験､検査及び管理などの
技術的業務を実施する能力のある技術者(ｺﾝｸﾘｰﾄ主任技士等)が常駐しており､配合設計及び品質
管理等を適切に実施できる工場(全国生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づ
く監査に合格した工場等)から選定しなければならない｡   

(1) JIS ﾏｰｸ表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(平成 30 年 5 月改正 法律第 33 号)に基
づき∼ 
(2) JIS ﾏｰｸ表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(平成 30 年 5 月改正 法律第 33 号)に基
づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品に JIS ﾏｰｸ表示する認証を受けた
製品を製造している工場)が工事現場近くに見あたらない場合は､使用する工場について､設計図
書に指定したｺﾝｸﾘｰﾄの品質が得られることを確かめたうえ､その資料により監督職員の確認を得
なければならない｡ なお､ｺﾝｸﾘｰﾄの製造､施工､試験､検査及び管理などの技術的業務を実施する能
力のある技術者(ｺﾝｸﾘｰﾄ主任技士等)が常駐しており､配合設計及び品質管理等を適切に実施でき
る工場(全国生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)
から選定しなければならない｡   

国仕様書準拠[R7] 
(諸基準類との整合) 
 
 
 
 
 
 
 
アンダーライン追加 

3.JIS 以外のﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ  
受注者は､第 1 編 1-3-3-2 第 1 項(2)に該当する工場が製造するﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを用いる場合は､
設計図書及び第 1 編 1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜの規定によるものとし､ 

3.JIS 以外のﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ  
受注者は､第 1 編 3-3-2 第 1 項(2)に該当する工場が製造するﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを用いる場合は､
設計図書及び第 1 編 3-5-4 材料の計量及び練混ぜの規定によるものとし､ 

 
表記修正 

1-3-5-2 材料の貯蔵 
3.骨材の貯蔵  
受注者は､ｺﾞﾐ､泥､その他の異物が混入しないよう､ 

1-3-5-2 材料の貯蔵 
3.骨材の貯蔵  
受注者は､ごみ､泥､その他の異物が混入しないよう､ 

 
 
表記修正 

1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ 
2. 材料の計量 
 ∼JIS A 1802｢ｺﾝｸﾘｰﾄ生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法｣､ 
(3)  計量誤差は､1 回計量分に対し､｢表 1-3-2 計量の許容誤差｣の値以下とする｡ 
(1) 連続ﾐｷｻを使用する場合､各材料は容積計量してよいものとする｡ その計量誤差は､ﾐｷｻの容

量によって定められる規定の時間あたりの計量分を質量に換算して､｢表 1-3-2 計量の許容
誤差｣の値以下とする｡なお､受注者は､ﾐｷｻの種類､練混ぜ時間などに基づき､規定の時間あた
りの計量分を適切に定めなければならない｡ 

表 1-3-2 計量の許容誤差 

材料の種類 最大値 
(%) 

※高炉ｽﾗｸﾞ微粉末の場合は､1(%)以内 
(6) ∼ただし､水及び混和剤液については､表 1-3-2 に示した許容差内である場合には､容積で計
量してもよいものとする｡なお､一ﾊﾞｯﾁの量は､工事の種類､ｺﾝｸﾘｰﾄの打込み量､練りまぜ設備､運
搬方法等を考慮して定めなければならない｡ 
(7)受注者は､混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は､練り混ぜ
水の一部としなければならない｡ 

1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ 
2.材料の計量 
JIS A 1802｢ｺﾝｸﾘｰﾄ生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率試験方法｣､ 
(3) 計量値の許容差は､1 回計量分に対し､｢表 1-3-2 計量値の許容差｣の値以下とする｡ 
(4) 連続ﾐｷｻｰを使用する場合､各材料は容積計量してよいものとするその計量値の許容差は､ﾐｷｻｰ
の容量によって定められる規定の時間あたりの計量分を質量に換算して､｢表 1-3-2 計量値の許容
差｣の値以下とする｡ なお､受注者は､ﾐｷｻｰの種類､練混ぜ時間などに基づき､規定の時間あたりの
計量分を適切に定めなければならない｡ 

表 1-3-2 計量値の許容差 

材料の種類 計量値の許容差 
(%) 

※高炉ｽﾗｸﾞ微粉末の計量値の許容差の最大値は､1(%)とする｡ 
(6) ∼ただし､水及び混和剤溶液については､表 1-3-2 に示した許容差内である場合には､体積で計
量してもよいものとする｡なお､一ﾊﾞｯﾁの量は､工事の種類､ｺﾝｸﾘｰﾄの打込み量､練混ぜ設備､運搬方
法等を考慮して定めなければならない｡ 
(7) 受注者は､混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は､練混ぜ水
の一部としなければならない｡ 

 
 
表記修正 
国仕様書準拠 
[R6](許容値等) 
(諸基準の改訂) 
 
国仕様書準拠 
[R6](容積→体積)  
[R3](JIS 名称変更”ミキサー”) 
 

3.練混ぜ 
(1)受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに際し､可傾式､強制練りﾊﾞｯﾁﾐｷｻまたは連続ﾐｷｻを使用するものと
する｡ 
(2)受注者は､ﾐｷｻの練混ぜ試験を､JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準｢連続ﾐｷｻ
の練混ぜ性能試験方法｣により行わなければならない 

3.練混ぜ 
(1) 受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに際し､可傾式､強制練りﾊﾞｯﾁﾐｷｻｰまたは連続ﾐｷｻｰを使用するものと
する｡ 
 (2) 受注者は､ﾐｷｻｰの練混ぜ試験を､JIS A 8603-2(ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ第 2 部:練混ぜ性能試験方法)及び
JSCE-I 502-2013｢連続ﾐｷｻの練混ぜ性能試験方法｣により行わなければならない｡ 

国仕様書準拠 
 [R3](JIS 名称変更”ミキサー”) 
 
 
国仕様書準拠[R5][R6] 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
(4)∼｡やむを得ず､練り混ぜ時間の試験を行わない場合は､その最小時間を可傾式ﾊﾞｯﾁﾐｷｻを用い
る場合 1 分 30 秒､強制練りﾊﾞｯﾁﾐｷｻを用いる場合 1 分とするものとする｡ 
(6)受注者は､ﾐｷｻ内のｺﾝｸﾘｰﾄを排出し終わった後でなければ､ﾐｷｻ内に新たに材料を投入してはな
らない｡ 
(7)受注者は､使用の前後にﾐｷｻを清掃しなければならない｡ 
(8) ﾐｷｻは､練上げｺﾝｸﾘｰﾄを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない｡ 
(9)受注者は､連続ﾐｷｻを用いる場合､練混ぜ開始後､最初に排出されるｺﾝｸﾘｰﾄを用いてはなら
ない｡なお､この場合の廃棄するｺﾝｸﾘｰﾄ量は､ﾐｷｻ部の容積以上とする｡ 

(4)∼｡やむを得ず､練混ぜ時間の試験を行わない場合は､その最小時間を可傾式ﾊﾞｯﾁﾐｷｻ-を用いる
場合 1 分 30 秒､強制練りﾊﾞｯﾁﾐｷｻ-を用いる場合 1 分とするものとする｡ 
(6)受注者は､ﾐｷｻｰ内のｺﾝｸﾘｰﾄを排出し終わった後でなければ､ﾐｷｻ-内に新たに材料を投入しては
ならない｡ 
(7)受注者は､使用の前後にﾐｷｻ-を清掃しなければならない｡ 
(8) ﾐｷｻ-は､練上げｺﾝｸﾘｰﾄを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない｡ 
(9)受注者は､連続ﾐｷｻ-を用いる場合､練混ぜ開始後､最初に排出されるｺﾝｸﾘｰﾄを用いてはならな
い｡なお､この場合の廃棄するｺﾝｸﾘｰﾄ量は､ﾐｷｻ-部の容積以上とする｡ 

(基準変更) 
 

1-3-6-3 運搬 
3.ﾄﾗｯｸｱｼﾞﾃｰﾀ 
受注者は､運搬車の使用にあたって､練りまぜたｺﾝｸﾘｰﾄを均一に保持し､ 

1-3-6-3 運搬 
3.ﾄﾗｯｸｱｼﾞﾃｰﾀ 
受注者は､運搬車の使用にあたって､練り混ぜたﾝｸﾘｰﾄを均一に保持し､ 

 
 
表記修正 

1-3-6-4 打設 
2.適用気温  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの打込みを､日平均気温が 4℃を超え 25℃以下の範囲に予想されるときに実施
しなければならない｡日平均気温の予想がこの範囲にない場合には､第 1 編第 3 章第 9 節暑中ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ､10 節寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの規定による｡ 
5.ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ使用時の注意  
受注者はｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟを用いる場合は､｢ｺﾝｸﾘｰﾄのﾎﾟﾝﾌﾟ施工指針(案)5 章圧送｣(土木学会､平成 24
年 6 月)の規定による｡ 
11.水平打設   
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの打上り面が一区画内でほぼ水平となるように打設しなければならない｡ま
た､締固め能力等を考慮して､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の 1 層の高さを定めなければならない｡ 
12.打設計画書 
∼この場合､ｼｭｰﾄ､ﾎﾟﾝﾌﾟ配管､ﾊﾞｹｯﾄ､ﾎｯﾊﾟｰ等の吐出口と打込み面までの高さは 1.5m 以下とする
ものとする｡ 
14.上層下層一体の締固め  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄを 2 層以上に分けて打込む場合､ 
16.不要となったｽﾍﾟｰｻの除去  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの打上りに伴い､不要となったｽﾍﾟｰｻを可能なかぎり取り除かなければならな
い｡ 
17.壁または柱の連続打設時の注意 
18.ｱｰﾁ形式のｺﾝｸﾘｰﾄ端部   
19.ｱｰﾁ形式のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 
20.ｱｰﾁ形式のｺﾝｸﾘｰﾄ打継目 

1-3-6-4 打設 
2.適用気温  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの打込みを､日平均気温が 4℃を超え 25℃以下の範囲に予想されるときに実施し
なければならない｡日平均気温の予想がこの範囲にない場合には､第 1 編第 3 章第 9 節暑中ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ､第 10 節寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの規定による｡ 
5.ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ使用時の注意  
受注者はｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟを用いる場合は､｢ｺﾝｸﾘｰﾄのﾎﾟﾝﾌﾟ施工指針[2012 年版] 5 章圧送｣(土木学会､
平成 24 年 6 月)の規定による｡ 
11.水平打設  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの打上り面が一区画内でほぼ水平となるように打設しなければならない｡また､
締固め能力等を考慮して､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の一層の高さを定めなければならない｡ 
12.打設計画書 
∼この場合､ｼｭｰﾄ､ﾎﾟﾝﾌﾟ配管､ﾊﾞｹｯﾄ､ﾎｯﾊﾟ等の吐出口と打込み面までの自由落下高さは 1.5m 以下と
するものとする｡ 
14.上層下層一体の締固め  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄを二層以上に分けて打込む場合､ 
 
（削除） 
 
16.壁または柱の連続打設時の注意 
17.ｱｰﾁ形式のｺﾝｸﾘｰﾄ端部   
18.ｱｰﾁ形式のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 
19.ｱｰﾁ形式のｺﾝｸﾘｰﾄ打継目 

 
 
 
 
表記修正 
 
国仕様書準拠 
[R5]基準改訂 
 
 
表記修正 
 
 
表記修正 
 
 
表記修正 
 
国仕様書準拠[H31] 
(実態に合わせ削除） 

1-3-6-5 締固め 
2.締固め方法  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄが鉄筋の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し､速やかにｺﾝｸﾘｰﾄを
十分締め固めなければならない｡ 

1-3-6-5 締固め 
2.締固め方法  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄが鋼材の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し､速やかにｺﾝｸﾘｰﾄを十
分締固めなければならない｡ 

 
 
表記修正 
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3.上層下層一体の締固め  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄを 2 層以上に分けて打設する場合､ 

3.上層下層一体の締固め  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄを二層以上に分けて打設する場合､ 
4.狭隘･過密鉄筋箇所における締固め  
狭隘･過密鉄筋箇所における締固めを確実に実施するため､その鉄筋径･ﾋﾟｯﾁを踏まえたﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ
を用いるものとし､その締固め方法(使用器具や施工方法)を施工前に施工計画書に記載しなけれ
ばならない｡ 

 
 
国仕様書 準拠 
[R4](新規追加) 

1-3-6-6 沈下ひび割れに対する処置 
2.沈下ひび割れの防止  
受注者は､沈下ひび割れが発生した場合､ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞや再振動を行い､これを修復しなければならな
い｡再振動にあたっては､その時期をあらかじめ定めるなどｺﾝｸﾘｰﾄの品質の低下を招かないように
注意して行わなければならない｡ 

1-3-6-6 沈下ひび割れに対する処置 
2.沈下ひび割れの防止  
受注者は､沈下ひび割れが発生した場合､ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞや再振動を行い､これを修復しなければならな
い｡再振動にあたっては､その時期をあらかじめ定めるなどｺﾝｸﾘｰﾄの品質の低下を招かないように
適切な時期に行わなければならない｡ 

 
表記統一 

1-3-6-7 打継目 
1.一般事項  
打継目の位置及び構造は､契約図面の定めによるものとする｡ただし､受注者は､やむを得ず契約図
面で定められていない場所に打継目を設ける場合､構造物の強度､耐久性､水密性及び外観を害し
ないように､その位置､方向及び施工方法を定め､監督職員と協議しなければならない｡  
2.打継目を設ける位置  
受注者は､打継目を設ける場合には､せん断力の小さい位置に設け、打継面を部材の圧縮力の作用
する方向と直角になるよう施工しなければならない｡ 
3.打継目を設ける場合の注意  
受注者は､やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には､打継目に､ほぞ､または溝
を造るか､鋼材を配置して､これを補強しなければならない｡ 
 
 
8.伸縮継目  
伸縮継目の目地の材質､厚､間隔は設計図書によるものとするが､ 

1-3-6-7 打継目 
1.一般事項  
打継目の位置及び構造は､契約図面の定めによるものとする｡ただし､受注者は､やむを得ず契約図
面で定められていない場所に打継目を設ける場合､構造物の性能を損なわないように､その位置､
方向及び施工方法を定め､監督職員と協議しなければならない｡  
2.打継目を設ける位置  
受注者は､打継目を設ける場合には､せん断力の小さい位置に設け､PC 鋼材定着部背面等の常時引
張応力が作用する断面を避け､打継面を部材に圧縮力が作用する方向と直角になるよう施工する
ことを原則とする｡  
3.打継目を設ける場合の注意  
受注者は､やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には､打継目に､ほぞ､または溝
の凹凸によるせん断ｷｰで抵抗する方法や､差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方法等の対
策を講ずることとする｡また､これらの対策は､所要の性能を満足することを照査した上で実施す
る｡ 
8.伸縮目地  
伸縮目地の目地の材質､厚､間隔は設計図書によるものとするが､ 

 
 
国仕様書 準拠[H31] 
(諸基準類の改正に伴う修正) 
 
 
国仕様書 準拠[H31] 
 
 
 
表記追加 
 
 
 
 
表記修正 

1-3-6-9 養生 
1.一般事項  
受注者はｺﾝｸﾘｰﾄの打込み後の一定期間を､硬化に必要な温度及び湿潤状態に保ち､有害な作用の
影響を受けないように､養生しなければならない｡ 
2.湿潤状態の保持  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に､露出面を一定期間､十
分な湿潤状態に保たなければならない｡養生方法の選定にあたっては､その効果を確かめ､適切
に湿潤養生期間を定めなければならない｡だだし､通常のｺﾝｸﾘｰﾄ工事におけるｺﾝｸﾘｰﾄの湿潤養生
期間は､表 1-3-3 を標準とする｡ 
 
 

1-3-6-9 養生 
1.一般事項  
受注者はｺﾝｸﾘｰﾄの打込み後の一定期間を､硬化に必要な温度及び湿潤状態に保ち､有害な作用の影
響を受けないように､その部位に応じた適切な方法により養生しなければならない｡ 
2.湿潤状態の保持  
受注者は､打ち込み後のｺﾝｸﾘｰﾄをその部位に応じた適切な養生方法により､一定期間は十分な湿潤
状態に保たなければならない｡養生期間は､使用するｾﾒﾝﾄの種類や養生期間中の環境温度等に応じ
て､施工実績､信頼できるﾃﾞｰﾀ､あるいは試験等により定めるものとする｡通常のｺﾝｸﾘｰﾄ工事におけ
るｺﾝｸﾘｰﾄの湿潤養生期間は､表 1-3-3 を目安とする｡ 
 
 

 
 
国仕様書 準拠[H31] 
 
国仕様書 準拠[R6] 
(諸基準類の改訂) 
 
国仕様書 準拠[R6] 
(諸基準類の改訂) 
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表 1-3-3 ｺﾝｸﾘｰﾄの標準養生期間 

日平均気温  
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ  

混合ｾﾒﾝﾄ  
B 種  

早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾ
ﾒﾝﾄ  

15℃以上  5 日  7 日  3 日  

10℃以上  7 日  9 日  4 日  

5℃以上  9 日  12 日  5 日  
 

表 1-3-3 ｺﾝｸﾘｰﾄの湿潤養生期間の目安 
日平均 
気温 

早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 
ｾﾒﾝﾄ 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

混合ｾﾒﾝﾄ 
B 種 

中庸熱ﾎﾟﾙﾄ
ﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾ
ﾒﾝﾄ 

15℃以上  3 日  5 日  7 日  8 日 10 日  

10℃以上  4 日  7 日  9 日  9 日 ※  

5℃以上  5 日  9 日  12 日  12 日 ※  

※15℃より低い場合での使用は､試験により定める｡ 
1-3-7-3 加工 
3.鉄筋の曲げ半径  
受注者は､鉄筋の曲げ形状の施工にあたり､設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は､
｢ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(設計編)本編第 13 章鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄの前提､標準 7 編第 2 章鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄの前提｣(土
木学会､平成 25 年 3 月)の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければなら
ない｡  

1-3-7-3 加工 
3.鉄筋の曲げ半径  
受注者は､鉄筋の曲げ形状の施工にあたり､設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合
は､｢ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(設計編)[2023 年制定]本編第 13 章鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄの前提､標準 7 編第 2 章鉄
筋ｺﾝｸﾘｰﾄの前提｣(土木学会､2023 年 3 月)の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾
を得なければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠[R６] 
(諸基準類の改正) 
 

1-3-7-4 組立て 
2.配筋･組立   
受注者は､契約図面に定めた位置に､鉄筋を配置し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設中に動かないよう十分堅固に組
み立てなければならない｡なお、必要に応じて契約図面に示されたもの以外の組立用鉄筋等を
使用するものとする。 
受注者は､鉄筋の交点の要所を､直径 0.8mm 以上のなまし鉄線､またはｸﾘｯﾌﾟで緊結し､鉄筋が移
動しないようにしなければならない｡また､設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場
合は､それに従うものとする｡ 

1-3-7-4 組立て 
2.配筋･組立て  
受注者は､配筋･組立てにおいて以下によらなければならない｡ 
(1)受注者は､契約図面に定めた位置に､鉄筋を配置し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設中に動かないよう十分堅固に組
み立てなければならない｡ 
(2)受注者は､鉄筋の交点の要所を､直径 0.8 ㎜以上の焼なまし鉄線､またはｸﾘｯﾌﾟ等で鉄筋が移動し
ないように緊結し､使用した焼なまし鉄線､ｸﾘｯﾌﾟ等はかぶり内に残してはならない｡また､設計図
書に特別な組立用架台等が指定されている場合は､それに従うものとする｡ 
(3)受注者は､鉄筋の配筋において､施工段階で必要となる形状保持や施工中の安全対策等を目的
として､組立て鉄筋､段取り鉄筋等の鉄筋やｱﾝｸﾞﾙ等の仮設物を配置するが､これらをやむを得ず
構造物本体に存置する場合､これらの仮設物において､設計の前提が成立することを事前に確認
しなければならない｡ 

 
 
国仕様書に表現統一 
 
 
国仕様書に表現統一 

3.鉄筋かぶりの確保  
受注者は､設計図書に特に定めのない限り､鉄筋のかぶりを保つよう､ｽﾍﾟｰｻｰを設置するものと
し､∼ 
また､受注者は､型枠に接するｽﾍﾟｰｻ-についてはｺﾝｸﾘｰﾄ製あるいはﾓﾙﾀﾙ製で∼ 
なお､これ以外のｽﾍﾟｰｻｰを 

3.鉄筋かぶりの確保  
受注者は､設計図書に特に定めのない限り､鉄筋のかぶりを保つよう､ｽﾍﾟｰｻを設置するものとし､
∼ 
また､受注者は､型枠に接するｽﾍﾟｰｻについてはｺﾝｸﾘｰﾄ製あるいはﾓﾙﾀﾙ製で∼ 
なお､これ以外のｽﾍﾟｰｻを 

 
国仕様書準拠 
[R3](コンクリート示方書と統一 
”スペーサ”) 

1-3-7-5 継手 
2.重ね継手  
受注者は､鉄筋の重ね継手を行う場合は､設計図書に示す長さを重ね合わせて､直径 0.8mm 以上
のなまし鉄線で数ヶ所緊結しなければならない｡  
なお､ｴﾎﾟｷｼ系樹脂塗装鉄筋の重ね継手長さは､｢ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋を用いる鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄの設計施
工指針【改訂版】H15.11 土木学会｣により､ｺﾝｸﾘｰﾄの付着強度を無塗装鉄筋の 85%として求めて
よい｡ 

1-3-7-5 継手 
2.重ね継手  
受注者は､鉄筋の重ね継手を行う場合は､設計図書に示す長さを重ね合わせて､直径 0.8 ㎜以上の焼
なまし鉄線で数ヶ所緊結しなければならない｡  
なお､ｴﾎﾟｷｼ系樹脂塗装鉄筋の重ね継手長さは､｢ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋を用いる鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄの設計施
工指針【改訂版】｣(土木学会､平成 15 年 11 月)により､ｺﾝｸﾘｰﾄの付着強度を無塗装鉄筋の 85%と
して求めてよい｡ 

 
 
国仕様書に表現統一 

3.継手位置の相互ずらし  3.継手位置   
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受注者は､設計図書に明示した場合を除き､継手を同一断面に集めてはならない｡また､受注者は､
継手を同一断面に集めないため､継手位置を軸方向に相互にずらす距離は､継手の長さに鉄筋直径
の 25 倍を加えた長さ以上としなければならない｡ 

受注者は､原則､継手を同一断面に集めてはならない｡また､受注者は､継手を同一断面に集めない
ため､継手位置を軸方向に互いにずらす距離は､継手の長さに鉄筋直径の 25 倍を加えた長さ以上
としなければならない｡継手が同一断面となる場合は､継手が確実に施工でき､継手付近のｺﾝｸﾘｰﾄ
が確実に充填され､継手としての性能が発揮されるとともに､構造物や部材に求められる性能を満
たしていることを確認しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠[R3](“互いに”)) 

5.継ぎたし鉄筋の保護  
受注者は､将来の継ぎたしのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には､損傷､腐食等をうけ
ないようにこれを保護しなければならない｡ 

5.継足し鉄筋の保護  
受注者は､将来の継足しのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には､損傷､腐食等からこ
れを保護しなければならない｡ 

 
表記修正 

8.機械式鉄筋継手 
②機械式鉄筋継手工法の品質管理は､使用する工法に応じた確認項目や頻度､方法､合否判定基準
等を施工計画書に明示した上で､施工管理や検査時においては､これに従って確認を行わなければ
ならない｡また､機械式鉄筋継手工法の信頼度は､土木学会鉄筋定着･継手指針(令和 2 年 3 月土木
学会)信頼度Ⅱ種を基本とするが､ 

8.機械式鉄筋継手 
②機械式鉄筋継手工法の品質管理は､使用する工法に応じた確認項目や頻度､方法､合否判定基
準等を施工計画書に明示した上で､施工管理や検査時においては､これに従って確認を行わなけ
ればならない｡また､機械式鉄筋継手工法の信頼度は､土木学会鉄筋定着･継手指針[2020 年制
定](令和 2 年 3 月土木学会)の信頼度Ⅱ種を基本とするが､ 

 
 
太字追加 
国仕様書準拠 
[R5](基準改訂) 

(2) 設計時に機械式鉄筋継手工法が適用されていない継手において､機械式鉄筋継  手工法を適用
する場合は､別途､監督職員と協議し､設計で要求した性能を満足  していることや性能を確保する
ために継手等級を三者会議等を利用し､設計者に確認した上で適用すること｡ 

(2) 設計時に機械式鉄筋継手工法が適用されていない継手において､機械式鉄筋継手工法を適用
する場合は､別途､監督職員と協議し､設計で要求した性能を満足していることや性能を確保す
るために必要な継手等級を三者会議等を利用し､設計者に確認した上で適用すること｡ 

 
 
表記修正 

1-3-7-6 ｶﾞｽ圧接 
3.圧接の禁止  
受注者は､規格または形状の著しく異なる場合及び径の差が 7mm を超える場合は手動ｶﾞｽ圧接し
てはならない｡なお､自動ｶﾞｽ圧接及び熱感押抜ｶﾞｽ圧接は､鉄筋径が異なる鉄筋同士では接合は行
わない｡ただし､D41 と D51 の場合はこの限りではない｡ 

1-3-7-6 ｶﾞｽ圧接 
3.圧接の禁止  
受注者は､規格または形状の著しく異なる場合及び径の差が 7mm を超える場合は手動ｶﾞｽ圧接し
てはならない｡ただし､D41 と D51 の場合はこの限りではない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[県オリジナル削除] 

4.圧接面の清掃  
受注者は､圧接面を圧接作業前にｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ等でその端面が直角で平滑となるように仕上げるとと
もに､さび､油､塗料､ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ､その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない｡ 

4.圧接面の清掃  
受注者は､圧接しようとする鉄筋の両端部は､(公社)日本鉄筋継手協会によって認定された鉄筋冷
間直角切断機を使用して切断しなければならない｡自動ｶﾞｽ圧接の場合､ﾁｯﾌﾟｿｰをあわせて使用す
るものとする｡ただし､すでに直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機により切断した端面
の汚損等を取り除く場合は､ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞで端面を研削するとともに､さび､油脂､塗料､ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽ
ﾄ､その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない｡ 

 
 

5.圧接面のすき間   
突合わせた圧接面は､なるべく平面とし周辺のすき間は 2mm 以下とする｡ 

5.圧接面のすきま  
突合わせた圧接面は､なるべく平面とし周辺のすきまは 2 ㎜以下とする 

 

6.悪天候時の作業禁止  
受注者は､降雪雨または､強風等の時は作業をしてはならない｡ただし､作業が可能なように､遮
へいした場合は作業を行うことができる｡ 

6.悪天候時の作業禁止  
受注者は､降雪雨または､強風等の時は作業をしてはならない｡ただし､作業が可能なように､防
風対策を施して適切な作業ができることが確認された場合は作業を行うことができる｡ 

 

（記載なし） 

1-3-8-2 構造 
４.残存型枠の構造 
残存型枠（外壁兼用型）とは、薄肉プレキャスト・セメントコンクリート製の型枠製品と組立部
材を使用し、コンクリート打設後の脱型作業を必要としない型枠工のことをいう。 
 残存型枠（外壁兼用型）に用いる型枠は意匠性を目的としない残存型枠（外壁兼用型）または
意匠性を目的とした残存化粧型枠（外壁兼用型）とする。 

特記仕様書からの編入 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
また、下表に従い品質規格証明書等を照合して確認し対象を事前に監督職員に提出し、確認を受
けなければならない。 

項目 内容 摘要 

主要 

材料 

1）モルタル及びコンクリート 

第 8 編 8-1-8-4 コンクリートえん堤本体の品質を損なうものであ

ってはならない。 

品質規格証明書 2）型枠製品内蔵の補強部材 

補強部材は、型枠本体に内蔵していること。 

3）補強部材が鉄製の場合には、必要な防錆処理又は防錆対策

が施されているもの。  

強度 

特性 
コンクリート打設時の側圧に耐える強度を有していること 

公的試験機関の証

明書又は試験結果 

一体性 コンクリートと一体化する機能を有していること。 

耐久性 

1）型枠は、ひび割れ又は破損した場合でも容易に剥落しないこ

と。 

2) 型 枠 は 、 耐 凍 結 融 解 性 を 有 し て い る こ と 。 

（※耐凍結融解性を考慮する必要がある場合に記載） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４.支保形式 ５.支保形式 番号ずれ 

５.支保基礎の注意 ６.支保基礎の注意 番号ずれ 

（記載なし） 

1-3-8-3 組立て 
４.残存型枠 

受注者は、型枠にひび割れ等の有害な損傷を与えないようにしなければならず、型枠のひび割
れや変位等を防ぐため、適切な支持材の取付をしなければならない。また、コンクリート打込み
前にあらかじめ型枠裏面を湿潤状態にした上で、コンクリートが十分にまわり込むように締め固
めなければならない。 
目地を設ける際には目地位置表面の型枠の縁を切らなければならず、伸縮目地等を用いる際は
目地材を型枠で挟み込み、表面に露出させなければならない。 

特記仕様書からの編入 

1-3-9-2 施工 
3.打設時のｺﾝｸﾘｰﾄ温度  
打設時のｺﾝｸﾘｰﾄ温度は､35℃以下を標準とする｡なお､受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄ温度がこの上限値を超え
る場合には､ｺﾝｸﾘｰﾄが所要の品質を確保できることを確かめなければならない｡ 

1-3-9-2 施工 
3.打設時のｺﾝｸﾘｰﾄ温度  
打設時のｺﾝｸﾘｰﾄ温度の上限は､所定の品質を確保できる場合は 38℃とし､それ以外の場合は 35℃
とする｡ 

国仕様書準拠[R6] 
(諸基準類の改定) 
表記修正 
“なお受注者は”削除 

5.所用時間  
ｺﾝｸﾘｰﾄを練混ぜから打設終了までの時間は､1.5 時間を超えてはならないものとする｡ 

5.所用時間  
ｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜから打設終了までの時間は､1.5 時間を超えてはならないものとする｡ 

 
表記修正 

1-3-10-1 一般事項 
3.寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工  
受注者は､寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工にあたり､材料､配合､練りまぜ､∼ 

1-3-10-1 一般事項 
3.寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工  
受注者は､寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工にあたり､材料､配合､練混ぜ､ 

 
 
表記修正 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
1-3-10-2 施工 
1.一般事項 
(1)受注者は､凍結しているか､または氷雪の混入している骨材をそのまま用いてはならない｡ 
2.熱量損失の低減  
受注者は､熱量の損失を少なくするようにｺﾝｸﾘｰﾄの練りまぜ､ 
4.材料投入順序の設定  
受注者は､ｾﾒﾝﾄが急結を起こさないように､加熱した材料をﾐｷｻに投入する 

1-3-10-2 施工 
1.一般事項 
(1) 受注者は､凍結しているか､または氷雪の混入している骨材を用いてはならない｡ 
2.熱量損失の低減  
受注者は､熱量の損失を少なくするようにｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜ､ 
4.材料投入順序の設定  
受注者は､ｾﾒﾝﾄが急結を起こさないように､加熱した材料をﾐｷｻｰに投入する 

 
国仕様書準拠[R6] 
(“そのまま”削除) 
国仕様書に表現統一 

1-3-10-3 養生 
3.凍結の保護 
5.養生中のｺﾝｸﾘｰﾄ温度  
受注者は､養生中のｺﾝｸﾘｰﾄの温度を 5℃以上に保たなければならない｡ 

1-3-10-3 養生 
3.凍結からの保護 
5.養生温度  
受注者は､養生温度を 5℃以上に保たなければならない｡ 

国仕様書準拠 
[H31](表記修正) 
国仕様書準拠 
[R3](示方書と表記統一) 

表 1-3-4 寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの養生期間 

型枠の取り外し直後に構
造物が曝される環境 

養生温度 
ｾﾒﾝﾄの種類 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄ B 種 

(1)ｺﾝｸﾘｰﾄ表面が水で飽和
される頻度が高い場合 

5℃ 9 日 5 日 12 日 

10℃ 7 日 4 日 9 日 

(2)ｺﾝｸﾘｰﾄ表面が水で飽和
される頻度が低い場合 

5℃ 4 日 3 日 5 日 

10℃ 3 日 2 日 4 日 
 

表 1-3-4 寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの温度制御養生期間 

5℃以上の温度制御養生と
所定の湿潤養生を行った後
に想定される気象条件 

養生温度 
ｾﾒﾝﾄの種類 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄ B 種 

(1)厳しい気象条件 5℃ 9 日 5 日 12 日 

10℃ 7 日 4 日 9 日 

(2)まれに凍結融解する程
度 の気象条件 

5℃ 4 日 3 日 5 日 

10℃ 3 日 2 日 4 日 
 

仕様書準拠[H31](諸基準類の改
正に伴う修正)(“温度制御”) 
 
国仕様書準拠[R6] 
(諸基準類の改定) 
 
 
 
 

1-3-11-2 施工 
5.型枠による対策  
受注者は､温度ひび割れに制御が適切に行えるよう､型枠の材料及び構造を選定するとともに､型
枠を適切な期間存置しなければならない｡ 

1-3-11-2 施工 
5.型枠による対策  
受注者は､温度ひび割れに制御が適切に行えるよう､実際の施工条件に基づく温度ひび割れの照
査時に想定した型枠の材料及び構造を選定するとともに､型枠を適切な期間存置しなければな
らない｡ 

国仕様書準拠[H31](諸基準類の
改正) 

1-3-12-2 施工 
7.水中ｺﾝｸﾘｰﾄの打設方法  
受注者は､ｹｰｼﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟとｹｰｼﾝｸﾞの併用方式)､ﾄﾚﾐｰまたはｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟを使用して打設し
なければならない｡これにより難い場合は､代替工法について監督職員と協議しなければならな
い｡ 
9.ﾄﾚﾐｰ打設   
(1)受注者は､ﾄﾚﾐｰを水密でｺﾝｸﾘｰﾄが自由落下できる大きさとし､打設中は常にｺﾝｸﾘｰﾄで満たさな
ければならない｡また､打設中にﾄﾚﾐｰを水平移動してはならない｡ 

1-3-12-2 施工 
7.水中ｺﾝｸﾘｰﾄの打設方法  
受注者は､ｹｰｼﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟとｹｰｼﾝｸﾞの併用方式)､ﾄﾚﾐｰ､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟまたは底開き箱や底開き袋
を使用してｺﾝｸﾘｰﾄを打設するものとする｡これにより難い場合は､代替工法について監督職員と協
議しなければならない｡ 
9.ﾄﾚﾐｰ打設  
(1)受注者は､ﾄﾚﾐｰを水密でｺﾝｸﾘｰﾄが自由に移動できる大きさとし､打設中は､先端を既に打ち込
まれたｺﾝｸﾘｰﾄ中に挿入しておき､水平移動してはならない｡ 

国仕様書準拠[R6] 
(諸基準類の改定) 
 
国仕様書準拠[R6](諸基準類の改
定) 

1-3-12-3 海水の作用を受けるｺﾝｸﾘｰﾄ 
1.一般事項  
受注者は､海水の作用をうけるｺﾝｸﾘｰﾄの施工にあたり､品質が確保できるように､打込み､締固
め､養生などを行わなければならない｡ 
 

1-3-12-3 海水の作用を受けるｺﾝｸﾘｰﾄ  
1.一般事項  
受注者は､海水の作用､波浪や海水飛沫の影響を受ける構造物に使用されるｺﾝｸﾘｰﾄは､海洋ｺﾝｸﾘｰﾄ
として､設計耐用期間を通じてｺﾝｸﾘｰﾄ自体の劣化や鋼材の腐食等によって､所要に性能が損なわれ
ないように施工しなければならない｡  

国仕様書準拠[R6] 
(諸基準類の改定) 
 
国仕様書準[R6] 
(60cm→600mm 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
2.水平打継目の設置位置  
受注者は､設計図書に示す最高潮位から上 60 ㎝及び最低潮位から下 60 ㎝の間のｺﾝｸﾘｰﾄに水平打
継目を設けてはならない｡干満差が大きく一回の打上がり高さが非常に高くなる場合や､その他や
むを得ない事情で打継目を設ける必要がある場合には､設計図書に関して監督職員の承諾を得な
ければならない｡ 

2.水平打継目の設置位置  
受注者は､設計図書に示す 最高潮位から上 600mm 及び最低潮位から下 600mm の間のｺﾝｸﾘｰﾄに
水平打継目を設けてはならない｡干満差が大きく一回の打上がり高さが非常に高くなる場合や､
その他やむを得ない事情で打継目を設ける必要がある場合には､設計図書に関して監督職員の承
諾を得なければならない｡ 

諸基準類の改定) 

1-3-13-3 ｺﾝｸﾘｰﾄの製造 
3.材料の計量   
(1)受注者は､各材料を 1 ﾊﾞｯﾁ分ずつ質量計量しなければならない｡  
ただし､水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする｡  
 
(2)計量誤差は､1 ﾊﾞｯﾁ計量分に対し､｢表 1-3-5 計量の許容誤差(水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ)｣の値以下
とするものとする｡ 

表 1-3-5 計量の許容誤差(水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ) 
4.練混ぜ 
(2)受注者は､強制練りﾊﾞｯﾁﾐｷｻを用いてｺﾝｸﾘｰﾄを練り混ぜるものとする｡ 
(5) 受注者は､練混ぜ開始にあたって､あらかじめﾐｷｻにﾓﾙﾀﾙを付着させなければならない 
5.ﾐｷｻ､運搬機器の洗浄及び洗浄排水の処理  
(1)受注者は､ﾐｷｻ及び運搬機器を使用の前後に十分洗浄しなければならない｡ 

1-3-13-3 ｺﾝｸﾘｰﾄの製造 
3.材料の計量  
 (1)受注者は､各材料を 1 ﾊﾞｯﾁ分ずつ質量計量しなければならない｡  
ただし､水及び混和剤溶液は第 1 編 1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ､表 1-3-2 計量値の許容差に示
した許容差内である場合には､体積で計量してもよいものとする｡  
(2)計量値の許容差は､1 ﾊﾞｯﾁ計量分に対し､｢表 1-3-5 計量値の許容差(水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ)｣の値
以下とするものとする｡ 

表 1-3-5 計量値の許容差(水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ) 
4.練混ぜ 
(2) 受注者は､強制練りﾊﾞｯﾁﾐｷｻｰを用いてｺﾝｸﾘｰﾄを練り混ぜるものとする｡ 
(5) 受注者は､練混ぜ開始にあたって､あらかじめﾐｷｻｰにﾓﾙﾀﾙを付着させなければならない｡ 
5.ﾐｷｻｰ､運搬機器の洗浄及び洗浄排水の処理  
 (1)受注者は､ﾐｷｻｰ及び運搬機器を使用の前後に十分洗浄しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠[R6](諸基準類の改
定) 
 
仕様書準拠[H31](諸基準類の改
正)(“温度制御”) 
 
国仕様書に表現統一 

1-3-13-4 運搬打設 
3 打設 
(6)受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄを静水中で水中落下高さ 50cm 以下で打ち込まなければならない｡ 
 
 
 
4.打継ぎ  
(1)受注者は､せん断力の小さい位置に打継目を設け､新旧ｺﾝﾘｰﾄが十分に密着するように処置しな
ければならない｡ 

1-3-13-4 運搬打設 
3 打設 
(6) 受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄを静水中で水中落下高さ 50 ㎝以下で打ち込まなければならない｡やむを得
ず､流水中や水中落下高さが 50 ㎝を超える状態での打込みを行う場合には､所要の品質を満足す
るｺﾝｸﾘｰﾄが得られることを確認するとともに､設計図書に関して監督職員と協議しなければなら
ない｡ 
4.打継ぎ  
(1)受注者は､せん断力の小さい位置に打継目を設け､新旧ｺﾝｸﾘｰﾄが十分に密着するように処置し
なければならない｡ 

 
仕様書準拠[H31] 
(諸基準類の改正) 
 
誤記 

1-3-14-2 施工機器 
(1) 受注者は､5 分以内に規定の品質の注入ﾓﾙﾀﾙを練り混ぜることのできるﾓﾙﾀﾙﾐｷｻを使用しな

ければならない｡ 
(2) 受注者は､注入ﾓﾙﾀﾙを緩やかに攪拌でき､ 

1-3-14-2 施工機器 
(1)受注者は､5 分以内に規定の品質の注入ﾓﾙﾀﾙを練り混ぜることのできるﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰを使用しな
ければならない｡ 
(2) 受注者は､注入ﾓﾙﾀﾙを緩やかに撹拌でき､ 

 
国仕様書に表現統一 
 

1-3-14-3 施工 
5.練混ぜ  
(1)受注者は､練混ぜをﾓﾙﾀﾙﾐｷｻで行うものとし､均一なﾓﾙﾀﾙが得られるまで練り混ぜなければなら
ない｡ 
(3) 受注者は､ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻ 1 ﾊﾞｯﾁの練混ぜを､ﾐｷｻの定められた練混ぜ容量に適した量で練り混ぜな
ければならない｡ 
6.注入 

1-3-14-3 施工 
5.練混ぜ  
(1)受注者は､練混ぜをﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰで行うものとし､均一なﾓﾙﾀﾙが得られるまで練り混ぜなければな
らない｡ 
(3)受注者は､ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ 1 ﾊﾞｯﾁの練混ぜを､ﾐｷｻｰの定められた練混ぜ容量に適した量で練り混ぜな
ければならない｡ 
6.注入 

 
 
表記修正 
 
表記修正 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 
(3)受注者は､最下部から上方へﾓﾙﾀﾙ注入するものとし､注入ﾓﾙﾀﾙ上面の上昇速度は 0.3∼2.0m/h
としなければならない｡ 
(5) 受注者は､注入が完了するまで､ﾓﾙﾀﾙの攪拌を続けなければならない｡ 

(3)受注者は､ 下部から上方へﾓﾙﾀﾙ注入するものとし､注入ﾓﾙﾀﾙ上面の上昇速度は 0.3∼2.0m/h とし
なければならない｡ 
(5) 受注者は､注入が完了するまで､ﾓﾙﾀﾙの撹拌を続けなければならない｡ 

表記修正 
 
誤記修正 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 

第 1 章第 2 節 
2.中等の品質
契約書第 14 条第 1 項に規定する｢中等の品質｣とは､JIS 規格に適合したものまたは､これと同等以

上の品質を有するものをいう｡

第 1 章第 2 節 
2.中等の品質

契約書第14条第1項に規定する｢中等の品質｣とは､JIS規格に適合したものまたは､これと同等以上
の品質を有するものをいう｡

アンダーライン範囲変更

6.海外の建設資材の品質証明
表 2-1-1 ｢海外建設資材品質審査･証明｣対象資材 

区分/細別 品目 対応 JIS 規格 (参考) 

Ⅱ 鋼材 7 鉄鋼 溶接金網 JIS G 3551 

6.海外の建設資材の品質証明
表 2-1-1 ｢海外建設資材品質審査･証明｣対象資材 

区分/細別 品目 対応 JIS 規格 (参考) 

Ⅱ 鋼材 7 鉄鋼 溶接金網及び鉄筋格子 JIS G 3551 

国仕様書準拠 
[R4]諸基準類との整合(JIS 改訂) 

2-2-3-1 一般事項
1.適合規格
JIS A 5308(ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ)附属書 A(ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材)

2-2-3-1 一般事項
1.適合規格

JIS A 5308(ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ)附属書 JA(ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材)
JIS A 5011-5(ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第 5 部:石炭ｶﾞｽ化ｽﾗｸﾞ骨材)

国仕様書準拠[R6] 
(JIS 改定) 
国仕様書準拠[R5] 
(追加) 

7.海砂使用の場合の注意
受注者は､細骨材として海砂を使用する場合は､

7.海砂使用の場合の注意
受注者は､細骨材として海砂を使用する場合､ 表記修正 

2-2-3-2 ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材
(1)無筋･鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ､舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ

ふるいの呼び寸法(mm) ふるいを通るものの重量百分率(%) 
(2)ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ

ふるいの呼び寸法(mm) ふるいを通るものの重量百分率(%) 

2-2-3-2 ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材
(1)無筋･鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ､舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ

ふるいの呼び寸法(mm) ふるいを通るものの質量百分率(%) 
(2)ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ

ふるいの呼び寸法(mm) ふるいを通るものの質量百分率(%) 

国仕様書準拠 
[R4](表記修正) 

3.使用規定の例外
気象作用をうけない∼

3.使用規定の例外
気象作用を受けない∼

国仕様書準拠 
[R5](表記修正) 

2-2-3-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用骨材
表 2-2-4 再生砕石の粒度
[注]再生骨材の粒度は､ﾓﾙﾀﾙ粒などを含んだ破砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する｡ 

表 2-2-5 再生粒度調整砕石の粒度 
[注]再生骨材の粒度は､ﾓﾙﾀﾙ粒などを含んだ破砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する｡ 

2-2-3-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用骨材
表 2-2-4 再生砕石の粒度

[注]再生骨材の粒度は､ﾓﾙﾀﾙ粒などを含む破砕されたままの見掛けの骨材粒度を使用する｡ 
表 2-2-5 再生粒度調整砕石の粒度 

[注]再生骨材の粒度は､ﾓﾙﾀﾙ粒などを含む破砕されたままの見掛けの骨材粒度を使用する｡ 

国仕様書準拠 
[R7](表記修正) 
国仕様書準拠 
[R7](表記修正) 

表 2-2-6 安定性試験の限度 
[注]試験方法は､｢舗装調査･試験法便覧〔第 2 分冊〕｣の｢A004 硫酸ﾅﾄﾘｳﾑによる骨材の安定

性試験方法｣よる 

表 2-2-6 安定性試験の限度 
[注]試験方法は､｢舗装調査･試験法便覧〔第 2 分冊〕｣の｢A004 硫酸ﾅﾄﾘｳﾑによる骨材の安定

性試験方法｣による｡ 
誤記修正 

表 2-2-9 鉄鋼ｽﾗｸﾞの規格 
[注 1]呈色判定は､高炉除冷ｽﾗｸﾞを用いた鉄鋼ｽﾗｸﾞに適用する｡ 
[注 4]∼及び製鉄ｽﾗｸﾞを促進ｴｰｼﾞﾝｸﾞした場合は､施工実績などを参考にし､ 

表 2-2-9 鉄鋼ｽﾗｸﾞの規格 
[注 1]呈色判定は､高炉徐冷ｽﾗｸﾞを用いた鉄鋼ｽﾗｸﾞに適用する｡ 
[注 4]ｴ∼及び製鋼ｽﾗｸﾞを促進ｴｰｼﾞﾝｸﾞした場合は､施工実績などを参考にし､ 

誤記修正 

6.鉄鋼ｽﾗｸﾞの規格
表 2-2-10 鉄鋼ｽﾗｸﾞ(製銅ｽﾗｸﾞ)の規格

［注 1］試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。 

6.鉄鋼ｽﾗｸﾞの規格
表 2-2-10 鉄鋼ｽﾗｸﾞ(製鋼ｽﾗｸﾞ)の規格
［注 1］試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。 太字修正
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2-2-3-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ用再生骨材  
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物に用いるｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の品質は､表 2-2-12 の規格に適合するも

のとする｡ 
 

表 2-2-12 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の品質  

旧ｱｽﾌｧﾙﾄの含有量          % 3.8 以上  

旧ｱｽﾌｧﾙﾄ
の性状 

針入度       l/10mm 20 以上  

圧裂係数     MPa/mm 1.70 以下  
 
[注 1]ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材中に含まれるｱｽﾌｧﾙﾄを旧ｱｽﾌｧﾙﾄ､新たに用いる舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄを新
ｱｽﾌｧﾙﾄと称する｡  
[注 2]ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材は､通常 20∼13mm､13∼5 ㎜､5∼0 ㎜の 3 種類の粒度や 20∼13 ㎜､
13∼0 ㎜の 2 種類の粒度にふるい分けられるが､本表に示される規格は､13∼0 ㎜の粒度区分のもの
に適用する｡  
[注 3]ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の 13 ㎜以下が 2 種類にふるい分けられている場合には､再生骨材の製
造時における各粒度区分の比率に応じて合成した試料で試験するか､別々に試験して合成比率に応
じて計算により 13∼0 ㎜相当分を求めてもよい｡また､13∼0 ㎜あるいは 13∼5 ㎜､5∼0 ㎜以外でふる
い分けられている場合には､ふるい分け前の全試料から 13∼0 ㎜をふるい取ってこれを対象に試験
を行う｡  
[注 4]ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材中の旧ｱｽﾌｧﾙﾄ含有量及び 75μm を通過する量は､ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨
材の乾燥質量に対する百分率で表す｡  
[注 5]骨材の微粒分量試験は JIS A 1103(骨材の微粒分量試験方法)により､求める｡  
[注 6]ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物層の切削材は､その品質が本表に適合するものであれば再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
に利用できる｡ただし､切削材は粒度がばらつきやすいので他のｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ発生材を調整して使
用することが望ましい｡  
[注 7]旧ｱｽﾌｧﾙﾄの性状は､針入度または､圧裂係数のどちらかが基準を満足すればよい｡  

 
 

2-2-3-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ用再生骨材  
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物に用いるｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の品質の目標値は､旧ｱｽﾌｧﾙﾄの針入度によ
る評価を実施する場合は表 2-2-12､ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の圧裂による評価を適用する場合は
表 2-2-13 とし､いずれか一方の目標値に適合するものとする｡ 

表 2-2-12 針入度を適用するｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄの再生骨材の品質  

項目 目標値 

旧ｱｽﾌｧﾙﾄの含有量 % 3.8 以上 

旧ｱｽﾌｧﾙﾄの針入度 (25℃)1/10mm 20 以上 
 
〔注 1〕 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材中に含まれるｱｽﾌｧﾙﾄを旧ｱｽﾌｧﾙﾄ,新たに用いるｱｽﾌｧﾙﾄを新ｱｽﾌｧﾙﾄと
称する｡  
〔注 2〕 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の旧ｱｽﾌｧﾙﾄの含有量,針入度および骨材の微粒分量は,実際の製造に
用いる 13∼0mm の粒度に適用する｡なお,13mm 以下が 2 種類に分級されている場合には,それぞれ
の粒度区分を別々に試験して合成比率に応じて計算により 13∼0mm 相当分を求めてもよい｡  
〔注 3〕 旧ｱｽﾌｧﾙﾄの含有量および骨材の微粒分量は,ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の乾燥質量に対する百
分率で表す｡  
 
 
 
 
 
〔注 4〕 骨材の微粒分量は｢JIS A 1103:2014 骨材の微粒分量試験方法｣により求める｡ 
〔注 5〕 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物層の切削材は,ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の品質に適合するものであれば再生加
熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物に利用できる｡ただし,切削材は粒度がばらつきやすいので他のｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ発生
材を調整して使用することが望ましい｡ 
 

表 2-2-13 圧裂係数を適用するｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の品質  

項目  目標値  

旧ｱｽﾌｧﾙﾄの含有量 %  3.8 以上  

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の圧裂係数  
(25℃)MPa/mm  

1.70 以下  

骨材の微粒分量 %  5 以下  
〔注 1〕 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材中に含まれるｱｽﾌｧﾙﾄを旧ｱｽﾌｧﾙﾄ,新たに用いるｱｽﾌｧﾙﾄを新ｱｽﾌｧﾙﾄと
称する｡  
〔注 2〕 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の旧ｱｽﾌｧﾙﾄの含有量および骨材の微粒分量は,実際の製造に用いる
13∼0mm の粒度に適用する｡なお,13mm 以下が 2 種類に分級されている場合には,それぞれの粒度
区分を別々に試験して合成比率に応じて計算により 13∼0mm 相当分を求めてもよい｡  

国仕様書準拠 
[R7] 
(実態を踏まえた規定の変更) 
国仕様書準拠[R7] 
(諸基準類の改定) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国仕様書準拠[R7] 
(図表の追加) 
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〔注 3〕 旧ｱｽﾌｧﾙﾄの含有量および骨材の微粒分量は,ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の乾燥質量に対する百
分率で表す｡  
〔注 4〕ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の圧裂係数を求める場合は,13∼5mm と 5∼0mm に分級し,これらを
質量比 1:1 に調整した上で, 最大密度の測定と供試体の作製に供する｡作製した供試体の厚さは
50.0±1.0mm とし,供試体が所定の空隙率(ﾉｷﾞｽを用いる場合は 9%,水中の見掛け質量を用いる場合
は 7%)を超えた場合,圧裂試験に供することができない｡  
〔注 5〕骨材の微粒分量は｢JIS A 1103:2014 骨材の微粒分量試験方法｣により求める｡   
〔注 6〕 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物層の切削材は,ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の品質に適合するものであれば再生
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物に利用できる｡ただし,切削材は粒度がばらつきやすいので他のｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材を調整して使用することが望ましい｡ 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 

2-2-3-5 ﾌｨﾗｰ 
2.石灰岩の石粉等の粒度範囲  
石灰岩を粉砕した石粉､回収ﾀﾞｽﾄ及びﾌﾗｲｱｯｼｭの粒度範囲は､表 2-2-13 の規格に適合するものとす

る｡ 
表 2-2-13 石粉､回収ﾀﾞｽﾄ及びﾌﾗｲｱｯｼｭの粒度範囲 
3.石灰岩以外の石粉の規定  
ﾌﾗｲｱｯｼｭ､石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をﾌｨﾗｰとして用いる場合は､表 2-2-14 の規格に適合す

るものとする｡ 
   表 2-2-14 ﾌﾗｲｱｯｼｭ､石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をﾌｨﾗｰとして使用する場合の規定 

2-2-3-5 ﾌｨﾗｰ 
2.石灰岩の石粉等の粒度範囲  
石灰岩を粉砕した石粉､回収ﾀﾞｽﾄ及びﾌﾗｲｱｯｼｭの粒度範囲は､表 2-2-14 の規格に適合するものとす
る｡ 

表 2-2-14 石粉､回収ﾀﾞｽﾄ及びﾌﾗｲｱｯｼｭの粒度範囲 
3.石灰岩以外の石粉の規定  
ﾌﾗｲｱｯｼｭ､石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をﾌｨﾗｰとして用いる場合は､表 2-2-15 の規格に適合す
るものとする｡  
    表 2-2-15 ﾌﾗｲｱｯｼｭ､石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をﾌｨﾗｰとして使用する場合の規定 

 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 

2-2-3-6 安定材  
1.瀝青材料の品質  
瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は､表 2-2-15 に示す舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄの規格及び表 2-2-

16 に示す石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の規格に適合するものとする｡  
表 2-2-15 舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄの規格 

         種  類  
 項   目  

120～ 150 150～ 200 200～ 300 

引 火 点  
℃  

240 以 上  240 以 上  210 以 上  

表 2-2-16 石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の規格 
表 2-2-15 舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄの規格 
[注]各種類とも 120℃､150℃､180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記する｡ 

2-2-3-6 安定材  
1.瀝青材料の品質  
瀝青安定処理に使用する瀝青材料(再生舗装工法における新ｱｽﾌｧﾙﾄを含む)の品質は､表 2-2-16 に示
す舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄの規格及び表 2-2-17 に示す石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の規格に適合するものとする｡ 

表 2-2-16 舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄの規格 
         種  類  
 項   目  

120～ 150 150～ 200 200～ 300 

引 火 点  
℃  

250 以 上  250 以 上  250 以 上  

表 2-2-17 石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の規格 
[注 1] 各種類とも 120℃､150℃､180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記する｡  
[注 2] 舗装用の新ｱｽﾌｧﾙﾄである 120∼150,150∼200,200∼300 は,｢JIS K 2207:2006 石油ｱｽﾌｧﾙﾄ｣と

は引火点が異なる｡ 

 
 
国仕様書準拠[R7] 
(番号修正) 
 
 
 
国仕様書準拠 
[R7](諸基準類との整合) 
 
国仕様書準拠 
[R7](諸基準類との整合) 

第 5 節 鋼材 
2-2-5-2 構造用圧延鋼材 

JIS G 3140(橋梁用高降状点鋼板) 

第 5 節 鋼材 
2-2-5-2 構造用圧延鋼材 

JIS G 3140(橋梁用高降伏点鋼板) 

 
 
誤記修正 

2-2-5-7 溶接材料  
JIS Z 3352(ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接用ﾌﾗｯｸｽ)  

2-2-5-7 溶接材料  
JIS Z 3352(ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接及びｴﾚｸﾄﾛｽﾗｸﾞ溶接用ﾌﾗｯｸｽ)  

 
適用基準改定(JIS)  
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 

第 6 節 ｾﾒﾝﾄ及び混和材料  
2-2-6-1 一般事項 
2.ｾﾒﾝﾄの貯蔵  
受注者は､ｾﾒﾝﾄを防湿的な構造を有するｻｲﾛまたは倉庫に､品種別に区分して貯蔵しなければなら

ない｡  
4.異常なｾﾒﾝﾄ使用時の注意  
受注者は､貯蔵中に塊状になったｾﾒﾝﾄを､用いてはならない｡また､湿気をうけた疑いのあるｾﾒﾝﾄ､

その他異常を認めたｾﾒﾝﾄの使用にあたっては､これを用いる前に試験を行い､その品質を確かめな
ければならない｡ 
 
7.異常な混和剤使用時の注意  
受注者は､貯蔵中に前項に示す分離･変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混和剤につい

て､これらを用いる前に試験を行い､性能が低下していないことを確かめなければならない｡  
 
9.異常な混和材使用時の注意  
受注者は､貯蔵中に吸湿により固結した混和材､その他異常を認めた混和材の使用にあたって､こ
れを用いる前に試験を行い､その品質を確かめなければならない｡  

 

第 6 節 ｾﾒﾝﾄ及び混和材料  
2-2-6-1 一般事項 

2.ｾﾒﾝﾄの貯蔵  
受注者は､ｾﾒﾝﾄを防湿構造を有するｻｲﾛまたは倉庫に､品種別に区分して貯蔵しなければならない｡ 
 

4.異常なｾﾒﾝﾄ使用時の注意  
受注者は､貯蔵中に塊状になったｾﾒﾝﾄを､用いてはならない｡また､湿気を受けた疑いのあるｾﾒﾝﾄ､そ
の他異常を認めたｾﾒﾝﾄの使用にあたっては､これを用いる前に試験を行い､その品質を確かめなけ
ればならない｡ただし､保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので､長期間貯蔵し
たｾﾒﾝﾄは使用してはならない｡ 
7.異常な混和剤使用時の注意  
受注者は､貯蔵中に前項に示す分離･変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混和剤につい
て､これらを用いる前に試験を行い､性能が低下していないことを確かめなければならない｡ただ
し､保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので､長期間貯蔵した混和剤は使用し
てはならない｡ 
9.異常な混和材使用時の注意 
受注者は､貯蔵中に吸湿により固結した混和材､その他異常を認めた混和材の使用にあたって､こ
れを用いる前に試験を行い､その品質を確かめなければならない｡ただし､保管期間が長期にわた
ると品質が変動する可能性があるので､長期間貯蔵した混和材は使用してはならない｡  

 
 
 
 
国仕様書準拠 
[R6](表記修正) 
 
国仕様書準拠 
[R5](表記修正) 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 
 

2-2-6-2 ｾﾒﾝﾄ  
1.適用規格 
ｾﾒﾝﾄは表 2-2-17 の規格に適合するものとする｡  

表 2-2-17 ｾﾒﾝﾄの種類 
JIS 番号 名 称  区   分  摘   要  

R 5213  ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ   
(1)A 種ﾌﾗｲｱｯｼｭ  
(2)B 種ﾌﾗｲｱｯｼｭ  
(3)C 種ﾌﾗｲｱｯｼｭ  

ﾌﾗｲｱｯｼｭ分量(質量%) 
5 を超え 10 以下 
10 を超え 20 以下  
20 を超え 30 以下  

 

2-2-6-2 ｾﾒﾝﾄ  
1.適用規格  
ｾﾒﾝﾄは､表 2-2-18 の規格に適合するものとする｡  

表 2-2-18 ｾﾒﾝﾄの種類 
JIS 番号 名 称  区   分  摘   要  

R 5213  ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ   
(1)A 種ﾌﾗｲｱｯｼｭ 
(2)B 種ﾌﾗｲｱｯｼｭ 
(3)C 種ﾌﾗｲｱｯｼｭ 

ﾌﾗｲｱｯｼｭの分量(質量%) 
5 を超え 10 以下 
10 を超え 20 以下  
20 を超え 30 以下  

 

 
 
番号修正[R7] 
 
表記修正 
 
 
 
 
 

3.普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質  
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質は､表 2-2-18 の規格に適合するものとする｡ 

表 2-2-18 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質 

品 質 規        格  

水和熱 
J/g 

7d  350 以下   

28d  400 以下 
 

.普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質  
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質は､表 2-2-19 の規格に適合するものとする｡  

表 2-2-19 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質  

品 質  規格  

水 和 熱  
J/g  

7d  測定値を報告する  

28d  測定値を報告する  
 

 
番号修正[R7] 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 
 
 
 
 



栃木県土木工事共通仕様書 第 2 編 材料編  新旧対照表 

6 / 8 

現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 

2-2-6-3 混和材料 
5.急結剤  
急結剤は､｢ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(規準編)JSCE-D 102-2013 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾓﾙﾀﾙ)用急結剤品質規格

(案)｣(土木学会､平成 25 年 11 月)の規格に適合するものとする｡  

2-2-6-3 混和材料 
5.急結剤  
急結剤は､｢ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(規準編)[2023 年制定]JSCE-D 102-2023 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾓﾙﾀﾙ)用急結剤
品質規格(案)｣(土木学会､2023 年 9 月)の規格に適合するものとする｡  

 
国仕様書準拠 
[R6](発行に伴う修正) 

2-2-6-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ用水 
1.練混ぜ水  
ｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに用いる水は､上水道または JIS A 5308(ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ)附属書 C(ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸ

ﾘｰﾄの練混ぜに用いる水)の規格に適合するのものとする｡また｡養生水は､～ 

2-2-6-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ用水 
1.練混ぜ水  
ｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに用いる水は､上水道または JIS A 5308(ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ)附属書 JC(ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝ
ｸﾘｰﾄの練混ぜに用いる水)の規格に適合するものとする｡また､養生水は､～ 

国仕様書準拠 
[R6](諸基準類との整合) 
 
誤記修正 

第 7 節 ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品  
2-2-7-1 一般事項 
3.ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策  
受注者は､ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品の使用にあたって｢ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策について｣(国土交通大臣官

房技術審議官通達､平成 14 年 7 月 31 日)及び｢ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策について｣の運用について(国
土交通省大臣官房技術調査課長通達､平成 14 年 7 月 31 日)を遵守し､ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策の適合
を確認した資料を監督職員に提出しなければならない｡  

第 7 節 ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品  
2-2-7-1 一般事項 
3.ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策  
受注者は､ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品の使用にあたって｢ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策について｣(平成 15 年 3 月 5
日)付技管第 261 号)を遵守し､ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策の適合を確認した資料を監督職員に提出しな
ければならない｡  

 
 
国仕様書準拠[R6] 
 
県基準に変更（品質管理基準と統
一） 

 
2-2-7-2 ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品  
JIS A 5506(下水道用ﾏﾝﾎｰﾙふた) 

2-2-7-2 ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品  
JIS A 5506(下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋) 

 
諸基準類との整合(JIS) 

第 8 節 瀝青材料  
2-2-8-1 一般瀝青材料  
1.適用規格  
舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄは､第 2 編 2-2-3-6 安定材の表 2-2-15 の規格に適合するものとする｡ 
2.ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ  
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄの性状は､表 2-2-19 の規格に適合するものとする｡なお､受注者は､ﾌﾟﾗﾝﾄﾐｯｸｽﾀｲ

ﾌﾟを使用する場合､使用する舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄに改質材料を添加し､その性状が表 2-2-19 に示す
値に適合していることを施工前に確認するものとする｡  

表 2-2-19 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄの標準的性状 
3.ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ  
ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄは､表 2-2-20 の規格に適合するものとする｡  

表 2-2-20 ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ(AC-100)の規格 
4.硬質ｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄ  
硬質ｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄは､表 2-2-21 の規格に適合するものとし､硬質ｱｽﾌｧﾙﾄの性状は表 2-2-

22 の規格に適合するものとする｡  
     表 2-2-21 硬質ｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄの標準的性状 
     表 2-2-22 硬質ｱｽﾌｧﾙﾄの標準的性状 
5.石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤  
石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤は､表 2-2-16､表 2-2-23 の規格に適合するものとする｡  

表 2-2-23 ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の標準的性状 
6.ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄ  

第 8 節 瀝青材料 
2-2-8-1 一般瀝青材料  
1.適用規格  
舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄは､第 2 編 2-2-3-6 安定材の表 2-2-16 の規格に適合するものとする｡ 
2.ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄの性状は､表 2-2-20 の規格に適合するものとする｡ なお､受注者は､ﾌﾟﾗﾝﾄﾐｯｸｽﾀｲ
ﾌﾟを使用する場合､使用する舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄに改質材料を添加し､その性状が表 2-2-20 に示す
値に適合していることを施工前に確認するものとする｡  

表 2-2-20 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄの標準的性状 
3.ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ  
ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄは､表 2-2-21 の規格に適合するものとする｡  

表 2-2-21 ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ(AC-100)の規格 
4.硬質ｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄ  
硬質ｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄは､表 2-2-22 の規格に適合するものとし､硬質ｱｽﾌｧﾙﾄの性状は､表 2-
2-23 の規格に適合するものとする｡  
     表 2-2-22 硬質ｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄの標準的性状 
     表 2-2-23 硬質ｱｽﾌｧﾙﾄの標準的性状 
5.石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤  

石油ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤は､表 2-2-17､表 2-2-24 の規格に適合するものとする｡  
表 2-2-24 ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の標準的性状 

6.ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄ  

 
 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
 
番号修正[R7] 
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ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄは､表 2-2-21 に示す硬質ｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄの規格に適合するもの
とする｡  
7.ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ  
ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄは､表 2-2-22 に示す硬質ｱｽﾌｧﾙﾄの規格に適合するものとする｡ 

ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄは､表 2-2-22 に示す硬質ｱｽﾌｧﾙﾄに用いるｱｽﾌｧﾙﾄの規格に適合する
ものとする｡  
7.ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ  

ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄは､表 2-2-23 に示す硬質ｱｽﾌｧﾙﾄの規格に適合するものとする｡ 

番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 

2-2-8-3 再生用添加剤  
再生用添加剤の品質は､労働安全衛生法施行令(平成 28 年 11 月改正 政令第 343 号)に規定されて

いる特定化学物質を含まないものとし､表 2-2-24､表 2-2-25､表 2-2-26 の規格に適合するものとす
る｡ 

2-2-8-3 再生用添加剤  
再生用添加剤の品質は､労働安全衛生法施行令(令和 5 年 9 月改正 政令第 276 号)に規定されてい
る特定化学物質を含まないものとし､表 2-2-25､表 2-2-26､表 2-2-27 の規格に適合するものとす
る｡ 

国仕様書準拠 
[R6](諸基準類との整合) 
番号修正[R7] 

表 2-2-24 再生用添加剤の品質(ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系)路上表層再生用 
表 2-2-25 再生用添加剤の品質(ｵｲﾙ系)  路上表層再生用 
表 2-2-26 再生用添加剤の標準的性状    ﾌﾟﾗﾝﾄ再生用  

項   目  標準的性状  

組  成(石油学会法 JPI-5S-70-10)  報告  

[注 1]密度は､旧ｱｽﾌｧﾙﾄとの分離などを防止するため 0.95g/cm3 とすることが望ましい｡ 

表 2-2-25 再生用添加剤の品質(ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系)路上表層再生用 
表 2-2-26 再生用添加剤の品質(ｵｲﾙ系) 路上表層再生用 
表 2-2-27 再生用添加剤の標準的性状 ﾌﾟﾗﾝﾄ再生用  

項   目  標準的性状  

組 成(石油学会規格 JPI-5S-77-19)  報告  

[注]密度は､旧ｱｽﾌｧﾙﾄとの分離などを防止するため 0.95g/㎤以上とすることが望ましい｡ 

番号修正[R7] 
 
 
国仕様書準拠[R7] 
(諸基準類との整合) 
国仕様書準拠[R4[ 
(表記統一) 

第 11 節 塗料 
2-2-11-1 一般事項 
1.一般事項 
受注者は､JIS の規格に∼ 
2.塗料の調合  
受注者は､塗料を∼ 

第 11 節 塗料  
2-2-11-1 一般事項  
1.一般事項  
受注者は､JIS 規格に∼ 
2.塗料の調合  
受注者は､塗料は∼ 

 
 
 
表記統一 
 
表記統一 

第 12 節 道路標識及び区画線  
2-2-12-1 道路標識 
(1)標識版 

標識板､支柱､補強材､取付金具､反射ｼｰﾄの品質は､以下の規格に適合するものとする｡ 
 (1)標識板  

JIS K 6744(ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆金属板) 
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板(F.R.P) 

(2)支柱 
 
(4) 反射ｼｰﾄ  
標示板に使用する反射ｼｰﾄは､ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞをﾌﾟﾗｽﾁｯｸの中に封入したﾚﾝｽﾞ型反射ｼｰﾄまたは､空気層の
中にｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞをﾌﾟﾗｽﾁｯｸで覆ったｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型反射ｼｰﾄとし､その性能は表 2-2-27､表 2-2-28 に示
す規格以上のものとする｡∼｡なお､受注者は､表 2-2-27､表 2-2-28 に示した品質以外の反射ｼｰﾄを用
いる場合には､監督職員の確認を受けなければならない｡ 

表 2-2-27 封入ﾚﾝｽﾞ型反射ｼｰﾄの反射性能 

第 12 節 道路標識及び区画線  
2-2-12-1 道路標識  

標示板､支柱､補強材､取付金具､反射ｼｰﾄの品質は､以下の規格に適合するものとする｡ 
(1)標示板  

JIS K 6744(ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆金属板及び金属帯)  
ｶﾞﾗｽ繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板(FRP) 

(2)支柱 
JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)  
JIS G 3136(建築構造用圧延鋼材) 

(4) 反射ｼｰﾄ  
標示板に使用する反射ｼｰﾄは､ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞをﾌﾟﾗｽﾁｯｸの中に封入したﾚﾝｽﾞ型反射ｼｰﾄまたは､空気層の
中にｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞをﾌﾟﾗｽﾁｯｸで覆ったｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型反射ｼｰﾄとし､その性能は表 2-2-28､表 2-2-29 に示
す規格以上のものとする｡∼｡なお､受注者は､表 2-2-28､表 2-2-29 に示した品質以外の反射ｼｰﾄを用
いる場合には､監督職員の確認を受けなければならない｡ 
    表 2-2-28 封入ﾚﾝｽﾞ型反射ｼｰﾄの反射性能 

 
国仕様書準拠 
[H31](用語修正) 
 
国仕様書準拠[R4] 
(JIS 改正) 
 
国仕様書準拠 
[R2](諸基準類の改定に伴う修正) 
(追加) 
 
番号修正[R7] 
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観測角° 入射角° 白 黄 赤 青 緑 

12’ 
（0.2°） 

5° 70 50 15 4.0 9.0 

30° 30 22 6.0 1.7 3.5 

40° 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

20’ 
（0.2°） 

5° 50 35 10 2.0 7.0 

30° 24 16 4.0 1.0 3.0 

40° 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

2.0° 

5° 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

 
表 2-2-28 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型反射ｼｰﾄの反射性能 

観測角° 入射角° 白 黄 赤 青 緑 

12’ 
（0.2°） 

5° 250 170 45 20 45 

30° 150 100 25 11 25 

40° 110 70 16 8.0 16 

20’ 
（0.2°） 

5° 180 122 25 14 21 

30° 100 67 14 7.0 11 

40° 95 64 13 7.0 11 

2.0° 

 
5° 

5.0 
 

3.0 
0.8 0.3 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 
 

観測角° 入射角° 白 黄 赤 青 緑 

12’ 
（0.2°） 

5° 70 50 15 4.0 9.0 

30° 30 22 6.0 1.7 3.5 

40° 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

20’ 
（0.33°） 

5° 50 35 10 2.0 7.0 

30° 24 16 4.0 1.0 3.0 

40° 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

2.0° 

5° 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

 
    表 2-2-29 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型反射ｼｰﾄの反射性能 

観測角° 入射角° 白 黄 赤 青 緑 

12’ 
（0.2°） 

5° 250 170 45 20 45 

30° 150 100 25 11 25 

40° 110 70 16 8.0 16 

20’ 
（0.33°） 

5° 180 122 25 14 21 

30° 100 67 14 7.0 11 

40° 95 64 13 7.0 11 

2.0° 

 
5° 

5.0 
 

3.0 
0.8 0.3 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
誤記修正 

2-2-13-2 合合成樹脂製品  
JIS C 8430(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管)  

2-2-13-2 合成樹脂製品  
JIS C 8430(硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管) 

国仕様書準拠[R4] 
(JIS 改正) 
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第 1 節 総 則 
3-1-1-1 用語の定義
1.一般事項
土木工事にあっては､第 1 編の 1-1-1-2 用語の定義の規定に加え以下の用語の定義に従うもの
とする
2.段階確認
段階確認とは､設計図書に示された施工段階において､監督職員が臨場等により､出来形､品質､
規格､数値等を確認することをいう｡  
3.技術検査
技術検査とは､栃木県工事検査技術基準(栃木県県土整備部技術管理課通知平成 28 年 4 月 1 日
改正)に基づき行うものをいい､請負代金の支払いを伴うものではない｡ 

3-1-1-1 用語の定義削除

(1-1-1-2 用語の定義に編入） 

(1-1-1-2  用語の定義 35に編入) 

(1-1-1-2  用語の定義36に編入) 

国仕様書準拠[R3] 
(1-1-1-2に編入) 

3-1-1-2.請負代金内訳書
1.請負代金内訳書
受注者は、契約書第３条に請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を規定されたときは、
内訳書を発注者に提出しなければならない。
2.内訳書の内容説明
監督職員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができる。ただし、
内容に関する協議等は行わないものとする。
3.請負代金内訳書の提出
受注者は､請負代金内訳書を提出する際には､紙で出力した請負代金内訳書を発注者に提出しな
ければならない｡

3-1-1-1 請負代金内訳書
.請負代金内訳書
受注者は、契約書第３条に請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を規定されたときは、
法定福利費を明示した内訳書を発注者に提出しなければならない。
2.内訳書の内容説明
監督職員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができる。ただ
し、内容に関する協議等は行わないものとする。
3.請負代金内訳書の提出
受注者は､請負代金内訳書を電子ﾃﾞｰﾀで作成し､発注者に提出しなければならない。

特記仕様書からの編入 

太字追加 

国仕様書準拠[R3] 
(規定変更) 

3-1-1-3 工程表 3-1-1-2 工程表 番号修正 
3-1-1-4 現場技術員
(2) 現場技術員は､契約書第 10 条に規定する監督職員ではなく､

3-1-1-3 現場技術員
(2)現場技術員は､契約書第10条に規定する監督職員ではなく､

3-1-1-5 支給材料及び貸与品
1.適用規定
土木工事にあっては､第 1 編の 1-1-1-16 支給材料及び貸与品の規定に加え以下の規定による｡
2.貸与機械の使用
受注者は､貸与機械の使用にあたっては､別に定める請負工事用建設機械無償貸付仕様書によら
なければならない｡

(1-1-1-18 支給材料及び貸与品に編入) 
国仕様書準拠[R3] 
(1-1-1-18 に編入) 

3-1-1-6 監督職員による確認及び立会等
1.確認･立会願の提出
受注者は設計図書に従って監督職員の立会が必要な場合は､あらかじめ確認･立会願を所定の様
式により監督職員に提出しなければならない｡
5.遵守義務
受注者は､契約書第 10 条第 2 項第 3 号､第 14 条第 2 項または第 15 条第 1 項もしくは同条第 2
項の規定に基づき､監督職員の立会を受け､材料の確認を受けた場合にあっても､契約書第 18 条

3-1-1-4 監督職員による確認及び立会等

5.遵守義務
受注者は､契約書第 10 条第 2 項第 3 号､第 14 条第 2 項または第 15 条第 1 項もしくは同条第 2
項の規定に基づき､監督職員の立会を受け､材料の確認を受けた場合にあっても､契約書第 18

番号修正 

条文修正 
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および第 32 条に規定する義務を免れないものとする｡ 
6.段階確認  
表 3-1-1 段階確認一覧表 
 
 
 

条および第 33 条に規定する義務を免れないものとする｡ 
6.段階確認  
表 3-1-1 段階確認一覧表 

種  別  細  別  確 認 時 期  

地覆工 
橋梁用高欄工   

 鉄筋組立て完了時 
 

アンダーライン 
追加 
 
 
国仕様書準拠[R4] 
(段階確認追加) 

3-1-1-7 数量の算出 3-1-1-5 数量の算出 番号修正 
3-1-1-8 品質証明 3-1-1-6 品質証明 番号修正 
3-1-1-9 工事完成図書の納品  
1.一般事項  
受注者は､工事完成図書として巻末の工事資料一覧表に示す書類等を提出しなければならない｡
ただし､請負額 100 万円未満の工事については､工事写真と出来形のわかる資料とすることがで
きる｡また､受注者は､工事目的物の供用開始後の維持管理､後工事や復旧工事施工に必要な情報
など､施設を供用する限り施設管理者が保有すべき資料をとりまとめた施設管理台帳(舗装･橋
梁･照明･標識等)の書類を工事完成図書として納品しなければならない｡ 

3-1-1-7 工事完成図書の納品  
1.一般事項 
受注者は､工事完成図書として「工事資料一覧表（令和８年版）」に示す書類等を提出しなけ
ればならない｡ただし､請負額 100 万円未満の工事については､工事写真と出来形のわかる資料
とすることができる｡また、受注者は､工事目的物の供用開始後の維持管理､後工事や復旧工事
施工に必要な情報など､施設を供用する限り施設管理者が保有すべき資料をとりまとめた施設
管理台帳(舗装･橋梁･照明･標識等)の書類を工事完成図書として納品しなければならない｡ 

番号修正 
 
 表記修正（書籍発行取りやめの
ため”巻末の”削除、工事資料一覧
表の年版追記） 
 
太字修正 

3.電子成果品及び紙の成果品  
受注者は､｢栃木県 CALS/EC 電子納品運用に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(平成 26 年 4 月改訂)｣及び｢栃木県
CAD 製図基準運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)(平成 19 年 4 月)｣に基づいて電子成果品及び紙の成果品を作成
し納品しなければならない｡  

3.電子成果品及び紙の成果品  
受注者は､｢栃木県 CALS/EC 電子納品運用に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第 11 版(令和 6(2024)年 4 月)｣及
び｢栃木県 CAD 製図基準運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ (令和 6(2024)年 4 月)｣に基づいて電子成果品及び紙の
成果品を作成し納品しなければならない｡  

 
諸基準類との整合 
 
アンダーライン追加 

4.地質調査の電子成果品等  
受注者は､設計図書において地質調査の実施が明示された場合､｢栃木県 CALS/EC 電子納品運用
に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(平成 26 年 4 月改訂)｣に基づいて電子成果品を作成しなければならない｡  
 
なお､受注者は､地質ﾃﾞｰﾀ､試験結果等については､栃木県業務委託共通仕様書(測量､地質･土質
調査､設計)(平成 21 年度版)の第 117 条成果物の提出に基づいて提出しなければならない｡ 

4.地質調査の電子成果品等  
受注者は､設計図書において地質調査の実施が明示された場合､｢栃木県 CALS/EC 電子納品運
用に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第 11 版(令和 6(2024)年 4 月改訂)｣に基づいて電子成果品を作成しなけれ
ばならない｡  
なお､受注者は､地質ﾃﾞｰﾀ､試験結果等については､栃木県業務委託共通仕様書(測量､地質･土質
調査､設計)(令和 2(2020)年度版)の第 118 条成果物の提出に基づいて提出しなければならない｡ 

 
諸基準類との整合 
 
アンダライン追加 
 

3-1-1-10 検査  
1.一般事項  
受注者は､栃木県県土整備部工事検査技術基準(平成 28 年 4 月 1 日改正)に基づく､検査を受けな
ければならない｡ 

3-1-1-8 検査  
1.一般事項  

受注者は､栃木県工事検査技術基準(平成28年4月1日改正)に基づく､検査を受けなければならな
い｡ 

 
 
誤記修正 

7.適用規定  
受注者は､当該技術検査については､第 3 編 3-1-1-6 監督職員による確認及び立会等第 3 項の規
定を準用する｡ 

7.適用規定  
受注者は､当該技術検査については､第 3 編 3-1-1-4 監督職員による確認及び立会等第 3 項の
規定を準用する｡ 

 
太字修正 

3-1-1-11 施工管理  
1.適用規定  
土木工事にあっては､第 1 編の 1-1-1-23 施工管理の規定に加え以下の規定による｡  
2.品質記録  
受注者は､工事に使用した建設資材の品質記録について整理し､監督職員に提出しなければなら

 
 
（1-1-1-25 施工管理に編入） 

 
国仕様書準拠[R3] 
(1-1-1-25 に編入) 
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ない｡ 
3-1-1-12 工事中の安全確保  
1.適用規定  
土木工事にあっては､第 1 編の 1-1-1-26 工事中の安全確保の規定に加え以下の規定による｡  
2.建設工事公衆災害防止対策要綱  
受注者は､建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達､平成 5 年 1 月 12 日)を遵守して災
害の防止を図らなければならない｡  
3.使用する建設機械  
受注者は､土木工事に使用する建設機械の選定､使用等について､設計図書により建設機械が指
定されている場合には､これに適合した建設機械を使用しなければならない｡ただし､より条件
に合った機械がある場合には､監督職員の承諾を得て､それを使用することができる｡  
4.架空線等事故防止対策  
受注者は､架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため､工事現場､土取り場､建設発生土
受入地､資料等置き場等､工事に係わる全ての架空線等上空施設の地調査(場所､種類､高さ等)を
行い､その調査結果について､支障物件の有無に関わらず､監督職員へ報告しなければならない｡  
 ※報告については施工計画書に記載して提出するものとする｡ 

 
 
 
 
 
 
 
(1-1-1-29 工事中の安全確保に編入) 
 
 
 
 
 

 
国仕様書準拠[R3] 
(1-1-1-29 に編入) 
 

3-1-1-13 交通安全管理  
1.適用規定  
土木工事にあっては､第 1 編の 1-1-1-32 交通安全管理の規定に加え以下の規定による｡  
2.工事用道路の維持管理  
受注者は､設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は､設計図書の定めに従い､
工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする｡  
3.施工計画書  
受注者は､指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理､補修及び使用方法等を施
工計画書に記載しなければならない｡この場合において､受注者は､関係機関に所要の手続をと
るものとし､発注者が特に指示する場合を除き､標識の設置その他の必要な措置を行わなければ
ならない｡ 

 
(1-1-1-35 交通安全管理に編入のため削除) 
 
 
 
 
 
(1-1-1-35 交通安全管理に編入) 

 
国仕様書準拠[R3] 
(1-1-1-35 に編入) 
 
 
国仕様書準拠[R3] 
(1-1-1-35 に編入) 
 

3-1-1-14 工事測量  
1.適用規定  
土木工事にあっては､第 1 編の 1-1-1-37 工事測量の規定に加え以下の規定による｡  
2.仮設標識  
受注者は､丁張､その他工事施工の基準となる仮設標識を､設置しなければならない｡ 

 
 
(1-1-1-40 工事測量に編入) 

 
国仕様書準拠[R3] 
(1-1-1-40に編入) 

3-1-1-15 提出書類  
2.設計図書に定めるもの  
契約書第 10 条第 5 項に規定する｢設計図書に定めるもの｣とは請負代金額に係わる請求書､代金
代理受領諾申請書､遅延利息請求書､監督職員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説
明の際指定した書類をいう｡  

3-1-1-9 提出書類  
2.設計図書に定めるもの  
契約書第 10 条第 5 項に規定する｢設計図書に定めるもの｣とは請負代金額に係わる請求書､代
金代理受領諾申請書､遅延利息請求書､監督職員に関する措置請求に係わる書類及びその他現
場説明の際指定した書類をいう｡  

番号修正 
 
表記修正(書籍発行取りやめのた
め”巻末の”削除、工事資料一覧表
の年版追記 
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3.提出書類  
受注者は､契約書に定めるもののほか､巻末の工事資料一覧表の 1 提出書類に示すものを監督職
員に提出する｡なお､低入札価格調査工事及び品質確保特別対策工事は､これらの両工事に関す
る規定による｡ 

3.提出書類  
受注者は､契約書に定めるもののほか､「工事資料一覧表（令和８年版）」の1提出書類に示す
ものを監督職員に提出する｡なお､低入札価格調査工事は､当該規定による｡ 

 
品質確保特別対策 
工事の定義削除 

3-1-1-16 創意工夫 3-1-1-10創意工夫 番号修正 
第 2 章 一般施工 
第 2 節 適用すべき諸基準 
なお､基準類と設計図書に相違がある場合は､原則として設計図書の規定に従うものとし､ 
また､改正された場合は原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）   (平成 29 年 11 月） 
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧     (平成 27 年 3 月) 
日本道路協会 舗装調査･試験法便覧    (平成 19 年 6 月) 
日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計･施工指針   (平成元年 6 月) 
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)       (平成 26 年 12 月一部改正) 
環境省 水質汚濁に係る環境基準について    (平成 28 年 3 月) 
日本道路協会 防護柵の設置基準･同解説    (平成 28 年 12 月) 
日本道路協会 杭基礎施工便覧     (平成 27 年 3 月) 
日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧   (平成 24 年 4 月) 
日本道路協会 舗装再生便覧     (平成 22 年 11 月) 
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧    (平成 9 年 12 月) 
建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針 
(換気技術の設計及び粉じん等の測定)    (平成 24 年 3 月) 
日本道路協会 道路標識設置基準･同解説    (昭和 62 年 1 月) 
厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ (平成 23 年 3 月) 
国土交通省 道路土工構造物技術基準    (平成 27 年 3 月） 
労働省 騒音障害防止のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ    (平成 4 年 10 月) 
厚生労働省 手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ   (平成 21 年 4 月) 
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(規準編)    (平成 25 年 11 月) 

第 2 章 一般施工 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､基準類と設計図書に相違がある場合は､原則として設計図書の規定に従うものとし､ 

 
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）   (令和７年 10 月） 
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧     (令和 2 年 9 月) 
日本道路協会 舗装調査･試験法便覧     (平成 31 年 3 月) 
日本ｸﾞﾗｳﾄ協会 薬液注入工法の設計･施工指針   (平成元年 6 月) 
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)                                                          (令和 6 年 3 月一部改正) 
環境省 水質汚濁に係る環境基準(令和７年 3 月 31 日環境省告示第 35 号) (令和７年３月） 
日本道路協会 防護柵の設置基準･同解説 /ﾎﾞﾗｰﾄﾞの設置便覧  (令和 3 年 3 月) 
日本道路協会 杭基礎施工便覧     (令和 2 年 9 月) 
日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧   (令和 3 年 10 月) 
日本道路協会 舗装再生便覧     (令和 6 年 3 月) 
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧[令和 4 年度改訂版]  (令和 5 年 2 月) 
建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針 
(換気技術の設計及び粉じん等の測定)    (令和 3 年 4 月) 
日本道路協会 道路標識設置基準･同解説    (令和 2 年 6 月) 
厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ (令和 2 年 7 月) 
国土交通省 道路土工構造物技術基準    (令和７年６月） 
厚生労働省 騒音障害防止のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ    (令和 5 年 4 月) 
厚生労働省 手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ   (令和 5 年 12 月) 
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(規準編)[2023 年制定]    (2023 年 9 月) 
地盤工学会 地山補強土工法設計･施工ﾏﾆｭｱﾙ     (平成 23 年 8 月) 

 
 
国仕様書準拠[R5] 
(表記修正) 
 
諸基準類との整合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国仕様書準拠[R5] 
(新規追加) 
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3-2-3-2 材 料 
4.路側防護柵工の材料 
(2)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は､亜鉛の付着量を JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 
構造用(Z27)の 275g/m2(両面付着量)以上とし､ 

3-2-3-2 材 料 
4.路側防護柵工の材料 
(2) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は､めっき付着量を両面で275g/㎡以上とし､ 
(7) 以下に示すような場所で環境条件が特に厳しい場合には､さらに防錆･防食効果が期待でき
る処理を施すものとする  

① 凍結防止材を散布する区間  
② 交通量が非常に多い区間  
③ 海岸に近接する区間(飛沫の当たる場所､潮風が強く当たる場所など)  
④ 温泉地帯など  
⑤ 雨水や凍結防止剤を含んだ水が長期間滞留または接触する場所 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改定) 
 
国仕様書準拠[R4] 
(追加) 

5.亜鉛めっき地肌のままの材料 
(2) 受注者は､亜鉛の付着量をﾋﾞｰﾑ､ﾊﾟｲﾌﾟ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾊﾟﾄﾞﾙ､支柱の場合 JIS H 8641(溶融亜鉛めっ
き)2 種(HDZ55)の 550g/m2(片面の付着量)以上とし､その他の部材(ｹｰﾌﾞﾙは除く)の場合は同じく
2 種(HDZ35)の 350g/m2(片面の付着量)以上としなければならない 

5.亜鉛めっき地肌のままの材料 
(2)受注者は､めっき付着量をﾋﾞｰﾑ､ﾊﾟｲﾌﾟ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾊﾟﾄﾞﾙ､支柱の場合JIS H 8641(溶融亜鉛めっ

き)(HDZT77)の77㎛(膜厚)以上とし､その他の部材(ｹｰﾌﾞﾙは除く)の場合は同じく(HDZT49の49
㎛膜厚)以上としなければならない｡ 

国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改定) 
国仕様書準拠 
[R4](JIS改正) 

6.視線誘導標の形状及び性能 
②ただし､x､y は JIS Z 8781-3(側色-第三部:CIE 三刺激値)の色度座標である｡ 
⑤ 亜鉛めっき地肌のままの場合  
受注者は､支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量が JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき)2 種
(HDZ35)の 350g/m2(片面の付着量)以上の溶融亜鉛めっきを施さなければならない｡受注者は､
ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければならない｡ 

6.視線誘導標の形状及び性能 
ただし､x､yはJIS Z 8781-3(測色-第3部:CIE三刺激値)の色度座標である｡ 
⑤ 亜鉛めっき地肌のままの場合 
受注者は､支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がJIS H 8641 (溶融亜鉛めっ
き)(HDZT49)の49㎛(膜厚)以上の溶融亜鉛めっきを施さなければならない｡受注者は､ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ
なども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければならない｡ 

 
誤記修正 
 
 
国仕様書準拠[R4] 
(JIS 改正) 

3-2-3-3 作業土工(床掘り･埋戻し) 
2.床堀りの施工 
4.床堀りの仕上げ 
5.岩盤床堀りの仕上げ 

3-2-3-3 作業土工(床掘り･埋戻し) 
2.床掘りの施工 
4.床掘りの仕上げ 
5.岩盤床掘りの仕上げ 

 
誤記修正 
 
 

3-2-3-4 矢板工 
14.落錘による打込み  
受注者は､落錘によりｺﾝｸﾘｰﾄ矢板を打込む場合､落錘の重量は矢板の質量以上､錘の落下高は 2m
程度として施工しなければならない｡ 

3-2-3-4 矢板工 
14.落錘による打込み  
受注者は､落錘によりｺﾝｸﾘｰﾄ矢板を打込む場合､落錘の質量は矢板の質量以上､錘の落下高は2m
程度として施工しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠[R3] 
(諸基準類の改定) 

3-2-3-6 小型標識工  
1.一般事項  
受注者は､認識上適切な反射特性を持ち､耐久性があり､維持管理が容易な反射材料を用いなけ
ればならない｡ 
2.反射標識の取扱い  
受注者は､全面反射の標識を用いるものとするが､警戒標識及び補助標識の黒色部分は無反射と
しなければならない｡ 
4.反射ｼｰﾄ一般事項  
受注者は､反射ｼｰﾄの貼付けは､真空式加熱圧着機で行なわなければならない｡ 

3-2-3-6 小型標識工  
1.一般事項  
受注者は､視認上適切な反射性能を持ち､耐久性があり､維持管理が確実かつ容易な反射材料を
用いなければならない｡ 
2.反射標識の取扱い  
受注者は､全面反射の標識を用いるものとする｡ただし､警戒標識及び補助標識の黒色部分は無
反射としなければならない｡ 
4.反射ｼｰﾄ一般事項  
受注者は､反射ｼｰﾄの貼付けは､真空式加熱圧着機で行わなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠[R3] 
(諸基準類の改定) 
 
国仕様書準拠[R3] 
(諸基準類の改定) 
 
誤記修正 
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５.反射シートの貼付け方式 
受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなけ
ればならない。印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールなどが無いことを確認しなければな
らない。～ 
10.素材加工  
受注者は､素材加工に際し､縁曲げ加工をする標示板については､基板の端部を円弧に切断し､ｸﾞ
ﾗｲﾝﾀﾞｰなどで表面を滑らかにしなければならない｡ 
12.錆止めの実施  
受注者は､標示板の素材に鋼板を用いる場合には､塗装に先立ち脱錆(酸洗い)などの下地処理を
行った後､燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない｡ 
15.溶融亜鉛めっきの基準  
受注者は､支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合､その付着量を JIS H 
8641(溶融亜鉛めっき)2 種の(HDZ55)550g/m2(片面の付着量)以上としなければならない｡ただ
し､厚さ 3.2 ㎜以上､6 ㎜未満の鋼材については 2 種(HDZ45)450g/㎡以上､厚さ 3.2mm 未満の鋼
材については 2 種(HDZ35)350g/m2(片面の付着量)以上としなければならない｡ 

５.反射シートの貼付け方式 
受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わな
ければならない。印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールなどが無いことを確認しなけれ
ばならない。～ 
10.素材加工  
受注者は､素材加工に際し､縁曲げ加工をする標示板については､基板の端部を円弧に切断し､
ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞなどで表面を滑らかにしなければならない｡ 
12.錆止めの実施  
受注者は､標示板の素材に鋼板を用いる場合には､塗装に先立ち脱錆(酸洗い)などの下地処理を
行った後､ﾘﾝ酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない｡ 
15.溶融亜鉛めっきの基準  
受注者は､支柱用鋼管及び取付鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合､その付着量を JIS H 
8641(溶融亜鉛めっき)(HDZT77)の77㎛(膜厚)以上としなければならない｡ただし､厚さ3.2mm以
上､6mm未満の鋼材については2種(HDZT63)63㎛以上､厚さ3.2mm未満の鋼材については
(HDZT49)49㎛(膜厚)以上としなければならない｡ 

 
 
太字追加 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 
 
国仕様書準拠[R3] 
(諸基準類の改正) 
 
 
国仕様書準拠[R4] 
(JIS 改正) 
 
 

3-2-3-7 防止柵工 
3.亜鉛めっき地肌の基準  
塗装を行わずに､亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に受注者は､ｹｰﾌﾞﾙ以外は成形
加工後､溶融亜鉛めっきを JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき)2 種(HDZ35)の 350g/m2(片面付着量)以
上となるよう施工しなければならない｡ 

3-2-3-7 防止柵工 
3.亜鉛めっき地肌の基準  
塗装を行わずに､亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に受注者は､ｹｰﾌﾞﾙ以外は成形
加工後､溶融亜鉛めっきをJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)(HDZT49)の49㎛(膜厚)以上となるよう施
工しなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠[R4] 
(JIS 改正) 
 

3-2-3-11 ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工 
(2) 受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄ表面に小穴､亀裂等のある場合､遊離石灰を除去し､穴埋めを行い､表面を平
滑にしなければならない｡ 

3-2-3-11 ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工 
(2)受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄ表面に小穴､き裂等のある場合､遊離石灰を除去し､穴埋めを行い､表面を平
滑にしなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

3-2-3-12  ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工(購入工) 
(3)②蒸気養生を行う場合は､ｺﾝｸﾘｰﾄの打込み後 2 時間以上経過してから加熱を始めて製作され
たもの｡また､養生室の温度上昇は 1 時間あたり 15 度以下とし､養生中の温度は 65 度以下とし
て製作されたものとする｡  

3-2-3-12 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工(購入工) 
(3)② 蒸気養生を行う場合は､ｺﾝｸﾘｰﾄの打込み後2時間以上経過してから加熱を始めて製作され
たもの｡また､養生室の温度上昇は1時間あたり15度以下とし､養生中の温度は65度以下として
製作されたものとする｡また､養生終了後は急激に温度を降下させてはならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改定) 

3-2-3-13 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 
1.ｺﾝｸﾘｰﾄの施工 
 

3-2-3-13 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 
1.ｺﾝｸﾘｰﾄの施工 
(5)受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの打込み後にｺﾝｸﾘｰﾄ表面が早期の乾燥を受けて収縮ひび割れが発生しない
ように､適切に仕上げなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改定) 

2.PC ｹｰﾌﾞﾙの施工 
(5)PC 鋼材またはｼｰｽがｺﾝｸﾘｰﾄ打設時の振動､締固めによって､その位置及び方向が移動しない
ように組立なければならない｡ 

2.PCｹｰﾌﾞﾙの施工 
(5)PC鋼材またはｼｰｽがｺﾝｸﾘｰﾄ打設時の振動､締固めによって､その位置及び方向が移動しない
ように組立てなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

4.ｸﾞﾗｳﾄの施工 
①ｸﾞﾗｳﾄに用いるｾﾒﾝﾄは､ JIS R 5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)に適合する普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄを標準とする
が､～ 

4.ｸﾞﾗｳﾄの施工  
①ｸﾞﾗｳﾄに用いるｾﾒﾝﾄは､JIS R 5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)に適合するﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄを標準とするが、
～ 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準の改定) 
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(6)寒中におけるグラウトの施工については、グラウト温度は注入後少なくとも３日間、５℃以
上に保ち、凍結することのないように行わなければならない。 
(7) なお､注入時のｸﾞﾗｳﾄの温度は 35℃を越えてはならない｡ 

(6)寒中におけるグラウトの施工については、グラウト温度は注入後少なくとも３日間、＋
５℃以上に保ち、凍結することのないように行わなければならない。 
(7) なお､注入時のｸﾞﾗｳﾄの温度は35℃を超えてはならない｡ 

 
 
誤記修正 

7.ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄ PC 鋼材 
ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄPC鋼材を使用する場合は、 

(2) 使用する樹脂は､所定の緊張可能期間を有し､PC 鋼材を防食するとともに､部材ｺﾝｸﾘｰﾄと PC
鋼材とを付着により一体化しなければならない｡ 
(3)  被覆材は､所定の強度､耐久性を有し部材ｺﾝｸﾘｰﾄと一体化が図られるものとする｡ 
(4) ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄ PC 鋼材として加工された製品は､所要の耐久性を有するものとする｡ 

7.ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄされたPC鋼材 
ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄされたPC鋼材を使用する場合は、 

(2) 使用する樹脂またはｸﾞﾗｳﾄは､所定の緊張可能期間を有し､PC鋼材を防食するとともに､ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ部材とPC鋼材とを付着により一体化しなければならない｡ 
(3)  被覆材は､所定の強度､耐久性能を有しｺﾝｸﾘｰﾄ部材と一体化が図られるものとする｡ 
(4) ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄされたPC鋼材として(1)から(3)を使用して加工された製品は､所要の耐久性能を有
するものとする｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準の改定) 
 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準の改定) 

3-2-3-14 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 
2.ﾌﾞﾛｯｸ組立て施工 
(1)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤で強度､耐久
性及び水密性がﾌﾞﾛｯｸ同等以上で､かつ､表 3-2-3 に示す条件を満足するものを使用するものとす
る｡ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤を使用する場合は､室内で密封し､原則として製造後 6 ヶ月以上経過した
ものは使用してはならない｡これ以外の場合は､設計図書によるものとする｡  
 
 
 
なお､接着剤の試験方法は｢ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書･(規準編)｣(土木学会､平成 25 年 11 月)における､
JSCE-H 101-2013 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用樹脂系接着剤(橋げた用)品質規格(案)による｡これにより難い
場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡  

 
表 3-2-3 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤の品質規格の標準  

品質項目 単 位 品質規格 試験温度 養生条件 
未
硬
化
の
接
着
剤 

外  観  -  
有害と認められる異物の混入が な
く､材料分離 が生じていないこと  

春秋用 
23±2℃ 

 夏用 
30±2℃  

冬用 
10±2℃ 

－ 
粘  度  MPa･s  1×104∼10×104  

可使時間  時間  2 以上  

だれ最小厚さ  mm  0.3 以上  

硬
化
し
た
接
着
剤 

密  度  g/㎤  1.1∼1.7  

23±2℃  

 
23±2℃ 
7 日間 

引張強さ  N/mm2  12.5 以上  
圧縮強さ  N/mm2  50.0 以上  
引 張 せん 断 接
着強さ  

N/mm2  12.5 以上  

接着強さ  N/mm2  6.0 以上  

3-2-3-14 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 
2.ﾌﾞﾛｯｸ組立て施工 
(1)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤で強度､耐久
性及び水密性がﾌﾞﾛｯｸ同等以上のものを使用するものとする｡ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤を使用する場
合は､室内で密封して保管し､原則として製造後6ヶ月以上経過したものは使用してはならな
い｡また､水分を含むと品質が劣化するので､雨天の時の作業は中止しなければならない｡これ
以外の場合は､設計図書によるものとする｡  
未硬化の接着剤の外観､粘度､可使時間､だれ 小厚さ､硬化した接着剤の比重､引張強さ､圧縮強
さ､引張せん断接着強さ､接着強さ､硬さ､特殊な条件下で使用する場合は､高温時の引張強さ､
水中硬化時の引張強さ､衝撃強さ､圧縮ﾔﾝｸﾞ係数､熱膨張係数､硬化収縮率､吸水率等について､
必要に応じて試験を行い性能を確認しなければならない｡  
なお､接着剤の試験方法は｢ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(規準編)[2023年制定]｣(土木学会､2023年9月)にお
ける､JSCE-H 101-2013ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用樹脂系接着剤(橋げた用)品質規格による｡これにより難
い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 
 
 

（表 3-2-3 削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改定) 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改定) 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改定) 
 
国仕様書準拠[R6] 
(発行に伴う修正) 
 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
(表 3-2-3 削除)) 
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[注 1]可使時間は練りまぜからｹﾞﾙ化開始までの時間の 70%の時間をいうものとする｡  
[注 2]だれ最小厚さは､鉛直面に厚さ 1mm 塗布された接着剤が､下方にだれた後の最小厚さをいうも
のとする｡  
[注 3]接着強さは､せん断試験により求めるものとする｡  
(3)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸの接合にあたって､設計図書に示す品質が得られるように施工しなければなら
ない｡  
(4)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸを接合する場合に､ﾌﾞﾛｯｸの位置､形状及びﾀﾞｸﾄが一致するようにﾌﾞﾛｯｸを設置
し､ﾌﾟﾚｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞ中に､くい違いやねじれが生じないようにしなければならない｡ 

 
 
 
 
(3)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸの連結にあたって､設計図書に示す品質が得られるように施工しなければなら
ない｡  
(4)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸを連結する場合に､ﾌﾞﾛｯｸの位置､形状及びﾀﾞｸﾄが一致するようにﾌﾞﾛｯｸを設置
し､ﾌﾟﾚｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞ中に､くい違いやねじれが生じないようにしなければならない｡ 

 
 
 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改定) 
 

3-2-3-15 PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工  
1.円筒型枠の施工  
受注者は､円筒型枠の施工については､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時の浮力に対して必要な浮き上がり防止装置
を設置しなければならない｡ 

3-2-3-15 PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工  
1.円筒型枠の施工  
受注者は､円筒型枠の施工については､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時の浮力に対して必要な浮き上がり防止装
置について､その内容を施工計画書に記載し､設置しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠[R4] 
(施工計画書に記載することを規
定 

3-2-3-23 現場継手工  
1.一般事項  
受注者は､高力ﾎﾞﾙﾄ継手の接合を摩擦接合としなければならない｡また､接合される材片の接触
面を表 3-2-4 に示すすべり係数が得られるように､以下に示す処置を施すものとする｡  
(1)接触面を塗装しない場合､接触面は黒皮を除去して粗面とするものとする｡受注者は､材片の
締付けにあたっては､接触面の浮きさび､油､泥等を清掃して取り除かなければならない｡  
(2)接触面を塗装する場合は､表 3-2-5 に示す条件に基づき､無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄを使用するものと
する｡ 
   表 3-2-4 すべり係数 
   表 3-2-5 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄを塗装する場合の条件 

3-2-3-23 現場継手工  
1.一般事項  
受注者は､高力ﾎﾞﾙﾄ継手の接合を摩擦接合としなければならない｡また､接合される材片の接触
面を表3-2-3に示すすべり係数が得られるように､以下に示す処置を施すものとする｡  
(1)接触面を塗装しない場合､接触面は黒皮を除去して粗面とするものとする｡受注者は､材片の
締付けにあたっては､接触面の浮きさび､油､泥等を清掃して取り除かなければならない｡  
(2)接触面を塗装する場合は､表3-2-4に示す条件に基づき､無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄを使用するものと
する｡ 
   表3-2-3 すべり係数 
   表3-2-4 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄを塗装する場合の条件 

 
 
 
番号修正 
 

3.ﾎﾞﾙﾄの締付け  
(2)ﾎﾞﾙﾄの締め付けをﾄﾙｸ法によって行う場合､ 
②ﾎﾞﾙﾄ長が径の 5 倍を越える場合: 
(6) ﾎﾞﾙﾄの締付け機､測定器具などの検定は､下記に示す時期に行い∼ 
ただし､ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ 

3.ﾎﾞﾙﾄの締付け  
(2) ﾎﾞﾙﾄの締付けをﾄﾙｸ法によって行う場合､ 
②ﾎﾞﾙﾄ長が径の5倍を超える場合: 
(6) ﾎﾞﾙﾄの締付け機､測定器具などの検定は､以下に示す時期に行い∼ 
ただし､ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 

 
表記修正 
誤記修正 

4.締付けﾎﾞﾙﾄ軸力 
(2) 摩擦接合ﾎﾞﾙﾄを､表 3-2-6 に示す設計ﾎﾞﾙﾄ軸力が得られるように締付けなければならない｡ 

表 3-2-6 設計ﾎﾞﾙﾄ軸力(kN)  
 

4.締付けﾎﾞﾙﾄ軸力 
(2) 摩擦接合ﾎﾞﾙﾄを､表3-2-5に示す設計ﾎﾞﾙﾄ軸力が得られるように締付けなければならない｡ 

表 3-2-5 設計ﾎﾞﾙﾄ軸力(kN)  

ｾｯﾄ  ねじの呼び  設計ﾎﾞﾙﾄ軸力  

S14T  
M22  299  

M24  349  

 
国仕様書準拠[H31] 
(S14T 追加) 
(諸基準の改定) 
 
 
 
 

(3) ﾄﾙｸ法によって締め付ける場合の締付けﾎﾞﾙﾄ軸力は､設計ﾎﾞﾙﾄ軸力の 10%増を標準とするも
のとする｡ 

(3) ﾄﾙｸ法によって締付ける場合の締付けﾎﾞﾙﾄ軸力は､設計ﾎﾞﾙﾄ軸力の10%増を標準とするもの
とする｡ 

表記修正 
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(4)～抽出し､行うものとする｡試験の結果､平均値は表 3-2-7 及び表 3-2-8 に示すﾎﾞﾙﾄ軸力の範
囲に入るものとする｡  

(4) ～抽出し､行うものとする｡試験の結果､平均値は表3-2-6及び表3-2-7に示すﾎﾞﾙﾄ軸力の範囲
に入るものとする｡ 

番号修正 

表 3-2-7 常温時(10∼30℃)の締付けﾎﾞﾙﾄ軸力の平均値  
  
 
 
 
 
 

表 3-2-8 常温時以外(0∼10℃､30∼60℃)の締付けﾎﾞﾙﾄ軸力の平均値  
 
 
 
 
 
 
 
(5)耐力点法によって締付ける場合の締付けﾎﾞﾙﾄ軸力は､使用する締付け機に対して一つの製造
ﾛｯﾄから 5 組の供試ｾｯﾄを無作為に抽出して試験を行った場合の平均値が､表 3-2-9 に示すﾎﾞﾙﾄの
軸力の範囲に入るものとする｡  
    表 3-2-9 耐力点法による締付けﾎﾞﾙﾄの軸力の平均値 
 

表 3-2-6 常温時(10∼30℃)の締付けﾎﾞﾙﾄ軸力の平均値  

ｾｯﾄ  
ね じ の
呼び  

1 製造ﾛｯﾄのｾｯﾄの締付けﾎﾞﾙ
ﾄ軸力の平均値(kN)  

S14T  
M22  311∼373  

M24  363∼435  

  
表 3-2-7 常温時以外(0∼10℃､30∼60℃)の締付けﾎﾞﾙﾄ軸力の平均値  

ｾｯﾄ  
ね じ の
呼び  

1 製造ﾛｯﾄのｾｯﾄの締付けﾎﾞ
ﾙﾄ軸力の平均値(kN)  

S14T  
M22  299∼391  

M24  349∼457  

(5)耐力点法によって締付ける場合の締付けﾎﾞﾙﾄ軸力は､使用する締付け機に対して一つの製造
ﾛｯﾄから5組の供試ｾｯﾄを無作為に抽出して試験を行った場合の平均値が､表3-2-8に示すﾎﾞﾙﾄの
軸力の範囲に入るものとする｡  

    表 3-2-8 耐力点法による締付けﾎﾞﾙﾄの軸力の平均値 

 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
(S14T 追加) 
(諸基準の改定) 
 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
(S14T 追加) 
(諸基準の改定) 
 
 
 
 
 
番号修正 

7.締付け確認 
締付け確認については、以下の規定によるものとする。 
(1)締付け確認をﾎﾞﾙﾄ締付け後速やかに行い､その記録を整備及び保管し､監督職員または検査職
員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない｡ 
(2)ﾎﾞﾙﾄの締付け確認については､以下の規定によるものとする｡ 
(3) 回転法及び耐力点法による場合は､全般についてﾏｰｷﾝｸﾞによる外観確認を行わなければなら
ない｡ 

7.締付け確認 
締付け確認については、以下の規定によるものとする。 
(1)締付け確認をﾎﾞﾙﾄ締付け後速やかに行い､その記録を整備及び保管し､監督職員または検査
職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない｡ 
(2)ﾎﾞﾙﾄの締付け確認については､以下の規定によるものとする｡ 
(3)回転法及び耐力点法による場合は､全数についてﾏｰｷﾝｸﾞによる外観確認を行わなければなら
ない｡ 

 
表記修正 
太字追加 
 
 
 
誤記修正 

3-2-3-25 銘板工  
1.一般事項 
 受注者は､橋歴板の作成については､材質は JIS H 2202(鋳物用銅合金地金)を使用し､寸法及び
記載事項は､図 3-2-2 によらなければならない｡ただし､記載する技術者等の氏名について､これ
により難い場合は監督職員と協議しなければならない｡ 
 

 

3-2-3-25 銘板工 
1.一般事項 
受注者は､橋歴板に用いる材質は表面に透明の高耐候性ﾌｨﾙﾑにより被覆したｱﾙﾐﾆｳﾑ板(JIS H 
4000 A 5052 P)を標準とする｡また､橋歴板に用いる色は黒地に金色とすることとし､縁につい
ても同様に金色とする｡なお､寸法及び記載事項は､図3-2-2によらなければならない｡ただし､
記載する技術者等の氏名について､これにより難い場合は監督職員と協議しなければならな
い｡ 

 
 
国仕様書準拠[R7] 
(実態を踏まえた規定の変更) 
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図 3-2-2 銘板の寸法及び記載事項 

 

 
図3-2-2銘板の寸法及び記載事項 

 
国仕様書準拠[R7] 
(実態を踏まえた 
規定の変更) 
 
「栃木県橋梁設計マニュアル(令
和5年一部改定)」との整合(発注
者名、合成桁・非合成桁の記載
など) 
 

3.橋歴板記載事項 
受注者は､橋歴板に記載する年月は､橋梁の製作年月を記入しなければならない｡3-2-3- 

3.橋歴板記載事項  
受注者は､橋歴板に記載する年月は､橋梁の完成年月を記入しなければならない｡ 

国仕様書準拠[R4] 
(施工実績を踏まえた変更) 

3-2-3-28 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 
3.縦締め施工 
受注者は､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの縦締め施工については､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 7-2(2)2)敷設
工｣(日本道路協会､平成 22 年 3 月)の規定による｡ 

3-2-3-28 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 
3.縦締め施工 
受注者は､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの縦締め施工については､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針7-2(2)2)敷設
工｣(日本道路協会､平成22年3月)の規定による｡ 

 
 
 
太字修正 

3-2-3-31 現場塗装工 
9.塗装の禁止条件  
受注者は､以下の場合塗装を行ってはならない｡これ以外の場合は､設計図書に関して監督職員
と協議しなければならない｡ 塗装禁止条件は､表 3-2-10 に示すとおりである｡ 
      表 3-2-10 塗装禁止条件 

3-2-3-31 現場塗装工 
9.塗装の禁止条件  
受注者は､以下の場合塗装を行ってはならない｡これ以外の場合は､設計図書に関して監督職員
と協議しなければならない｡塗装禁止条件は､表3-2-9に示すとおりである｡  
       表3-2-9 塗装禁止条件 

 
 
番号修正 
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(3)塗料の乾燥前に降雨､降雪､降霜のおそれがあるとき｡ 
(4)炎天下で鋼材表面の温度が高く塗膜にｱﾜを生ずるおそれのあるとき｡ 

(3)塗料の乾燥前に降雨､雪､霜のおそれがあるとき｡ 
(4)炎天下で鋼材表面の温度が高く塗膜にｱﾜを生ずるおそれのあるとき｡ 

 

13.下塗 
(2) 受注者は､塗料の塗り重ねにあたって､塗装ごとに定めらた塗装間隔を守って塗装しなけれ
ばならない｡ 

13.下塗 
(2)受注者は､塗料の塗り重ねにあたって､塗料ごとに定められた塗装間隔を守って塗装しなけ
ればならない｡ 

 
表記修正 

16.検査 
(3) 受注者は､同一工事､同一塗装系､同一塗装方法により塗装された 500m2 単位毎に 25 点(1 点
当たり 5 回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない｡ 
(6) 受注者は､以下に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない｡ 
③塗膜厚測定値(5 回平均)の分布の標準偏差は､目標塗膜厚合計値の 20%を越えないものとす
る｡ 
④平均値､最小値､標準偏差のうち 1 つでも不合格の場合はさらに同数の測定を行い､当初の測
定値と合わせて計算した結果が管理基準値を満足すれば合格とし､不合格の場合は､最上層の塗
装を増し塗りして､再検査しなければならない｡ 
(7)∼また､受注者は､塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表(製造年月日､ﾛｯﾄ番号､色
採､数量を明記)を確認､記録､保管し､監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに
提示しなければならない｡ 

16.検査 
(3)受注者は､同一工事､同一塗装系､同一塗装方法により塗装された500㎡単位毎に25点(1点あ
たり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない｡ 
 
③塗膜厚測定値(5回平均)の分布の標準偏差は､目標塗膜厚合計値の20%を超えないものとす
る｡ 
④平均値､ 小値､標準偏差のうち1つでも不合格の場合はさらに同数の測定を行い､当初の測定
値と合わせて計算した結果が管理基準値を満足すれば合格とし､不合格の場合は､ 上層の塗料
を増し塗りして､再検査しなければならない｡ 
(7)∼また､受注者は､塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表(製造年月日､ﾛｯﾄ番号､色
彩､数量を明記)を確認し､記録､保管し､監督職員または検査職員の請求があった場合は速やか
に提示しなければならない｡ 

 
表記修正 
 
 
表記修正 
 
 
表記修正 
 
表記修正 
 

3-2-3-32 かごﾏｯﾄ工 
1.一般事項  
かごﾏｯﾄの構造及び要求性能については､｢鉄線籠型護岸の設計･施工技術基準(案)｣(平成 21 年 4
月 24 日改定)(以下｢鉄線籠型基準｣という｡)によるほか､契約図面及び以下による｡ 

3-2-3-32 かごﾏｯﾄ工 
1.一般事項  
かごﾏｯﾄの構造及び要求性能については､｢鉄線籠型護岸の設計･施工技術基準(案)｣(国土交通
省､平成 21 年 4 月)(以下｢鉄線籠型基準｣という｡)によるほか､契約図面及び以下による｡ 

 
 
太字追加 
国仕様書準拠[H31](表記統一) 

3.表示標の提出 
表 3-2-11 要求性能の確認方法  

項目  要求性能 
確認方法 

試験方法 試験条件 基準値 

線材に
要求さ
れる性

能 

母材の 
健全性  

母 材 が 健 全
であること  

JIS H 0401 の間接法で
使用する試験液による
ﾒｯｷ溶脱後の母材鉄線
の写真撮影  

ﾒｯｷを剥いだ状態で
の母材鉄線の表面
撮影  

母材に傷が付いて
いないこと  

耐久性  

淡 水 中 で の
耐用年数 30
年 程 度 を 確
保すること  

腐食促進試験 (JIS G 
0594 に準拠)  

塩素ｲｵﾝ濃度 0ppm 
試験時間  
1,000 時間  

ﾒｯｷ残存量  
30g/m2 以上  

上記性
能に加
えて蓋
材に要
求され
る性能 

摩擦抵抗  
(短 期 性
能型)  

作 業 中 の 安
全 の た め に
必 要 な 滑 り
に く さ を 有
すること  

面的摩擦試験また
は線的摩擦試験  

-  摩擦係数 0.90 以上  

3.表示標の提出 
表 3-2-10 要求性能の確認方法  

項目  要求性能 
確認方法 

試験方法 試験条件 基準値 

線材に
要求さ
れる性

能 

母材の
健全性  

母材が健全
であること  

JISG 3547 の間接法
で使用する試験液に
よるﾒｯｷ溶脱後の母
材鉄線の写真撮影  

ﾒｯｷを剥いだ状態
で の 母 材 鉄 線 の
表面撮影  

母 材 に 傷 が 付 い
ていないこと  

耐
久
性  

淡水中での
耐 用 年 数
30 年 程 度
を確保する
こと  

腐食促進試験  
(JISG 0594 に準拠)  

塩 化 物 ｲ ｵ ﾝ 濃 度
0ppm 試験時間  
1,000 時間  

ﾒｯｷ残存量  
30g/m2 以上  

上記性能
に加えて
蓋材に要
求される

性能 

摩擦抵抗  
(短期性 
能型)  

作業中の安
全のために
必要な滑り
にくさを有
すること  

面的摩擦試験または
線的摩擦試験  

-  摩擦係数 0.90 以上  

 
番号修正 
 
 
国仕様書変更[R5] 
(表記変更) 
 
 
 
 
誤記修正 
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[注 1]表 3-2-11 の確認方法に基づく公的機関による性能確認については､1 回の実施でよいものと
し､その後は､均質性の確保の観点から､鉄線籠型基準｢8.線材の品質管理｣に基づき､定期的に線材の
品質管理試験(表 3-2-13)を行うものとする｡  

[注 1]表 3-2-10 の確認方法に基づく公的機関による性能確認については､1 回の実施でよいものとし､その後
は､均質性の確保の観点から､鉄線籠型基準｢8.線材の品質管理｣に基づき､定期的に線材の品質管理試
験(表 3-2-12)を行うものとする｡  

番号修正 
 

6.連結方法  
連結の方法はｺｲﾙ式とし表 3-2-12 のとおりとする｡ 

表 3-2-12 連結ｺｲﾙ線 
表 3-2-13 線材の品質管理試験の内容 

項目 

目試験
箇所 

試験項目 基準値 試験方法 試験の頻度 

工 場 メッキ付着量 ※２ JIS H 0401 準拠 ５巻線に１回 

公的試
験機関 

 
 

母材の 
健全性 

母材に傷が付
いていないこ
と 

JIS H 0401 の間接法で
使用する試験液による
メッキ溶脱後の母材鉄
線の写真撮影 

200 巻線に１回 

メッキ 
付着量 

※２ JIS H 0401 準拠 200 巻線に１回 
 

6.連結方法  
連結の方法はｺｲﾙ式とし表3-2-11のとおりとする｡ 

表3-2-11 連結ｺｲﾙ線 
表3-2-12 線材の品質管理試験の内容 

  項目 
試験 
箇所 

試験項目 基準値 試験方法 試験の頻度 

工 場 メッキ付着量 ※２ JIS G 3547 準拠 ５巻線に１回 

公的試
験機関 

母材の 
健全性 

母材に傷が付
いていないこ
と 

JIS G 3547 の間接法
で使用する試験液に
よるメッキ溶脱後の
母材鉄線の写真撮影 

200 巻線に１回 

メッキ 
付着量 

※２ JIS G 3547 準拠 200 巻線に１回 
 

 
番号修正 
 
 
 
 
 
JIS改正 
 

3-2-3-33 袋詰玉石工 
2.根固め用袋材の性能  
袋型根固め用袋材は､表 3-2-14 に示す性能を満足することを確認しなければならない｡  
3.根固め用袋材の要求性能の確認  
要求性能の確認は､表 3-2-14 に記載する確認方法で行うことを原則とし､ 
表 3-2-14(1) 袋型根固め袋材の要求性能及び確認方法  
場
所 

項目 要求性能 
確認方法 

試験方法 基準値 

 
 

公 
的 
試
験 
機 
関 
 
 

  
  

耐候性  

紫外線により劣化した
場合も､必要な強度を
保持すること｡  
短期性能型:  
験耐候性は求めない｡  
長期性能型:耐用年数
30 年程度  

耐候性試験  
(長期性能型のみ)   
(JIS L 0842 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾚｰﾑｶ ｰ
ﾎﾞﾝｱｰｸ灯式耐候性試験機
により紫外線を 7500 時
間照射後､JIS A 8960 準
拠の引張試験を実施)  

(2 ﾄﾝ型)  
  

(2 重)200N 以上  
(1 重)200N 以上  

(4 ﾄﾝ型)  
  

(2 重)250N 以上  
(1 重)250N 以上  

  
均質性  

性能を担保する品質の
均質性を確保しうるこ
と｡  

材料 20000 袋当たり 1
回の引張試験を実施 (JIS 

A 8960 に準拠)   

｢強度｣の基準値を満足するこ
と｡  

[注]※1 表 3-2-14(1)の確認方法のうち､公的機関による性能確認については､均質性の項目を除き､1
回の実施でよいものとする｡  

表 3-2-14 (2) 参考資料 

3-2-3-33 袋詰玉石工 
2.根固め用袋材の性能  
袋型根固め用袋材は､表3-2-13に示す性能を満足することを確認しなければならない｡  
3.根固め用袋材の要求性能の確認  
要求性能の確認は､表3-2-13に記載する確認方法で行うことを原則とし､ 
表3-2-13(1) 袋型根固め用袋材の要求性能及び確認方法 

場
所 

項目 要求性能 
確認方法 

試験方法 基準値 

公 
的 
試 
験 
機 
関 

  
  
耐候性  

紫外線により劣化し
た場合も､必要な強度
を保持すること｡  
 短期性能型:  
耐候性は求めない｡  
 長期性能型:耐用年数
30 年程度  

耐候性試験  
(長期性能型のみ)   

(JIS L 0842 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾚｰﾑｶｰ
ﾎﾞﾝｱｰｸ灯式耐候性試験
機により紫外線を 7500
時間照射後､JIS A 8960
準拠の引張試験を実施)  

(2 ﾄﾝ型)   (2 重)200N 以上  
(1 重)200N 以上  

(4 ﾄﾝ型)   (2 重)250N 以上  
(1 重)250N 以上  

  
均質性  

性能を担保する品質
の均質性を確保しう
ること｡  

材料 20,000 袋当たり 1
回 の 引 張 試 験 を 実 施 
(JIS A 8960 に準拠)  

｢強度｣の基準値を満足するこ
と｡  

[注]※1 表 3-2-13(1)の確認方法のうち､公的機関による性能確認については､均質性の項目を除
き､1 回の実施でよいものとする｡  

表 3-2-13(2) 参考資料  

 
 
番号修正 
 
 
番号修正 
 
番号修正 
国仕様書準拠 
[H31](“根固め用”) 
 
 
 
 
 
誤記修正 
 
 
 
番号修正 
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 [たき火試験]袋型根固め用袋材に中詰め材を充填した後､静置
させ上部にたき火用材料を積み上げてﾗｲﾀｰにて点火する｡  

中詰め材割  栗石 150mm  

点火方法  ﾗｲﾀｰ  

たき火用材料  野原の草木(枯れ草､枯れ木)  
   

 

[たき火試験]袋型根固め用袋材に中詰め材を充填した後､静
置させ上部にたき火用材料を積み上げてﾗｲﾀｰにて点火する｡  

中詰め材割  割ぐり石 150 ㎜  

点火方法  ﾗｲﾀｰ  

たき火用材料  野原の草木(枯れ草､枯れ木)  
 

 

 
 
表記修正 

3-2-4-4 既製杭工 
2.既製杭工の工法  
既製杭工の工法は､打込み杭工法､中掘り杭工法､ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ抗工法､鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ抗工法または
回転抗工法とし､取扱いは本条及び設計図書によらなければならない｡ 
3.試験杭の施工 

受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。ま
た、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。 

 
また､一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は､次に施工する抗も試験抗と
して実地することで不足する情報を補足し､以降の抗施工に反映するものとする｡ 

3-2-4-4 既製杭工 
2.既製杭工の工法  
既製杭工の工法は､打込み杭工法､中掘り杭工法､ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭工法､鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭工法または
回転杭工法とし､取扱いは本条及び設計図書によらなければならない｡ 
3.試験杭の施工 

受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。
また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならな
い。 
また､一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は､次に施工する杭も試験杭
として実施することで不足する情報を補足し､以降の杭施工に反映するものとする｡ 

 
 
誤記修正 
 
 
 
 
 
誤記修正 

11.中掘り杭工法による既製杭工施工  
受注者は､中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には､掘削及び沈設中は土質性状の変化や杭
の沈設状況などを観察し､杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないように､沈設するとともに必要に
応じて所定の位置に保持しなければならない｡また､先端処理については､試験杭等の条件に基
づいて､管理を適正に行わなければならない｡抗の掘削･沈設速度は抗径や土質条件によって異
なるが､試験抗により確認した現場に適した速度で行う｡ 

11.中掘り杭工法による既製杭工施工  
受注者は､中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には､掘削及び沈設中は土質性状の変化や
杭の沈設状況などを観察し､杭周辺及び先端地盤の乱れを最小限に留めるように沈設するとと
もに､必要に応じて所定の位置に保持しなければならない｡また､先端処理については､試験杭
等の条件に基づいて､管理を適正に行わなければならない｡杭の掘削･沈設速度は杭径や土質条
件によって異なるが､試験杭により確認した現場に適した速度で行う｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[H31]（所基準類の改定） 
 
表記統一 

13.既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の施工 
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の施工については､以下の各号の規定によるものとする｡  
(1)受注者は､杭の適用範囲､杭の取扱い､杭の施工法分類は JIS A 7201(遠心力ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工
標準)の規格によらなければならない｡  
(2)受注者は､杭の打込み､埋込みは JIS A 7201(遠心力ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標準)の規定による｡  
(3)受注者は､杭の継手は JIS A 7201(遠心力ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標準)の規定による｡ 

13.既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の施工 
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の施工については､以下の各号の規定によるものとする｡  
(1)受注者は､杭の適用範囲､杭の取扱い､杭の施工法分類はJIS A 7201(既製ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標
準)の規格によらなければならない｡  
(2)受注者は､杭の打込み､埋込みはJIS A 7201(既製ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標準)の規定による｡  
(3)受注者は､杭の継手はJIS A 7201(既製ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標準)の規定による｡ 

 
 
 
国仕様書準拠[R4] 
(JIS 改正) 
 

14.杭支持層の確認･記録  
受注者は､杭の施工を行うにあたり､JIS A 7201(遠心力ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標準)∼｡ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ噴出撹
拌方式の場合は､ 

14.杭支持層の確認･記録  
受注者は､杭の施工を行うにあたり､JIS A 7201(既製ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標準)∼｡ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ噴出撹拌
方式の場合は､ 

 
国仕様書準拠[R4] 
(JIS 改正) 

16.ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの水ｾﾒﾝﾄ比 
また､撹拌完了後のｵｰｶﾞの引上げに際して､吸引現象を防止する必要がある場合には､貧配合の
安定液を噴出しながら､ゆっくりと引上げなければならない｡ 

16.ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの水ｾﾒﾝﾄ比 
また､撹拌完了後のｵｰｶﾞの引上げに際して､吸引現象を防止する必要がある場合には､ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
を噴出しながら､ゆっくりと引き上げなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](所基準類の改正) 

21.鋼管杭･H 鋼杭の現場継手   
(1)受注者は､鋼管杭及び H 鋼杭の現場継手を溶接継手による場合については､ｱｰｸ溶接継手と

21.鋼管杭及びH鋼杭の現場継手 
(1)受注者は､鋼管杭及びH鋼杭の現場継手を溶接継手による場合については､ｱｰｸ溶接継手と
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し､現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理､指導､検査及び記録を行う溶接施工管理
技術者を常駐させるとともに､以下の規定による｡ 
(7) 受注者は､鋼管杭の上杭の建込みにあたっては､上下軸が一致するように行い､表 3-2-15 の
許容値を満足するように施工しなければならない｡ 

表 3-2-15 現場円周溶接部の目違いの許容値 

し､現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理､指導､検査及び記録を行う溶接施工技術
者を常駐させるとともに､以下の規定による｡ 
(7) 受注者は､鋼管杭の上杭の建込みにあたっては､上下軸が一致するように行い､表3-2-14の
許容値を満足するように施工しなければならない｡ 

表 3-2-14 現場円周溶接部の目違いの許容値 

 
 
表3-2-14  
現場円周溶接部の目違いの許容
値（JIS A 5525と整合） 

(8)受注者は､鋼管杭及び H 鋼杭の溶接完了後､溶接箇所について､欠陥の有無の確認を行わなけ
ればならない｡なお､確認の結果､発見された欠陥のうち手直しを要するものについては､ｸﾞﾗｲﾝ
ﾀﾞｰまたはｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞなどで完全にはつりとり､再溶接して補修しなければならない｡ 

(8) 受注者は､鋼管杭及びH鋼杭の溶接完了後､溶接箇所について､欠陥の有無の確認を行わなけ
ればならない｡ なお､確認の結果､発見された欠陥のうち手直しを要するものについては､ｸﾞﾗｲﾝ
ﾀﾞまたはｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞなどで完全にはつりとり､再溶接して補修しなければならない｡ 

表記修正 

(9) 受注者は､斜杭の場合の鋼管杭及び H 鋼杭の溶接にあたり､自重により継手が引張りをうけ
る側から開始しなければならない｡ 
(10)受注者は､本項(7)及び(8)のほか､抗の現場溶接継手に関する溶接条件､溶接作業､検査結果
等の記録を整備及び保管し､監督職員の請求があった場合は､速やかに提示するとともに､工事
完成時に監督職員へ提出しなければならない｡ 

(9)受注者は､斜杭の場合の鋼杭及びH鋼杭の溶接にあたり､自重により継手が引張りを受ける
側から開始しなければならない｡ 
(10)受注者は､本項(7)及び(8)のほか､杭の現場溶接継手に関する溶接条件､溶接作業､検査結果
等の記録を整備及び保管し､監督職員の請求があった場合は､速やかに提示するとともに､工事
完成時に監督職員へ提出しなければならない｡ 

国仕様書準拠[R5] 
誤記修正 

3-2-4-5場所打杭工 
1.試験杭 
受注者は､試験抗の施工に際して､設計図書に従って試験抗を施工しなければならない｡また､設
計図書に示されていない場合には､各基礎ごとに､試験杭を施工しなければならない｡ 
なお､設計図書に示されていない場合には､各基礎ごとに､設計図書に示す工事目的物の基礎抗
の一部として使用できるように最初の一本を試験抗として施工してもよい｡ 
また､一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は､次に施工する抗も試験抗と
して実地することで不足する情報を補足し､以降の抗施工に反映するものとする｡ 

3-2-4-5場所打杭工 
 1.試験杭 
受注者は､試験杭の施工に際して､設計図書に従って試験杭を施工しなければならない｡また､
設計図書に示されていない場合には､各基礎ごとに､試験杭を施工しなければならない｡ 
なお､設計図書に示されていない場合には､各基礎ごとに､設計図書に示す工事目的物の基礎杭
の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい｡ 
また､一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は､次に施工する杭も試験杭
として実施することで不足する情報を補足し､以降の杭施工に反映するものとする｡  

 
 
誤記修正 
 

9.鉄筋かごの建込み  
受注者は､場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に､湾曲､脱落座屈などを防止
するとともに､鉄筋かごには､設計図書に示されたかぶりが確保できるように､ｽﾍﾟｰｻｰを同一深
さ位置に 4 ヶ所以上､深さ方向 3m 間隔程度で取付けなければならない｡特に抗頭部は､位置がず
れやすいことから鉄筋かご円周長に対して 500∼700 ㎜の間隔で設置するものとする｡ 

9.鉄筋かごの建込み  
受注者は､場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に､湾曲､脱落座屈などを防止
するとともに､鉄筋かごには､設計図書に示されたかぶりが確保できるように､ｽﾍﾟｰｻを同一深
さ位置に4ヶ所以上､深さ方向3m間隔程度で取り付けなければならない｡特に杭頭部は､位置が
ずれやすいことから鉄筋かご円周長に対して500∼700㎜の間隔で設置するものとする｡ 

 
 
表記修正 
 
誤記修正 

11.鉄筋かごの組立て  
受注者は､場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては､形状保持などのための溶接を行
ってはならない｡ 

11.鉄筋かごの組立て  
受注者は､場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては､形状保持などのための溶接を
構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 

13.杭頭の処理  
受注者は､場所打杭工の抗頭処理に際して､抗の本体を損傷させないように行わなければならな
い｡また､受注者は､場所打抗工の施工にあたり､連続してｺﾝｸﾘｰﾄを打込み､ﾚｲﾀﾝｽ部分を除いて品
質不良のｺﾝｸﾘｰﾄ部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で 50 ㎝
以上､孔内水を使用する場合で 80cm 以上高く打込み､硬化後､設計図書に示す高さまで取り壊さ
なければならない｡ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法による場所打抗の施工にあたっては､鉄筋天端高さまでｺﾝｸﾘｰ
ﾄを打ち込み､硬化後､設計書図書に示す高さまで取り壊すものとする｡ 

13.杭頭の処理  
受注者は､場所打杭工の杭頭処理に際して､杭の本体を損傷させないように行わなければなら
ない｡また､受注者は､場所打杭工の施工にあたり､連続してｺﾝｸﾘｰﾄを打込み､ﾚｲﾀﾝｽ部分を除い
て品質不良のｺﾝｸﾘｰﾄ部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で
50㎝以上､孔内水を使用する場合で80㎝以上高く打込み､硬化後､設計図書に示す高さまで取り
壊さなければならない｡ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法による場所打杭の施工にあたっては､鉄筋天端高さまで
ｺﾝｸﾘｰﾄを打ち込み､硬化後､設計図書に示す高さまで取り壊すものとする｡ 

 
誤記修正 
 
 
 
国仕様書準拠[R5] 
(誤記修正) 
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15.杭径確認  
受注者は､全ての杭について､床掘完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径を確認するとと
もに､その状況について写真撮影を行い監督職員に提出しなければならない｡その際､杭径が出
来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は､補修方法等について監督職員と協議をしな
ければならない｡ 

15.杭径確認  
受注者は､全ての杭について､床掘完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径を確認するとと
もに､その状況について写真撮影を行い監督職員に提出しなければならない｡その際､杭径が出
来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は､補修方法等について監督職員と協議しなけ
ればならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[表記統一] 

19.泥水処理   
受注者は､泥水処理を行うにあたり､水質汚濁に係る環境基準について(環境省告示)､都道府県
公害防止条例等に従い､適切に処理を行わなければならない｡ 

19.泥水処理  
受注者は､泥水処理を行うにあたり､水質汚濁に係る環境基準(環境省告示)､都道府県公害防止
条例等に従い､適切に処理を行わなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[R5](修正) 

3-2-4-6 深礎工 
6.鉄筋組立て  
受注者は､深礎工において鉄筋を組立てる場合は､適切な仮設計画のもと所定の位置に堅固に組
立てるとともに､曲がりやよじれが生じないように､土留材に固定しなければならない｡ただし､
鉄筋の組立てにおいては､組立て上の形状保持のための溶接を行ってはならない｡ 

3-2-4-6 深礎工 
6.鉄筋組立て  
受注者は､深礎工において鉄筋を組み立てる場合は､適切な仮設計画のもと所定の位置に堅固
に組み立てるとともに､曲がりやよじれが生じないように､土留材に固定しなければならない｡
ただし､鉄筋の組立てにおいては､組立て上の形状保持等のための溶接を構造設計上考慮する
鉄筋に対して行ってはならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 

3-2-4-7 ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 
7.過堀の禁止 

3-2-4-7 ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 
7.過堀りの禁止 

国仕様書準拠[R5] 
(表記修正) 

3-2-4-8 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 
8.中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ施工前の作業  
受注者は､中埋ｺﾝｸﾘｰﾄを施工する前にあらかじめﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ底面地盤の不陸整正を行い∼ 

3-2-4-8 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 
8.中埋めｺﾝｸﾘｰﾄ施工前の作業  
受注者は､中埋めｺﾝｸﾘｰﾄを施工する前にあらかじめﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ底面地盤の不陸整正を行い∼ 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 

9.中埋ｺﾝｸﾘｰﾄの打設  
受注者は､中埋ｺﾝｸﾘｰﾄを施工するにあたり､室内の気圧を管理しながら､作業に適するﾜｰｶﾋﾞﾘﾃｨｰ
の中埋ｺﾝｸﾘｰﾄを用いて､刃口周辺から中央へ向って打込み､打込み後 24 時間以上､気圧を一定に
保ち養生し､断気しなければならない｡ 

9.中埋めｺﾝｸﾘｰﾄの打設  
受注者は､中埋めｺﾝｸﾘｰﾄを施工するにあたり､作業室内の気圧を管理しながら､作業に適するﾜｰ
ｶﾋﾞﾘﾃｨｰの中埋めｺﾝｸﾘｰﾄを用いて､刃口周辺から中央へ向って打込み､打込み後24時間以上､気
圧を一定に保ち養生し､断気しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 

3-2-4-9 鋼管矢板基礎工 
1.試験杭の施工  
受注者は､鋼管矢板基礎工の施工においては､設計図書に従って試験杭として鋼管矢板を施工し
なければならない｡また､設計図書に示されていない場合には､各基礎ごとに､試験抗として鋼管
矢板を施工しなければならない｡  
なお､設計図書に示されていない場合には､各基礎ごとに､設計図書に示す工事目的物の基礎抗
の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい｡ 

3-2-4-9 鋼管矢板基礎工 
1.試験杭の施工  
受注者は､鋼管矢板基礎工の施工においては､設計図書に従って試験杭として鋼管矢板を施工
しなければならない｡また､設計図書に示されていない場合には､各基礎ごとに､試験杭として
鋼管矢板を施工しなければならない｡  
なお､設計図書に示されていない場合には､各基礎ごとに､設計図書に示す工事目的物の基礎杭
の一部として使用できるように 初の一本を試験杭として施工してもよい｡ 

 
 
 
誤記修正 

11.鋼管矢板の溶接 
(1) 受注者は､鋼管矢板の現場継手を溶接継手による場合については､ｱｰｸ溶接継手とし､現場溶
接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理､指導､検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常
駐させなければならない｡ 
(2) ∼その作業に該当する試験(または同等以上の検定試験)に合格した者で､かつ現場溶接の施
工経験が 6 ヶ月以上の者に行わさせなければならない｡ 
(7) 受注者は､鋼管矢板の上杭の建込みにあたっては､上下軸が一致するように行い､表 3-2-16

11.鋼管矢板の溶接 
(1)受注者は､鋼管矢板の現場継手を溶接継手による場合については､ｱｰｸ溶接継手とし､現場溶
接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理､指導､検査及び記録を行う溶接施工技術者を常駐
させなければならない｡ 
(2)∼その作業に該当する試験(またはこれと同等以上の検定試験)に合格した者で､かつ現場溶
接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わせなければならない｡ 
(7) 受注者は､鋼管矢板の上杭の建込みにあたっては､上下軸が一致するように行い､表3-2-15

 
国仕様書準拠 
[R2](誤記修正) 
 
誤記修正 
 
番号修正 
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の許容値を満足するように施工しなければならない｡ 
表 3-2-16 現場円周溶接部の目違いの許容値 

(8)∼なお､確認の結果､発見された欠陥のうち手直しを要するものについては､その箇所をｸﾞﾗｲﾝ
ﾀﾞｰまたはｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞなどで完全にはつりとり再溶接して補修しなければならない｡ 
(9)受注者は､本項(7)及び(8)のほか､抗の現場溶接継手に関する溶接条件､溶接作業､検査結果等
の記録を整備及び保管し､監督職員の請求があった場合は､速やかに提示するとともに､工事完
成時に監督職員へ提出しなければならない｡ 

の許容値を満足するように施工しなければならない｡  
表3-2-15 現場円周溶接部の目違いの許容値 

(8)∼なお､確認の結果､発見された欠陥のうち手直しを要するものについては､その箇所をｸﾞﾗｲ
ﾝﾀﾞまたはｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞなどで完全にはつりとり再溶接して補修しなければならない｡ 
(9) 受注者は､本項(7)及び(8)のほか､杭の現場溶接継手に関する溶接条件､溶接作業､検査結果等
の記録を整備及び保管し､監督職員の請求があった場合は､速やかに提示するとともに､工事完
成時に監督職員へ提出しなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 
 
誤記修正 

13.建込み精度管理  
受注者は､鋼管矢板の建込みに際しては､導枠のﾏｰｷﾝｸﾞ位置に鋼管矢板を設置し､ﾄﾗﾝｼｯﾄで二方
向から鉛直性を確認しながら施工しなければならない｡ 

13.建込み精度管理  
受注者は､鋼管矢板の建込みに際しては､導枠のﾏｰｷﾝｸﾞ位置に鋼管矢板を設置して二方向から
鉛直性を確認しながら施工しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改正) 

3-2-5-3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 
2.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 
4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工の空張の積上げ  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工の空張の積上げにあたり､胴がい及び尻がいを用いて固定し､ 

3-2-5-3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 
2.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張) 

4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工の空張の積上げ  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工の空張の積上げにあたり､胴がい及び尻かいを用いて固定し､ 

 
国仕様書準拠[R5] 
(脱字) 

第 6 節 一般舗装工 
3-2-6-1 一般事項 
3.上層路盤の築造工法  
上層路盤の築造工法は､粒度調整工法､ｾﾒﾝﾄ安定処理工法､石灰安定処理工法､瀝青安定処理工
法､及びｾﾒﾝﾄ･瀝青安定処理工法を標準とするものとする｡ 

第6節 一般舗装工 
3-2-6-1 一般事項 
3.上層路盤の築造工法  
上層路盤の築造工法は､粒度調整工法､ｾﾒﾝﾄ安定処理工法､石灰安定処理工法､瀝青安定処理工
法､ｾﾒﾝﾄ･瀝青安定処理工法を標準とするものとする｡ 

 
 
 
国仕様書準拠 
(表現統一) 

3-2-6-2 材料  
1.適用規定  
舗装工で使用する材料については､以下の各規定によらなければならない｡舗装工で使用する材
料については､第 3 編 3-2-6-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材料､3-2-6-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の材料の規定による｡ 

3-2-6-2 材料  
1.適用規定  
舗装工で使用する材料については､第3編3-2-6-3ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材料､3-2-6-4ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の材料
の規定による｡ 

 
 
国仕様書準拠[H31] 
(不要記載の削除) 

4.試験練り 
受注者は､舗設に先だって決定した配合の混合物について､ 

4.試験練り 
受注者は､舗設に先だって決定した配合の混合物について､ 

国仕様書準拠 
[R2](軽微な修正) 

3-2-6-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材料 
8.下層路盤の材料規格 
(1)下層路盤に使用する粒状路盤材は､粘土塊､有機物､ごみ等を有害量含まず､表 3-2-17 の規格
に適合するものとする｡  
表 3-2-17 下層路盤の品質規格 

3-2-6-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材料 
8.下層路盤の材料規格 

(1)下層路盤に使用する粒状路盤材は､粘土塊､有機物､ごみ等を有害量含まず､表3-2-16の規格
に適合するものとする｡  
表3-2-16 下層路盤の品質規格 

 
 
番号修正 

9.上層路盤の材料規格 
∼その他を有害量含まず､表 3-2-18､表 3-2-19､表 3-2-20 の規格に適合するものとする 
表 3-2-18 上層路盤の品質規格 
表 3-2-19 上層路盤の品質規格 
 
 
 

9.上層路盤の材料規格 
その他を有害量含まず､表3-2-17､表3-2-18､表3-2-19の規格に適合するものとする｡ 
    表3-2-17 上層路盤の品質規格 
    表3-2-18 上層路盤の品質規格 
 
 
 

 
番号修正 
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種  別  試験項目  試験方法  規格値  

粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ 
単 位 容 積 質 量 
(kg/l)  

舗 装 調 査 ･ 試 験
法便覧 A023  1.5 以上  

表 3-2-20 上層路盤の品質規格 

種  別   試験項目  試験方法  規格値  

水硬性粒度 
調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ  

単 位 容 積 質 量 
(kg/l)  

舗 装 調 査 ･ 試 験
法便覧 A023  1.5 以上  

 

種  別  試験項目  試験方法  規格値  

粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ 
単位容積質量  
(kg/l)  

舗装調査･試験
法便覧 A023  1.5 以上  

    表3-2-19 上層路盤の品質規格 

種  別  試験項目  試験方法  規格値  

水硬性粒度 
調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ  

単 位 容 積 質 量 
(kg/l)   

舗装調査･試験
法便覧 A023  

1.5 以上  
 

 
 
 
 
 
 
 

(2)粒度調整路盤材の粒度範囲は､表 3-2-21 の規格に適合するものとする｡  
表 3-2-21 粒度調整路盤材の粒度範囲 

(2)粒度調整路盤材の粒度範囲は､表3-2-20の規格に適合するものとする｡  
表3-2-20 粒度調整路盤材の粒度範囲 

項ずれ 
 

11.ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理の材料規格  
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理に使用する製鋼ｽﾗｸﾞ及びｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材は表 3-2-22､表 3-2-23 の規
格に適合するものとする｡ 

表 3-2-22 鉄鋼ｽﾗｸﾞの品質規格  

材    料    名 呼び名 
表乾密度 
(g/cm3) 

吸水率 
(%) 

すりへり
減量(%) 

水  浸 
膨張比(%) 

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ製鋼 
ｽﾗｸﾞ 

CSS - - 50 以下 2.0 以下 

単粒度製鋼
ｽﾗｸﾞ 

SS 2.45 以上 3.0 以下 30 以下 2.0 以下 

[注]水浸膨張比の規格は､3 ヵ月以上通常ｴｰｼﾞﾝｸﾞした後の製鋼ｽﾗｸﾞに適用する｡また､試験方法は舗
装調査･試験法便覧 B014 を参照する｡ 

表 3-2-23 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の品質  

旧ｱｽﾌｧﾙﾄの含有量           %  3.8 以上  

旧ｱｽﾌｧﾙﾄの性状  針入度       l/10mm  20 以上  

圧裂係数     MPa/mm  1.70 以下  

骨材の微粒分量               %  5 以下  
[注 1]ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材中に含まれるｱｽﾌｧﾙﾄを旧ｱｽﾌｧﾙﾄ､新たに用いる舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄを新ｱｽ
ﾌｧﾙﾄと称する｡[注 2]ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材は､通常 20∼13mm､13∼5mm､5 ∼0mm の 3 種類の粒度や
20∼13mm､13∼0mm の 2 種類の粒度にふるい分けられるが､本表に示される規格は､13∼0mm の粒度
区分のものに適用する｡  
[注 3]ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の 13mm 以下が 2 種類にふるい分けられている場合には､再生骨材の製
造時における各粒度区分の比率に応じて合成した試料で試験するか､別々に試験して合成比率に応
じて計算により 13 ∼0mm 相当分を求めてもよい｡また､13∼0mm あるいは 13∼5mm､5∼ 0mm 以外で
ふるい分けられている場合には､ふるい分け前の全試料から 13∼0mm をふるい取ってこれを対象に

11.ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理の材料規格  
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理に使用する製鋼ｽﾗｸﾞは第2編2-2-3-3 5.鉄構ｽﾗｸﾞの規格(路盤材用)の表2-2-
10鉄鋼ｽﾗｸﾞの規格に適合するものとする｡また､ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘ―ﾄ再生骨材は第2編2-2-3-4ｱｽﾌｧﾙﾄ
用再生骨材の表2-2-12針入度を適用するｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄの再生骨材の品質､表22-13圧裂係数を
適用するｱｽﾌｧﾙﾄ用再生骨材の品質のいずれか一方の目標値に適合するものとする｡ 

 
国仕様書準拠[R7] 
(諸基準類との整合)(条文追加) 
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試験を行う｡  
[注 4]ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材中の旧ｱｽﾌｧﾙﾄ含有量及び 75μm を通過する量は､ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材
の乾燥質量に対する百分率で表す｡  
[注 5]骨材の微粒分量試験は JIS A 1103(骨材の微粒分量試験方法)により求める｡  
[注 6]ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物層の切削材は､その品質が本表に適合するものであれば再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物に
利用できる｡ただし､切削材は粒度がばらつきやすいので他のｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ発生材を調整して使用す
ることが望ましい｡  
[注 7]旧ｱｽﾌｧﾙﾄの性状は､針入度または､圧列係数のどちらかが基準を満足すればよい｡  
 
15.適用規格(再生ｱｽﾌｧﾙﾄ(2)) 
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物及び材料の規格は､舗装再生便覧による｡ 

15.適用規格(再生ｱｽﾌｧﾙﾄ(2))  
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物及び材料の規格は､舗装再生便覧(日本道路協会､令和6 年3月)による｡ 

太字追加 
国仕様書準拠(諸基準類の整合) 

20.適用規定(加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ) 
(1) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の基層及び表層に使用する加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物は､表 3-2-24､3-2-25 の規格に適合
するものとする｡ 

20.適用規定(加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ) 
(1)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の基層及び表層に使用する加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物は､表 3-2-21､表 3-2-22 の規格に
適合するものとする｡ 

 
番号修正[R7] 

21.ﾏｰｼｬﾙ安定度試験  
表 3-2-24､3-2-25 に示す種類以外の混合物のﾏｰｼｬﾙ安定度試験の基準値及び粒度範囲は､設計図
書によらなければならない｡ 
表 3-2-24 ﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値 
表 3-2-25 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類と粒度範囲 

21.ﾏｰｼｬﾙ安定度試験  
表3-2-21､表3-2-22に示す種類以外の混合物のﾏｰｼｬﾙ安定度試験の基準値及び粒度範囲は､設計
図書によらなければならない｡ 
    表3-2-21 ﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値 
    表3-2-22 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類と粒度範囲 

 
番号修正[R7] 

3-2-6-6 橋面防水工 
4.橋面防水工の施工  
受注者は､橋面防水工の施工にあたっては､｢道路橋床版防水便覧 第 6 章材料･施工｣(日本道路協
会､平成 19 年 3 月)の規定及び第 3 編 3-2-6-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の規定による｡これにより難い場合
は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

3-2-6-6 橋面防水工 
4.橋面防水工の施工  
受注者は､橋面防水工の施工にあたっては､｢道路橋床版防水便覧 第6章材料･施工｣(日本道路協
会､平成19年3月)の規定及び第3編3-2-6-7ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の規定によることとする｡床版面の前処
理を適切に実施するとともに､防水層の敷設､塗布等についてはがれや塗りむらなどが生じな
いよう適切に管理しなければならない｡ 
これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
 
 
国仕様書準拠[R4] 
(施工上の留意点について規定) 
 

3-2-6-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 
3.ｾﾒﾝﾄ及び石灰安定処理の規定 
(2)受注者は､施工に先だって､｢舗装調査･試験法便覧｣(日本道路協会､平成 19 年 6 月) 
(3) ｾﾒﾝﾄ量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは､設計図書に示す場合を除き､表 3-2-26
の規格による｡ 
      表 3-2-26 安定処理路盤の品質規格 
(4)受注者は､｢舗装調査･試験法便覧｣(日本道路協会､平成 19 年 6 月) 
(15) 受注者は､ｾﾒﾝﾄ及び石灰安定処理路盤を 2 層以上に施工する場合の縦継目の位置を 1 層仕
上がり厚∼ 
 

3-2-6-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 
3.ｾﾒﾝﾄ及び石灰安定処理の規定 

(2)受注者は､施工に先立って､｢舗装調査･試験法便覧｣(日本道路協会､平成31 年3月) 
(3) ｾﾒﾝﾄ量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは､設計図書に示す場合を除き､表3-2-23
の規格による｡ 
      表3-2-23 安定処理路盤の品質規格 
(4) 受注者は､｢舗装調査･試験法便覧｣(日本道路協会､平成31年3月) 
(15) 受注者は､ｾﾒﾝﾄ及び石灰安定処理路盤を二層以上に施工する場合の縦継目の位置を一層仕
上がり厚∼ 

 
諸基準類との整合 
 
番号修正[R7] 
 
 
諸基準類との整合, 
番号修正[R7] 
国仕様書準拠[R3] 
(表記修正) 



栃木県土木工事共通仕様書 第 3 編 土木工事共通編  新旧対照表 

19 /35 

現行 土木工事共通仕様書 (令和 4 年版 HP 掲載) 改訂 土木工事共通仕様書 (令和 8 年版) 変更概要 

4.加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理の規定 
(1) 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材は､表 3-2-27 に示すﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値に適合するものとする｡
表 3-2-27 ﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値 
(12) 受注者は､設計図書に示す場合を除き､加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理混合物を敷均したときの混合物
の温度は 110℃以上､また､1 層の仕上がり厚さは 10cm 以下としなければならない｡ただし､混合
物の種類によって敷均しが困難な場合は､設計図書に関して監督職員と協議の上､混合物の温度
を決定するものとする｡ 

4.加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理の規定 
(1) 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材は､表3-2-24に示すﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値に適合するものとする｡ 

表3-2-24 ﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値 
(12) 受注者は､設計図書に示す場合を除き､加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理混合物を敷均したときの混合物の
温度は110℃以上､また､一層の仕上がり厚さは10㎝以下としなければならない｡ただし､混合物の
種類によって敷均しが困難な場合や､中温化技術により施工性を改善した混合物を使用する場合､
締固め効果の高いﾛｰﾗを使用する場合などは､設計図書に関して監督職員と協議の上､所定の締固
めが得られる範囲で､混合物の適切な温度を決定するものとする｡ 

 
番号修正[R7] 
 
 
 
国仕様書準拠[R5] 
(文言追加) 
 

5.基層及び表層の規定 
(3) 受注者は､舗設に先立って､(1)号で決定した場合の混合物について混合所で試験練りを行わ
なければならない｡試験練りの結果が表 3-2-24 に示す基礎値と照合して基準値を満足しない場
合には､ 
(12)アスファルト基層工及び表層工の施工にあたって、プライムコート及びタックコートの使
用量は、設計図書によるものとする。 
 

5.基層及び表層の規定 
(3) 受注者は､舗設に先立って､(1)号で決定した場合の混合物について混合所で試験練りを行

わなければならない｡試験練りの結果が表3-2-21に示す基礎値と照合して基準値を満足しな
い場合には､ 

(12)アスファルト基層工及び表層工の施工にあたって、プライムコート及びタックコートの
100m2 あたりの使用量は、以下のとおりによるものとする。 

 タックコート   43 リットル 
 プライムコート 126 リットル 

 
 
番号修正 
 
 
特記仕様書からの編入 

3-2-6-8 半たわみ性舗装工 
4.適用規定 
受注者は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便覧第９章９-４-１  半たわみ性
舗装工」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規定、「舗装施工便覧 第５章及び第６章 構築路
床・路盤の施工及びアスファルト・表層の施工」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規定、
「アスファルト舗装工事共通仕様書解説第 10 章 10－３－７ 施工」（日本道路協会、平成４年
12 月）の規定、「舗装再生便覧第２章２－７施工」（日本道路協会、平成 25 年 12 月）の規定に
よる。 

3-2-6-8 半たわみ性舗装工 
4.適用規定 
受注者は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便覧第９章９-４-１  半たわみ
性舗装工」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規定、「舗装施工便覧 第５章及び第６章 構築
路床・路盤の施工及びアスファルト・表層の施工」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規
定、「アスファルト舗装工事共通仕様書解説第 10 章 10－３－７ 施工」（日本道路協会、平成
４年 12 月）の規定、「舗装再生便覧第２章２－８施工」（日本道路協会、令和６年３月）の規
定による。 

 
 
国基準準拠[R7] 
諸基準類との整合 
 
太字修正 

3-2-6-9 排水性舗装工 
2.適用規定(2)  
受注者は、排水性舗装工の施工については、「舗装施工便覧 第７章ポーラスアスファルト混
合物の施工、第９章９－３－１排水機能を有する舗装」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規
定、｢舗装再生便覧 2-7 施工｣(日本道路協会､平成 25 年 12 月)の規定による｡ 
3.ﾊﾞｲﾝﾀﾞ(ｱｽﾌｧﾙﾄ)の標準的性状 
∼表 3-2-28 の標準的性状を満足するものでなければならない｡ 
表 3-2-28 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ H 型の標準的性状 
4.ﾀｯｸｺｰﾄに用いる瀝青材  
ﾀｯｸｺｰﾄに用いる瀝青材は､原則としてｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR-T)を使用することとし､表3-2-29
の標準的性状を満足するものでなければならない｡ 
    表 3-2-29 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の標準的性状 
5.ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の配合  

3-2-6-9 排水性舗装工 
2.適用規定(2)  
受注者は、排水性舗装工の施工については、「舗装施工便覧 第７章ポーラスアスファルト混
合物の施工、第９章９－３－１排水機能を有する舗装」（日本道路協会、平成18年２月）の規
定、「舗装再生便覧２－８施工」（日本道路協会、令和６年３月）の規定による。 
3.ﾊﾞｲﾝﾀﾞ(ｱｽﾌｧﾙﾄ)の標準的性状 
∼表 3-2-25 の標準的性状を満足するものでなければならない｡ 

表3-2-25 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄH型の標準的性状 
4.ﾀｯｸｺｰﾄに用いる瀝青材  
ﾀｯｸｺｰﾄに用いる瀝青材は､原則としてｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR-T)を使用することとし､表3-2-
26の標準的性状を満足するものでなければならない｡ 
             表3-2-26 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の標準的性状 
5.ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の配合  

 
 

諸基準類との整合 
 
番号修正[R7] 
太字修正 
番号修正[R7] 
 
 
番号修正[R7] 
 
 
番号修正[R7] 
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ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の配合は表 3-2-30 を標準とし､表 3-2-31 に示す目標値を満足するように決
定する。なお、ポーラスアスファルト混合物の配合設計は、「舗装設計施工指針」（日本道路協
会、平成 18 年２月）及び「舗装施工便覧」（日本道路協会、平成 18 年２月）に従い、 
    表 3-2-30 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の標準的な粒度範囲 
    表 3-2-31 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の目標値 
 
8.施工工程  
受注者は､第 1 編 1-1-1-4 第 1 項の施工計画書の記載内容に加えて､ 

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の配合は表3-2-27を標準とし､表3-2-28に示す目標値を満足するように決
定する｡なお、ポーラスアスファルト混合物の配合設計は、「舗装設計施工指針」（日本道路協
会、平成18年２月）及び「舗装施工便覧」（日本道路協会、平成18年２月）に従い、 
    表3-2-27 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の標準的な粒度範囲 
    表3-2-28 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の目標値 
   動的安定度は､交通量区分N7の場合を示している｡  
8.施工工程  
受注者は､第 1 編 1-1-1-6 第 1 項の施工計画書の記載内容に加えて､一 

 
 太字追加 
 
番号修正[R7] 
国仕様書準拠 
(追記) 
 
国仕様書準拠[R7](番号修正) 

3-2-6-10 透水性舗装工 
1.透水性舗装工の施工  
透水性舗装工の施工については､舗装施工便覧第 7 章ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工､第 9 章 9-3-2 透水機
能を有する舗装､第 3 編 3-2-6-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の規定による｡ 
2.ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の配合  
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物配合及び､ 
なお、ポーラスアスファルト混合物の配合設計は、「舗装設計施工指針」（日本道路協会、平成
18 年２月）及び「舗装施工便覧」（日本道路協会、平成 18 年２月）に従い、 

3-2-6-10 透水性舗装工 
1.透水性舗装工の施工  
透水性舗装工の施工については､｢舗装施工便覧 第7章ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工､第9章 9-3-2透水機
能を有する舗装｣(日本道路協会､平成18年2月)､第3編3-2-6-7ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の規定による｡ 
2.ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の配合  
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の配合及び､ 
なお、ポーラスアスファルト混合物の配合設計は、「舗装設計施工指針」（日本道路協会、平
成18年２月）及び「舗装施工便覧」（日本道路協会、平成18年２月）に従い、 

 
 
諸基準類との整合 
 
 
 
 
太字修正 

3-2-6-11 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 
5.ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の施工  
受注者は､ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の施工については､舗装施工便覧第 9 章 9-4-2 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の規
定による｡ 
6.接着剤の塗布 
(2)接着剤の規格は表 3-2-32､表 3-2-33 を満足するものでなければならない｡ 
    表 3-2-32 接着剤の規格鋼床版用 

項      目 
規 格 値 

試 験 法 
ゴムアスファルト系 

耐湿試験後の基盤目試験（点） 8 以上 JIS K5664 

［注］基盤目試験の判定点は(財)日本塗料検査協会「塗膜の評価基準」の標準判定写真によ
る。 

  表 3-2-33(1) 接着剤の規格ｺﾝｸﾘｰﾄ床版用 
表 3-2-33(2) ｼｰﾄ系床版防水層(流し貼り型､加熱溶着型､常温粘着型)ﾌﾟﾗｲﾏｰの品質  

  
[注 1]*1 適用する床版の種類に応じた下地剤を使用する  
*2 試験方法は JIS K6833-1,2,JIS K6387-1,2 などを参考に実施する  

3-2-6-11 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 
5.ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の施工 
受注者は､ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の施工については､｢舗装施工便覧 第9章 9-4-2ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装｣(日
本道路協会､平成18年2月)の規定による｡ 
6.接着剤の塗布 
(2)接着剤の規格は表3-2-29､表3-2-30を満足するものでなければならない｡ 
    表3-2-29 接着剤の規格鋼床版用 

項      目 
規 格 値 

試 験 法 
ゴムアスファルト系 

耐湿試験後の基盤目試験（点） 8 以上 JIS K5600 

［注］基盤目試験の判定点は(一財)日本塗料検査協会「塗膜の評価基準」の標準判定写真に
よる。 

    表3-2-30 接着剤の規格ｺﾝｸﾘｰﾄ床版用 
 
 
 
 

（シート防水 削除） 
 
 
 
 

 
 
諸基準類との整合 
 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
 
[R6] 
ｼｰﾄ防水削除 
 
 
番号修正[R7] 
国仕様書に表現統一 
 
 
 
 
 



栃木県土木工事共通仕様書 第 3 編 土木工事共通編  新旧対照表 

21 /35 

現行 土木工事共通仕様書 (令和 4 年版 HP 掲載) 改訂 土木工事共通仕様書 (令和 8 年版) 変更概要 

[注 2]と幕系床版防水層(ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型)のﾌﾟﾗｲﾏｰは上表の品質による 
(3)∼塗布し､その層を約 3 時間乾燥させた後に 1 層目の 
8.ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄの示方配合   
(1) 骨材の標準粒度範囲は表 3-2-34 に適合するものとする｡ 
    表 3-2-34 骨材の標準粒度範囲 
(2) 標準ｱｽﾌｧﾙﾄ量の規格は表 3-2-35 に適合するものとする｡ 
    表 3-2-35 標準ｱｽﾌｧﾙﾄ量 
9.設計ｱｽﾌｧﾙﾄ量の決定 
(1) 示方配合されたｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄにおけるｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物は表 3-2-36 の基準値を満足するも
のでなければならない｡  

    表 3-2-36 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄにおけるｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の基準値 
［注］試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。 
(2)ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の流動性については同一温度で同一のﾘｭｴﾙ流動性であっても施工方法や
敷きならし機械の重量などにより現場での施工法に差がでるので､ 

11.混合物の製造 
(1)ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄにおけるｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄの標準加熱温度は表 3-2-37 を満足するものとする｡  
     表 3-2-37 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄにおける標準加熱温度 
(2) ﾐｷｻ排出時の混合物の温度は､180∼220℃とする｡ 

13.目地工の施工 
(4) 成型目地材はそれを溶融して試験した時､注入目地材は､表 3-2-38 の規格を満足するもので
なければならない｡  
     表 3-2-38 目地材の規格 
[注]試験方法は､｢舗装調査･試験法便覧｣を参照する｡ 

 
(3)∼塗布し､その層を約3時間乾燥させた後に一層目の 
8.ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄの示方配合   
(1) 骨材の標準粒度範囲は表3-2-31に適合するものとする｡ 
    表3-2-31 骨材の標準粒度範囲 
(2) 標準ｱｽﾌｧﾙﾄ量の規格は表3-2-32に適合するものとする｡ 
    表3-2-32 標準ｱｽﾌｧﾙﾄ量 
9.設計ｱｽﾌｧﾙﾄ量の決定 

(1) 示方配合されたｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄにおけるｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物は表3-2-33の基準値を満足する
ものでなければならない｡  

     表3-2-33 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄにおけるｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の基準値 
［注］試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。 

(2)ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の流動性については同一温度で同一のﾘｭｴﾙ流動性であっても施工方法
や敷きならし機械の質量などにより現場での施工法に差がでるので､ 

11.混合物の製造 
(1)ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄにおけるｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄの標準加熱温度は表3-2-34を満足するものとする｡  
     表3-2-34 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄにおける標準加熱温度 
(2) ﾐｷｻｰ排出時の混合物の温度は､180∼220℃とする｡ 
13.目地工の施工 
(4) 成型目地材はそれを溶融して試験した時､注入目地材は､表3-2-35の規格を満足するもので
なければならない｡  
     表3-2-35 目地材の規格 
 

表記修正 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
 
番号修正[R7] 
 
 
太字追加 
 
国仕様書準拠 
[R3](諸基準類の改正) 
番号修正[R7] 
 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 

3-2-6-12 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 
3.ｾﾒﾝﾄ及び石灰安定処理の規定 
(2) 受注者は､施工に先立って､｢舗装調査･試験法便覧｣(日本道路協会､平成 19 年 6 月)に示され
る 
(3) 下層路盤､上層路盤に使用するｾﾒﾝﾄ及び石灰安定処理に使用するｾﾒﾝﾄ石灰安定処理混合物の
品質規格は､設計図書に示す場合を除き､表 3-2-39､表 3-2-40 の規格に適合するものとする｡ 
    表 3-2-39 安定処理路盤(下層路盤)の品質規格 
    表 3-2-40 安定処理路盤(上層路盤)の品質規格 
(4)受注者は､｢舗装調査･試験法便覧 ｣(日本道路協会､平成 19 年 6 月)に示される 
(15)受注者は､ｾﾒﾝﾄ及び石灰安定処理路盤を二層以上に施工する場合の縦継目の位置を 1 層仕上
がり厚さの 2 倍以上､横継目の位置は､1m 以上ずらさなければならない｡ 
4.加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理の規定 
(1) 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材は､表 3-2-41 に示すﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値に適合するものとす
る｡供試体の突固め回数は両面各々50 回とする｡ 

3-2-6-12 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 
3.ｾﾒﾝﾄ及び石灰安定処理の規定 
(2) 受注者は､施工に先立って､｢舗装調査･試験法便覧｣(日本道路協会､平成31 年3月)に示され
る 
(3) 下層路盤､上層路盤に使用するｾﾒﾝﾄ及び石灰安定処理に使用するｾﾒﾝﾄ石灰安定処理混合物
の品質規格は､設計図書に示す場合を除き､表3-2-36､表3-2-37の規格に適合するものとする｡ 
    表3-2-36 安定処理路盤(下層路盤)の品質規格 
    表3-2-37 安定処理路盤(上層路盤)の品質規格 
(4) 受注者は､｢舗装調査･試験法便覧｣(日本道路協会､平成31年3月)に示される 
(15) 受注者は､ｾﾒﾝﾄ及び石灰安定処理路盤を二層以上に施工する場合の縦継目の位置を一層仕
上がり厚さの2倍以上､横継目の位置は､1m以上ずらさなければならない｡ 
4.加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理の規定 

(1)加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材は､表3-2-38に示すﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値に適合するものとす
る｡供試体の突固め回数は両面各々50回とする 

 
 
諸基準類との整合 
 
 
番号修正[R7] 
 
 
諸基準類との整合 
表記修正 
 
 
番号修正 
 



栃木県土木工事共通仕様書 第 3 編 土木工事共通編  新旧対照表 

22 /35 

現行 土木工事共通仕様書 (令和 4 年版 HP 掲載) 改訂 土木工事共通仕様書 (令和 8 年版) 変更概要 

    表 3-2-41 ﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値 
(8)∼なお､ﾐｷｻｰでの混合時間は､ 
(15)受注者は､加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理混合物の敷均しにあたり､敷均し機械は施工条件に合った機
種のｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ､ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ､ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ等を選定しなければならない｡ 
(16)∼また､1 層の仕上がり厚さは 
6.ｺﾝｸﾘｰﾄの配合基準 
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装で使用するｺﾝｸﾘｰﾄの配合基準は､表 3-2-42 の規格に適合するものとする｡  
表 3-2-42 ｺﾝｸﾘｰﾄの配合基準 
7.材料の質量計量誤差  
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装で使用するｺﾝｸﾘｰﾄの材料の質量計量誤差は 1 回計量分量に対し､表 3-2-43 の許容誤
差の範囲内とする｡  
     表 3-2-43 計量誤差の許容値 

8.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の規定  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の練りまぜ､型枠の設置､ｺﾝｸﾘｰﾄの運搬･荷卸しにあたって､以下の各規定
に従わなければならない｡  
(1)受注者は､ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の施工にあたって使用する現場練りｺﾝｸﾘｰﾄの練りまぜには､強制
練りﾐｷｻまたは可傾式ﾐｷｻを使用しなければならない｡ 
(3) 受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの運搬は､材料ができるだけ分離しない方法で行い､練りまぜてから舗設開
始までの時間は､ 
9.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の敷均し､締固め規定 
(1)∼受注者は､暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ及び寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工にあたっては､｢舗装施工便覧第 8 章 8-4-10 暑
中及び寒中におけるｺﾝｸﾘｰﾄ版の施工｣(日本道路協会､平成 18 年 2 月)の規定によるものとし､第
1 編 1-1-1-4 第 1 項の施工計画書に､施工･養生方法等を記載しなければならない｡ 
 
10.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の鉄網設置の規定 
(1) 受注者は､鉄網を締固めるときに､たわませたり移動させたりしてはならない｡ 
 
12.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装のｺﾝｸﾘｰﾄ養生の規定 
(3) ∼ただし､これらにより難い場合は､第 1 編 1-1-1-4 第 1 項の施工計画書に､ 
13.転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の規定 
(2) 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装において､下層路盤､上層路盤にｾﾒﾝﾄ安定処理工を使用する場合､ｾﾒﾝﾄ安定処
理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き､表 3-2-39､表 3-2-40 に適合するものとする｡ 
(3)受注者は、「転圧コンクリート舗装技術指針（案）４－２配合条件」（日本道路協会、平成２
年11月）に基づいて配合条件を決定し、監督職員の承諾を得なければならない。 
(4)受注者は、「転圧コンクリート舗装技術指針（案）４－２配合条件」（日本道路協会、平成２
年11月）の一般的手順に従って配合設計を行い、 
∼示方配合の標準的な表し方は､設計図書に示さない場合は表 3-2-44 によるものとする｡ 
    表 3-2-44 示方配合表  

    表3-2-38 ﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値 
(8)∼なお､ﾐｷｻでの混合時間は 
(15) 受注者は､加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理混合物の敷均しにあたり､敷均し機械は施工条件に合った
機種のｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ､ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ､ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ等を選定しなければならない｡ 
(16)∼また､一層の仕上がり厚さは 
6.ｺﾝｸﾘｰﾄの配合基準  
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装で使用するｺﾝｸﾘｰﾄの配合基準は､表3-2-39の規格に適合するものとする｡  
     表3-2-39 ｺﾝｸﾘｰﾄの配合基準 
7.材料の質量計量誤差  
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装で使用するｺﾝｸﾘｰﾄの材料の質量計量誤差は1回計量分量に対し､表3-2-40許容誤差
の範囲内とする｡  
     表3-2-40 計量誤差の許容値 
8.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の規定  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の練混ぜ､型枠の設置､ｺﾝｸﾘｰﾄの運搬･荷卸しにあたって､以下の各規定に
従わなければならない｡  
(1)受注者は､ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の施工にあたって使用する現場練りｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜには､強制練
りﾐｷｻｰまたは可傾式ﾐｷｻｰを使用しなければならない｡ 
(3) 受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの運搬は､材料ができるだけ分離しない方法で行い､練り混ぜてから舗設
開始までの時間は､ 
9.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の敷均し､締固め規定 
(1)∼受注者は､暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ及び寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工にあたっては､｢舗装施工便覧 第8章 8-4-10 暑
中及び寒中におけるｺﾝｸﾘｰﾄ版の施工｣(日本道路協会､令和6年3月)の規定によるものとし､第1編
1-1-1-6第1項の施工計画書に､施工･養生方法等を記載しなければならない｡ 
10.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の鉄網設置の規定 
(1) 受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄを締固めるときに､鉄網をたわませたり移動させたりしてはならない｡ 
 
12.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装のｺﾝｸﾘｰﾄ養生の規定 
(3) ただし､これらにより難い場合は､第1編1-1-1-6第1項の施工計画書に､ 
13.転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の規定 
(2) 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装において､下層路盤､上層路盤にｾﾒﾝﾄ安定処理工を使用する場合､ｾﾒﾝﾄ安定
処理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き､表3-2-36､表3-2-37に適合するものとす
る｡ 
(3)受注者は、「転圧コンクリート舗装技術指針（案）４－２配合条件」（日本道路協会、平成
２年11月）に基づいて配合条件を決定し、監督職員の承諾を得なければならない。 
(4)受注者は、「転圧コンクリート舗装技術指針（案）４－２配合条件」（日本道路協会、平成
２年11月）の一般的手順に従って配合設計を行い、 
∼示方配合の標準的な表し方は､設計図書に示さない場合は表3-2-41によるものとする｡ 
    表3-2-41 示方配合表 

 
表記修正 
 
表記修正 
 
 
番号修正 
 
 
番号修正 
 
番号修正[R7] 
 
表記修正 
 
表記修正[R7] 
 
表記修正 
 
 
 
諸基準類の整合 
 
国仕様書準拠 
[H31](誤記修正) 
 
 
番号修正 
 
国仕様書準拠 
[R7](番号修正) 
 
太字修正 
 
太字修正 
 
国仕様書準拠 
[R3](JIS名称変更 
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(7) 受注者は､転圧ｺﾝｸﾘｰﾄの施工にあたって練りまぜ用ﾐｷｻとして､2 軸ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型､水平回転型､あ
るいは可傾式のいずれかのﾐｷｻを使用しなければならない｡ 
(8) 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄにおけるｺﾝｸﾘｰﾄの練りまぜ量は公称能力の 2/3 程度とするが､ 
(9)∼ただし､転圧ｺﾝｸﾘｰﾄを練りまぜてから 
14.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装目地の規定 
(9)注入目地材(加熱施工式)の品質は､表 3-2-45 を標準とする｡ 
    表 3-2-45 注入目地材(加熱施工式)の品質 

(7) 受注者は､転圧ｺﾝｸﾘｰﾄの施工にあたって練混ぜ用ﾐｷｻｰとして､2軸ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型､水平回転型､あ
るいは可傾式のいずれかのﾐｷｻｰを使用しなければならない｡ 
(8) 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄにおけるｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜ量は公称能力の2/3程度とするが､ 
(9)∼ただし､転圧ｺﾝｸﾘｰﾄを練り混ぜてから 
14.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装目地の規定 
(9) 注入目地材(加熱施工式)の品質は､表3-2-42を標準とする｡  
表3-2-42 注入目地材(加熱施工式)の品質 

：ﾐｷｻｰ) 
 
表記修正 
 
 
 
番号修正 

3-2-6-12 薄層ｶﾗｰ舗装 
4.使用機械汚れの除去  
受注者は､使用済み合材等により､色合いが悪くなるおそれのある場合には､事前にﾌﾟﾗﾝﾄ､ﾀﾞﾝﾌﾟ
ﾄﾗｯｸ､ﾌｨﾆｯｼｬｰの汚れを除去するよう洗浄しなければならない｡ 

3-2-6-13 薄層ｶﾗｰ舗装工 
4.使用機械汚れの除去  
受注者は､使用済み合材等により､色合いが悪くなるおそれのある場合には､事前にﾌﾟﾗﾝﾄ､ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ､ﾌｨﾆｯｼｬの汚れを除去するよう洗浄しなければならない｡ 

 
 
 
表記修正 

3-2-6-14 ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 
4.ﾌﾞﾛｯｸ舗装工の規定 
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工の施工については､｢舗装施工便覧第 9 章 9-4-8 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装｣(日本道路協
会､平成 18 年 2 月)の施工の規定､視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ設置指針･同解説第 4 章施工(日本道路
協会､昭和 60 年 9 月)の規定による｡ 

3-2-6-14 ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 
4.ﾌﾞﾛｯｸ舗装工の規定 
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工の施工については､｢舗装施工便覧第 9 章 9-4-8 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装｣(日本道路協
会､平成 18 年 2 月)の施工の規定､「視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ設置指針･同解説第 4 章施工」(日
本道路協会､昭和 60 年 9 月)の規定による｡ 

 
 
太字修正 

3-2-6-16 舗装打換え工 
1.既設舗装の撤去   
(2) 受注者は､施工中､既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸念がある
場合や､計画撤去層により下層に不良部分が発見された場合には､ 
2.舗設  
受信者は､ 

3-2-6-16 舗装打換え工 
1.既設舗装の撤去 
(2)受注者は､施工中､既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸念がある
場合や､計画撤去層より下層に不良部分が発見された場合には､ 
2.舗設  
受注者は､ 

 
国仕様書準拠 
[H31](誤記修正) 
 
国仕様書修正[R5] 
(誤記修正) 

3-2-6-18 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 
9.ﾊﾟｯﾁﾝｸの施工の時期､箇所等 
12.ｸﾗｯｸ処理の施工  
受注者は､ｸﾗｯｸ処理の施工に先立ち､ひび割れ中のｺﾞﾐ､ 

3-2-6-18 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 
9.ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞの施工の時期､箇所等 
12.ｸﾗｯｸ処理の施工  
受注者は､ｸﾗｯｸ処理の施工に先立ち､ひび割れ中のごみ､ 

 
表記修正 

3-2-7-4 表層安定処理工 
3.表層安定処理 
なお､受注者は､生石灰の貯蔵量が 500 ㎏越える場合は､ 
５.サンドマット（海上） 
受注者は、サンドマット（海上）にあたっては、潮流を考慮し砂を所定の箇所へ投下しなけれ
ばならない。 

3-2-7-4 表層安定処理工 
3.表層安定処理 

なお､受注者は､生石灰の貯蔵量が500㎏超える場合は､ 
５.サンドマット（湖沼） 
受注者は、サンドマット（湖沼）にあたっては、潮流を考慮し砂を所定の箇所へ投下しなけ
ればならない。 

 
 
誤記 
 
表記修正（海上→湖沼） 

第 7 節 地盤改良工 
3-2-7-5 ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工 
4.既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の規定 
(8) 杭の施工については､以下の各号の規定によるものとする｡  
①受注者は､杭の適用範囲､杭の取扱い､杭の施工法分類は JIS A 7201(遠心力ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工

第 7 節 地盤改良工 
3-2-7-5 ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工 
4.既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の規定 

(8)杭の施工については､以下の各号の規定によるものとする｡  
①受注者は､杭の適用範囲､杭の取扱い､杭の施工法分類はJIS A 7201(既製ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標

 
 
 
国仕様書準拠[R4] 
(JIS改正) 
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標準)の規定による｡  
②受注者は､杭の打込み､埋込みは JIS A 7201(遠心力ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標準)の規定による｡  
③受注者は､杭の継手は JIS A 7201(遠心力ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標準)の規定による｡ 

準)の規定による｡  
②受注者は､杭の打込み､埋込みはJIS A 7201(既製ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標準)の規定による｡  
③受注者は､杭の継手はJIS A 7201(既製ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施工標準)の規定による｡ 

3-2-7-6 ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工 
1.一般事項  
受注者は､ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄの施工にあたり､砂のまき出しは均一に行い､均等に荷重をかけるようにしな
ければならない｡ 

3-2-7-6 ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工 
1.一般事項  
受注者は､ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄの施工にあたり､砂の巻出しは均一に行い､均等に荷重をかけるようにしな
ければならない｡ 

 
国仕様書準拠[R5] 
(表記修正) 

3-2-7-8 締固め改良工 
３.施工位置 
受注者は、海上におけるサンドコンパクションの施工にあたっては、設計図書に示された位置
に打設しなければならない。 

3-2-7-8 締固め改良工 
３.施工位置 
受注者は、湖沼におけるサンドコンパクションの施工にあたっては、設計図書に示された位
置に打設しなければならない。 

 
 
海上→湖沼 

3-2-7-9 固結工 
1.撹拌  
撹拌とは､粉体噴射撹拌､高圧噴射撹拌及びｽﾗﾘｰ撹拌を示すものとする｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.薬液注入工法 
7.薬液注入工事前の確認事項 
8.適用規定 

受注者は、薬液注入工を施工する場合には、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫
定指針」（昭和49年７月10日建設省官技発第160号）の規定による。 
9.施工管理等 
受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係わる施工管理等に
ついて」（平成２年９月 18 日建設省大臣官房技術調査室長通達）の規定による。 

3-2-7-9 固結工 
1.撹拌  
撹拌とは､粉体噴射撹拌､高圧噴射撹拌､ｽﾗﾘｰ撹拌及び中層混合処理を示すものとする｡ 
6.中層混合処理  
(1)改良材は､ｾﾒﾝﾄまたはｾﾒﾝﾄ系固化材とする｡  
なお､土質等によりこれにより難い場合は､監督職員と協議しなければならない｡  
(2)施工機械は､鉛直方向に撹拌混合が可能な撹拌混合機を用いることとする｡撹拌混合機とは､
ｱｰﾑ部に撹拌翼を有し､ﾌﾟﾗﾝﾄからの改良材を撹拌翼を用いて原地盤と撹拌混合することで地盤
改良を行う機能を有する機械である｡  
(3)受注者は､設計図書に示す改良天端高並びに範囲を撹拌混合しなければならない｡  
なお､現地状況によりこれにより難い場合は､監督職員と協議しなければならない｡  
施工後の改良天端高については､撹拌及び注入される改良材による盛上りが想定される場合､
工事着手前に盛上り土の処理(利用)方法について､監督職員と協議しなければならない｡ 
7.薬液注入工法 
8.薬液注入工事前の確認事項 
9.適用規定 
受注者は、薬液注入工を施工する場合には、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫
定指針」（昭和49年７月10日建設省官技発第160号）の規定による。 
10.施工管理等 
受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係る施工管理等につ
いて」（平成２年９月18日建設省大臣官房技術調査室長通達）の規定による。 

 
 
国仕様書準拠 
[H31](新規追加) 
 
 
 
 
 
 
 
 
番号修正 
 
 
太字修正 
 
 
国仕様書準拠 
[H31](誤記修正) 
太字修正 

第 9 節 構造物撤去工 
3-2-9-1 一般事項  
本節は､構造物撤去工として作業土工(床堀り･埋戻し)､ 

第 9 節 構造物撤去工 
3-2-9-1 一般事項  
本節は､構造物撤去工として作業土工(床掘り･埋戻し)､ 

 
 
表記修正 

3-2-9-3 構造物取壊し工 
6.根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去  

3-2-9-3 構造物取壊し工 
6.根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去  
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受注者は､根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去を行うにあたっては､根固めﾌﾞﾛｯｸに付着した土砂､泥土､ｺﾞﾐを現場
内において取り除いた後､運搬しなければならない｡ 

受注者は､根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去を行うにあたっては､根固めﾌﾞﾛｯｸに付着した土砂､泥土､ごみを現
場内において取り除いた後､運搬しなければならない｡ 

表記修正 

3-2-9-9 かご撤去工 
1.供用中の施設への影響防止  
受注者は､じゃかご､ふとんかごの撤去にあたっては､ｺﾞﾐを現場内において 

3-2-9-9 かご撤去工 
1.供用中の施設への影響防止  
受注者は､じゃかご､ふとんかごの撤去にあたっては､ごみを現場内において 

 
 
表記修正 

3-2-9-13 冬季安全施設撤去工 
3.道路交通への支障防止 

3-2-9-13 冬季安全施設撤去工 
3.道路交通への支障の防止 

 
表記修正 

3-2-9-14 骨材再生工 
1.骨材再生工の施工  
骨材再生工の施工については､設計図書に明示した場合を除き､第 1 編 1-1-1-18 建設副産物の
規定による｡ 
2.構造物の破砕 撤去 
4.他の部分の損傷防止  
受注者は､骨材再生工の施工については､施工箇所以外の部分に損傷や悪影響を与えないように
行なわなければならない｡ 
6.施工計画書 
∼留意して行なわなければならない｡   
8.施工ﾔｰﾄﾞの大きさ等の変更の協議  
受注者は､作業ﾔｰﾄﾞの大きさ及び適切な施工基盤面の設備方法について 

3-2-9-14 骨材再生工 
1.骨材再生工の施工  
骨材再生工の施工については､設計図書に明示した場合を除き､第1編1-1-1-20建設副産物の規
定による｡ 
2.構造物の破砕､撤去 
4.他の部分の損傷防止  
受注者は､骨材再生工の施工については､施工箇所以外の部分に損傷や悪影響を与えないよう
に行わなければならない｡ 
6.施工計画書 
∼留意して行わなければならない｡ 
8.施工ﾔｰﾄﾞの大きさ等の変更の協議  
受注者は､作業ﾔｰﾄﾞの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法について変 

 
 
番号修正 
 
 
 
誤記修正 
 
 
 
 
誤記修正 

3-2-9-15 運搬処理工 
1.工事現場発生品の規定  
工事の施工に伴い生じた工事現場発生品については､第 1 編 1-1-1-17 工事現場発生品の規定に
よる｡  
2.建設副産物の規定  
工事の施工に伴い生じた建設副産物については､第 1 編 1-1-1-18 建設副産物の規定による｡ 

3-2-9-15 運搬処理工 
1.工事現場発生品の規定  
工事の施工に伴い生じた工事現場発生品については､第1編1-1-1-19工事現場発生品の規定に
よる｡  
2.建設副産物の規定  
工事の施工に伴い生じた建設副産物については､第1編1-1-1-20建設副産物の規定による｡ 

 
 
番号修正 
 
 
番号修正 

第 10 節 仮設工 
3-2-10-1 一般事項 
1.適用工種  
本節は､仮設工として工事用道路工､仮橋･仮桟橋工､路面覆工､土留･仮締切工､砂防仮締切工､水
替工､地下水位低下工､地中連続壁工(壁式)､地中連続壁工(柱列式)､仮水路工､残土受入れ施設
工､作業ﾔｰﾄﾞ整備工､電力設備工､ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工､ﾄﾝﾈﾙ仮設備工､共同溝仮設備工､防塵対策
工､汚濁防止工､防護施設工､除雪工､雪寒施設工､法面吹付工その他これらに類する工種につい
て定める｡ 

第 10 節 仮設工 
3-2-10-1 一般事項 

1.適用工種  
本節は､仮設工として工事用道路工､仮橋･仮桟橋工､路面覆工､土留･仮締切工､砂防仮締切工､
水替工､地下水位低下工､地中連続壁工(壁式)､地中連続壁工(柱列式)､仮水路工､残土受入れ施設
工､作業ﾔｰﾄﾞ整備工､電力設備工､ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工､ﾄﾝﾈﾙ仮設備工､防塵対策工､汚濁防止工､防
護施設工､除雪工､雪寒施設工､法面吹付工､足場工､その他これらに類する工種について定め
る｡ 

 
 
 
 
 
国仕様書準拠[R5] 
(文言追加、削除) 
 

3-2-10-2 工事用道路工 
5.盛土部法面の整形  
受注者は､工事用道路の盛土部法面を整形を行う場合は､法面の崩壊が起こらないように締固め
なければならない｡ 

3-2-10-2 工事用道路工 
5.盛土部法面の整形  
受注者は､工事用道路の盛土部法面の整形する場合は､法面の崩壊が起こらないように締固め
なければならない｡ 

 
 
表記修正 
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3-2-10-5 土留･仮締切工 
3.適用規定  
受注者は､河川堤防の開削をともなう施工にあたり､仮締切を設置する場合には､国土交通省  仮
締切堤設置基準(案)の規定による｡ 
14.杭･矢板引抜き跡の埋戻し  
受注者は､仮設 H 鋼杭､鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で
充填しなければならない｡ 

3-2-10-5 土留･仮締切工 
3.適用規定  
受注者は､河川堤防の開削をともなう施工にあたり､仮締切を設置する場合には､｢仮締切堤設
置基準(案)｣(国土交通省､令和6年3月) の規定による｡ 
14.杭･矢板等の引抜跡の埋戻し  
受注者は､仮設 H 鋼杭､鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等
で充填しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[R7](諸基準類との整合) 
太字追加 
 
表記修正 

3-2-10-6 砂防仮締切工 
３.土砂締切の規定 
土砂締切の施工については、第１編第２章第３節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定によ
る。 

3-2-10-6 砂防仮締切工 
３.土砂締切の規定 
土砂締切の施工については、第１編第２章第３節河川土工・砂防土工の規定による。 

 
 
誤記修正 

3-2-10-8 地下水位低下工 
2.周辺被害の防止  
受注者は､周辺に井戸がある場合には､状況の確認につとめ被害を与えないようにしなければな
らない｡ 

3-2-10-8 地下水位低下工 
2.周辺被害の防止  
受注者は､周辺に井戸がある場合には､状況の確認に努め被害を与えないようにしなければな
らない｡ 

 
国仕様書準拠[R5] 
(表記修正) 

3-2-10-10 地中連続壁工(柱列式) 
5.芯材の挿入  
受注者は､芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には､孔曲り､固化材の凝結､余
掘り長さ不足､ｿｲﾙｾﾒﾝﾄの攪拌不良等の原因を調査し､ 

3-2-10-10 地中連続壁工(柱列式) 
5.芯材の挿入  
受注者は､芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には､孔曲り､固化材の凝結､
余掘り長さ不足､ｿｲﾙｾﾒﾝﾄの撹拌不良等の原因を調査し､ 

 
 
 
誤記修正 

3-2-10-15 ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工 
2.ｺﾝｸﾘｰﾄの練りまぜ  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの練りまぜにおいてはﾊﾞｯﾁﾐｷｻを用いなければならない｡ 

3-2-10-15 ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工 
2.ｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜ  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜにおいてはﾊﾞｯﾁﾐｷｻｰを用いなければならない｡ 

 
表記修正 

3-2-10-16 ﾄﾝﾈﾙ仮設備工 
2.ﾄﾝﾈﾙ照明設備の設置  
受注者は､ﾄﾝﾈﾙ照明設備を設置するにあたり､切羽等直接作業を行なう場所､ 
9.集じん装置の設置  
∼かつ､吸入性粉じんを含めた粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定しなけれ
ばならない｡ 
10.換気等の効果確認  
∼この際､粉じん濃度(吸入性粉じん濃度)目標ﾚﾍﾞﾙは 2 ㎎/m3 以下とし､掘削断面積が小さいた
め､2 ㎎/m3 を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管または必要な本数の風管の設置､必要な
容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては､可能な限り､2 ㎎/m3 に
近い値を粉じん濃度目標ﾚﾍﾞﾙとして設定し､当刻値を記録しておくこと｡ 

3-2-10-16 ﾄﾝﾈﾙ仮設備工 
2.ﾄﾝﾈﾙ照明設備の設置  
受注者は､ﾄﾝﾈﾙ照明設備を設置するにあたり､切羽等直接作業を行う場所､ 
9.集じん装置の設置  
∼かつ､ﾚｽﾋﾟﾗﾌﾞﾙ(吸入性)粉じんを含めた粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定
しなければならない｡ 
10.換気等の効果確認  
∼この際､粉じん濃度(吸入性粉じん濃度)目標ﾚﾍﾞﾙは2㎎/㎥以下とし､掘削断面が小さいため､2
㎎/㎥を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管または必要な本数の風管の設置､必要な容量の
集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては､可能な限り､2㎎/㎥に近い値
を粉じん濃度目標ﾚﾍﾞﾙとして設定し､当該値を記録しておくこと｡ 

 
 
表記修正 
 
 
国仕様書修正[R4] 
(諸基準類の改正) 
 
国仕様書修正[R4] 
(諸基準類の改正) 
 

3-2-10-23 足場工  
受注者は､足場工の施工にあたり､｢手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(厚生労働省 平成 21 年
4 月)｣ 

3-2-10-23 足場工  
受注者は､足場工の施工にあたり､｢手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣(厚生労働省､令和5年
12月) 

 
国仕様書準拠[R7] 
(諸基準類との整合) 
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第 12 節 工場製作工(共通) 
3-2-12-2 材料 
3.溶接材料  
受注者は､溶接材料の使用区分を表 3-2-46 に従って設定しなければならない｡  

表 3-2-46 溶接材料区分 
使用区分  使用する溶接材料  

強度の同じ鋼材を
溶接する場合 

母材の規格値と同等またはそれ以上の機械
的性質を有する溶接材料  

強度の異なる鋼材
を溶接する場合  

低強度側の母材の規格値と同等またはそれ
以上の機械的性質を有する溶接材料  

耐候性鋼と耐候性
鋼を溶接する場合  

母材と同等またはそれ以上の機械的性質､じ
ん性及び耐候性鋼を有する溶接材料  

なお､被覆ｱｰｸ溶接で施工する場合で以下の項目に該当する場合は､低水素系溶接棒を使用する
ものとする｡ 
(2) SM490 以上の鋼材を溶接する場合 
 
4.被覆ｱｰｸ溶接棒  
受注者は､被覆ｱｰｸ溶接棒を表 3-2-47 に従って乾燥させなければならない｡ 
    表 3-2-47 溶接棒乾燥の温度と時間 
5.ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接に用いるﾌﾗｯｸｽ  
 
受注者は､ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接に用いるﾌﾗｯｸｽを表 3-2-48 に従って乾燥させなければならない｡  
表 3-2-48 ﾌﾗｯｸｽの乾燥の温度と時間 
6.CO2 ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接に用いる CO2 ｶﾞｽ  
CO2 ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接に用いる CO2 ｶﾞｽは､JIS K 1106(液化二酸化炭素(液化炭酸ｶﾞｽ))に規定さ
れた 3 種を使用するもとのする｡ 
7.工場塗装工の材料 
(4)受注者は､多液形塗料の可使時間は､表 3-2-49 の基準を遵守しなければならない｡ 
表 3-2-49 多液形塗料の可使時間 
(5) ∼確認し、正常の場合使用することが出来る｡ 

第 12 節 工場製作工(共通) 
3-2-12-2 材料 

3.溶接材料 
受注者は､溶接材料の使用区分を表3-2-43に従って設定しなければならない｡  

表3-2-43 溶接材料区分 

使用区分  使用する溶接材料  

強度の同じ鋼材を
溶接する場合 

母材の規格値と同等またはそれ以上の機械的性質
(じん性を除く)を有する溶接材料  

強度の異なる鋼材
を溶接する場合  

低強度側の母材の規格値と同等またはそれ以上の
機械的性質(じん性を除く)を有する溶接材料  

耐候性鋼と耐候性
鋼を溶接する場合  

母材の要求値と同等またはそれ以上の機械的性
質､じん性及び耐候性鋼を有する溶接材料  

なお､被覆ｱｰｸ溶接で施工する場合で以下の項目に該当する場合は､低水素系溶接材料を使用す
るものとする｡ 
 (2) SM490､SM490Y､SM520､SBHS400､SM570及びSBHS500を溶接する場合 
 
4.被覆ｱｰｸ溶接棒  
受注者は､被覆ｱｰｸ溶接棒を表3-2-44に従って乾燥させなければならない｡  
     表3-2-44 溶接棒乾燥の温度と時間 
5.ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接に用いるﾌﾗｯｸｽ  
受注者は､ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接に用いるﾌﾗｯｸｽを表3-2-45に従って乾燥させなければならない｡  
     表3-2-45 ﾌﾗｯｸｽの乾燥の温度と時間 
6.CO2ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接に用いるCO2ｶﾞｽ  
CO2ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接に用いるCO2ｶﾞｽは､JIS K 1106(液化二酸化炭素(液化炭酸ｶﾞｽ))に規定され
た3種を使用するものとする｡ 
7.工場塗装工の材料 

(4)受注者は､多液型塗料の可使時間は､表3-2-46の基準を遵守しなければならない｡ 
 表3-2-46 多液形塗料の可使時間 

(5)～確認し､正常の場合使用することができる｡ 

 
 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準の改定) 
 
 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準の改定) 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
番号修正[R7] 
 
誤記修正 
 
誤記修正 
番号修正[R7] 
 
太字追加 
表記修正 
 

3-2-12-3 桁製作工 
1.製作加工 
(1) 原寸 
② 受注者は､上記①においてｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる原寸ｼｽﾃﾑ等を使用しない場合は､設計図書に関して
監督職員の承諾を得なければならない｡ 
(2)工作 
①∼また､連結板などの溶接されない部材についても除くものとする｡ 

3-2-12-3 桁製作工 
1.製作加工 
(1) 原寸 

②受注者は､上記①においてｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる原寸ｼｽﾃﾑ等を使用しない場合は監督職員の承諾を
得なければならない｡ 
(2)工作 

 

 
 
国仕様書準拠[R2] 
(実態に合わせて修正) 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
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なお､板取りに関する資料を保管し､工事完成時に提出しなければならない｡ただし､それ以外で
監督職員または検査職員からの請求があった場合は､速やかに提示しなければならない｡ 
③∼また､ﾌｨﾗｰ･ﾀｲﾌﾟﾚｰﾄ､形鋼､板厚 10 ㎜以下のｶﾞｾｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ及び補剛材は､せん断により切断し
てよいが､切断線に肩落ち､かえり､不揃い等のある場合は縁削りまたはｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げを行っ
て平滑に仕上げるものとする｡ 
④受注者は､塗装される主要部材において組立てた後に自由縁となる切断面の角は面取りを行
うものとし､ 
⑦受注者は､主要部材において冷間曲げ加工を行う場合､内側半径は板厚の 15 倍以上にしなけ
ればならない｡ 
 
ただし､JIS Z 2242(金属材料のｼｬﾙﾋﾟｰ衝撃試験方法)に規定するｼｬﾙﾋﾟｰ衝撃試験の結果が表 3-2-
50 に示す条件を満たし､かつ化学成分中の窒素が 0.006 %を超えない材料については､内側半径
を板厚の 7 倍以上または 5 倍以上とすることができる｡  
     表 3-2-50 ｼｬﾙﾋﾟｰ吸収ｴﾈﾙｷﾞｰに対する冷間曲げ加工半径の許容値 
(4)溶接施工試験  
2)SM490､SM490Y において､1 ﾊﾟｽの入熱量が 10,000J/mm を超える場合｡ 
 
2)溶接は､実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし､溶接姿勢は実際に行う姿勢のうち､最
も不利なもので行なうものとする｡ 
(5) 組立て 
∼また支材やｽﾄﾛﾝｸﾞﾊﾞｯｸ等の異材を母材に仮付けすることは避けるものとする｡ 
(6) 材片の組合わせ精度 
∼下記の値以上とすることができる｡ 
板厚方向の材片偏心:t≦50 薄い方の板厚の 10%以下 
(8) 予 熱  
受注者は､鋼種及び溶接方法に応じて､溶接線の両側 100mm 及びｱｰｸの前方 100mm 範囲の母材
を表 3-2-51 により予熱することを標準とする｡なお､鋼材の PCM 値を低減すれば予熱温度を低
減できる｡この場合の予熱温度は表 3-2-52 とする｡ 
    表 3-2-51 予熱温度の標準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお､板取りに関する資料を保管し､監督職員または検査職員からの請求があった場合は､速や
かに提示しなければならない｡ 
③∼また､ﾌｨﾗｰ･ﾀｲﾌﾟﾚｰﾄ､形鋼､板厚10㎜以下のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ及び補剛材等は､せん断により切断し
てよいが､切断線に肩落ち､かえり､不揃い等のある場合は縁削りまたはｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ仕上げを行っ
て平滑に仕上げるものとする｡ 
④受注者は､塗装等の防錆･防食を行う部材において､組立てた後に自由縁となる部材の角は面
取りを行うものとし､ 
⑦受注者は､主要部材において冷間曲げ加工を行う場合､内側半径は板厚の15倍以上にしなけ
ればならない｡  
なお､これにより難い場合は､設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない｡ 
ただし､JIS Z 2242(金属材料のｼｬﾙﾋﾟｰ衝撃試験方法)に規定するｼｬﾙﾋﾟｰ衝撃試験の結果が表3-2-
47に示す条件を満たし､かつ化学成分中の窒素が 0.006%を超えない材料については､内側半径
を板厚の7倍以上または5倍以上とすることができる｡  

表3-2-47 ｼｬﾙﾋﾟｰ吸収ｴﾈﾙｷﾞｰに対する冷間曲げ加工半径の許容値 
(4)溶接施工試験  

2)SBHS500､SBHS500W､SBHS400､SBHS400W､SM490Y及びSM490において､1 ﾊﾟｽの入熱量が
10,000J/㎜を超える場合 
2)溶接は､実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし､溶接姿勢は実際に行う姿勢のうち､ も
不利なもので行うものとする｡ 
(5) 組立て 
また支材やｽﾄﾛﾝｸﾞﾊﾞｯｸ等の異材を母材に溶接することは避けるものとする｡ 
(6) 材片の組合わせ精度 
∼以下の値以上とすることができる｡ 
板厚方向の材片の偏心:t≦50㎜薄い方の板厚の10%以下 
(8) 予熱  
受注者は､鋼種及び溶接方法に応じて､溶接線の両側100㎜範囲の母材を表3-2-49の条件を満た
す場合に限り､表3-2-48により予熱することを標準とする｡ なお､鋼材のPCM値を低減すれば予
熱温度を低減できる｡この場合の予熱温度は表3-2-50とする｡ 
    表3-2-48 予熱温度の標準 

鋼 種 溶 接 方 法 

予 熱 温 度(℃) 
板 厚 区 分(㎜) 

25 以下 
25 を超え 
40 以下 

40 を超え 
50 以下 

50 を 超 え
100 以下 

SBHS400 
SBHS400W 

SBHS500 
SBHS500W 

低酸素系の溶接棒
による被覆ｱｰｸ溶接 

予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接 
 ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接 

予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし 
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表3-2-49 予熱温度の標準を適用する場合のPCMの条件 
   （％） 

  鋼 種 
SMHS400 
SBHS400W 

SMHS500 
SBHS500W 

鋼材の 
板厚(mm) 

  

25 以下 
0.22 以下 0.20 以下 25 を超え 50 以下 

50 を超え 100 以下 

 表3-2-50 PCM値と予熱温度の標準 

PCM(%)  溶接方法  

予熱温度(℃) 

板厚区分(㎜) 

t≦25  25<t≦40  40<t≦100  

0.21  
SMAW  予熱なし  予熱なし  予熱なし  

GMAW,SAW  予熱なし  予熱なし  予熱なし  

0.22  
SMAW  予熱なし  予熱なし  予熱なし  

GMAW,SAW  予熱なし  予熱なし  予熱なし  

0.23  
SMAW  予熱なし  予熱なし  50  

GMAW,SAW  予熱なし  予熱なし  予熱なし  

0.24  
SMAW  予熱なし  予熱なし  50  

GMAW,SAW  予熱なし  予熱なし  予熱なし  

0.25  
SMAW  予熱なし  50  50  

GMAW,SAW  予熱なし  予熱なし  50  

0.26  
SMAW  予熱なし  50  80  

GMAW,SAW  予熱なし  予熱なし  50  

0.27  
SMAW  50  80  80  

GMAW,SAW  予熱なし  50  50  

0.28  
SMAW  50  80  100  

GMAW,SAW  50  50  80  

0.29  
SMAW  80  100  100  

GMAW,SAW  50  80  80  

 
 
 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
(諸基準の改定に伴う修正) 
 
 
 
 
国仕様書準拠 
[H31](表追加) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



栃木県土木工事共通仕様書 第 3 編 土木工事共通編  新旧対照表 

30 /35 
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(9)溶接施工上の注意 
②受注者は､開先溶接及び主桁のﾌﾗﾝｼﾞと腹板のすみ肉溶接等の施工にあたって､原則として部
材と同等な開先を有するｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞを取付け､溶接の始端及び終端が溶接する部材上に入らないよ
うにしなければならない｡  
 
 
なお､ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞは､溶接終了後ｶﾞｽ切断法によって除去し､ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げするものとする 
(11)溶接の検査  
①受注者は､工場で行う完全溶込み突合せ溶接継手のうち主要部材の突合わせ継手を､放射線透
過試験､超音波探傷試験で､表 3-2-53 に示す 
    表 3-2-53 主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率 

部  材  
1 検査ﾛｯﾄをｸﾞﾙｰﾌﾟ
分けする場合の 1 ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟの最大継手数  

放射線透過試験 超音波探傷試験 

撮影枚数 検査長さ 

引 張 部 材  
1 

1 枚 
(端部を含む)  

継手全長を 
原則とする  
  

圧 縮 部 材  
5 

1 枚 
(端部を含む) 

曲
げ
部 
材  

引張ﾌﾗﾝｼﾞ  
1 

1 枚 
(端部を含む) 

圧縮ﾌﾗﾝｼﾞ  
5 

1 枚 
(端部を含む) 

腹 
板  

応力に直角な
方向の継手  

1 
1 枚(引張側)  

応力に平行な
方向の継手  

1 
1 枚 
(端部含む)  

鋼  床  版  
1 

1 枚 
(端部を含む)  

 
②受注者は､現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち､鋼製橋脚のはり及び柱､主桁
のﾌﾗﾝｼﾞ及び腹板､鋼床版のﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの溶接部については､表 3-2-54 に示す非破壊試験に従い
行わなければならない｡ 
   表 3-2-54 現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験検査率 
④受注者は､溶接ﾋﾞｰﾄﾞ及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させてはならない｡割れの検
査は肉眼で行うものとするが､疑わしい場合には､磁粉探傷試験または浸透探傷試験により検査
するものとする｡  
⑤受注者は､主要部材の突合わせ継手及び断面を構成する T 継手､角継手に関しては､ﾋﾞｰﾄﾞ表面
にﾋﾟｯﾄを発生させてはならない｡ 

(9)溶接施工上の注意 
②受注者は､開先溶接及び主桁のﾌﾗﾝｼﾞと腹板のすみ肉溶接等の施工にあたって､原則として部
材と同等な開先を有するｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞを取付け､溶接の始端及び終端が溶接する部材上に入らない
ようにしなければならない｡  
ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞは､部材の溶接端部において所定の溶接品質を確保できる寸法形状の材片を使用する

ものとする｡  
なお､ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞは､溶接終了後ｶﾞｽ切断法によって除去し､ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ仕上げするものとする｡ 
(11)溶接の検査  
①受注者は､工場で行う完全溶込み突合せ溶接継手のうち主要部材の突合わせ継手を､放射線
透過試験､超音波探傷試験で､表3-2-51に示す 
    表3-2-51 主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率 

部  材  
1 検査ﾛｯﾄをｸﾞﾙｰﾌﾟ分
けする場合の 1 ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟの最大継手数  

放射線透過試験 超音波探傷試験 

撮影枚数 検査長さ 

引 張 部 材  
1 

1 枚(始端又は終端部
を含む)  

継手全長を 
原則する  
  

圧 縮 部 材  
5 

1 枚(始端又は終端部
を含む) 

曲
げ
部 
材  

引張ﾌﾗﾝｼﾞ  
1 

1 枚(始端又は終端部
を含む) 

圧縮ﾌﾗﾝｼﾞ  
5 

1 枚(始端又は終端部
を含む) 

腹 
板  

応力に直角な
方向の継手  

1 
1 枚(引張側) 

応力に平行な
方向の継手  

1 
1 枚(始端又は終端部
を含む) 

鋼  床  版  
1 

1 枚(始端又は終端部
を含む) 

 
②受注者は､現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち､鋼製橋脚のはり及び柱､主桁
のﾌﾗﾝｼﾞ及び腹板､鋼床版のﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの溶接部については､表3-2-52に示す非破壊試験に従い
行わなければならない｡ 
     表3-2-52 現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験検査率 
④受注者は､溶接ﾋﾞｰﾄﾞ及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させてはならない｡割れの検
査は､溶接線全線を対象として肉眼で行うものとするが､判定が困難な場合には､磁粉探傷試験
または浸透探傷試験により検査するものとする｡  
⑤受注者は､断面に考慮する突合せ溶接継手､十字溶接継手､T溶接継手､角溶接継手に関して
は､ﾋﾞｰﾄﾞ表面にﾋﾟｯﾄを発生させてはならない｡ 
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 2) 受注者は､ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄの深さを 0.5mm 以下とし､ 
⑥外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の
種類に応じたJIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及び認証） 
(12) 欠陥部の補修 
 ∼補修方法は､表 3-2-55 に示すとおり行なうものとする｡ 
   表 3-2-55 欠陥の補修方法 

 欠 陥 の 種 
類  

補 修 方 法  

5  ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ  ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰで削り整形する｡  

(13)ひずみとり  
∼｡ｶﾞｽ炎加熱法によって矯正する場合の鋼材表面温度及び冷却法は､表 3-2-56 によるものとす
る｡ 
      表 3-2-56 ｶﾞｽ炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法 
(14)仮組立て 
∼｡ただし､ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ仮組立などの他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場
合は､監督職員の承諾を得て実施できる｡ 
2.ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ  
(1)ﾎﾞﾙﾄ孔の径は､表 3-2-57 に示すとおりとする｡  
       表 3-2-57 ﾎﾞﾙﾄ孔の径 
(2)ﾎﾞﾙﾄ孔の径の許容差は､表 3-2-58 に示すとおりとする｡ 
      表 3-2-58 ﾎﾞﾙﾄ孔の径の許容差 
(3)仮組立て時のﾎﾞﾙﾄ孔の精度 
②受注者は､ﾎﾞﾙﾄ孔において貫通ｹﾞｰｼﾞの貫通率及び停止ｹﾞｰｼﾞの停止率を､表 3-2-59 のとおり
にしなければならない｡  

表 3-2-59 ﾎﾞﾙﾄ孔の貫通率及び停止率 

  2)受注者は､ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄの深さを設計上許容される値以下とし､ 
⑥外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験
の種類に応じたJIS Z 2305（非破壊試験技術者の資格及び認証） 
(12)欠陥部の補修 
 ∼補修方法は､表3-2-53に示すとおり行なうものとする｡ 
  表3-2-53 欠陥の補修方法 

 欠 陥 の 種 
類  

補 修 方 法  

5  ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ  ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰで削りを整形する｡  

(13)ひずみとり  
∼｡ｶﾞｽ炎加熱法によって矯正する場合の鋼材表面温度及び冷却法は､表3-2-54によるものとす
る｡ 
      表3-2-54 ｶﾞｽ炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法 
(14)仮組立て 

∼｡ただし､ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ仮組立などの他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場
合は､監督職員の承諾を得てこれに代えることができる｡ 
2.ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ  
(1)ﾎﾞﾙﾄ孔の径は､表3-2-55に示すとおりとする｡  
       表3-2-55 ﾎﾞﾙﾄ孔の径 
(2) ﾎﾞﾙﾄ孔の径の許容差は､表3-2-56に示すとおりとする｡ 
       表3-2-56 ﾎﾞﾙﾄ孔の径の許容差  
(3)仮組立て時のﾎﾞﾙﾄ孔の精度 
②受注者は､ﾎﾞﾙﾄ孔において貫通ｹﾞｰｼﾞの貫通率及び停止ｹﾞｰｼﾞの停止率を､表3-2-57のとおり
にしなければならない｡  
       表 3-2-57 ﾎﾞﾙﾄ孔の貫通率及び停止率 
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3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工 
1.製作加工  
(1)亜鉛めっき後に塗装仕上げをする場合  
①∼｡この場合､受注者は､めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければらない｡ 
②受注者は､亜鉛の付着量を JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27 の 275g/m2(両面付
着量)以上としなければならない｡その場合受注者は､亜鉛の付着量が前途以上であることを確
認しなければならない｡  
③受注者は､熱化性ｱｸﾘﾙ樹脂塗料を用いて､20μm 以上の塗膜厚で仕上げ塗装をしなければなら
ない｡  
(2)亜鉛めっき地肌のままの場合 
②受注者は､亜鉛の付着量をﾋﾞｰﾑ､ﾊﾟｲﾌﾟ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾊﾟﾄﾞﾙ､支柱の場合 JIS H 8641(溶融亜鉛めっ
き)2 種の(HDZ55)の 550g/m2(片面の付着量)以上とし､その他の部材(ｹｰﾌﾞﾙは除く)の場合は､同

3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工  
1.製作加工  
(1)亜鉛めっき後に塗装仕上げをする場合  
①∼｡この場合､受注者は､めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない｡ 
②受注者は､めっき付着量を両面で275g/㎡以上としなければならない｡その場合､受注者は､め
っき付着量が前述以上であることを確認しなければならない｡  
 
③受注者は､熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂塗料を用いて､20㎛以上の塗膜厚で仕上げ塗装をしなければな
らない｡  
(2)亜鉛めっき地肌のままの場合 
②受注者は､めっき付着量をﾋﾞｰﾑ､ﾊﾟｲﾌﾟ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾊﾟﾄﾞﾙ､支柱の場合JIS H 8641(溶融亜鉛めっ
き)(HDZT77)の77㎛(膜厚)以上とし､その他の部材(ｹｰﾌﾞﾙは除く)の場合は､同じく(HDZT49)の

 
誤記修正 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
(諸基準類の改正) 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
(諸基準類の改正) 
 
国仕様書準拠[R4] 
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じく 2 種(HDZ35)の 350g/m2(片面の付着量)以上としなければならない｡ 49㎛(膜厚)以上としなければならない｡ (JIS 改正) 
3-2-12-8 ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工 
2.ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄのねじの種類 ﾋﾟｯﾁ及び精度  
受注者は､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄのねじの種類､ﾋﾟｯﾁ及び精度は､表 3-2-60 によらなければならない｡  
表 3-2-60 ねじの種類､ﾋﾟｯﾁ及び精度 

ﾎﾞﾙﾄの呼び径  

68mm 以下  68mm をこえるもの  
 

3-2-12-8 ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工 
2.ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄのねじの種類ﾋﾟｯﾁ及び精度  
受注者は､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄのねじの種類､ﾋﾟｯﾁ及び精度は､表3-2-58によらなければならない｡  

表3-2-58 ねじの種類､ﾋﾟｯﾁ及び精度 

ﾎﾞﾙﾄの呼び径  

68 ㎜以下  68 ㎜を超えるもの  
 

 
 
番号修正 
 
 
国仕様書に表現統一 
 

3-2-12-9 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工 
1.製作加工 
∼仮置きする場合は､ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰにより､塗装を行なわなければならない｡ 

3-2-12-9 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工 
1.製作加工 
∼仮置きする場合は､ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰにより､塗装を行わなければならない｡ 

国仕様書に表現統一 
 

3-2-12-11 工場塗装工 
3.気温 湿度の条件  
受注者は､気温､湿度の条件が表 3-2-61 の塗装禁止条件を満足しない場合､ 
    表 3-2-61 塗装禁止条件 
8.塗料の準備  
受注者は､塗料を使用前に攪拌し､容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなければならな
い｡ 
12.検査 
(3) 受注者は､同一工事､同一塗装系及び同一塗装方法により塗装された 500m2 単位毎 25 点(1
点当たり 5 回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない｡ 
(5) 受注者は､膜厚測定器として電磁微厚計を使用しなければならない｡ 
(6)③塗膜厚測定値(5 回平均)の分布の標準偏差は､目標塗膜厚(合計値)の 20%を越えてはならな
い 
(7)∼｡また､受注者は､塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表(製造年月日､ﾛｯﾄ番号､色
採､数量を明記) 

3-2-12-11 工場塗装工 
3.気温湿度の条件  
受注者は､気温､湿度の条件が表3-2-59の塗装禁止条件に該当する場合､ 

表3-2-59 塗装禁止条件 
8.塗料の準備  
受注者は､塗料を使用前に撹拌し､容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなければならな
い｡ 
 
(3) 受注者は､同一工事､同一塗装系及び同一塗装方法により塗装された500㎡単位毎25点(1点
あたり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない｡ 
(5) 受注者は､膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない｡ 
(6)③塗膜厚測定値(5回平均)の分布の標準偏差は､目標塗膜厚(合計値)の20%を超えてはならな
い｡ 
(7) ∼｡また､受注者は､塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表(製造年月日､ﾛｯﾄ番号､色
彩､数量を明記)を確認し､ 

 
番号修正 
国仕様書準拠 
[H31](表記統一) 
番号修正 
 
誤記修正 
 
 
国仕様書に表現統一 
誤記 
国仕様書に表現統一 
誤記 

第 13 節 橋梁架設工 
3-2-13-1 一般事項  
本節は､橋梁仮設工として､ 

第13節 橋梁架設工  
3-2-13-1 一般事項  
本節は､橋梁架設工として､ 

 
誤記 

3-2-13-3 架設工(ｸﾚｰﾝ架設) 
2.桁架設  
(1)架設した主桁に､横倒れ防止の処置を行なわなければならない｡ 

3-2-13-3 架設工(ｸﾚｰﾝ架設) 
2.桁架設  
(1)架設した主桁に､横倒れ防止の処置を行わなければならない｡ 

国仕様書に表現統一 
 

第 14 節 法面工(共通) 
3-2-14-2 植生工 
6.耳芝 
耳芝とは､堤防等の法肩の崩れを防ぐために､法肩に沿って天端に巾 10∼15cm 程度の芝を立て
て入れたものとする｡ 

第14節 法面工(共通) 
3-2-14-2 植生工 
6.耳芝 
耳芝とは､堤防等の法肩の崩れを防ぐために､法肩に沿って天端に幅10∼15㎝程度の芝を立てて
入れたものとする｡ 

 
 
 
国仕様書に表現統一 
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国仕様書変更[R6] 
(現場実装との整合) 
 

3-2-14-3 吹付工 
4.補強用金網の設置  
∼｡また､金網の継手の重ね巾は､10cm 以上重ねなければならない｡ 
9.層間はく離の防止  
受注者は､吹付けを 2 層以上に分けて行う場合には､ 

3-2-14-3 吹付工 
4.補強用金網の設置  
∼｡また､金網の継手の重ね幅は､10㎝以上重ねなければならない｡ 
9.層間はく離の防止  
受注者は､吹付けを二層以上に分けて行う場合には､ 

国仕様書に表現統一 
 

3-2-14-4 法枠工 
2.法枠工の盛土面施工  
受注者は､法枠工を盛土面に施工するにあたり､盛土表面を締固め､平滑に仕上げなければなら
ない｡法面を平坦に仕上げた後に部材を法面に定着し､ 
4.法枠工の基面処理の施工   
∼｡なお､浮石が大きく取除くことが困難な場合には､ 
18.層間はく離の防止  
受注者は､吹付けを 2 層以上に分けて行う場合には､ 

3-2-14-4 法枠工 
2.法枠工の盛土面施工  
受注者は､法枠工を盛土面に施工するにあたり､盛土表面を締固め､平坦に仕上げなければなら
ない｡法面を平坦に仕上げた後に部材を法面に定着し､ 
4.法枠工の基面処理の施工   

なお､浮石が大きく取り除くことが困難な場合には､ 
18.層間はく離の防止  
受注者は､吹付けを二層以上に分けて行う場合には､ 

国仕様書に表現統一 
 

3-2-14-5 法面施肥工 
3.支障物の撤去 
受注者は､施肥の施工に支障となるｺﾞﾐ等を撤去した後､ 

3-2-14-5 法面施肥工 
3.支障物の撤去  
受注者は､施肥の施工に支障となるごみ等を撤去した後､ 

国仕様書に表現統一 

3-2-14-6 ｱﾝｶｰ工 
10.孔内ｸﾞﾗｳﾄ   
受注者は､孔内ｸﾞﾗｳﾄに際しては､設計図書に示されたｸﾞﾗｳﾄを最低部から注入するものとし､削
孔内の排水および排気を確実に行い所定のｸﾞﾗｳﾄが孔口から排出されるまで∼ 
11.ｱﾝｶｰの緊張･定着  
受注者は､ｱﾝｶｰの緊張･定着についてはｸﾞﾗｳﾄが所定の強度に達したのち緊張力を与え､適正試

3-2-14-6 ｱﾝｶｰ工 
10.孔内ｸﾞﾗｳﾄ  
受注者は､孔内ｸﾞﾗｳﾄに際しては､設計図書に示されたｸﾞﾗｳﾄを 低部から注入するものとし､削孔
内の排水及び排気を確実に行い所定のｸﾞﾗｳﾄが孔口から排出されるまで∼ 
11.ｱﾝｶｰの緊張･定着  
受注者は､ｱﾝｶｰの緊張･定着についてはｸﾞﾗｳﾄが所定の強度に達したのち緊張力を与え､適性試

国仕様書に表現統一 
 
 
誤記 
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験､確認試験､定着時緊張力確認試験等により､変位特性を確認し､所定の有効緊張力が得られる
よう緊張力を与えなければならない｡ 
なお、試験方法は ｢ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ設計･施工基準､同解説 第 8 章試験(地盤工学会､平成 24 年 5
月)｣による。 

験､確認試験､定着時緊張力確認試験等により､変位特性を確認し､所定の有効緊張力が与えら
れるよう緊張力を与えなければならない｡ 
なお、試験方法は ｢ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ設計･施工基準､同解説 第8章試験｣(地盤工学会、平成24年5
月）による。 

3-2-14-7 かご工 
2.詰石 
∼｡なお､じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が､偏平にならないようにしなければならない｡ 

3-2-14-7 かご工 
2.詰石 
∼｡なお､じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が､扁平にならないようにしなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](表記統一) 

第 15 節 擁壁工(共通) 
3-2-15-3 補強土壁工 
3. .伐開除根  
受注者は､第 1 層の補強材の敷設に先立ち､現地盤の伐開除根及び不陸の整地を行なうとともに､ 
9.盛土材の敷き均し及び締固め  
∼｡まき出し及び締固めは､ 

第 15 節 擁壁工(共通) 
3-2-15-3 補強土壁工 

3.伐開除根  
受注者は､第一層の補強材の敷設に先立ち､現地盤の伐開除根及び不陸の整地を行うとともに､ 
9.盛土材の敷均し及び締固め  
∼｡巻出し及び締固めは､ 

 
 
 
国仕様書に表現統一 
国仕様書修正[R5] 
(表記修正) 

3-2-16-3 浚渫船運転工 
３.計画深度の施工 
受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船）の施工においては、施工
中は絶えず水位または潮位の変化に注意し、計画深度を誤らないようにしなければならない。 

3-2-16-3 浚渫船運転工 
３.計画深度の施工 
受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船）の施工においては、施
工中は絶えず水位の変化に注意し、計画深度を誤らないようにしなければならない。 

 
「潮位」削除 
 

第 17 節 植栽維持工 
3-2-17-2 材料 
1.一般事項 
∼｡なお､薬剤については農薬取締法(平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)に基づくものでなければ
ならない｡ 
4.樹木類の受入検査 
∼｡また､必要に応じ現地(栽培地)において監督職員が確認を行うが､この場合監督職員が確認し
てもその後の掘取り､荷造り､運搬等により 

第 17 節 植栽維持工 
3-2-17-2 材料 
1.一般事項 
なお､薬剤については農薬取締法(令和5年5月改正 法律第36号)に基づくものでなければならな
い｡ 
4.樹木類の受入検査 
∼｡また､必要に応じ現地(栽培地)において監督職員が確認を行うが､この場合監督職員が確認し
てもその後の掘取り､荷造り､運搬等により 

 
 
適用基準改訂 
 
国仕様書に表現統一 

3-2-17-3 樹木･芝生管理工 
1.樹木･芝生管理工の施工   
受注者は､樹木･芝生管理工の施工については､時期､箇所について監督職員より指示をうけるも
のとし 
2.剪定の施工  
受注者は､剪定の施工にあたり､｢ﾁｪｰﾝｿｰによる伐木等作業の安全に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣の策定につ
いて(厚生労働省令和 2 年 1 月)によるものとし､各樹種の特性及び施工箇所に合った剪定形式に
より行なわなければならない｡ 
4.剪定､芝刈､雑草抜き取り等の施工  
受注者は､剪定､芝刈､雑草抜き取り､植付けの施工にあたり､ 
15.幹巻き 
受注者は､幹巻きする場合は､こもまたはわらを使用する場合､わら繩またはｼｭﾛ縄で巻き上げる

3-2-17-3 樹木･芝生管理工 
1.樹木･芝生管理工の施工  
受注者は､樹木･芝生管理工の施工については､時期､箇所について監督職員より指示を受ける
ものとし､ 
2.剪定の施工  
受注者は､剪定の施工にあたり､｢ﾁｪｰﾝｿｰによる伐木等作業の安全に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣の改正に
ついて(厚生労働省 令和2年1月)によるものとし､各樹種の特性及び施工箇所に合った剪定形式
により行わなければならない｡ 
4.剪定､芝刈､雑草抜き取り(抜根)等の施工  
受注者は､剪定､芝刈､雑草抜き取り(抜根)､植付けの施工にあたり､ 
15.幹巻き 
受注者は､幹巻きする場合は､こもまたはわらを使用する場合､わら繩またはしゅろ縄で巻き上

 
 
国仕様書修正[R5] 
(表記修正) 
 
国仕様書修正[R5] 
 
 
国仕様書準拠[R3] 
(施工実態を踏まえた規定の追加) 
 
国仕様書準拠 
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ものとし､ 
16.支柱の設置 
∼｡また､樹幹と支柱との取付け部については､杉皮等を巻きｼｭﾛ縄を用いて動かぬよう結束しな
ければならない｡ 
19.施肥の施工前作業  
受注者は､施肥の施工については､施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やｺﾞﾐ等の除去
及び除草を行わなければならない｡ 

げるものとし､ 
16.支柱の設置 

∼｡また､樹幹と支柱との取付け部については､杉皮等を巻きしゅろ縄を用いて動かぬよう結束
しなければならない｡ 
19.施肥の施工前作業  
受注者は､施肥の施工については､施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やごみ等の除
去及び除草を行わなければならない｡ 

[R3](表記統一) 
 
国仕様書準拠 
[R3](表記統一) 
 
国仕様書準拠 
[R3](表記統一) 

第 18 節 床版工 
3-2-18-2 床版工 
1.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 
(4)受注者は､ｽﾍﾟｰｻｰについては､ｺﾝｸﾘｰﾄ製もしくはﾓﾙﾀﾙ製を使用するのを原則とし､本体ｺﾝｸﾘｰﾄ
と同等の品質を有するものとしなければならない｡  
なお､それ以外のｽﾍﾟｰｻｰを使用する場合はあらかじめ設計図書に関して監督職員と協議しなけ
ればならない｡ｽﾍﾟｰｻｰは､1m2 あたり 4 個を配置の目安とし､組立及びｺﾝｸﾘｰﾄの打込中､その形状
を保つものとする｡ 
(11) ∼､鋼桁部材や下部工にｺﾝｸﾘｰﾄ片､木片等の残材を残さないよう後片付け(第 1 編 1-1-1-28
後片付け)を行なわなければならない｡ 

第 18 節 床版工 
3-2-18-2 床版工 
1.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

(4)受注者は､ｽﾍﾟｰｻについては､ｺﾝｸﾘｰﾄ製もしくはﾓﾙﾀﾙ製を使用するのを原則とし､本体ｺﾝｸﾘｰﾄ
と同等の品質を有するものとしなければならない｡  
なお､それ以外のｽﾍﾟｰｻを使用する場合はあらかじめ設計図書に関して監督職員と協議しなけ
ればならない｡ｽﾍﾟｰｻは､1㎡あたり4個を配置の目安とし､組立及びｺﾝｸﾘｰﾄの打込中､その形状を
保つものとする｡ 
(11) ∼､鋼桁部材や下部工にｺﾝｸﾘｰﾄ片､木片等の残材を残さないよう後片付け(第1編1-1-31後片
付け)を行わなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[R3](スペーサ) 
 
 
国仕様書準拠 
[R3](スペーサ) 
番号修正[R7] 
誤記修正 

 
 
 



栃木県土木工事共通仕様書 第４編 公園編  新旧対照表 

1/ 1 

現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 

第４編 公 園 編 

適用する仕様書については下記による。 

（１）国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 公園緑地工事共通仕様書
（平成３０年度版） 
（２）国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 公園緑地工事施工管理基準
（平成３０年度版） 
なお、記載がない出来型管理基準及び規格値等については、本仕様書によるものとする。 

第４編 公 園 編 

適用する仕様書については下記による。 

（１）国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 公園緑地工事共通仕様書
（令和７年５月） 
（２）国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 公園緑地工事施工管理基準
（令和７年５月） 
なお、記載がない出来型管理基準及び規格値等については、本仕様書によるものとする。 

適用基準改訂 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 

第５編 下 水 道 編 

適用する仕様書については下記による。 

公益社団法人日本下水道協会 下水道土木工事必携（案）2014 年版 

なお、記載がない出来型管理基準及び規格値等については、本仕様書によるものとする。 

第５編 下 水 道 編 

適用する仕様書については下記による。 

公益社団法人日本下水道協会 下水道土木工事必携（案）2021 年版 

なお、記載がない出来型管理基準及び規格値等については、本仕様書によるものとする。 

適用基準改訂 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 

第1節 適用 
５.水位、潮位の観測
受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
６.河積阻害等の防止
受注者は、河川工事の仮締切、瀬がえ等において、

第1節 適用 
５.水位の観測
受注者は、河川工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
6.河積阻害等の防止
受注者は、河川工事の仮締切、瀬替え等において、

「潮位」削除 

国仕様書準拠[R5](誤記) 
第２節 適用すべき諸基準 
国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成 26 年 12 月一部改正） 

第２節 適用すべき諸基準 
国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （令和6年3月一部改正） 適用基準改訂 

6-1-7-2 材料
表 6-1-1 純ポリ塩化ビニール：（厚さ:１mm、色：透明）
表 6-1-2  エチレン酢酸ビニール（厚さ:１mm、色：透明）の品質規格

表 6-1-4 止水材の品質規格 

試験項目 単 位 規格値 試  験  方  法 

引張強さ 
N/mm2 

(kgf/m) 

11.8 以上 日本工業規格(JIS) で規定されてい
る各材料ごとの試験方法による。 

6-1-7-2 材料
表6-1-1 純ポリ塩化ビニル：（厚さ:１㎜、色：透明）
表6-1-2 エチレン酢酸ビニル（厚さ:１㎜、色：透明）の品質規格

表6-1-4 止水材の品質規格 

試験項目 単 位 規格値 試  験  方  法 

引張強さ 
N/mm2 

(kgf/m) 

11.8 以上 日本産業規格(JIS) で規定されてい
る各材料ごとの試験方法による。  

国仕様書準拠 
(表記統一) 

JIS 名称改訂 

6-1-7-12 覆土工
覆土工の施工については、第１編第２章第３節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。

6-1-7-12 覆土工
覆土工の施工については、第１編第２章第３節河川土工・砂防土工の規定による。 誤記修正 

第 9 節 根固め工 
6-1-9-3 根固めﾌﾞﾛｯｸ工
根固めﾌﾞﾛｯｸ工の施工については､第 3 編第 3-2-3-17 根固めﾌﾞﾛｯｸ工の規定による｡

第9節 根固め工 
6-1-9-3 根固めﾌﾞﾛｯｸ工
根固めﾌﾞﾛｯｸ工の施工については､第3編3-2-3-17根固めﾌﾞﾛｯｸ工の規定による｡ 誤記修正 

6-1-9-4 間詰工
1.適用規定
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄの施工については､第 1 編 3 章無筋･鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄの規定による｡

6-1-9-4 間詰工
1.適用規定
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄの施工については､第1編第3章無筋･鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄの規定による｡ 誤記修正 

6-1-12-2 境界工
2.掘削困難な場合の処置
受注者は､境界杭の埋設箇所が岩盤等で､設計図書に示す深さまで掘削することが困難な場合は､
設計図書に関して監督職員と協議しなければならない｡
３.設置位置
受注者は、境界杭の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭の中心点を用地境界線上
に一致させ、杭頭は原則として地面より２０㎝露出させ頭部約１０㎝を赤で着色し、「栃木県」
の文字が内側（官地側）になるようにしなければならない。

6-1-12-2 境界工
2.掘削困難な場合の処置
受注者は､境界杭の埋設箇所が岩盤等で､設計図書に示す深さまで掘削することが困難な場合は､
設計図書に関して監督職員と協議しなければならない｡
3.設置位置
受注者は、境界杭の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示す中心点または
矢印先端部を用地境界線と一致させ、杭頭は原則として地面より２０㎝露出させ頭部約１０㎝を
赤で着色し、「栃木県」の文字が内側（官地側）になるようにしなければならない。

国仕様書準拠 
(表記統一) 

6-1-13-3 配管工
２.単管の配管
受注者は、単管の場合には、スペーサー等を用いて敷設間隔が均一となるよう施工しなければな
らない。

6-1-13-3 配管工
2.単管の配管
受注者は、単管の場合には、スペーサ等を用いて敷設間隔が均一となるよう施工しなければなら
ない。

国仕様書準拠 
(表記統一) 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 

第 2 節 適用すべき諸基準  
第１節 適用 
４.水位、潮位の観測 
受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 
第2節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､関係基準によらなければならない｡ 

第2章 浚渫（河川） 
第１節 適用 
４.水位の観測 
受注者は、河川工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 
第2節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､関係基準等によらなければならな
い｡ 

 
 
 
「潮位」削除 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

6-2-3-1 一般事項 
６.水象・気象の調査 
受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・
気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。 

6-2-3-1 一般事項 
６.水象・気象の調査 
受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位及び流速・風浪等の水象・気象の
施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。 

 
 
「潮位」削除 
 

6-2-4-1 一般事項 
６.水象・気象の調査  
受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・
気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。 

6-2-4-1 一般事項 
６.水象・気象の調査  
受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位及び流速・風浪等の水象・気象の
施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。 

 
 
「潮位」削除 
 

6-2-4-3 作業船運転工  
受注者は､浚渫にあたり揚錨船､交通船､警戒船等の作業するにあたり第 1 編 1-1-1-4 施工計画書
第 1 項の施工計画の記載内容に加えて以下の事項を記載しなければならない｡ 

6-2-4-3 作業船運転工  
受注者は､浚渫にあたり揚錨船､交通船､警戒船等の作業するにあたり第1編1-1-1-6施工計画書第
1項の施工計画の記載内容に加えて以下の事項を記載しなければならない｡  

 
番号修正[R7] 

6-2-5-1 一般事項 
６.水象・気象の調査 
受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・
気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。 

6-2-5-1 一般事項 
６.水象・気象の調査 
受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位及び流速・風浪等の水象・気象の
施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。 

 
 
「潮位」削除 
 

第 3 章 樋門・樋管 
第 1 節 適用 
５.水位、潮位の観測 
受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 
第 2 節 適用すべき諸基準 
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。 
国土交通省 仮締切堤設置基準（案）  （平成 26 年 12 月一部改正） 
建設省 河川砂防技術基準（案）      （平成９年 10 月） 
国土交通省 機械工事共通仕様書（案）   （平成 25 年３月） 
国土交通省 機械工事施工管理基準（案）   （平成 22 年４月） 

第3章 樋門・樋管 
第1節 適用 
５.水位、潮位の観測 
受注者は、河川工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 
第2節 適用すべき諸基準 
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。 
国土交通省 仮締切堤設置基準（案）     （令和6年3月一部改正） 
国土交通省 河川砂防技術基準        （令和7年10月） 
国土交通省 機械工事共通仕様書（案）    （令和7年3月） 
国土交通省 機械工事施工管理基準（案）    （令和3年3月） 

 
 
 
「潮位」削除 
 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 
 
適用基準改訂 

6-3-5-1 一般事項 
1.適用工種  
本節は､樋門･樋管本体工として作業土工(床堀り､埋戻し)､既製杭工､場所打杭工､矢板工､函渠工､
翼壁工､水叩工その他これらに類する工種について定める｡ 

6-3-5-1 一般事項 
1.適用工種  
本節は､樋門･樋管本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)､既製杭工､場所打杭工､矢板工､函渠工､
翼壁工､水叩工その他これらに類する工種について定める｡ 

 
 
誤記修正 
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現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 

６.樋門・樋管の止水板  
受注者は、樋門・樋管の止水板については、塩化ビニール製止水板を用いるが、変位の大きな場
合にはゴム製止水板としなければならない。 

6.樋門・樋管の止水板  
受注者は、樋門・樋管の止水板については、塩化ビニル製止水板を用いるが、変位の大きな場合
にはゴム製止水板としなければならない。 

 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

6-3-5-6 函渠工 
5.ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟの布設 
(1)布設するｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟの基床及び裏込め土は､砂質土または砂とし受注者は､ 

6-3-5-6 函渠工 
5.ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟの布設 
(1)布設するｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟの基床及び裏込め土は､砂質土または砂とし､受注者は､ 

 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

6.ｺﾝｸﾘｰﾄ構造の樋門及び樋管 
(7)受注者は、プレキャスト工法等で底版と均しコンクリートの間に空隙が残ることがさけられ
ない場合には～ 
7.鋼管の布設 
⑤降雨等で表面が濡れてるとき。 
8.ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管の布設 
(4) 受注者は､管の据付け前に管の内外に異物等がないことを確かめた上で､ﾒｰｶｰの表示ﾏｰｸの中
心部分を管頂にして据付けなければならない｡ 

6.ｺﾝｸﾘｰﾄ構造の樋門及び樋管 
(7)受注者は、プレキャスト工法等で底版と均しコンクリートの間に空隙が残ることが避けられ
ない場合には～ 
7.鋼管の布設 
⑤降雨等で表面が濡れているとき。 
8.ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管の布設 
(4)受注者は､管の据付け前に管の内外に異物等がないことを確認した上で､ﾒｰｶｰの表示ﾏｰｸの中
心部分を管頂にして据付けなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[R5](誤植) 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 
 

第 7 節 水路工  
6-3-7-1 一般事項  
本節は､水路工として作業土工(床堀り､埋戻し)､側溝工､集水桝工､暗渠工､樋門接続暗渠工その他
これらに類する工種について定める｡ 

第7節 水路工  
6-3-7-1 一般事項  
本節は､水路工として作業土工(床掘り・埋戻し)､側溝工､集水桝工､暗渠工､樋門接続暗渠工その
他これらに類する工種について定める｡ 

 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

6-3-8-4 境界工 
3.杭(鋲)の設置  
受注者は､杭(鋲)の設置にあたっては､設計図書に示す場合を除き､杭頭部に示す中心点又は矢印
先端部を用地境界線と一致させ､杭頭は原則として地面より 20 ㎝ 露出させ頭部約 10 ㎝を赤で
着色し､｢栃木県｣の文字が内側(官地側)になるようにしなければならない｡ 

6-3-8-4 境界工 
3.杭(鋲)の設置  
受注者は､杭(鋲)の設置にあたっては､設計図書に示す場合を除き､杭頭部に示す中心点または矢
印先端部を用地境界線と一致させ､杭頭は原則として地面より20㎝ 露出させ頭部約10㎝を赤で
着色し､｢栃木県｣の文字が内側(官地側)になるようにしなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

第 2 節 適用すべき基準 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)    (平成 26 年 12 月一部改正) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)  (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編)  (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋･ｺﾝｸﾘｰﾄ部材編)(平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅳ下部構造編)    (平成 29 年 11 月) 
国土交通省 機械工事施工管理基準(案)   (平 22 年 4 月) 
国土交通省 機械工事塗装要領(案)･同解説   (平成 22 年 4 月) 
日本道路協会 道路橋支承便覧    (平成 16 年 4 月) 

第 2 節 適用すべき基準 
 
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)     (令和6年3月一部改正) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編)  (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋･ｺﾝｸﾘｰﾄ部材編) (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅳ下部構造編)   (令和 7 年 10 月) 
国土交通省 機械工事施工管理基準(案)    (令和3年3月)  
国土交通省 機械工事塗装要領(案)･同解説    (令和3年3月) 
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成30年12月) 

 
適用基準改訂 

6-4-3-6 鋼製排水管製作工  
1.製作加工  
(1)受注者は､排水管及び取付金具の防食ついては､設計図書によらなければならない｡  

6-4-3-6 鋼製排水管製作工  
鋼製排水管製作工の施工については､第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31] 
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(2)受注者は､取付金具と桁本体との取付けﾋﾟｰｽは工場内で溶接を行うものとし､工場溶接と同等
以上の条件下で行わなければならない｡やむを得ず現場で取付ける場合は十分な施工管理を行わ
なければならない｡  
(3)受注者は､桁本体に仮組立て時点で取付け､取合いの確認を行わなければならない｡  
2.適用規定  
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄの施工については､第 3 編 3-2-12-3 桁製作工の規定による｡ 

(表記統一) 

6-4-3-8 鋳造費  
受注者は､橋歴板の材質については､JIS H 2202(鋳物用銅合金地金)によらなければならない｡ 

6-4-3-8 鋳造費  
橋歴板に用いる材質は､第3編3-2-3-25銘板工の規定による｡ 

国仕様書準拠 
[R7](諸基準類との整合) 

6-4-5-1 一般事項 
本節は､軽量盛土工として､輸送工その他これらに類する工種について定める｡ 

6-4-5-1 一般事項  
本節は､軽量盛土工として､軽量盛土工その他これらに類する工種について定める｡ 

国仕様書準拠[H31] 
(表記統一) 

6-4-9-1 一般事項 
4.架設用_仮設備及び架設用機材 

6-4-9-1 一般事項 
4.架設用仮設備及び架設用機材  

国仕様書準拠 
(余白削除) 

6-4-6-1 一般事項 
２.水位 潮位の観測  
受注者は、水門工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

6-4-6-1 一般事項 
２.水位の観測  
受注者は、水門工の施工においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

 
「潮位」削除 

6-4-9-2 材料 
2.仮設構造物の点検  
受注者は､仮設構造物の変位は上部構造から決まる許容変位量を超えないように点検し､調整し
なければならない｡ 
4.試験結果の提出  
受注者は､以下の材料を使用する場合は､試験結果を工事に使用する前に監督職員に提出～ 

6-4-9-2 材料 
2.仮設構造物の点検  
受注者は､仮設構造物の変位が上部構造から決まる許容変位量を超えないように点検し､調整し
なければならない｡ 
4.試験結果の提出  
受注者は､以下の材料を使用する場合は､試験結果を工事に使用する前に監督職員へ提出～ 

 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

6-4-9-10 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平
成 16 年 4 月)による｡ 

6-4-9-10 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
30年12月)による｡ 

 
適用基準改訂 

6-4-14-1 一般事項 
5.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ねじ
を使用しなければならない｡ 

6-4-14-1 一般事項 
5.PC鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1∼4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造
ねじを使用しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31] 
(JIS 表記修正) 

6-4-14-6 支承工  
支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成 16 年 4
月) の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

6-4-14-6 支承工  
支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成30年12月)
の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
適用基準改訂 
太字修正 

6-4-14-7 架設工(ｸﾚｰﾝ架設)  
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)については､第 3 編 3-2-13-3 架設工(ｸﾚｰﾝ架設)の規定による｡ 

6-4-14-7 架設工(ｸﾚｰﾝ架設)  
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)の施工については､第3編3-2-13-3架設工(ｸﾚｰﾝ架設)の規定による｡ 

 
国仕様書に表現統一 

6-4-15-3 支承工  
支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成 16 年 4
月)の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

6-4-15-3 支承工  
支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成30年12月)
の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
適用基準改訂 
太字修正 
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6-4-18-1 一般事項 
2.舗装工  
受注者は､舗装工において､使用する材料のうち､試験が伴う材料については､｢舗装調査･試験法
便覧 ｣(日本道路協会､平成 19 年 6 月)の規定に基づき試験を実施しなければならない 

6-4-18-1 一般事項 
2.舗装工 
受注者は､舗装工において､使用する材料のうち､試験が伴う材料については､｢舗装調査･試験法
便覧｣(日本道路協会､平成31年3月)の規定に基づき試験を実施しなければならない｡ 

 
 
適用基準改訂 
太字修正 

6-4-18-10 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 
2.配合  
現場練りｺﾝｸﾘｰﾄを使用する場合の配合は､配合設計を行い､設計図書に関して監督職員の承諾を
得るものとする｡ 
6.横収縮目地及び縦目地  
横収縮目地及び縦目地は､ｶｯﾀ目地とし､横収縮目地は 30m に 1 ヶ所程度打込み目地とするもの
とする｡ 

6-4-18-10 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 
2.配合  
現場練りｺﾝｸﾘｰﾄを使用する場合は､配合設計を行い､設計図書に関して監督職員の承諾を得るも
のとする｡ 
6.横収縮目地及び縦目地  
横収縮目地及び縦目地は､ｶｯﾀ目地とし､横収縮目地は30mに1ヶ所程度の打込み目地とするもの
とする｡ 

 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

第 5 節 堰 
４.水位、潮位の観測 
受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 
5.適用規定(3)  
受注者は､扉体､戸当り及び開閉装置の製作､据付けは機械工事共通仕様書(案)の規定による｡ 

第 5 節 堰 
４.水位の観測 
受注者は、河川工事において、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 
5.適用規定(3)  
受注者は､扉体､戸当り及び開閉装置の製作､据付けは｢機械工事共通仕様書(案)｣(国土交通省､令
和 6 年 3 月)の規定による｡ 

 
「潮位」削除 
 
国仕様書準拠 
(適用基準改訂) 
太字追加 

第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は原則として最新版を使用する｡ 
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)     (平成 26 年 12 月一部改正) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)  (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編) (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋･ｺﾝｸﾘｰﾄ部材編)(平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅳ下部構造編)  (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧      (平成 27 年 3 月) 
日本道路協会 道路橋支承便覧      (平成 16 年 4 月) 

第 2 節 適用すべき諸基準 
 
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)                      (令和 6 年 3 月一部改正) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)               (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編)           (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋･ｺﾝｸﾘｰﾄ部材編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅳ下部構造編)        (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧       (令和 2 年 9 月) 
日本道路協会 道路橋支承便覧        (平成 30 年 12 月) 

 
県オリジナル削除 
適用基準改訂 
 

6-5-6-1 一般事項 
2.適用規定 
 受注者は､可動堰本体工の施工にあたっては､ﾀﾞﾑ･堰施設技術協会 ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)(基
準解説編･設備計画ﾏﾆｭｱﾙ編)(平成 28 年 10 月)及び､国土交通省 ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)(平成 28
年 3 月)第 7 章施工の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

6-5-6-1 一般事項 
2.適用規定  
受注者は､可動堰本体工の施工にあたっては､｢ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)(基準解説編･設備計画ﾏﾆｭ
ｱﾙ編)｣(ﾀﾞﾑ･堰施設技術協会､平成28年10月)及び､｢ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)第7章 施工｣(国土交
通省､平成28年3月)の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならな
い｡  

 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
(表記統一) 
太字追加 

6-5-6-10 門柱工  
埋設される鋼構造物の周辺ｺﾝｸﾘｰﾄの打ち込みは､第 6 編 6-4-6-7 床版工第 3 項及び第 4 項の規定
による｡ 

6-5-6-10 門柱工  
埋設される鋼構造物の周辺ｺﾝｸﾘｰﾄの打ち込みについては､第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の
規定による｡ 

 
国仕様書準拠 
(表記統一) 
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6-5-7-1 一般事項 
2.適用規定  
受注者は､固定堰本体工の施工にあたっては､ﾀﾞﾑ･堰施設技術協会 ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)(基準
解説編･設備計画ﾏﾆｭｱﾙ編)(平成 28 年 10 月)及び､国土交通省 ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)(平成 28 年
3 月)第 7 章施工の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

6-5-7-1 一般事項 
2.適用規定  
受注者は､固定堰本体工の施工にあたっては､｢ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)(基準解説編･設備計画ﾏﾆｭ
ｱﾙ編)｣(ﾀﾞﾑ･堰施設技術協会､平成28年10月)及び､｢ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)第7章 施工｣(国土交
通省､平成28年3月)の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならな
い｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
(表記統一) 
太字追加 

6-5-8-1 一般事項 
2.適用規定  
受注者は､魚道工の施工にあたっては､ﾀﾞﾑ･堰施設技術協会 ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)(基準解説
編･設備計画ﾏﾆｭｱﾙ編)(平成 28 年 10 月)及び､国土交通省 ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)(平成 28 年 3 月)
第 7 章施工の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

6-5-8-1 一般事項 
2.適用規定   
受注者は､魚道工の施工にあたっては､｢ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)(基準解説編･設備計画ﾏﾆｭｱﾙ編)｣
(ﾀﾞﾑ･堰施設技術協会､平成28年10月)及び､｢ﾀﾞﾑ･堰施設技術基準(案)第7章 施工｣(国土交通省､平
成28年3月)の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 
太字追加 

6-5-10-10 支承工  
受注者は､支承工の施工については､道路橋支承便覧(日本道路協会)第 5 章 支承部の施工 によ
る｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

6-5-10-10 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
30年12月)による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

国仕様書準拠 
(適用基準改正) 
(表記統一)太字追加 

6-5-15-1 一般事項 
5.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合するを使用し
なければならない｡ 

6-5-15-1 一般事項 
5.PC鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1∼4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造
ねじを使用しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31] 
(表記統一) 

6-5-15-6 支承工  
支承工の施工については､道路橋支承便覧(日本道路協会)第 5 章 支承部の施工の規定による｡こ
れにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

6-5-15-6 支承工  
支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成30年12月)
の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
(適用基準改訂) 

6-5-16-1 一般事項 
5.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ねじ
を使用しなければならない｡ 

6-5-16-1 一般事項 
5.PC鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1∼4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造
ねじを使用しなければならない｡  

 
国仕様書準拠 
[H31] 
(JIS表記修正) 

6-5-16-3 支承工  
支承工の施工については､道路橋支承便覧(日本道路協会)第 5 章 支承部の施工の規定による｡こ
れにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

6-5-16-3 支承工  
支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成30年12月)
の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
(適用基準改訂) 

第 17 節 ｺﾝｸﾘ-ﾄ管理橋上部工(PC 箱桁橋)  
6-5-17-1 一般事項 
5.PC 鋼材両端のねじの使用   
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ねじ
を使用しなければならない｡ 

第 17 節 ｺﾝｸﾘ-ﾄ管理橋上部工(PC 箱桁橋)  
6-5-17-1 一般事項 
5.PC鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1∼4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造
ねじを使用しなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
(JIS表記修正) 

6-5-17-3 支承工  
支承工の施工については､道路橋支承便覧(日本道路協会)第 5 章 支承部の施工の規定による｡こ
れにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

6-5-17-3 支承工  
支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成30年12月)
の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
(適用基準改訂) 
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第 6 章 排水機場 
2.適用規定(1)  
河川土工､仮設工は､第 1 編第 2 章第 3 節河川土工･砂防土工､第 3 編第 2 章第 10 節仮設工の規
定による｡ 
４.水位、潮位の観測 
受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

第 6 章 排水機場 
2.適用規定(1)  
河川土工､仮設工は､第1編第2章第3節河川土工･砂防土工､第3編第2 章第10節仮設工の規定によ
る｡ 
４.水位の観測 
受注者は、河川工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

 
 
 
 
「潮位」削除 

第 2 節 適用すべき諸基準 
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)   (平成 26 年 12 月一部改正) 
河川ﾎﾟﾝﾌﾟ施設技術協会 揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備技術基準(案)同解説(平成 27 年 2 月) 

第 2 節 適用すべき諸基準 
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)  (令和6年3月一部改正) 
河川ﾎﾟﾝﾌﾟ施設技術協会 揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備技術基準・同解説(令和2年1月) 

 
適用基準改訂 

6-6-4-7 燃料貯油槽工 
3.均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設後の注意 

6-6-4-7 燃料貯油槽工 
3.均しｺﾝｸﾘｰﾄの打設後の注意 

国仕様書準拠 
(表記統一) 

6-6-6-1 一般事項 
1.適用工種 
本節は､吐出水槽工として作業土工(床掘り･埋戻し)､製杭工､場所打杭工､矢板工､本体工その他こ
れらに類する工種について定める｡ 

6-6-6-1 一般事項 
1.適用工種 
本節は､吐出水槽工として作業土工(床掘り･埋戻し)､既製杭工､場所打杭工､矢板工､本体工その他
これらに類する工種について定める｡ 

 

第 7 章 床止め・床固め 
第 2 節 適用すべき諸基準 
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)      (平成 26 年 12 月一部改正) 

第 7 章 床止め・床固め 
第 2 節 適用すべき諸基準 
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)      (令和6年3月一部改正) 

適用基準改訂 

6-7-4-1 一般事項 
第1節 適用 
４.水位、潮位の観測 
受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 
第2節 適用すべき諸基準類 
２.一般事項 
受注者は、床止め工の施工にあたっては、仮締切堤設置基準（案）及び各々の条・項の規定によ
る。 

6-7-4-1 一般事項 
第1節 適用 
４.水位の観測 
受注者は、河川工事において、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 
第2節 適用すべき諸基準類 
２.一般事項 
受注者は、床止め工の施工にあたっては、仮締切堤設置基準（案）及び各々の条・項の規定によ
る。 

 
 
「潮位」削除 
 
 
 
太字追加 

6-7-5-1 一般事項 
２.一般事項 
受注者は、床止め工の施工にあたっては、仮締切堤設置基準（案）及び各々の条・項の規定によ
る。 

6-7-5-1 一般事項 
２.一般事項 
受注者は、床止め工の施工にあたっては、仮締切堤設置基準（案）及び各々の条・項の規定によ
る。 

 
 
太字追加 

6-7-5-4 
４.根固めブロックの施工 
受注者は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作するブロック以外は、製作
後、現場確認できるよう記号を付さなければならない。 

6-7-5-4 
４.根固めブロックの施工 
受注者は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作するブロック以外は、製作
後、現場確認できるよう記号を付さなければならない。 

 
 
太字追加 

6-7-5-6 側壁工 
4.裏込工   

6-7-5-6 側壁工 
4.裏込工  
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受注者は､側壁工の施工に際して､裏込工を施工する場合､設計図書に示す厚さに栗石または､砕
石を敷均し､締め固めを行わなければならない｡ 

受注者は､側壁工の施工に際して､裏込工を施工する場合､設計図書に示す厚さにぐり石または､
砕石を敷均し､締め固めを行わなければならない｡ 

国仕様書準拠 
(表記統一) 

6-7-6-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 
1.一般事項  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工の施工に先だって設計図書に示す厚さに砕石､割栗石､または､ｸﾗｯｼｬﾗﾝを
敷設し､締め固めを行わなければならない｡ 

6-7-6-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 
1.一般事項  
受注者は､ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工の施工に先立って設計図書に示す厚さに砕石､割ぐり石､または､ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
を敷設し､締め固めを行わなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

第 8 章 河川維持 
第 1 節 適用 
４.水位、潮位の観測   
受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

第 8 章 河川維持 
第 1 節 適用 
４.水位の観測   
受注者は、河川工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

 
 
「潮位」削除 

6-8-5-2 芝養生工 
1.草等の処理  
受注者は､抜き取りした草等をすべて処理しなければならない｡ただし､設計図書及び監督職員の
指示した場合はこの限りではない｡ 
3.雑草   
受注者は､人力により雑草の抜き取りを施工しなければならない｡ 

6-8-5-2 芝養生工 
1.草等の処理  
受注者は､抜き取り(抜根)した草等をすべて処理しなければならない｡ただし､設計図書及び監督
職員の指示した場合はこの限りではない｡  
3.雑草の抜き取り(抜根) 
受注者は､人力により雑草の抜き取り(抜根)を施工しなければならない 

 
国仕様書変更[R3] 
(施工実態を踏まえた規定の追
加) 
 

6-8-6-2 材 料  
ｸﾗｯｸ補修工､ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工､欠損部補修工に使用するｺﾝｸﾘｰﾄ及びｾﾒﾝﾄﾐﾙｸについて 

6-8-6-2 材料  
ｸﾗｯｸ補修工､ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工､欠損部補修工に使用するｺﾝｸﾘｰﾄ及びｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ等については 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

6-8-6-3 ｸﾗｯｸ補修工 
1.ｸﾗｯｸ補修の施工  
受注者は､ｸﾗｯｸ補修の施工については､水中施工を行ってはならい｡ 

6-8-6-3 クラック補修工 
1.ｸﾗｯｸ補修の施工  
受注者は､ｸﾗｯｸ補修の施工については､水中施工を行ってはいけない｡ 

 
 
誤記修正 

6-8-6-4 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工 
13.一時中断の処置   
受注者は､注入中に異状が認められ､やむを得ず注入を一時中断する場合には､設計図書に関して
監督職員の承諾を得なければならない｡ 

6-8-6-4 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工 
13.一時中断の処置  
受注者は､注入中に異常が認められ､やむを得ず注入を一時中断する場合には､設計図書に関して
監督職員の承諾を得なければならない｡  

 
 
誤記修正 
 

6-8-7-2 材 料 
3.ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ  
受注者は､目地補修に使用するｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄについては､施工前に設計図書に関して監督職員の承
諾を得なければならない｡ 

6-8-7-2 材 料 
3.ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ  
受注者は､目地補修に使用するｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄについては､施工前に使用材料に関して監督職員の承
諾を得なければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[R4](誤植) 

6-8-8-2 付属物復旧工 
2.支柱建込 

6-8-8-2 付属物復旧工 
2.支柱建て込み 

国仕様書準拠 
(表記統一) 

6-8-14-2 運搬処理工  
1.一般事項  
受注者は､殻運搬処理を行うにあたっては､運搬物が飛散しないように､適正な処置をおこなわな
ければならない｡ 

6-8-14-2 運搬処理工  
1.一般事項  
受注者は､殻運搬処理を行うにあたっては､運搬物が飛散しないように､適正な処置を行わなけれ
ばならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 
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第 9 章 河川修繕 
５.水位、潮位の観測 
受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

第 9 章 河川修繕 
５.水位の観測 
受注者は、河川工事において、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

 
 
「潮位」削除 

第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は原則として最新版を使用する｡ 
河川ﾎﾟﾝﾌﾟ施設技術協会 揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備技術基準(案)同解説  (平成 27 年 2 月) 

第 2 節 適用すべき諸基準 
 
河川ﾎﾟﾝﾌﾟ施設技術協会 揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備技術基準･同解説   (令和2年1月) 

 
 
適用基準改訂 

6-9-7-2 防護柵工 
3.堤防定規断面の確保  
受注者は､施工に際して堤防定規断面を侵してはいけない｡ 

6-9-7-2 防護柵工 
3.堤防定規断面の確保  
受注者は､施工に際して堤防定規断面を侵してはならない｡ 

 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

6-9-8-3 付属物塗装工 
表 6-9-1 素地調整程度と作業内容 

素地調
整程度 

さ び
面積  

塗膜異
常面積 

作業内容  作業方法  

2 種  30%以
上  

-  旧塗膜､さびを除去し鋼材面を露出させる｡  
ただし､さび面積 30%以下で旧塗膜が B､b 塗
装系の場合はｼﾞﾝｸﾌﾟﾗｲﾏｰやｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄを残
し､他の旧塗膜を前面除去する｡  

ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ､ﾜｲﾔﾎ
ｲﾙなどの電動工具
と 手 工 具 と の 併
用､ﾌﾞﾗｽﾄ法 

 

6-9-8-3 付属物塗装工 
表 6-9-1 素地調整程度と作業内容 

素地調
整程度 

さ び
面積  

塗膜異
常面積 

作業内容  作業方法  

2 種  30%以
上  

-  旧塗膜､さびを除去し鋼材面を露出させる｡ 
ただし､さび面積 30%以下で旧塗膜が B､b
塗装系の場合はｼﾞﾝｸﾌﾟﾗｲﾏｰやｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
を残し､他の旧塗膜を全面除去する｡  

ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ､ﾜｲﾔﾎｲﾙ
などの電動工具と
手工具との併用  

 

 
 
国仕様書準拠 
変更[R4] 
（ブラスト法削除） 
 
誤記修正 
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第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､以下基準類による｡ 
また､改正された場合は原則として最新版を使用する｡ 

土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(ﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ編)      (平成 25 年 10 月) 
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(施工編)     （平成 25 年 3 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)    (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編) (平成 29 年 11 月) 

 

第2節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､以下の基準類による｡ 

土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(ﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ編)     [2023 年制定] (2023 年 9 月) 
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(施工編)     [2023 年制定] (2023 年 9 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)        (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編)     (令和 7 年 10 月) 

県オリジナル削除 
適用基準改訂 

8-1-6-1 一般事項
２.適用規定
受注者は、法面の施工にあたって、「道路土工－切土工・斜面安定工指針 ３設計と施工」（日本
道路協会、平成 21 年６月）、「のり枠工の設計・施工指針第８章吹付枠工、第９章プレキャスト
枠工、第 10 章現場打ちコンクリート枠工、第 11 章中詰工」（全国特定法面保護協会、平成 25 年
10 月）、「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説第７章施工」（地盤工学会、平成 24 年５
月）の規定による。

8-1-6-1 一般事項
２.適用規定
受注者は、法面の施工にあたって、「道路土工－切土工・斜面安定工指針 ３設計と施工」（日本
道路協会、平成 21 年６月）、「のり枠工の設計・施工指針第８章吹付枠工、第９章プレキャスト
枠工、第 10 章現場打ちコンクリート枠工、第 11 章中詰工」（全国特定法面保護協会、平成 25 年
10 月）、「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説第７章施工」（地盤工学会、平成 24 年５
月）の規定による。

太字修正 

第 8 節 ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 
8-1-8-1 一般事項
1.適用工種
本節は､ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工として作業土工(床掘り･埋戻し)､埋戻し工､ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工､ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁
工､ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工､間詰工､水叩工その他これらに類する工種について定める｡

第 8 節 ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 
8-1-8-1 一般事項
1.適用工種
本節は､ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工として作業土工(床掘り・埋戻し)､埋戻し工､ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工､ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰
堤工､ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工､間詰工､水叩工その他これらに類する工種について定める｡

国仕様書準拠[R5] 
(記載順変更) 

8-1-8-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工
4.水平打継目の処理
受注者は､水平打継目の処理については､圧力水等により､ﾚｲﾀﾝｽ､雑物を取り除き､ｺﾝｸﾘｰﾄ表面を
粗にし､掃除しなければならない｡
7.1 層の厚さ
受注者は､1 ﾘﾌﾄを数層に分けて打込むときには､締固めた後の 1 層の厚さが､40∼50 ㎝以下を標準
となるように打込まなければならない｡
9.ｺﾝｸﾘｰﾄの養生
～養生方法の選定にあたっては､その効果を確かめ､適切湿潤養生期間を定めなければならない｡

12.砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ
受注者は､砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄの施工にあたって､設計図書において特に定めのない事項については､

｢砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ施工便覧｣(砂防･地すべり技術ｾﾝﾀｰ､平成 28 年 9 月)現位置撹拌混合固化工法(ISM
工法)設計･施工ﾏﾆｭｱﾙ第 1 回改訂版(先端建設技術ｾﾝﾀｰ ISM 工法研究会､平成 19 年 3 月)の規定に
よる｡なお､これにより難い場合は｡監督職員の承諾を得なければならない｡ 

8-1-8-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工
4.水平打継目の処理
受注者は､水平打継目の処理については､圧力水等により､ﾚｲﾀﾝｽ､雑物を取り除き､ｺﾝｸﾘｰﾄ表面を
粗にし､清掃しなければならない｡
7.一層の厚さ
受注者は､1ﾘﾌﾄを数層に分けて打込むときには､締固めた後の一層の厚さが､40∼50㎝以下を標準
となるように打込まなければならない。
9.ｺﾝｸﾘｰﾄの養生
～養生方法の選定にあたっては､その効果を確かめ､適切に湿潤養生期間を定めなければならな
い｡
12.砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ
受注者は､砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄの施工にあたって､設計図書において特に定めのない事項については､｢砂
防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ施工便覧｣(砂防･地すべり技術ｾﾝﾀｰ､平成28年9月)､｢現位置撹拌混合固化工法(ISM工
法)設計･施工ﾏﾆｭｱﾙ第1回改訂版｣(先端建設技術ｾﾝﾀｰISM工法研究会､平成19年3月)の規定による｡
なお､これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡

国仕様書準拠(表記統一) 

国仕様書準拠(表記統一) 

国仕様書準拠(表記統一) 

国仕様書準拠 
(表記統一) 
太字追加 

第 11 節 砂防えん堤付属物設置工 
8-1-11-4 境界工

第 11 節 砂防堰堤付属物設置工 
8-1-11-4 境界工 国仕様書準拠 
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3.杭(鋲)の設置  
受注者は､杭(鋲)の設置にあたっては､設計図書に示す場合を除き､杭頭部に示す中心点又は矢印
先端部を用地境界線と一致させ､杭頭は原則として地面より 20 ㎝ 露出させ頭部約 10 ㎝を赤で
着色し､｢栃木県｣の文字が内側(官地側)になるようにしなければならない｡ 

3.杭(鋲)の設置  
受注者は､杭(鋲)の設置にあたっては､設計図書に示す場合を除き､杭頭部に示す中心点または矢
印先端部を用地境界線と一致させ､杭頭は原則として地面より20㎝ 露出させ頭部約10㎝を赤で
着色し､｢栃木県｣の文字が内側(官地側)になるようにしなければならない｡ 

(表記統一) 
 

第 13 節 付帯道路施設工 
6-1-13-1 一般事項 
6-1-13-2 境界工 
6-1-13-3 道路付属物工 
6-1-13-4 小型標識工 

第13節 付帯道路施設工 
8-1-13-1 一般事項 
8-1-13-2 境界工 
8-1-13-3 道路付属物工 
8-1-13-4 小型標識工 

 
誤記修正 

第 2 章 流路 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は原則として最新版を使用する｡ 

第 2 章 流路 
第 2 節 適用すべき諸基準 
 

 
 
県オリジナル削除 

第 3 章 斜面対策 
第 1 節 適用 
2.適用規定(1)   
砂防土工は､第 1 編第 2 章第 3 節河川土工･砂防土工の規定による｡ 

第 3 章 斜面対策 
第 1 節 適用 
2.適用規定(1)   
砂防土工は､第 1 編第 2 章第 3 節河川土工･砂防土工の規定による｡ 

 
 

第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は原則として最新版を使用する｡ 

全国治水砂防協会 新･斜面崩壊防止工事の設計と実例  (平成 26 年 8 月) 
斜面防災対策技術協会 地すべり鋼管杭設計要領   (平成 20 年 5 月) 

 

第 2 節 適用すべき諸基準 
 

全国治水砂防協会 新･斜面崩壊防止工事の設計と実例 (令和元年６月) 
斜面防災対策技術協会 新版 地すべり鋼管杭設計要領  (平成 28 年 3 月) 

 

 
県オリジナル削除 
国仕様書準拠 
(適用基準改訂) 

8-3-4-6 ｱﾝｶｰ工 
1.PC法枠工の施工 
受注者は､PC 法枠工の施工については第 1 編 1-1-1-4 施工計画書第 1 項の記載内容に加えて､施
工順序を記載しなければならない｡ 

8-3-4-6 ｱﾝｶｰ工 
1.PC法枠工の施工 
受注者は､PC法枠工の施工については第1編1-1-1-6施工計画書第1項の記載内容に加えて､施工
順序を記載しなければならない｡ 

 
 
番号修正 

8-3-4-7 抑止ｱﾝｶｰ工 
５.アンカー定着部の確認 
受注者は、削孔にあたり、アンカー定着部の位置が設計図書に示された位置に達したことを、削
孔延長、削孔土砂等により確認するとともに、確認結果を監督職員に提出しなければならない。 

8-3-4-7 抑止ｱﾝｶｰ工 
５.アンカー定着部の確認 
受注者は、削孔にあたり、アンカー定着部の位置が設計図書に示された位置に達したことを、削
孔延長、削孔土砂等により確認するとともに、確認結果を監督職員に提出しなければならない。 

 
 
 
太字追加 

8-3-5-8 落石防護工 
2.ｹｰﾌﾞﾙ金網式の設置  
受注者は､ｹｰﾌﾞﾙ金網式の設置にあたっては､初期張力を与えたﾜｲﾔﾛｰﾌﾟにゆるみがないように施
工し､金網を設置しなければならない｡ 

8-3-5-8 落石防護工 
2.ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ及び金網の設置  
受注者は､ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ及び金網の設置にあたっては､初期張力を与えたﾜｲﾔﾛｰﾌﾟにゆるみがないよう
に施工し､金網を設置しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改定) 

8-3-6-1 一般事項 
本節は､山腹水路工として作業土工(床掘り･埋戻し)､山腹集水路･排水路工､山腹明暗渠工､山腹暗
渠工､集水桝工､現場打水路工その他これらに類する工種について定める｡ 
 

8-3-6-1 一般事項 
本節は､山腹水路工として作業土工(床掘り･埋戻し)､山腹集水路･排水路工､山腹明暗渠工､山腹暗
渠工､現場打水路工,集水桝工その他これらに類する工種について定める｡ 

 
国仕様書準拠 
(記載順変更) 
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8-3-7-1 一般事項 
４.検尺 
受注者は、検尺を受ける場合は、監督職員立会のうえでロッドの引抜を行い、 

8-3-7-1 一般事項 
４.検尺 
受注者は、検尺を受ける場合は、監督職員立会のうえでロッドの引抜を行い、 

 
 
太字追加 

8-3-7-3 井戸中詰工 
井戸中詰工の施工については､第 1 編第 2 章第 3 節河川土工･海岸土工･砂防土工の規定による｡ 

8-3-7-3 井戸中詰工 
井戸中詰工の施工については､第 1 編第 2 章第 3 節河川土工･砂防土工の規定による｡ 

 
誤記修正 

8-3-7-4 集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 
2.保孔管  
保孔管は､削孔全長に挿入するものとし､設計図書に指定するものを除き､硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管とす
るものとする｡ 
4.せん孔完了後の標識板  
受注者は､せん孔完了後､各箇所ごとに､せん孔地点の脇に､番号､完了年月日､孔径､延長､施工業
者名を記入した標示板を立てなければならない｡ 

8-3-7-4 集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 
2.保孔管  
保孔管は､削孔全長に挿入するものとし､設計図書に指定するものを除き､硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管とする
ものとする｡ 
4.せん孔完了後の標示板  
受注者は､せん孔完了後､各箇所ごとに､せん孔地点の脇に､番号､完了年月日､孔径､延長､施工業
者名を記入した標示板を立てなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
(表記統一) 
 
国仕様書準拠 
[H31] 
(用語修正) 

8-3-9-1 一般事項 
１.適用工種 
本節は､抑止杭工として作業土工(床掘り･埋戻し)､既製杭工､場所打杭工､ｼｬﾌﾄ工(深礎工)､合成杭
工､その他これらに類する工種について定める｡ 
2.施工計画書 
受注者は､杭の施工については第1編1-1-1-4第1項の施工計画書の記載内容に加えて杭の施工順
序について､施工計画書に記載しなければならない｡ 
3.杭建て込みのための削孔  
受注者は､杭建て込みのための削孔にあたっては､地形図､土質柱状図等を検討して､地山のかく
乱､地すべり等の誘発をさけるように施工しなければならない｡ 

8-3-9-1 一般事項 
１.適用工種 
本節は､抑止杭工として作業土工(床掘り・埋戻し)､既製杭工､場所打杭工､ｼｬﾌﾄ工(深礎工)､合成杭
工､その他これらに類する工種について定める｡ 
2.施工計画書 
受注者は､杭の施工については第1編1-1-1-6第1項の施工計画書の記載内容に加えて杭の施工順
序について､施工計画書に記載しなければならない｡ 
3.杭建て込みのための削孔  
受注者は､杭建て込みのための削孔にあたっては､地形図､土質柱状図等を検討して､地山のかく
乱､地すべり等の誘発を避けるように施工しなければならない｡ 

 
 
表記統一 
 
 
 
番号修正[R7] 
 
国仕様書準拠 
[R5](誤植) 

8-3-9-3 既製杭工 
3.人工泥水  
受注者は､削孔に人工泥水を用いる場合は､沈澱槽や排水路等からの水の溢流､地盤への浸透をさ
けなければならない｡ 

8-3-9-3 既製杭工 
3.人工泥水  
受注者は､削孔に人工泥水を用いる場合は､沈澱槽や排水路等からの水の溢流､地盤への浸透を避
けなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[R5](誤植) 
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第 1 節 道路改良 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､以下の基準類による｡これにより難
い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡なお､基準類と設計図書に相違がある場合は､
原則として設計図書の規定に従うものとし､疑義がある場合は監督職員と協議しなければならな
い｡ 
また､改正された場合は原則として最新版を使用する｡ 
国土交通省 道路土工構造物技術基準            (平成 27 年 3 月) 
全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第 2 巻 (平成 12 年 9 月) 
日本道路協会 落石対策便覧 (平成 12 年 6 月) 
日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（除雪編） （平成 16 年 12 月） 

第 1 節 道路改良 
第2節 適用すべき諸基準 
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､以下の基準類による｡これにより難
い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ また､基準類と設計図書に相違がある場合は､
原則として設計図書の規定に従うものとし､疑義がある場合は監督職員と協議しなければならな
い｡ 

日本道路協会 道路土工構造物技術基準･同解説  (令和7年6月) 
全国特定法面保護協会のり枠の設計・施工指針 
日本道路協会 落石対策便覧 (平成29年12月) 
日本建設機械施工協会 除雪・防雪ハンドブック（除雪編） （平成16年12月） 

国仕様書準拠[R5](表記統一) 

県オリジナル削除 
国仕様書準拠 
[R7](基準削除)「全日本建設技
術協会 土木構造物標準設計 第
2 巻 (平成 12 年 9 月)」 

10-1-5-1 一般事項
２.適用規定
受注者は法面の施工にあたって、「道路土工－切土工・斜面安定工指針 のり面工編、斜面安定
工編」（日本道路協会、平成 21 年６月）、「道路土工－盛土工指針 ５－６ 盛土のり面の施工」
（日本道路協会、平成 22 年４月）、「のり枠工の設計・施工指針第８章吹付枠工、第９章プレキ
ャスト枠工、第 10 章現場打ちコンクリート枠工、第 11 章中詰工」（全国特定法面保護協会、平
成 25 年 10 月）及び「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説第７章施工」（地盤工学会、
平成 24 年５月）の規定による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して
監督職員の承諾を得なければならない。

10-1-5-1 一般事項
２.適用規定
受注者は法面の施工にあたって、「道路土工－切土工・斜面安定工指針 のり面工編、斜面安定
工編」（日本道路協会、平成 21 年６月）、「道路土工－盛土工指針 ５－６ 盛土のり面の施工」
（日本道路協会、平成 22 年４月）、「のり枠工の設計・施工指針第８章吹付枠工、第９章プレキ
ャスト枠工、第 10 章現場打ちコンクリート枠工、第 11 章中詰工」（全国特定法面保護協会、平
成 25 年 10 月）及び「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説第７章施工」（地盤工学会、
平成 24 年５月）の規定による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して
監督職員の承諾を得なければならない。

太字修正 

第 7 節 擁壁工 
10-1-7-1 一般事項
2.適用規定
受注者は､擁壁工の施工にあたっては､｢道路土工-擁壁工指針 5-11･6-10 施工一般｣(日本道路協
会､平成 11 年 7 月)及び｢土木構造物標準設計 第 2 巻解説書 4.3 施工上の注意事項｣(全日本建設
技術協会､平成 12 年 9 月)の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければな
らない｡

第 7 節 擁壁工 
10-1-7-1 一般事項
2.適用規定
受注者は､擁壁工の施工にあたっては､｢道路土工-擁壁工指針 5-11･6-10 施工一般｣(日本道路協
会､平成 24 年 7 月)の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならな
い｡

太字修正 
国仕様書準拠 
[R7](基準削除) 
｢土木構造物標準設計｣(全日本
建設技術協会､平成12年9月) 

第 9 節 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 
10-1-9-1 一般事項
２.適用規定
受注者は､ｶﾙﾊﾞｰﾄの施工にあたっては､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 7-1 基本方針｣(日本道路協会､平
成 22 年 3 月)及び｢道路土工要綱 2-7 排水施設の施工｣(日本道路協会､平成 21 年 6 月)の規定に
よる｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡
4.ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物非破壊試験
(2)非破壊試験は｢非破壊試験によるｺﾝｸﾘ-ﾄ構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(以下､｢要領｣
という｡)｣(国土交通省､平成 24 年 3 月)に従い行わなければならない｡
(3)本試験に関する資料を整備及び保管し､監督職員の請求があった場合は速やかに提示すると
ともに工事完成時までに監督職員へ提出しなけばならない｡

第 9 節 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 
10-1-9-1 一般事項
２.適用規定
受注者は､ｶﾙﾊﾞｰﾄの施工にあたっては､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 7-1 基本方針｣(日本道路協会､平
成 22 年 3 月)及び｢道路土工要綱 2-7 排水施設の施工｣(日本道路協会､平成 21 年 6 月)の規定に
よる｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡
4.ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物非破壊試験
(2)非破壊試験は｢非破壊試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領｣(以下､｢要
領｣という｡)(国土交通省､平成 30 年 10 月)に従い行わなければならない｡
(3)本試験に関する資料を整備及び保管し､監督職員の請求があった場合は､速やかに提示すると
ともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない｡

太字修正 

太字追加 
国仕様書準拠(表記統一) 

誤記修正 
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10-1-9-2 材 料 
受注者は､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工の施工に使用する材料は､設計図書によるが記載なき場合､｢道路土工
-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 4-4 使用材料､4-5 許容応力度｣(日本道路協会､平成 22 年 3 月)の規定による｡ 

10-1-9-2 材 料 
受注者は､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工の施工に使用する材料は､設計図書によるが記載なき場合､｢道路土工
-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 4-4 使用材料､4-5 許容応力度｣(日本道路協会､平成 22 年 3 月)の規定による｡ 

 
 
太字修正 

10-1-9-6 場所打函渠工 
3.適用規定  
受注者は､外部から浸透する塩化物の影響を受ける箇所の塩害について第 1 編第 3 章第 2 節適用
すべき諸基準第 3 項により施工しなければならない｡ 

10-1-9-6 場所打函渠工 
3.適用規定  
受注者は､外部から浸透する塩化物の影響を受ける箇所の施工にあたって、塩害について第 1 編
第 3 章第 2 節適用すべき諸基準第 3 項により施工しなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
(表記修正) 

第 10 節 排水構造物工(小型水路工)  
10-1-10-1 一般事項  
２.適用規定 
受注者は、排水構造物工（小型水路工）の施工にあたっては、「道路土工要綱 ２－７排水施
設の施工」（日本道路協会、平成 21 年６月）の規定による。これにより難い場合は、監督職員
の承諾を得なければならない。 

第 10 節 排水構造物工(小型水路工) 
10-1-10-1 一般事項  
２.適用規定 
受注者は、排水構造物工（小型水路工）の施工にあたっては、「道路土工要綱 ２－７排水施設
の施工」（日本道路協会、平成 21 年６月）の規定による。これにより難い場合は、監督職員の
承諾を得なければならない。 

 
 
 
太字修正 

10-1-10-5 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 
4.蓋の設置   
受注者は､蓋の設置については､本体及び路面と段差が生じないよう平担に施工しなければなら
ない｡ 

10-1-10-5 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 
4.蓋の設置  
受注者は､蓋の設置については､本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなければなら
ない｡ 

 
 
誤記修正 

10-1-10-6 地下排水工 
2.埋戻し時の注意  
受注者は､排水管を設置した後のﾌｨﾙﾀｰ材は､設計図書による材料を用いて施工するものとし､目
づまり､有孔管の穴が詰まらないよう埋戻ししなければならない｡ 

10-1-10-6 地下排水工 
2.埋戻し時の注意  
受注者は､排水管を設置した後のﾌｨﾙﾀｰ材は､設計図書による材料を用いて施工するものとし､目
づまり､有孔管の孔が詰まらないよう埋戻ししなければならない｡ 

 
 
表記修正 

第 11 節 落石雪害防止工 
10-1-11-1 一般事項 
3.新たな落石箇所発見の処置 

第 11 節 落石雪害防 
10-1-11-1 一般事項 
3.新たな落石箇所発見時の処置 

 
 
誤記修正 

10-1-11-5 落石防護柵工  
2.ｹｰﾌﾞﾙ金網式の設置  
受注者は､ｹｰﾌﾞﾙ金網式の設置にあたっては､初期張力を与えたﾜｲﾔﾛｰﾌﾟにゆるみがないように施
工し､金網を設置しなければならない｡ 

10-1-11-5 落石防護柵工  
2.ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ及び金網の設置  
受注者は､ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ及び金網の設置にあたっては､初期張力を与えたﾜｲﾔﾛｰﾌﾟにゆるみがないように
施工し､金網を設置しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠[H31](表記統一) 
 

第 2 章 舗装 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 舗装再生便覧      (平成 22 年 11 月)  
日本道路協会 舗装調査･試験法便覧      (平成 19 年 6 月)  
日本道路協会 防護柵の設置基準･同解説     (平成 28 年 12 月)  
日本道路協会 道路標識設置基準･同解説     (昭和 62 年 1 月)  
日本道路協会 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所便覧(平成 8 年度版)    (平成 8 年 10 月) 
 
 

第 2 章 舗装 
第 2 節 適用すべき諸基準 
 
日本道路協会 舗装再生便覧      (令和 6 年 3 月)  
日本道路協会 舗装調査･試験法便覧      (平成 31 年 3 月)  
日本道路協会 防護柵の設置基準･同解説/ﾎﾞﾗｰﾄﾞの設置便覧   (令和 3 年 3 月)  
日本道路協会 道路標識設置基準･同解説     (令和 2 年 6 月)  
日本道路協会 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所便覧      (平成 8 年 10 月) 
日本道路協会 舗装の長期保証制度に関するｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ    (令和 3 年 3 月)  
日本道路協会 舗装種別選定の手引き     (令和 3 年 12 月)  

 
 
県オリジナル削除 
 
適用基準改訂 
 
 
 
適用基準追加 
[R4] 
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土木学会 舗装標準示方書 (平成 27 年 10 月) 土木学会 舗装標準示方書[2023 年制定]     (令和 5 年 10 月)  
第 4 節 舗装工 
10-2-4-1 一般事項 
2.適用規定  
受注者は､舗装工において､使用する材料のうち､試験が伴う材料については､｢舗装調査･試験法
便覧｣(日本道路協会､平成 19 年 6 月)の規定に基づき 

第 4 節 舗装工 
10-2-4-1 一般事項 
2.適用規定  
受注者は､舗装工において､使用する材料のうち､試験が伴う材料については､｢舗装調査･試験法
便覧｣(日本道路協会､平成 31 年 3 月)の規定に基づき 

 
 
 
適用基準改訂 

10-2-4-10 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 
3.粗面仕上げ  
粗面仕上げは､ﾌﾛｰﾄ及びﾊｹ､ほうき等で行うものとする｡  
4.初期養生   
初期養生において､ｺﾝｸﾘｰﾄ被膜養生剤を原液濃度で 70g/m2 程度を入念に散布し､三角屋根､麻袋
等で十分に行うこと｡ 

10-2-4-10 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 
3.粗面仕上げ  
粗面仕上げは､ﾌﾛｰﾄ及びﾊｹ､ﾎｰｷ等で行うものとする｡  
4.初期養生  
初期養生は､十分な量の膜養生剤を適切な時期に均一に散布し､三角屋根､麻袋等で十分に養生を
行うこと｡ 

 
国仕様書準拠 
(表記統一) 
国仕様書変更 
[H31][R6](表現修正） 

第 5 節 排水構造物工(路面排水工) 
10-2-5-1 一般事項 
2.適用規定  
排水構造物工(路面排水工)の施工については､道路土工要領の排水施設の施工の規定及び本編
10-2-5-3 側溝工､10-2-5-5 集水桝(街渠桝)･ﾏﾝﾎｰﾙ工の規定による｡これにより難い場合は､監督
職員の承諾を得なければならない｡ 

第 5 節 排水構造物工(路面排水工) 
10-2-5-1 一般事項 
2.適用規定  

排水構造物工(路面排水工)の施工については､道路土工要網の排水施設の施工の規定及び本編 
10 編 10-2-5-3 側溝工､10 編 10-2-5-5 集水桝(街渠桝)･ﾏﾝﾎｰﾙ工の規定による｡これにより難い場
合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
 
 
誤記 
国仕様書修正[R5](表記統一) 

10-2-6-1 一般事項 
３.適用規定 
受注者は、縁石工の施工にあたって、「道路土工－盛土工指針」（日本道路協会、平成 22 年４
月）の施工の規定による。 

10-2-6-1 一般事項 
３.適用規定 
受注者は、縁石工の施工にあたって、「道路土工－盛土工指針」（日本道路協会、平成 22 年４
月）の施工の規定による。 

 
 
太字追加 

第 7 節 踏掛版工 
10-2-7-1 一般事項 
3.適用規定  
受注者は､踏掛版工の施工については､｢道路土工-盛土工指針｣(日本道路協会､平成 22 年 4 月)の
踏掛版及び施工の規定､第 10 編 10-2-7-4 踏掛版工の規定による｡ 

第 7 節 踏掛版工 
10-2-7-1 一般事項 
3.適用規定  
受注者は､踏掛版工の施工については､｢道路土工-盛土工指針｣(日本道路協会､平成 22 年 4 月)の
踏掛版及び施工の規定､第 10 編 2-7-4 踏掛版工の規定による｡ 

 
 
 
太字追加 

第 8 節 防護柵工 
10-2-8-1 一般事項 
2.障害物がある場合処置 
3.適用規定  
受注者は､防護柵工の施工にあたって､｢防護柵の設置基準･同解説 4-1.施工の規定｣(日本道路協
会､平成 28 年 12 月改訂)､｢道路土工要綱 第 5 章施工計画｣(日本道路協会､平成 21 年 6 月)の規定
及び第 3 編 3-2-3-8 路側防護柵工､3-2-3-7 防止柵工の規定による｡ 

第 8 節 防護柵工 
10-2-8-1 一般事項 
2.障害物がある場合の処置 
3.適用規定  
受注者は､防護柵工の施工にあたって､｢防護柵の設置基準･同解説/ﾎﾞﾗｰﾄﾞの設置便覧 4-1.施工｣
(日本道路協会､令和 3 年 3 月)の規定､｢道路土工要綱 第 5 章 施工計画｣(日本道路協会､平成 21
年 6 月)の規定及び第 3 編 3-2-3-8 路側防護柵工､第 3 編 3-2-3-7 防止柵工の規定による 

 
 
誤記 
 
適用基準改訂 
国仕様書準拠[H31][R5](表記統
一) 

10-2-8-3 路側防護柵工 
２.適用規定（２） 
受注者は、防護柵に視線誘導標を取り付ける場合は、「視線誘導標設置基準・同解説」（日本道
路協会、昭和 59 年 10 月）により取付ける。 

10-2-8-3 路側防護柵工 
２.適用規定（２） 
受注者は、防護柵に視線誘導標を取り付ける場合は、「視線誘導標設置基準・同解説」（日本道
路協会、昭和 59 年 10 月）により取付ける。 

 
 
太字追加 
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第 9 節 標識工 
10-2-9-1 一般事項 
3.適用規定  
受注者は､標識工の施工にあたって､｢道路標識設置基準･同解説第 4 章基礎及び施工｣(日本道路
協会､昭和 62 年 1 月)の規定､｢道路土工要綱 第 5 章施工計画｣(日本道路協会､平成 21 年 6 月)の
規定､第 3 編 3-2-3-6 小型標識工､3-2-3-3 作業土工(床掘り･埋戻し)､3-2-10-5 土留･仮締切工の
規定､及び｢道路標識ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ｣(全国道路標識･標示業協会､平成 25 年 2 月)による｡ 

第 9 節 標識工 
10-2-9-1 一般事項 
3.適用規定  
受注者は､標識工の施工にあたって､｢道路標識設置基準･同解説 第 4 章 道路標識の設計､施工｣
(日本道路協会､令和 2 年 6 月)の規定､｢道路土工要綱 第 5 章施工計画｣(日本道路協会､平成 21 年
6 月)の規定､第 3 編 3-2-3-6 小型標識工､第 3 編 3-2-3-3 作業土工(床掘り･埋戻し)､第 3 編 3-2-
10-5 土留･仮締切工の規定､及び｢道路標識ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ｣(全国道路標識･標示業協会､令和 4 年 1 月)
による｡ 

 
 
 
適用基準改訂 
 
国仕様書準拠[R5](表記統一) 
 
太字修正 

10-2-9-2 材 料 
2.錆止めﾍﾟｲﾝﾄ  
標識工に使用する錆止めﾍﾟｲﾝﾄは､JIS K 5621(一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ)から JIS K 5674(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさ
び止めﾍﾟｲﾝﾄ)に適合するものを用いる｡ 
4.補強材の取付  
受注者は､標識板には設計図書に示す位置に補強材を標識板の表面にﾋｽﾞﾐの出ないようｽﾎﾟｯﾄ溶
接をしなければならない｡ 
5.下地処理  
受注者は､標識板の下地処理にあったては脱脂処理を行い､ 
6.文字･記号等  
受注者は､標識板の文字･記号等を｢道路標識､区画線及び道路標示に関する命令｣(標識令)及び道
路標識設置基準･同解説による色彩と寸法で､標示する｡ 

10-2-9-2 材 料 
2.錆止めﾍﾟｲﾝﾄ  
標識工に使用する錆止めﾍﾟｲﾝﾄは､JIS K 5621(一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ)から JIS K 5674(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさ
び止めﾍﾟｲﾝﾄ)に適合するものとする｡ 
4.補強材の取付  
受注者は､標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にﾋｽﾞﾐの出ないようｽﾎﾟｯﾄ溶
接をしなければならない｡ 
5.下地処理  
受注者は､標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い､ 
6.文字･記号等  
受注者は､標示板の文字･記号等を｢道路標識､区画線及び道路標示に関する命令｣(標識令)及び｢道
路標識設置基準･同解説｣(日本道路協会 令和 2 年 6 月)による色彩と寸法で､標示する｡ 

 
 
国仕様書準拠 
(表記統一) 
 
国仕様書準拠 
[H31](用語修正) 
(標識板→標示板) 
誤記修正 
 
国仕様書準拠 
[R3](諸基準類の改正)太字修正 

第 10 節 区画線工 
10-2-10-1 一般事項 
3.適用規定  
受注者は､区画線工の施工にあたって､道路標識･区画線及び道路表示に関する命令､｢道路土工要
綱 第 5 章施工計画｣(日本道路協会､平成 21 年 6 月)の規定､及び第 3 編 3-2-3-9 区画線工の規定
による｡～ 

第 10 節 区画線工 
10-2-10-1 一般事項 
3.適用規定  
受注者は､区画線工の施工にあたって､｢道路標識､区画線及び道路表示に関する命令｣､及び第 3
編 3-2-3-9 区画線工の規定による｡～ 

 
 
 
国仕様書準拠 
[R5](修正) 
 

10-2-10-2 区画線工 
2.区画線の指示方法  
区画線の指示方法について設計図書に示されていない事項は｢道路標識･区画線及び道路標示に
関する命令｣により施工する｡ 

10-2-10-2 区画線工 
2.区画線の指示方法  
区画線の指示方法について設計図書に示されていない事項は｢道路標識､区画線及び道路標示に
関する命令｣により施工する｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[R5] (修正) 

第 11 節 道路植栽工 
10-2-11-1 一般事項 
３.適用規定 
受注者は、道路植栽工の施工については、「道路緑化技術基準・同解説２－３施工」（日本道路
協会、平成 28 年３月）の規定、「道路土工要綱」（日本道路協会、平成 21 年６月）の規定及び
本編 10－２－11－３道路植栽工の規定による。 

第 11 節 道路植栽工 
10-2-11-1 一般事項 
３.適用規定 
受注者は、道路植栽工の施工については、「道路緑化技術基準・同解説２－３施工」（日本道路
協会、平成 28 年３月）の規定、「道路土工要綱」（日本道路協会、平成 21 年６月）の規定及び
本編 10－２－11－３道路植栽工の規定による。 

 
 
 
太字追加 

第 11 節 道路植栽工 
10-2-11-3 道路植栽工 

第 11 節 道路植栽工 
10-2-11-3 道路植栽工 
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10.添木の設置  
受注者は､添木の設置について､ぐらつきのないよう設置しなければならない｡樹幹と添木との取
付け部は､杉皮等を巻きｼｭﾛ縄を用いて動かぬよう結束するものとする｡ 
13.幹巻き  
受注者は､幹巻きする場合は､こもまたは､わらを使用する場合､わら縄または､ｼｭﾛ縄で巻き上げ
るものとし､  
14.支柱の設置  
受注者は､支柱の設置については､ぐらつきのないよう設置しなければならない｡また､樹幹と支
柱との取付け部は､杉皮等を巻きｼｭﾛ縄を用いて動かぬよう結束する｡ 
16.除草   
受注者は､施肥の施工については､施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やｺﾞﾐ等を取り除
いたり､きれいに除草しなければならない｡ 
18.植栽植樹の植替え 
(3) 枯死または､形姿不良の判定は､発注者と受注者が立会の上行うものとし､植替えの時期につ
いては､発注者と協議するものとする｡ 

10.添木の設置  
受注者は､添木の設置について､ぐらつきのないよう設置しなければならない｡樹幹と添木との取
付け部は､杉皮等を巻きしゅろ縄を用いて動かぬよう結束するものとする｡ 
13.幹巻き  
受注者は､幹巻きする場合は､こもまたは､わらを使用する場合､わら縄または､しゅろ縄で巻き上
げるものとし､  
14.支柱の設置  
受注者は､支柱の設置については､ぐらつきのないよう設置しなければならない｡また､樹幹と支
柱との取付け部は､杉皮等を巻きしゅろ縄を用いて動かぬよう結束する｡ 
16.除草  
受注者は､施肥の施工については､施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やごみ等を取り
除いたり､きれいに除草しなければならない｡ 
18.植栽植木の植替え 
(3) 枯死､または形姿不良の判定は､発注者と受注者が立会の上行うものとし､植替えの時期につい
て､発注者と協議しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠[R3](表記統一) 
 
 
国仕様書準拠[R3](表記統一) 
 
 
 
国仕様書準拠[R3](表記統一) 
 
国仕様書準拠[R3](表記統一) 
 
 
国仕様書準拠[R3](表記統一) 

第 12 節 道路付属施設工  
10-2-12-1 一般事項 
3.適用規定  
受注者は､道路付属施設工の施工にあたって､｢視線誘導標設置基準･同解説第 5 章の施工｣(日本
道路協会､昭和 59 年 10 月)の規定､｢道路照明施設設置基準･同解説第 7 章設計及び施工｣(日本道
路協会､平成 19 年 10 月改訂)の規定､｢道路土工要綱｣(日本道路協会､平成 21 年 6 月)の規定及び
｢道路反射鏡設置指針第 2 章設置方法の規定及び第 5 章施工｣(日本道路協会､昭和 55 年 12 月)の
規定､第 3 編 3-2-3-10 道路付属物工の規定､本編 10-2-5-3 側溝工､10-2-5-5 集水桝(街渠桝)･ﾏﾝﾎ
ｰﾙ工､10-2-12-3 境界工及び 10-2-12-6 照明工の規定による｡ 

第 12 節 道路付属施設工  
10-2-12-1 一般事項 
3.適用規定  
受注者は､道路付属施設工の施工にあたって､｢視線誘導標設置基準･同解説 第 5 章 施工｣(日本道
路協会､昭和 59 年 10 月)の規定､｢道路照明施設設置基準･同解説 第 7 章 設計及び施工｣(日本道
路協会､平成 19 年 10 月)の規定､｢道路土工要綱｣(日本道路協会､平成 21 年 6 月)の規定及び｢道
路反射鏡設置指針 第 2 章 設置方法の規定及び 第 5 章 施工｣(日本道路協会､昭和 55 年 12 月)の
規定､第 3 編 3-2-3-10 道路付属物工の規定､本編 10-2-5-3 側溝工､10-2-5-5 集水桝(街渠桝)･ﾏﾝﾎ
ｰﾙ工､10-2-12-3 境界工及び 10-2-12-6 照明工の規定による｡ 

 
 
 

太字追加 
 

第 3 章 橋梁下部 
第 1 節 適 用 
4.ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物非破壊試験 
(2) 非破壊試験は｢非破壊試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(以下､｢要
領｣という｡)｣に従い行わければならない｡ 
5. 強度測定 
(2)微破壊･非破壊試験は｢微破壊･非破壊試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の強度測定要領(以下､｢要領｣と
いう｡)｣に従い行わなければならない｡ 
(4)要領により難い場合は､監督職員と協議するものとする 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅳ下部構造編)    (平成 29 年 11 月) 

第 3 章 橋梁下部 
第 1 節 適 用 
4.ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物非破壊試験 
(2) 非破壊試験は｢非破壊試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領｣(以下､｢要
領｣という｡)(国土交通省､平成 30 年 10 月)に従い行わなければならない｡ 
5. 強度測定 
(2)微破壊･非破壊試験は｢微破壊･非破壊試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の強度測定要領｣(以下､｢要領｣
という｡)(国土交通省､平成 30 年 10 月)に従い行わなければならない｡ 
(4) 要領により難い場合は､監督職員と協議しければならない｡ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅳ下部構造編)   (令和 7 年 10 月) 

 
 
 
太字追加 
国仕様書準拠[H31] 
(表記統一) 
 
国仕様書修正[R5](修正) 
国仕様書準拠(表記統一) 
 
県オリジナル削除 
 
適用基準改訂 
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日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅴ耐震設計編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧     (平成 27 年 3 月)  
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成 16 年 4 月)  
日本道路協会 杭基礎施工便覧     (平成 27 年 3 月)  
日本道路協会 杭基礎設計便覧     (平成 27 年 3 月)  
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧    (平成 9 年 12 月)  

日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅴ耐震設計編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成 30 年 12 月)  
日本道路協会 杭基礎施工便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 杭基礎設計便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧[令和 4 年度改訂版]  (令和 5 年 2 月) 

10-3-6-8 橋台躯体工 
3.防錆処置  
受注者は､鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には､防錆のため鉄筋にﾓﾙﾀﾙﾍﾟｰｽﾄを塗布し
なければならない｡これ以外の施工方法による場合は､設計図書に関して監督職員の承諾を得な
ければならない｡ 
4.適用規定  
受注者は､支承部の箱抜きの施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路
協会､平成 16 年 4 月)の規定による｡これ以外の施工方法による場合は､設計図書に関して監督職
員の承諾を得なければならない｡ 
５.塩害対策 
受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。 
 
6.ﾓﾙﾀﾙ仕上げ  
受注者は､支承部を箱抜きにした状態で工事を完了する場合は､箱抜き部分に中詰砂を入れて薄
くﾓﾙﾀﾙ仕上げしなければならない｡ 
9.吸出し防止材の施工  
受注者は､吸出し防止材の施工については､水抜きﾊﾟｲﾌﾟから橋台背面の土が流失しないように施
工しなければならない｡ 

10-3-6-8 橋台躯体工 
3.防錆処置  
受注者は､鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には､防錆､防食､損傷等を受けないように
これらを保護しなければならない｡なお､施工方法に関しては監督職員の承諾を得なければなら
ない｡ 
4.適用規定  
受注者は､支承部の箱抜きの施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路
協会､平成 30 年 12 月)の規定による｡これ以外の施工方法による場合は､設計図書に関して監督
職員の承諾を得なければならない｡ 
５.塩害対策 
受注者は、外部から浸透する塩化物の影響を受ける箇所での施工については、塩害に対して十
分注意して施工しなければならない。 
6.ﾓﾙﾀﾙ仕上げ  
受注者は､支承部等を箱抜きにした状態で工事を完了する場合は､箱抜き部分に中詰砂を入れて
薄くﾓﾙﾀﾙ仕上げしなければならない｡ 
9.吸出し防止材の施工  
受注者は､吸出し防止材の施工については､水抜きﾊﾟｲﾌﾟから橋台背面の土が流出しないように施
工しなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠[H31](施工実態に
基づき改正) 
 
 
適用基準改訂 
 
 
 
「海岸部」修正 
 
 
国仕様書準拠[H31](施工実態に
基づき改定) 
 
誤記 

第 8 節 鋼製橋脚工 
10-3-8-9 橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工 
２.陸上での鋼製橋脚工 
本節は、陸上での鋼製橋脚工について定めるものとし、海上での施工については、設計図書の
規定による。 
4.適用規定  
受注者は､ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑの架設については､｢鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編第 3 章架設｣(日本道路協
会､平成 27 年 3 月)による｡ 
6.ﾌｰﾁﾝｸﾞの箱抜きの施工  
受注者は､ﾌｰﾁﾝｸﾞの箱抜きの施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路
協会､平成 16 年 4 月)の規定による｡ 
７.塩害対策 
受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。 

第 8 節 鋼製橋脚工 
10-3-8-1 一般事項 
２.陸上での鋼製橋脚工 
本節は、陸上での鋼製橋脚工について定めるものとし、湖沼での施工については、設計図書の
規定による。 
4.適用規定  
受注者は､ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑの架設については､｢鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編 第 3 章架設｣(日本道路協
会､令和 2 年 9 月)による｡ 
6.ﾌｰﾁﾝｸﾞの箱抜きの施工  
受注者は､ﾌｰﾁﾝｸﾞの箱抜きの施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路
協会､平成 30 年 12 月)の規定による｡ 
７.塩害対策 
受注者は、外部から浸透する塩化物の影響を受ける箇所での施工については、塩害に対して十
分注意して施工しなければならない。 

 
 
 
海上→湖沼 
 
 
適用基準改訂 
太字追加 
 
 
 
 
「海岸部」修正 
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10-3-8-11 現場継手工 
適用規定(2)   
受注者は､現場継手工の施工については､｢道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編)第 20 章施工｣
(日本道路協会､平成 29 年 11 月)､｢鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編第 3 章架設｣(日本道路協会､
平成 27 年 3 月)の規定による｡ 

10-3-8-11 現場継手工 
2.適用規定(2)  
受注者は､現場継手工の施工については､｢道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編)第 20 章 施工｣
(日本道路協会､平成 29 年 11 月)､｢鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編 第 3 章架設｣(日本道路協会､
令和 2 年 9 月)の規定による｡ 

 
 
適用基準改訂 
太字追加 

10-3-9-1 一般事項 
２.水位、潮位の観測 
受注者は、護岸基礎工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければな
らない。 

10-3-9-1 一般事項 
２.水位の観測 
受注者は、護岸基礎工の施工においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならな
い。 

 
「潮位」削除 

10-3-10-1 一般事項 
２.水位、潮位の観測 
受注者は、矢板護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければな
らない。 

10-3-10-1 一般事項 
２.水位の観測 
受注者は、矢板護岸工の施工においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならな
い。 

 
「潮位」削除 

10-3-11-1 一般事項 
２.水位、潮位の観測 
受注者は、法覆護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければな
らない。 

10-3-11-1 一般事項 
２.水位の観測 
受注者は、法覆護岸工の施工においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならな
い。 

 
「潮位」削除 

10-3-12-1 一般事項 
２.水位、潮位の観測 
受注者は、擁壁護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければな
らない。 

10-3-12-1 一般事項 
２.水位の観測 
受注者は、擁壁護岸工の施工においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならな
い。 

 
「潮位」削除 

10-3-12-4 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工  
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工の施工については､第 3 編 3-2-15-2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工の施工による｡ 

10-3-12-4 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工  
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工の施工については､第 3 編 3-2-15-2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工の規定による｡ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

第 4 章 鋼橋上部 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅴ耐震設計編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧     (平成 27 年 3 月)  
日本道路協会 鋼道路橋設計便覧     (昭和 55 年 8 月)  
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成 16 年 4 月)  
日本道路協会 防護柵の設置基準･同解説    (平成 28 年 12 月)  
日本道路協会 鋼道路橋の細部構造に関する資料集   (平成 3 年 7 月)  
日本道路協会 鋼道路橋の疲労設計指針    (平成 14 年 3 月)  
 

第 4 章 鋼橋上部 
第 2 節 適用すべき諸基準 
 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋･鋼部材編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅴ耐震設計編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 鋼道路橋設計便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成 30 年 12 月)  
日本道路協会 防護柵の設置基準･同解説/ﾎﾞﾗｰﾄﾞの設置便覧  (令和 3 年 3 月)  
日本道路協会 鋼道路橋疲労設計便覧    (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 道路橋伸縮装置便覧     (昭和 45 年 4 月)  
日本道路協会 小規模吊橋指針･同解説    (昭和 59 年 4 月)  
日本道路協会 道路橋ｹｰﾌﾞﾙ構造便覧     (令和 3 年 11 月)  
 

 
 
 
適用基準改訂 
 
 
 
基準削除[R4] 
「鋼道路橋の細部構造に関す
る資料集(平成 3 年 7 月)」 
基準追加[R4] 
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第 3 節 工場製作工 
10-4-3-1 一般事項 
2.施工計画書 
なお､設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は､上記
項目の全部または一部を省略することができるものとする｡ 

第 3 節 工場製作工 
10-4-3-1 一般事項 
2.施工計画書 
なお､設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は､上記
項目の全部または一部の記載を省略することができるものとする｡ 

 
 
 
国仕様書準拠化[R3] 
(解釈の追記) 

10-4-3-11 鋳造費  
橋歴板は､JIS H 2202(鋳物用銅合金地金)､JIS H 5120(銅及び銅合金鋳物)の規定による｡ 

10-4-3-11 鋳造費  
橋歴板に用いる材質は､第 3 編 3-2-3-25 銘板工の規定による｡ 

国仕様書準拠[R7] 
(諸基準類との整合) 

10-4-5-10 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
16 年 4 月)による｡ 

10-4-5-10 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
30 年 12 月)による｡ 

 
適用基準改訂 

10-4-8-6 橋梁用防護柵工  
受注者は､橋梁用防護柵工の施工については､設計図書に従い､正しい位置､勾配､平面線形に設置
しなければならない｡ 

10-4-8-6 橋梁用防護柵工  
(1)受注者は､橋梁用防護柵工の施工については､設計図書に従い､正しい位置､勾配､平面線形に
設置しなければならない｡  
(2)鋼製材料の支柱をｺﾝｸﾘｰﾄに埋め込む場合(支柱を土中に埋め込む場合であって地表面をｺﾝｸﾘｰﾄ
で覆う場合を含む)において､支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような場所に
は､一般的な防錆･防食処理方法に加え､必要に応じて支柱地際部の防錆･防食強化を図らなけれ
ばならない｡  
①雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所  
②路面上の水を路側に排水する際､その途上に支柱がある場合 

 
国仕様書準拠 
[H31](諸基準類の改定) 

10-4-8-9 銘板工 
銘板工の施工は､第 3 編 3-2-3-25 銘板工の規定による｡ 

10-4-8-9 銘板工  
銘板工の施工については､第 3 編 3-2-3-25 銘板工の規定による｡ 

国仕様書準拠(表記統一) 

第 5 章 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 
第 1 節 適 用 
4.ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物非破壊試験 
(2)非破壊試験は｢非破壊試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(以下､｢要領｣
という｡)｣に従い行なわなければならない｡ 
5. 強度測定 
(2)微破壊･非破壊試験は｢微破壊･非破壊試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の強度測定要領(以下､｢要領｣と
いう｡)｣に従い行わなければならない｡ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋・ｺﾝｸﾘｰﾄ部材編) (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅴ耐震設計編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成 16 年 4 月)  
日本道路協会 ｺﾝｸﾘｰﾄ道路橋設計便覧    (平成 6 年 2 月)  
日本道路協会 ｺﾝｸﾘｰﾄ道路橋施工便覧    (平成 10 年 1 月)  
日本道路協会 防護柵の設置基準･同解説    (平成 28 年 12 月)  

第 5 章 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 
第 1 節 適 用 
4.ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物非破壊試験 
(2)非破壊試験は｢非破壊試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領｣(以下､｢要
領｣という｡)(国土交通省､平成 30 年 10 月)に従い行わなければならない｡ 
5. 強度測定 
(2)微破壊･非破壊試験は｢微破壊･非破壊試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の強度測定要領｣(以下､｢要領｣
という｡)(国土交通省､平成 30 年 10 月)に従い行わなければならない｡ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋・ｺﾝｸﾘｰﾄ部材編) (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅴ耐震設計編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成 30 年 12 月) 
日本道路協会 ｺﾝｸﾘｰﾄ道路橋設計便覧    (令和 2 年 9 月) 
日本道路協会 ｺﾝｸﾘｰﾄ道路橋施工便覧    (令和 2 年 9 月) 
日本道路協会 防護柵の設置基準･同解説/ﾎﾞﾗｰﾄﾞの設置便覧  (令和 3 年 3 月) 

 
 
太字追加 
国仕様書準拠[H31](表記統一) 
 
 
太字追加 
国仕様書準拠[H31](表記統一) 
県オリジナル削除 
 
 
 
 
基準追加[R4] 
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国土開発技術研究ｾﾝﾀｰ ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ合成げた橋設計施工指針   (平成 9 年 7 月)  

日本道路協会 道路橋伸縮装置便覧     (昭和 45 年 4 月) 
日本道路協会 小規模吊橋指針･同解説    (昭和 59 年 4 月) 
日本道路協会 道路橋ｹｰﾌﾞﾙ構造便覧     (令和 3 年 11 月) 
国土技術研究ｾﾝﾀｰ ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ合成桁橋設計施工指針   (平成 30 年 8 月)  

10-5-3-7 鋳造費  
橋歴板は､JIS H 2202(鋳物用銅合金地金)､JIS H 5120(銅及び銅合金鋳物)の規定による｡ 

10-5-3-7 鋳造費  
橋歴板に用いる材質は､第 3 編 3-2-3-25 銘板工の規定による｡ 

国仕様書準拠[R7]  
(諸基準類との整合) 

10-5-5-1 一般事項 
5.PC 鋼材両端のねじの使用 
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205 (一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ね
じを使用しなければならない｡ 

10-5-5-1 一般事項 
5.PC 鋼材両端のねじの使用 
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については JIS B 0205-1~4 (一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転
造ねじを使用しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](JIS の表記修正) 

10-5-5-6 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
16 年 4 月)による｡ 

10-5-5-6 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
30 年 12 月)による｡ 

 
太字追加 
適用基準改訂 

10-5-6-1 一般事項 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ね
じを使用しなければならない｡ 

10-5-6-1 一般事項 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1~4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転
造ねじを使用しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](JIS の表記修正) 

10-5-6-2 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工(現場)  
1.ﾌﾟﾚﾌﾚｸｼｮﾝ(応力導入)の施工  
ﾌﾟﾚﾌﾚｸｼｮﾝ(応力導入)の施工については､下記の規定による｡ 
2.ﾘﾘｰｽ(応力解放)の施工   
ﾘﾘｰｽ(応力解放)の施工については､下記の規定による｡  
(1)ﾘﾘｰｽを行うときの下ﾌﾗﾝｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度は､ﾘﾘｰｽ直後にｺﾝｸﾘｰﾄに生じる最大圧縮応力度が
圧縮強度の 0.6 倍以下で､ 
6.主桁製作設備の施工  
受注者は､主桁製作設備の施工については､下記の規定による｡ 

10-5-6-2 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工(現場)  
1.ﾌﾟﾚﾌﾚｸｼｮﾝ(応力導入)の施工  
ﾌﾟﾚﾌﾚｸｼｮﾝ(応力導入)の施工については､以下の規定による｡ 
2.ﾘﾘｰｽ(応力解放)の施工  
ﾘﾘｰｽ(応力解放)の施工については､以下の規定による｡  
(1)ﾘﾘｰｽを行うときの下ﾌﾗﾝｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄは､ﾘﾘｰｽ直後にｺﾝｸﾘｰﾄに生じる最大圧縮応力度が圧縮強度の
0.6 倍以下で､ 
6.主桁製作設備の施工  
受注者は､主桁製作設備の施工については､以下の規定による｡ 

国仕様書準拠(表記統一) 
 
 
 
国仕様書準拠 
[R2](諸基準類の改正) 

10-5-6-3 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
16 年 4 月)による｡ 

10-5-6-3 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
30 年 12 月)による｡ 

 
適用基準改訂 
太字追加 

10-5-6-7 局部(部分)ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ工  
部分ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽの施工については､下記の規定によるものとする｡ 

10-5-6-7 局部(部分)ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ工  
部分ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽの施工については､以下の規定によるものとする｡ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-5-6-9 落橋防止装置工  
落橋防止装置工の施工については､第 3 編 3-2-12-6 落橋防止装置工の規定による｡ 

10-5-6-9 落橋防止装置工  
落橋防止装置工の施工については､第 3 編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工の規定による｡ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-5-7-1 一般事項 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ね
じを使用しなければならない｡ 

10-5-7-1 一般事項 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1~4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転
造ねじを使用しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](JIS の表記修正) 
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10-5-7-3 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
16 年 4 月)による｡ 

10-5-7-3 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
30 年 12 月)による｡ 

 
適用基準改訂 
太字追加 

10-5-8-1 一般事項 
6.定着具及び接続具伸使用 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ね
じを使用しなければならない｡ 

10-5-8-1 一般事項 
6.定着具及び接続具の使用 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1~4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転
造ねじを使用しなければならない｡ 

 
誤記 
国仕様書準拠 
[H31](JIS の表記修正) 

10-5-8-3 支承工 
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
16 年 4 月)による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

10-5-8-3 支承工 
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
30 年 12 月)による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
適用基準改訂 
太字追加 

10-5-9-1 一般事項 
5.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ね
じを使用しなければならない｡ 

10-5-9-1 一般事項 
5.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1~4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転
造ねじを使用しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](JIS の表記修正) 

10-5-10-1 一般事項 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ね
じを使用しなければならない｡ 

10-5-10-1 一般事項 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1~4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転
造ねじを使用しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](JIS の表記修正) 

10-5-10-3 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
16 年 4 月)による｡ 

10-5-10-3 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
30 年 12 月)による 

 
適用基準改訂 
太字追加 

10-5-11-1 一般事項 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ね
じを使用しなければならない｡ 

10-5-11-1 一般事項 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1~4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転
造ねじを使用しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](JIS の表記修正) 

10-5-11-2 PC 片持箱桁製作工 
3.適用規定(3) 
受注者は､PC 鋼棒の PC 固定及び PC 継手(普通継手･緊張端継手)がある場合は｢ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
工法設計施工指針 第 6 章施工｣(土木学会､平成 3 年 3 月)の規定により施工しなければならない｡ 

10-5-11-2 PC 片持箱桁製作工 
3.適用規定(3) 
受注者は､PC 鋼棒の PC 固定及び PC 継手(普通継手･緊張端継手)がある場合は｢ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
工法設計施工指針 第 6 章施工｣(土木学会､平成 3 年 3 月)の規定により施工しなければならない｡ 

 
 
 
太字修正 

10-5-11-3 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
16 年 4 月)による｡ 

10-5-11-3 支承工  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
30 年 12 月)による｡ 

適用基準改訂 
太字追加 

10-5-12-1 一般事項 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転造ね
じを使用しなければならない｡ 

10-5-12-1 一般事項 
7.PC 鋼材両端のねじの使用  
受注者は､PC 鋼材両端のねじの使用については､JIS B 0205-1~4(一般用ﾒｰﾄﾙねじ)に適合する転
造ねじを使用しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31](JIS の表記修正) 
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10-5-12-2 PC 押出し箱桁製作工 
4.適用規定(4)  
横締め鋼材･横締め緊張･鉛直締め鋼材･鉛直締め緊張･ｸﾞﾗｳﾄがある場合の施工については､第 3
編 3-2-3-13 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工の規定による｡  
5.主桁製作設備の施工  
主桁製作設備の施工については､下記の規定による｡ 

10-5-12-2 PC 押出し箱桁製作工 
4.適用規定(4)  
横締め鋼材･横締め緊張･鉛直締め鋼材･鉛直締め緊張･ｸﾞﾗｳﾄ等がある場合の施工については､第
3 編 3-2-3-13 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工の規定による｡  
5.主桁製作設備の施工  
主桁製作設備の施工については､以下の規定による｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

第 6 章 ﾄﾝﾈﾙ(NATM) 
9.坑内観察調査 
～。なお､計測記録を整備保管し､監督職員の請求があった場合は､速やかに提示しなければなら
ない｡ 

第 6 章 ﾄﾝﾈﾙ(NATM) 
9.坑内観察調査 
～。受注者は､計測記録を整備保管し､監督職員の請求があった場合は､速やかに提示しなければ
ならない｡ 

 
国仕様書準拠[H31] 
(重複表記を修正) 

第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 道路ﾄﾝﾈﾙ非常用施設設置基準･同解説   (平成 13 年 10 月)  
土木学会 ﾄﾝﾈﾙ標準示方書 山岳工法編･同解説   (平成 28 年 8 月)  
土木学会  ﾄﾝﾈﾙ標準示方書 開削工法編･同解説   (平成 28 年 8 月)  
土木学会  ﾄﾝﾈﾙ標準示方書 ｼｰﾙﾄﾞ工法編･同解説   (平成 28 年 8 月)  
建設省 道路ﾄﾝﾈﾙ非常用施設設置基準    (昭和 56 年 4 月)  
建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針 
(換気技術の設計及び粉じん等の測定)    (平成 24 年 3 月)  
厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ (平成 23 年 3 月) 
 

第 2 節 適用すべき諸基準 
 
日本道路協会 道路ﾄﾝﾈﾙ非常用施設設置基準･同解説   (令和元年 9 月) 
土木学会 ﾄﾝﾈﾙ標準示方書山岳工法編･同解説[2016 年制定]  (平成 28 年 8 月) 
土木学会 ﾄﾝﾈﾙ標準示方書開削工法編･同解説[2016 年制定]  (平成 28 年 8 月) 
土木学会 ﾄﾝﾈﾙ標準示方書ｼｰﾙﾄﾞ工法編･同解説[2016 年制定]  (平成 28 年 8 月) 
国土交通省 道路ﾄﾝﾈﾙ非常用施設設置基準    (平成 31 年 3 月)  
建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針 
(換気技術の設計及び粉じん等の測定)                  (令和 3 年 4 月)  
厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ      (令和 2 年 7 月) 
厚生労働省 山岳ﾄﾝﾈﾙ工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ  (令和 6 年 3 月)  

 
県オリジナル削除 
 
適用基準改訂 
 
 
 
 
 
 
基準追加[H31] 

10-6-3-2 掘削工  
1.一般事項  
受注者は､ﾄﾝﾈﾙ掘削により地山をゆるめないように施工するとともに､過度の爆破をさけ､ 

10-6-3-2 掘削工  
1.一般事項  
受注者は､ﾄﾝﾈﾙ掘削により地山をゆるめないように施工するとともに､過度の爆破を避け､ 
8.切羽監視責任者の配置  
切羽監視責任者は､原則専任で配置するものとする｡ただし､現場の状況によりこれにより難い場
合は､設計図書に関して監督職員と協議し配置不要とすることができる｡ 

 
国仕様書修正[R5](誤植) 
国仕様書準拠 
[H31](歩掛改定に伴い切羽監視
責任者を配置することになっ
たため責任者の配置を明示) 

10-6-4-2 材料 
4.金網工に使用する材料  
金網工に使用する材料は､JIS G 3551(溶接金網)で 150mm×150mm×径 5mm の規格による｡ 

10-6-4-2 材料 
4.金網工に使用する材料  
金網工に使用する材料は､JIS G 3551(溶接金網及び鉄筋格子)で 150 ㎜×150 ㎜×径 5 ㎜の規格
による｡ 

 
 
JIS 改正 

10-6-4-6 金網工  
受注者は､金網を設置する場合は吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ第 1 層の施工後に､ 

10-6-4-6 金網工  
受注者は､金網を設置する場合は吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ第一層の施工後に､ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-6-5-3 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 
3.ｺﾝｸﾘｰﾄの締固め 
～。なお､流動性を向上させた中流動ｺﾝｸﾘｰﾄ等を使用した場合は､材料分離を防止するために内
部振動機ではなく型枠ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰを使用するものとする｡ 
 

10-6-5-3 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 
3.ｺﾝｸﾘｰﾄの締固め 
なお､流動性を向上させた中流動ｺﾝｸﾘｰﾄ等を使用した場合は､材料分離を防止するために内部振
動機ではなく型枠ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀを使用するものとする｡ 
11.横断目地  

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
 
国仕様書追加[R5](新規追加) 



栃木県土木工事共通仕様書 第 10 編 道路編  新旧対照表 

12 | 23 |  

現行 土木工事共通仕様書(令和 4 年度) 改定 土木工事共通仕様書(令和８年度) 変更概要 

 
 
11.打設時期 

ﾄﾝﾈﾙ覆工ｺﾝｸﾘｰﾄの目地の形状は｢三角形形状｣を標準とする｡  
なお､これによりがたい場合は､監督職員と協議しなければならない｡ 
12.打設時期 

 
番号修正 

10-6-6-4 ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工 
5.適用規定  
ｲﾝﾊﾞｰﾄ盛土の締固め度については､第 1 編 1-1-1-23 施工管理第 8 項の規定による｡ 

10-6-6-4 ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工 
5.適用規定  
ｲﾝﾊﾞｰﾄ盛土の締固め度については､第 1 編 1-1-1-26 施工管理第 8 項の規定による｡ 

 
 
番号修正 

10-6-8-2 坑口付工 
受注者は､坑口周辺工事の施工前及び施工途中において､第 1 編 1-1-1-3 設計図書の照査等に関
する処置を行わなければならない｡ 

10-6-8-2 坑口付工 
受注者は､坑口周辺工事の施工前及び施工途中において､第 1 編 1-1-1-3 設計図書の照査等に関
する処置を行わなければならない｡ 

 
太字追加 

10-6-8-3 作業土工(床掘り･埋戻し)  
作業土工の施工については､第 3 編 3-2-3-3 作業土工(床掘り･埋戻し)の規定によるものとする｡ 

10-6-8-3 作業土工(床掘り･埋戻し)  
作業土工の施工については､第 3 編 3-2-3-3 作業土工(床掘り･埋戻し)の規定による｡ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-6-8-6 銘板工 
2.標示板の材質  
受注者は､標示板の材質は JIS H 2202(鋳物用黄銅合金地金)とし､両坑口に図 10-6-2 を標準とし
て取付けしなければならない｡ 

図 10-6-2 標示板の刻示標準図 

10-6-8-6 銘板工 
2.標示板の材質  
標示板に用いる材質は､第 3 編 3-2-3-25 銘板工の規定による｡なお､両坑口に図 10-6-2 を標準と
して取付けしなければならない｡ 

図 10-6-2 標示板の設置ｲﾒｰｼﾞ図 

 
国仕様書変更[R7]  
(諸基準類との整合) 
国仕様書準拠[H31] 
(ｲﾒｰｼﾞ図であることを明記) 

10-6-9-4 掘削補助工 B 
また､その範囲により周辺環境に影響を与える恐れがあるため､関連法規や周辺環境を調査して､
施工計画に記載しなければならない｡ 

10-6-9-4 掘削補助工 B 
また､その範囲により周辺環境に影響を与えるおそれがあるため､関連法規や周辺環境を調査し
て､施工計画に記載しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

第 7 章 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）   (平成 29 年 11 月） 
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋･ｺﾝｸﾘｰﾄ部材編） (平成 29 年 11 月） 
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）  (平成 29 年 11 月） 
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）  (平成 29 年 11 月） 
日本道路協会 杭基礎施工便覧     (平成 27 年 3 月)  
日本道路協会 杭基礎設計便覧     (平成 27 年 3 月)  
日本道路協会 ｺﾝｸﾘｰﾄ道路橋設計便覧    (平成 6 年 2 月)  
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(設計編)     (平成 25 年 3 月)  
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(施工編)     (平成 25 年 3 月)  
日本道路協会 落石対策便覧     (平成 12 年 6 月)  
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成 16 年 4 月)  

第 7 章 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋・ｺﾝｸﾘｰﾄ部材編) (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅳ下部構造編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅴ耐震設計編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 杭基礎施工便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 杭基礎設計便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 ｺﾝｸﾘｰﾄ道路橋設計便覧    (令和 2 年 9 月)  
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(設計編)[2022 年制定]   (2023 年 3 月)  
土木学会 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(施工編)[2023 年制定]   (2023 年 9 月)  
日本道路協会 落石対策便覧     (平成 29 年 12 月)  
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成 30 年 12 月)  

 
県オリジナル削除 
 
適用基準改訂 

10-7-3-6 受台工 
2.均ｺﾝｸﾘｰﾄの施工 
受注者は､均ｺﾝｸﾘｰﾄの施工については､ 
3.防錆処置  
受注者は､鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には､防錆のため鉄筋にﾓﾙﾀﾙﾍﾟｰｽﾄを塗布し

10-7-3-6 受台工 
2.均しｺﾝｸﾘｰﾄの施工 
受注者は､均しｺﾝｸﾘｰﾄの施工については､ 
3.防錆処置  
受注者は､鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には､防錆､防食､損傷等を受けないように

 
 
誤記 
 
国仕様書準拠 
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なければならない｡なお､これにより難い場合は､設計図書に関して監督職員の承諾を得なければ
ならない｡ 

これらを保護しなければならない｡  
なお､施工方法に関しては監督職員の承諾を得なければならない｡ 

[R4](工種間の整合) 

10-7-4-1 一般事項  
本節は､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ上部工としてｼｪｯﾄﾞ購入工､架設工､土砂囲工､柱脚ｺﾝｸﾘｰﾄ工､横締め工､防水
工その他これらに類する工種について定める｡ 

10-7-4-1 一般事項  
本節は､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ上部工としてｼｪｯﾄﾞ購入工､架設工､土砂囲工､柱脚ｺﾝｸﾘｰﾄ工、横締め工､防
水工その他これらに類する工種について定める｡ 

 
アンダーライン追加  
 

10-7-4-3 架設工 
2.適用規定(2)   
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 5 章 支承部の施工｣(日本道路協会平成
16 年 4 月)の規定による｡ 

10-7-4-3 架設工 
2.適用規定(2)  
受注者は､支承工の施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路協会､平成
30 年 12 月)の規定による｡ 

 
適用基準改訂 
太字修正 

10-7-4-6 横締め工 
4.許容値   
緊張管理計画書で示された荷重計の示度と､PC 鋼材の抜出し量の測定値との関係が許容範囲を
越える場合は､原因を調査し､適切な措置を講ずるものとする｡ 

10-7-4-6 横締め工 
4.許容値  
緊張管理計画書で示された荷重計の示度と､PC 鋼材の抜出し量の測定値との関係が許容範囲を
超える場合は､原因を調査し､適切な措置を講ずるものとする｡ 

 
 
 
誤記 

10-7-4-7 防水工 
2.防水工の接合部や隅角部  
受注者は､防水工の接合部や隅角部における増貼部等において､ 

10-7-4-7 防水工 
2.防水工の接合部や隅角部  
受注者は､防水工の接合部や隅角部における増張部等において､ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-7-6-5 銘板工 
2.銘板の材質  
銘板の材質は JIS H 2202(鋳物用銅合金地金)とする｡ 

10-7-6-5 銘板工 
2.銘板の材質  
銘板に用いる材質は､第 3 編 3-2-3-25 銘板工の規定による｡ 

 
国仕様書準拠[R7]  
(諸基準類との整合) 

第 8 章 鋼製ｼｪｯﾄﾞ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅳ下部構造編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅴ耐震設計編)   (平成 29 年 11 月) 
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧     (平成 27 年 3 月)  
日本道路協会 鋼道路橋設計便覧     (昭和 55 年 9 月)  
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成 16 年 4 月)  
日本道路協会 鋼道路橋の細部構造に関する資料集   (平成 3 年 7 月)  
日本道路協会 杭基礎施工便覧     (平成 27 年 3 月)  
日本道路協会 杭基礎設計便覧     (平成 27 年 3 月)  
日本道路協会 斜面上の深基礎設計施工便覧    (平成 24 年 4 月) 
日本道路協会 落石対策便覧     (平成 12 年 6 月)  

第 8 章 鋼製ｼｪｯﾄﾞ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編)  (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅳ下部構造編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 道路橋示方書･同解説 (Ⅴ耐震設計編)   (令和 7 年 10 月) 
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 鋼道路橋設計便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 道路橋支承便覧     (平成 30 年 12 月)  
 
日本道路協会 杭基礎施工便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 杭基礎設計便覧     (令和 2 年 9 月)  
日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧   (令和 3 年 10 月)  
日本道路協会 落石対策便覧     (平成 29 年 12 月)  

 
県オリジナル削除 
 
適用基準改訂 
 
 
 
 
 
基準削除[R4]「日本道路協会 
鋼道路橋の細部構造に関する
資料集 (平成 3 年 7 月)」 
 
誤記修正 

10-8-5-6 受台工 
4.防錆処置  
受注者は､鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には､防錆のため鉄筋にﾓﾙﾀﾙﾍﾟｰｽﾄを塗布し
なければならない｡これ以外の施工方法による場合は､設計図書に関して監督職員の承諾を得な

10-8-5-6 受台工 
4.防錆処置  
受注者は､鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には､防錆､防食､損傷等を受けないように
これらを保護しなければならない｡ なお､施工方法に関しては監督職員の承諾を得なければなら

 
 
国仕様書準拠[R4](工種間の整
合) 
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ければならない｡  
5.支承部の箱抜きの施工  
受注者は､支承部の箱抜きの施工については､道路橋支承便覧第 5 章支承部の施工の規定による｡
～ 
７.塩害処置 
受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。 

ない｡  
5.支承部の箱抜きの施工  
受注者は､支承部の箱抜きの施工については､｢道路橋支承便覧 第 6 章 支承部の施工｣(日本道路
協会､平成 30 年 12 月)の規定による｡～ 
７.塩害処置 
受注者は、外部から浸透する塩化物の影響を受ける箇所での施工については、塩害に対して十
分注意して施工しなければならない。 

 
 
太字修正 
適用基準改訂 
 
「海岸部」修正 

10-8-6-4 現場継手工  
現場継手の施工については､第 3 編 3-2-3-23 現場継手工の規定による｡ 

10-8-6-4 現場継手工  
現場継手工の施工については､第 3 編 3-2-3-23 現場継手工の規定による｡ 

国仕様書準拠(表記統一) 

10-8-7-5 銘板工 
2.銘板の材質 
銘板の材質は､JIS H 2202(鋳物用銅合金地金)とする｡ 
 
受注者は､銘板に記載する幅員､高さは建築限界としなければならない｡  
 
受注者は､銘板に記載する年月は鋼製ｼｪｯﾄﾞの製作年月を記入しなければならない｡ 

10-8-7-5 銘板工 
2.銘板の材質  
銘板に用いる材質は､第 3 編 3-2-3-25 銘板工の規定による｡  
3.銘板  
受注者は､銘板に記載する幅員､高さは建築限界としなければならない｡  
4.銘板に記載する年月  
受注者は､銘板に記載する年月は鋼製ｼｪｯﾄﾞの製作年月を記入しなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠[R7] 
 (諸基準類との整合) 
 

第 9 章 地下横断歩道 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､下記の基準類による｡ 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 杭基礎設計便覧  (平成 27 年 3 月)  

第 9 章 地下横断歩道 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､以下の基準類による｡ 
 
日本道路協会 杭基礎設計便覧  (令和 2 年 9 月)  

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-9-3-1 一般事項 
2.埋設管の位置確認  
受注者は､道路管理台帳及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明確にしなければならな
い｡ 
4.占用物件等による協議   
受注者は､土留杭及び仮設工において､占用物件等により位置変更及び構造変更の必要な場合は､
設計図書に関して監督職員と協議するものとする｡ 

10-9-3-1 一般事項 
2.埋設管の位置確認  
受注者は､道路管理台帳等及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明確にしなければならな
い｡ 
4.占用物件等による協議  
受注者は､土留杭及び仮設工において､占用物件等により位置変更及び構造変更の必要な場合は､
設計図書に関して監督職員と協議しなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-9-3-2 掘削工 
2.地盤改良等   
受注者は､施工地盤について､地盤改良等の必要がある場合は､設計図書に関して､監督職員と協
議するものとする｡ 

10-9-3-2 掘削工 
2.地盤改良等  
受注者は､施工地盤について､地盤改良等の必要がある場合は､設計図書に関して､監督職員と協
議しなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

第 10 章 地下駐車場 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､下記の基準類による｡ 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 駐車場設計･施工指針        (平成 4 年 11 月) 
日本道路協会 道路構造令の解説と運用     (平成 27 年 6 月) 

第 10 章 地下駐車場 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､以下の基準類による｡ 
 
日本道路協会 駐車場設計･施工指針 同解説    (平成 4 年 11 月) 
日本道路協会 道路構造令の解説と運用      (令和 3 年 3 月) 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
県オリジナル削除 
適用基準改訂 
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10-10-6-3 防水工 
1.防水工の接合部  
受注者は､防水工の接合部や隅角部における増貼部等において､防水材相互が密着するよう施工
しなければならない｡  

10-10-6-3 防水工  
1.防水工の接合部  
受注者は､防水工の接合部や隅角部における増張り部等において､防水材相互が密着するよう施
工しなければならない｡  

 
国仕様書準拠(表記統一) 

第 11 章 共同溝 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､下記の基準類による｡ 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
道路保全技術ｾﾝﾀｰ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ共同溝設計･施工要領(案)   (平成 6 年 3 月) 
土木学会  ﾄﾝﾈﾙ標準示方書 ｼｰﾙﾄﾞ工法編･同解説   (平成 28 年 8 月) 

第 11 章 共同溝 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､以下の基準類による｡ 
 
 
土木学会 ﾄﾝﾈﾙ標準示方書ｼｰﾙﾄﾞ工法編･同解説[2016 年制定]   (平成 28 年 8 月) 

 
国仕様書準拠(表記統一) 
県オリジナル削除 
基準削除[R3] 
(発行元が存在しないため) 
適用基準改訂 

10-11-6-5 防水工 
2.防水層の破損防止  
受注者は､防水保護工の施工にあたり､防水工が破損しないように留意して施工するものとし､十
分に養生しなければならない｡ 

10-11-6-5 防水工 
2.防水層の破損防止  
受注者は､防水保護工の施工にあたり､防水層が破損しないように留意して施工するものとし､十
分に養生しなければならない｡ 

 
 
誤記修正 

10-11-7-2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ躯体工 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ躯体工については､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ共同溝設計･施工要領(案)によるものとする｡ 

10-11-7-2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ躯体工 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ躯体工については､「ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ共同溝設計･施工要領(案)」によるものとする｡ 

 
表記修正 

第 12 章 電線共同溝 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､下記の基準類による｡ 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
道路保全技術ｾﾝﾀｰ 電線共同溝      (平成 7 年 11 月) 

第 12 章 電線共同溝 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､以下の基準類による｡ 
 
 

国仕様書準拠(表記統一) 
適用基準改訂 
県オリジナル削除 
基準削除[R3] 
(発行元が存在しないため削除) 

10-12-5-2 管路工(管路部) 
2.単管を用いる場合の施工  
受注者は､単管を用いる場合には､ｽﾍﾟｰｻｰ等を用いて敷設間隔が均一となるよう施工しなければ
ならない｡ 

10-12-5-2 管路工(管路部) 
2.単管を用いる場合の施工  
受注者は､単管を用いる場合には､ｽﾍﾟｰｻ等を用いて敷設間隔が均一となるよう施工しなければな
らない｡ 

 
 
国仕様書準拠[R3](表記統一) 

10-12-5-4 現場打ﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)  
現場打ﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)の施工については､第 10 編 10-11-6-2 現場打躯体工の 1 項及び 2 項の規
定による｡ 

10-12-5-4 現場打ﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)  
現場打ﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)の施工については､第 10 編 10-11-6-2 現場打躯体工の規定による｡ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

第 13 章 情報ﾎﾞｯｸｽ工 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､下記の基準類による｡ 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
道路保全技術ｾﾝﾀｰ 電線共同溝     (平成 7 年 11 月) 

第 13 章 情報ﾎﾞｯｸｽ工 
第 2 節 適用すべき諸基準  
受注者は､設計図書において特に定めのない事項については､以下の基準類による｡ 
 
 

 
国仕様書準拠(表記統一) 
県オリジナル削除 
基準削除[R3] 
(発行元が存在しないため削除) 

10-13-3-1 一般事項 
本節は､情報ﾎﾞｯｸｽ工として作業土工(床掘り･埋戻し)､管路工(管路部)その他これらに類する工種
について定める｡ 

10-13-3-1 一般事項 
本節は､情報ﾎﾞｯｸｽ工として作業土工(床掘り･埋戻し)､管路工(管路部)その他これらに類する工種
について定める｡ 

 
表記統一 

第 14 章 道路維持 
第 1 節 適 用 

第 14 章 道路維持 
第 1 節 適 用 
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5.臨機の措置  
受注者は､工事区間内での事故防止のため､やむを得ず臨機の措置を行なう必要がある場合は､第
1 編総則 1-1-1-41 臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない｡ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 舗装再生便覧     (平成 22 年 11 月) 
日本道路協会 舗装調査･試験法便覧     (平成 19 年 6 月) 
日本道路協会 道路ﾄﾝﾈﾙ維持管理便覧(本体工編)    (平成 27 年 6 月) 
 
日本道路協会 道路緑化技術基準･同解説    (昭和 28 年 3 月) 

5.臨機の措置  
受注者は､工事区間内での事故防止のため､やむを得ず臨機の措置を行う必要がある場合は､第 1
編総則 1-1-1-44 臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない｡ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
 
日本道路協会 舗装再生便覧     (令和 6 年 3 月) 
日本道路協会 舗装調査･試験法便覧     (平成 31 年 3 月) 
日本道路協会 道路ﾄﾝﾈﾙ維持管理便覧(本体工編)   (令和 2 年 8 月) 
日本道路協会 道路ﾄﾝﾈﾙ維持管理便覧(付属施設編)    (平成 28 年 11 月) 
日本道路協会 道路緑化技術基準･同解説              (平成 28 年 3 月) 

国仕様書準拠(表記統一) 
番号修正 
 
 
県オリジナル削除 
 
 
 
基準追加[H31] 

10-14-3-2 道路巡回工 
3.交通異常の場合の処置  
受注者は､通常巡回中に道路交通に異常が生じている場合または異常が生ずる恐れがある場合
は､ 

10-14-3-2 道路巡回工 
3.交通異常の場合の処置  
受注者は､通常巡回中に道路交通に異常が生じている場合または異常が生ずるおそれがある場合
は､ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-14-4-5 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 
3.舗設   
受注者は､施工面を整備した後､第 3 編第 2 章第 6 節一般舗装工のうち該当する項目の規定に従
って各層の舗設を行なわなければならない｡ 

10-14-4-5 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 
3.舗設  
受注者は､施工面を整備した後､第 3 編第 2 章第 6 節一般舗装工のうち該当する項目の規定に従
って各層の舗設を行わなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
 

10-14-4-7 路上再生工 
1.路上路盤再生工 
(2) 添加材料の使用量 
②受注者は､施工に先立って｢舗装調査･試験法便覧｣(日本道路協会､平成 19 年 6 月)の｢5-3 再生
路盤材料に関する試験｣に示される試験法により一軸圧縮試験を行い､ 
(3) 最大乾燥密度  
受注者は､施工開始日に採取した破砕混合直後の試料を用い､｢舗装調査･試験法便覧｣(日本道路
協会､平成 19 年 6 月)に示される｢G021 砂置換法による路床の密度の測定方法｣により 
(4) 気象条件  
気象条件は､第 3 編 3-2-6-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工による｡ 
(6) 整形及び締固め 
②受注者は､路上再生路盤の厚さが 20cm を越える場合の締固めは､ 
(7) 養生  
養生については､第 3 編 3-2-6-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工により施工する｡ 
2.路上表層再生工   
(2)室内配合  
①受注者は､ﾘﾐｯｸｽ方式の場合､設計図書に示す配合比率で再生表層混合物を作製しﾏｰｼｬﾙ安定度
試験を行い､その品質が第 3 編 3-2-6-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材料､表 3-2-24 ﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値を
満たしていることを確認し､ 
(3) 現場配合  

10-14-4-7 路上再生工 
1.路上路盤再生工 
(2) 添加材料の使用量 
②受注者は､施工に先立って｢舗装調査･試験法便覧 5-3 再生路盤材料に関する試験｣(日本道路協
会､平成 31 年 3 月)に示される試験法により一軸圧縮試験を行い 
(3) 最大乾燥密度  
受注者は､施工開始日に採取した破砕混合直後の試料を用い､｢舗装調査･試験法便覧｣(日本道路
協会､平成 31 年 3 月)に示される｢F007 突固め試験方法｣により 
(4) 気象条件  
気象条件は､第 3 編 3-2-6-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の規定による｡ 
(6)整形及び締固め 
②受注者は､路上再生路盤の厚さが 20 ㎝を超える場合の締固めは､ 
(7)養生  
養生については､第 3 編 3-2-6-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の規定による｡ 
2.路上表層再生工   
(2)室内配合  
①受注者は､ﾘﾐｯｸｽ方式の場合､設計図書に示す配合比率で再生表層混合物を作製しﾏｰｼｬﾙ安定度
試験を行い､その品質が第 3 編 3-2-6-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材料､表 3-2-21 ﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値を
満たしていることを確認し 
(3) 現場配合  

 
 
 
適用基準改訂 
太字修正 
国仕様書変更[R7](誤記修正) 
国仕様書準拠[R7](誤記修正) 
 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
誤記修正 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
 
 
番号修正[R7] 
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受注者は､ﾘﾍﾟｰﾌﾞ方式による新設ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物を除き､再生表層混合物の最初の 1 日の舗設状況
を観察する一方､その混合物についてﾏｰｼｬﾙ安定度試験を行い､第 3 編 3-2-6-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材
料､表 3-2-24 ﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値に示す基準値と照合しなければならない｡ 
(4) 基準密度  
受注者は､｢路上表層再生工法技術指針(案)の 7-3-2 品質管理｣(日本道路協会､昭和 62 年 1 月)に
示される方法に従い､ 

受注者は､ﾘﾍﾟｰﾌﾞ方式による新設ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物を除き､再生表層混合物の 初の 1 日の舗設状況を
観察する一方､その混合物についてﾏｰｼｬﾙ安定度試験を行い､第 3 編 3-2-6-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材料､
表 3-2-21 ﾏｰｼｬﾙ安定度試験基準値に示す基準値と照合しなければならない｡ 
(4) 基準密度  
受注者は､｢路上表層再生工法技術指針(案)7-3-2 品質管理｣(日本道路協会､昭和 62 年 1 月)に示さ
れる方法に従い 

番号修正[R7] 
 
 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-14-5-1 一般事項 
本節は､排水構造物工として作業土工(床掘り･埋戻し)､ 

10-14-5-1 一般事項 
本節は､排水構造物工として作業土工(床掘り･埋戻し)､ 

 
表記統一 

10-14-6-1 一般事項 
本節は､防護柵工として作業土工(床掘り･埋戻し)､ 

10-14-6-1 一般事項 
本節は､防護柵工として作業土工(床掘り･埋戻し)､ 

 
表記統一 

10-14-7-2 材 料 
4.標識板  
受注者は､標識板には設計図書に示す位置に補強材を標識板の表面にﾋｽﾞﾐの出ないようｽﾎﾟｯﾄ溶
接をしなければならない｡ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金材の溶接作業は(一社)軽金属溶接協会規格 LWSP7903-
1979｢ｽﾎﾟｯﾄ溶接作業標準(ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金)｣((一社)日本溶接協会規格 WES7302 と同一規
格)を参考に行うことが望ましい｡  
5.標識板の下地処理  
受注者は､標識板の下地処理にあったては脱脂処理を行い､必ず洗浄を行わなければならない｡  
6.標識板の文字･記号等  
受注者は､標識板の文字･記号等を｢道路標識､区画線及び道路標示に関する命令｣(標識令)及び道
路標識設置基準･同解説による色彩と寸法で､標示する｡これにより難い場合は､監督職員の承諾
を得なければならない｡ 

10-14-7-2 材 料 
4.標示板  
受注者は､標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にﾋｽﾞﾐの出ないようｽﾎﾟｯﾄ溶
接をしなければならない｡ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金材の溶接作業は(一社)軽金属溶接協会規格 LWS P7903-
1979｢ｽﾎﾟｯﾄ溶接作業標準(ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金)｣((一社)日本溶接協会規格 WES7302 と同一規
格)を参考に行うことが望ましい｡  
5.標示板の下地処理  
受注者は､標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い､必ず洗浄を行わなければならない｡  
6.標示板の文字･記号等  
受注者は､標示板の文字･記号等を｢道路標識､区画線及び道路標示に関する命令｣(標識令)及び｢道
路標識設置基準･同解説｣(日本道路協会 令和 2 年 6 月)による色彩と寸法で､標示する｡これによ
り難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠 
[H31](用語修正) 
 
国仕様書準拠 
[H31](用語修正) 
誤記修正 
 
国仕様書準拠 
[R3](諸基準類の改正) 
太字修正 

10-14-12-1 一般事項 
2.適用規定 
ｶﾙﾊﾞｰﾄの施工については､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 7-1 基本方針｣(日本道路協会､平成 22 年 3 月)
及び｢道路土工要綱 2-6 構造物の排水施設の設計､2-7 排水施設の施工｣(日本道路協会､平成 21
年 6 月)の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

10-14-12-1 一般事項 
2.適用規定 
ｶﾙﾊﾞｰﾄの施工については､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 7-1 基本方針｣(日本道路協会､平成 22 年 3 月)
及び｢道路土工要綱 2-6 構造物の排水施設の設計､2-7 排水施設の施工｣(日本道路協会､平成 21
年 6 月)の規定による｡これにより難い場合は､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
 
太字修正 

10-14-12-2 材 料 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工の施工に使用する材料は､設計図書によるが､記載なき場合､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ
工指針 4-4 使用材料､4-5 許容応力度｣(日本道路協会､平成 22 年 3 月)の規定による｡ 

10-14-12-2 材 料 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工の施工に使用する材料は､設計図書によるが､記載なき場合､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ
工指針 4-4 使用材料､4-5 許容応力度｣(日本道路協会､平成 22 年 3 月)の規定による｡ 

 
 
太字修正 

10-14-14-3 床版補強工(鋼板接着工法) 
5.油脂等の除去  
受注者は､鋼板及びｺﾝｸﾘｰﾄの接合面の油脂及びｺﾞﾐをｱｾﾄﾝ等により除去しなければならない｡ 

10-14-14-3 床版補強工(鋼板接着工法) 
5.油脂等の除去  
受注者は､鋼板及びｺﾝｸﾘｰﾄの接合面の油脂及びごみをｱｾﾄﾝ等により除去しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠時[R3](表記統一) 

10-14-14-4 床版補強工(増桁架設工法) 
3.素地調整  
既設桁の内､増桁と接する部分は設計図書に規定する素地調整を行なうものとする｡ 
6.ｽﾍﾟｰｻｰの打込み  
受注者は､床版の振動を樹脂剤の硬化時に与えないためｽﾍﾟｰｻｰを 50cm 程度の間隔で千鳥に打込

10-14-14-4 床版補強工(増桁架設工法) 
3.素地調整  
既設桁の内､増桁と接する部分は設計図書に規定する素地調整を行うものとする｡ 
6.ｽﾍﾟｰｻの打込み  
受注者は､床版の振動を樹脂剤の硬化時に与えないためｽﾍﾟｰｻを 50 ㎝程度の間隔で千鳥に打込ま

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
 
国仕様書準拠 
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まなければならない｡ 
8.注入ﾊﾟｲﾌﾟの撤去  
受注者は､注入材料が硬化後､注入ﾊﾟｲﾌﾟを撤去しｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ等で表面仕上げをしなければならない｡ 
11.ｸﾗｯｸ注入延長及び注入量の変更  
受注者は､ｸﾗｯｸ注入延長及び注入量に変更が伴う場合には､施工前に設計図書に関して監督職員
と協議するものとする｡ 

なければならない｡ 
8.注入ﾊﾟｲﾌﾟの撤去  
受注者は､注入材料が硬化後､注入ﾊﾟｲﾌﾟを撤去しｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ等で表面仕上げをしなければならない｡ 
11.ｸﾗｯｸ注入延長及び注入量の変更  
受注者は､ｸﾗｯｸ注入延長及び注入量に変更が伴う場合には､施工前に設計図書に関して監督職員
と協議しなければならない｡ 

[R3](表記統一) 
 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-14-14-6 床版取替工 
4.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版の設置  
受注者は､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版の設置において､支持桁ﾌﾗﾝｼﾞと床版底面の不陸の影響を無くすよう施工
しなければならない｡ 

10-14-14-6 床版取替工 
4.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版の設置  
受注者は､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版の設置において､支持けたﾌﾗﾝｼﾞと床版底面の不陸の影響を無くすよう施
工しなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-14-14-7 旧橋撤去工 
5.落下物防止対策  
受注者は､河川及び供用道路上等で､旧橋撤去工を行う場合は､撤去に伴い発生するｱｽﾌｧﾙﾄ殻､ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ殻及び撤去に使用する資材の落下を防止する対策を講じ､河道及び交通の確保につとめなけれ
ばならない｡ 

10-14-14-7 旧橋撤去工 
5.落下物防止対策  
受注者は､河川及び供用道路上等で､旧橋撤去工を行う場合は､撤去に伴い発生するｱｽﾌｧﾙﾄ殻､ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ殻及び撤去に使用する資材の落下を防止する対策を講じ､河道及び交通の確保に努めなければ
ならない｡ 
 

 
 
国仕様書準拠[R5](誤植) 

第 15 節 橋梁付属物工 
10-14-15-2 伸縮継手工 
3.交通解放の時期  
受注者は､交通解放の時期について､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

第 15 節 橋梁付属物工 
10-14-15-2 伸縮継手工 
3.交通開放の時期  
受注者は､交通開放の時期について､監督職員の承諾を得なければならない｡ 

 
 
誤記修正 

10-14-17-3 橋梁塗装工 
表 10-14-2 素地調整程度と作業内容  

素地調
整程度 

さび
面積 

塗膜異
常面積 

作業内容 作業方法 

2 種  30%以
上  

-  旧塗膜､さびを除去し鋼材面を露出させる｡  
ただし､さび面積 30%以下で旧塗膜が B､b
塗装系の場合はｼﾞﾝｸﾌﾟﾗｲﾏｰやｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
を残し､他の旧塗膜を全面除去する｡  

ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ､ﾜｲﾔ
ﾎｲﾙなどの電動
工具と手工具と
の併用､ﾌﾞﾗｽﾄ法  

 

10-14-17-3 橋梁塗装工 
表 10-14-2 素地調整程度と作業内容  

素地調
整程度 

さび
面積 

塗膜異
常面積 

作業内容 作業方法 

2 種  30%
以上  

-  旧塗膜､さびを除去し鋼材面を露出させる｡  
ただし､さび面積 30%以下で旧塗膜が B､b
塗装系の場合はｼﾞﾝｸﾌﾟﾗｲﾏｰやｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
を残し､他の旧塗膜を全面除去する｡  

ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ､ﾜｲﾔﾎ
ｲﾙなどの電動工
具と手工具との
併用  

 

 
 
 
 
国仕様書準拠 
[R4] 
(ﾌﾞﾗｽﾄ法削除)  
 
 

10-14-18-3 裏込注入工  
1.裏込注入   
～なお､注入材料､注入時期､注入圧力､注入の終了時期等については設計図書に関して監督職員
の承諾を得ものとする｡ 
3.注入孔の充填  
受注者は､注入孔を硬練りﾓﾙﾀﾙにより充填し､丁寧に仕上げなければならない｡ 

10-14-18-3 裏込注入工  
1.裏込注入  
～なお､注入材料､注入時期､注入圧力､注入の終了時期等については設計図書に関して監督職員
の承諾を得なければならない｡ 
3.注入孔の充てん  
受注者は､注入孔を硬練りﾓﾙﾀﾙにより充填し､丁寧に仕上げなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-14-18-4 漏水対策工 
2.線導水の施工  
受注者は､線導水の施工については､ﾊﾂﾘ後､ 

10-14-18-4 漏水対策工 
2.線導水の施工  
受注者は､線導水の施工については､はつり後､ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 
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10-14-19-3 付属物復旧工 
5.標識板復旧の施工  
受注者は､標識板復旧の施工については､付近の構造物､道路交通に特に注意し､支障にならない
ようにしなければならない｡ 

10-14-19-3 付属物復旧工 
5.標示板復旧の施工  
受注者は､標示板復旧の施工については､付近の構造物､道路交通に特に注意し､支障にならない
ようにしなければならない｡ 

 
国仕様書準拠[H31](用語修正) 

第 20 節 道路清掃工 
10-14-20-3 路面清掃工 
2.支障物の撤去及び散水  
受注者は､路面清掃の施工を路面清掃車により行う場合は､施工前に締固まった土砂の撤去､粗大
塵埃等の路面清掃車による作業の支障物の撤去及び散水を行なわなければならない｡ 

第 20 節 道路清掃工 
10-14-20-3 路面清掃工 
2.支障物の撤去及び散水  
受注者は､路面清掃の施工を路面清掃車により行う場合は､施工前に締固まった土砂の撤去､粗大
塵埃等の路面清掃車による作業の支障物の撤去及び散水を行わなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-14-20-4 路肩整正工 
受注者は､路肩正整の施工については､ 

10-14-20-4 路肩整正工  
受注者は､路肩整正の施工については､ 

 
国仕様書修正[R5](誤記) 

10-14-20-8 構造物清掃工 
2.破損防止  
受注者は､構造物清掃工の施工については､付随する非常用設備等を破損したり､浸水等により機
能を低下させないように行なわなければならない｡ 

10-14-20-8 構造物清掃工 
2.破損防止  
受注者は､構造物清掃工の施工については､付随する非常用設備等を破損したり､浸水等により機
能を低下させないように行わなければならない｡ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

第 15 章 雪 寒 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡   
日本建設機械化協会 除雪･防雪ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ(除雪編)    (平成 16 年 12 月) 
第 3 節 除雪工 
10-15-3-1 一般事項 
2.施工計画書  
除雪工においては､施工計画書へ以下に示す事項を記載しなければならない｡なお､第 1 編 1-1-1-
4 施工計画書第 1 項において規定している計画工程表については､記載しなくてよいものとする｡ 
7.報告書  
受注者は､各作業の終了後､速やかに作業の終了と作業時の状況を監督職員に連絡するものとし､
翌日までに設計図書に示す様式により～ 
9.作業上支障となる箇所  
受注者は､施工区間の道路及び道路付属物等について､工事着手前に作業上支障となる箇所の把
握を行い､事故の防止につとめなければならない｡ 

第 15 章 雪 寒 
第 2 節 適用すべき諸基準 
 
日本建設機械施工協会 除雪･防雪ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ(除雪編)    (平成 16 年 12 月) 
第 3 節 除雪工 
10-15-3-1 一般事項 
2.施工計画書  
除雪工においては､施工計画書へ以下に示す事項を記載しなければならない｡ なお､第 1 編 1-1-1-
6 施工計画書第 1 項において規定している計画工程表については､記載しなくてよいものとする 
7.報告書  
受注者は､各作業の終了後､速やかに作業の終了と作業時の状況を監督職員に連絡するとともに､
設計図書に示す様式により～ 
9.作業上支障となる箇所  
受注者は､施工区間の道路及び道路付属物等について､工事着手前に作業上支障となる箇所の把
握を行い､事故の防止に努めなければならない｡ 

 
 
県オリジナル削除 
適用基準改訂 
 
 
 
 
項ずれ 
 
国仕様書準拠[R6](表現修正) 
“翌日までに”削除 
 
国仕様書修正 
[R5](誤植) 

10-15-3-3 一般除雪工  
受注者は､一般除雪工を実施する時期､箇所､施工方法は､監督職員の指示によるものとする｡ 

10-15-3-3 一般除雪工  
受注者は､一般除雪工を実施する時期､箇所､施工方法について､監督職員の指示を受けなければ
ならない｡ 

 
国仕様書準拠 
(表記統一) 

10-15-3-5 凍結防止工 
4.凍結防止剤の保管等  
受注者は､凍結防止剤の保管等については､｢除雪･防雪ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ(除雪編) 8.5.8 貯蔵及び積み込
み｣(日本建設機械化協会､平成 16 年 12 月)の規定による｡ 

10-15-3-5 凍結防止工 
4.凍結防止剤の保管等  
受注者は､凍結防止剤の保管等については､｢除雪･防雪ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ(除雪編)8.5.8 貯蔵及び積み込み｣
(日本建設機械施工協会､平成 16 年 12 月)の規定による 

 
 
適用基準改訂 
太字修正 

10-15-3-6 歩道除雪工 10-15-3-6 歩道除雪工   
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1.一般事項  
受注者は､歩道除雪工を実施する時期､箇所､施工方法は､監督職員の指示を受けなければならな
い｡ 
2.適用規定  
受注者は､ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機により施工を行う場合は､｢歩道除雪機安全対策指針(案)｣を参
考とする｡ 

1.一般事項  
受注者は､歩道除雪工を実施する時期､箇所､施工方法について､監督職員の指示を受けなければ
ならない｡ 
2.適用規定  
受注者は､ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機により施工を行う場合は､｢歩道除雪機安全対策指針(案)｣(建
設省､昭和 63 年 10 月)を参考とする｡ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-15-3-7 安全処理工 
2.適用規定 
人工雪崩の施工については､｢除雪･防雪ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ(防雪編)6.2.5 雪崩の処理｣(日本建設機械化協
会､平成 16 年 12 月)の規定による｡ 

10-15-3-7 安全処理工 
2.適用規定 
人工雪崩の施工については､｢除雪･防雪ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ(防雪編)6.2.5 雪崩の処理｣(日本建設機械化協
会､平成 16 年 12 月)の規定による｡ 

 
 
太字修正 

10-15-3-8 雪道巡回工 
3.異常時の処置  
受注者は､雪道通常巡回中に道路交通に異常が生じている場合または異常が生ずる恐れがある場
合は､ 

10-15-3-8 雪道巡回工 
3.異常時の処置  
受注者は､雪道通常巡回中に道路交通に異常が生じている場合または異常が生ずるおそれがある
場合は､ 

 
 
国仕様書準拠[H31](表記統一) 

10-15-3-9 待機補償費 
1.一般事項 
待機費とは､設計図書または監督職員の指示により､除雪作業の出動のために待機させた､情報連
絡･作業管理を行う世話役と運転要員に対する費用のうち､ 

10-15-3-9 待機補償費 
1.一般事項 
待機費とは､設計図書または監督職員の指示により､除雪作業の出動のために待機させた､情報連
絡･作業管理を行う世話役と運転要員に対する費用のうち､ 

 
 
太字追加 

第 16 章 道路修繕 
5.臨機の措置   
受注者は､工事区間内での事故防止のため､やむを得ず臨機の措置を行なう必要がある場合は､第
1 編総則 1-1-1-41 臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない｡ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
また､改正された場合は､原則として最新版を使用する｡ 
日本道路協会 舗装調査･試験法便覧      (平成 19 年 6 月)  
日本道路協会 舗装再生便覧      (平成 22 年 11 月) 

第 16 章 道路修繕 
5.臨機の措置  
受注者は､工事区間内での事故防止のため､やむを得ず臨機の措置を行う必要がある場合は､第 1
編総則 1-1-1-44 臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない｡ 
第 2 節 適用すべき諸基準 
 
日本道路協会 舗装調査･試験法便覧      (平成 31 年 3 月)  
日本道路協会 舗装再生便覧      (令和 6 年 3 月) 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
番号修正[R7] 
 
県オリジナル削除 
適用基準改訂 

10-16-3-1 一般事項 
3.鋳鉄品及び鋳造品  
受注者は､鋳鉄品及び鋳造品の使用に当たって､ 

10-16-3-1 一般事項 
3.鋳鉄品及び鋳造品  
受注者は､鋳鉄品及び鋳造品の使用にあたっては､ 

 
 
誤記修正 

10-16-3-6 RC 橋脚巻立て鋼板製作工 
3.型鋼製作 

10-16-3-6 RC 橋脚巻立て鋼板製作工 
3.形鋼製作 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-16-5-2 材料 
表 10-16-1 ｾﾒﾝﾄ混合用ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の規格  

種類及び記号  ﾉﾆｵﾝ乳剤･MN-1  

蒸発残留
物 

針入度(25℃)  60 を越え 300 以下  

ﾄﾙｴﾝ可溶分%  97 以上  

貯留安定度(24 時間)%  1 以下  
 

10-16-5-2 材料 
表 10-16-1 ｾﾒﾝﾄ混合用ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の規格  

種類及び記号  ﾉﾆｵﾝ乳剤･MN-1  

蒸発残留
物 

針入度(25℃)  60 を超え 300 以下  

ﾄﾙｴﾝ可溶分%  97 以上  

貯蔵安定度(24 時間)%  1 以下  
 

 
 
 
誤記 
 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
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10-16-9-2 材料 
2.標識工錆止めﾍﾟｲﾝﾄ  
標識工に使用する錆止めﾍﾟｲﾝﾄは､JIS K 5621(一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ)から JIS K 5674(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさ
び止めﾍﾟｲﾝﾄ)に適合するものを用いるものとする｡ 
4.ﾘﾌﾞの取付  
受注者は､標識板には設計図書に示す位置にﾘﾌﾞを標識板の表面にﾋｽﾞﾐの出ないようｽﾎﾟｯﾄ溶接を
しなければならない｡  
5.脱脂処理  
受注者は､標識板の下地処理にあったては脱脂処理を行い､必ず洗浄を行わなければならない｡  
6.標識板の文字･記号等  
受注者は､標識板の文字･記号等を｢道路標識､区画線及び道路標示に関する命令｣(標識令)及び｢道
路標識設置基準･同解説｣(日本道路協会､昭和 62 年 1 月)による色彩と寸法で､標示しなければな
らない｡ 

10-16-9-2 材料 
2.標識工錆止めﾍﾟｲﾝﾄ  
標識工に使用する錆止めﾍﾟｲﾝﾄは､JIS K 5621(一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ)から JIS K 5674(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさ
び止めﾍﾟｲﾝﾄ)に適合するものとする｡ 
4.ﾘﾌﾞの取付  
受注者は､標示板には設計図書に示す位置にﾘﾌﾞを標示板の表面にﾋｽﾞﾐの出ないようｽﾎﾟｯﾄ溶接を
しなければならない｡  
5.脱脂処理  
受注者は､標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い､必ず洗浄を行わなければならない｡  
6.標示板の文字･記号等  
受注者は､標示板の文字･記号等を｢道路標識､区画線及び道路標示に関する命令｣(標識令)及び｢道
路標識設置基準･同解説｣(日本道路協会 令和 2 年 6 月)による色彩と寸法で､標示しなければなら
ない｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
 
国仕様書準拠 
[H31](用語修正) 
 
国仕様書準拠 
[H31](用語修正) 
誤記 
国仕様書準拠 
[H31](用語修正) 
太字追記 
適用基準改訂 

10-16-16-1 一般事項 
2.適用規定 
受注者は､ｶﾙﾊﾞｰﾄの施工にあたっては､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 7-1 基本方針｣(日本道路協会､平
成 22 年 3 月)及び｢道路土工要綱 2-6 構造物の排水施設の設計､2-7 排水施設の施工｣(日本道路協
会､平成 21 年 6 月)の規定による｡ 

10-16-16-1 一般事項 
2.適用規定 
受注者は､ｶﾙﾊﾞｰﾄの施工にあたっては､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 7-1 基本方針｣(日本道路協会､平
成 22 年 3 月)及び｢道路土工要綱 2-6 構造物の排水施設の設計､2-7 排水施設の施工｣(日本道路協
会､平成 21 年 6 月)の規定による｡ 

 
 
表記統一 
太字修正 

10-16-16-2 材 料 
受注者は､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工の施工に使用する材料は設計図書によるものとするが､記載なき場
合､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 4-4 使用材料､4-5 許容応力度｣(日本道路協会､平成 22 年 3 月)の規
定による｡ 

10-16-16-2 材 料 
受注者は､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工の施工に使用する材料は設計図書によるものとするが､記載なき場
合､｢道路土工-ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針 4-4 使用材料､4-5 許容応力度｣(日本道路協会､平成 22 年 3 月)の規
定による｡ 

 
 
太字修正 

第 17 節 法面工 
2.適用規定  
法面の施工にあたって､｢道路土工-切土工･斜面安定工指針 のり面工編､斜面安定工編｣(日本道路
協会､平成 21 年 6 月)､｢道路土工-盛土工指針 5-6 盛土のり面の施工｣(日本道路協会､平成 22 年 4
月)､｢のり枠工の設計･施工指針第 8 吹付枠工､第 9 章ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ枠工､第 10 章現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ枠工､
第 11 章中詰工｣(全国特定法面保護協会､平成 25 年 10 月)｣及び｢ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ設計･施工基準､同
解説第 7 章施工｣(地盤工学会､平成 12 年 5 月)の規定による｡ 

第 17 節 法面工 
2.適用規定  
法面の施工にあたって､｢道路土工-切土工･斜面安定工指針 のり面工編､斜面安定工編｣(日本道路
協会､平成 21 年 6 月)､｢道路土工-盛土工指針 5-6 盛土のり面の施工｣(日本道路協会､平成 22 年 4
月)､｢のり枠工の設計･施工指針 第 8 章吹付枠工､第 9 章 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ枠工､第 10 章 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ
枠工､第 11 章中詰工｣(全国特定法面保護協会､平成 25 年 10 月)及び｢ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ設計･施工基
準､同解説 第 7 章 施工｣(地盤工学会､平成 24 年 5 月)の規定による｡ 

 
 
 
太字修正 

第 18 節 落石雪害防止工 
10-16-18-1 一般事項 
１.適用工種 
本節は、落石雪害防止工として作業土工（床掘り・埋戻し）、 
２.落石雪害防止工の施工 
～ただし､緊急を要する場合､ 

第 18 節 落石雪害防護工 
10-16-18-1 一般事項 
１.適用工種 
本節は、落石雪害防止工として作業土工（床掘り・埋戻し）、 
２.落石雪害防止工の施工 
～ただし､緊急を要する場合には 

 
 
表記統一 
 
国仕様書準拠[H31](表記統一) 

第 19 節 橋梁床版工 第 19 節 橋梁床版工  
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10-16-19-1 一般事項  
1.適用工種  
本節は､橋梁床版工として床版補強工(鋼板接着工法)･(増桁架設工法)､床版増厚補強工､床版取替
工､旧橋撤去工その他これらに類する工種について定める｡ 

10-16-19-1 一般事項  
1.適用工種  
本節は､橋梁床版工として床版補強工(鋼板接着工法)､床版補強工(増桁架設工法)､床版増厚補強
工､床版取替工､旧橋撤去工その他これらに類する工種について定める｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

第 21 節 橋梁支承工 
10-16-21-1 一般事項  
本節は､橋梁支承工として鋼橋支承工､PC 橋支承工その他これらに類する工種について定める｡ 

第 21 節 橋梁支承工 
10-16-21-1 一般事項  
本節は､橋梁支承工として橋梁支承工､PC 橋支承工その他これらに類する工種について定める｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-16-21-4 PC 橋支承工 
1.既設支承の撤去作業   
受注者は､既設支承の撤去作業にあたって､他の部分に損傷を与えないように行なわなければな
らない｡ 
3.ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ工法採用時の注意  
受注者は､支承取替えにｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ工法を採用する場合には､上部構造の品質･性能に支障をきた
さないようにしなければならない｡ 

10-16-21-4 PC 橋支承工 
1.既設支承の撤去作業  
受注者は､既設支承の撤去作業にあたって､他の部分に損傷を与えないように行わなければなら
ない｡ 
3.ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ工法採用時の注意  
受注者は､支承取替えにｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ工法を採用する場合には､上部構造の品質･性能に支障を期た
さないようにしなければならない｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

第 22 節 橋梁付属物工 
10-16-22-2 材料  
床版防水膜､伸縮継手､支承､高欄･手摺に使用する材料は､設計図書によらなければならない｡ 

第 22 節 橋梁付属物工 
10-16-22-2 材料  
床版防水膜､伸縮継手､支承､高欄･手摺に使用する材料は､設計図書によるものとする｡ 

 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-16-22-4 落橋防止装置工 
1.配筋状況の確認  
～配筋状況の確認を実施しなければならない｡ 
2.ｱﾝｶｰの削孔時の注意  
受注者は､ｱﾝｶｰの削孔にあたっては､既設鉄筋やｺﾝｸﾘｰﾄに損傷を与えないように十分注意して行
うものとする｡  
3.異常時の処置  
受注者は､ｱﾝｶｰ挿入時に何らかの理由によりｱﾝｶｰの挿入が不可能となった場合は､設計図書に関
して監督職員と協議するものとする｡ 

10-16-22-4 落橋防止装置工 
1.配筋状況の確認  
～配筋状況の確認を実施し報告しなければならない｡ 
2.ｱﾝｶｰの削孔時の注意  
受注者は､ｱﾝｶｰの削孔にあたっては､既設鉄筋やｺﾝｸﾘｰﾄに損傷を与えないように十分注意して行
わなければならない｡  
3.異常時の処置  
受注者は､ｱﾝｶｰ挿入時に何らかの理由によりｱﾝｶｰの挿入が不可能となった場合は､設計図書に関
して監督職員と協議しなければならない｡ 

 
国仕様書準拠 
[H31] 
(提出の明確化) 
 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

第 23 節 横断歩道橋工 
10-16-23-2 材料  
床版防水膜､伸縮継手､支承､高欄･手摺に使用する材料は､設計図書によらなければならない｡ 

第 23 節 横断歩道橋工 
10-16-23-2 材料  
床版防水膜､伸縮継手､支承､高欄･手摺に使用する材料は､設計図書によるものとする｡ 

 
 
国仕様書準拠(表記統一) 

10-16-24-1 一般事項 
本節は､橋脚巻立て工として作業土工(床掘り･埋戻し)､ 

10-16-24-1 一般事項 
本節は､橋脚巻立て工として作業土工(床掘り、埋戻し)､ 

 

第 24 節 橋脚巻立て工 
10-16-24-4 RC 橋脚鋼板巻立て工  
1.一般事項  
受注者は､工事に先立ち､現地を詳細に把握するために現地調査を行い､補強を実施しようとする
橋脚および基礎について､ 
7.工場加工と現場加工  
受注者は､ｱﾝｶｰ孔および注入孔等の穴あけ､鋼材の折曲げ加工は､工場で行うことを原則とし､ 

第 24 節 橋脚巻立て工 
10-16-24-4 RC 橋脚鋼板巻立て工  
1.一般事項  
受注者は､工事に先立ち､現地を詳細に把握するために現地調査を行い､補強を実施しようとする
橋脚及び基礎について､ 
7.工場加工と現場加工  
受注者は､ｱﾝｶｰ孔及び注入孔等の穴あけ､鋼材の折曲げ加工は､工場で行うことを原則とし､ 

 
 
 
国仕様書準拠(表記統一) 
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18.練り混ぜ  
無収縮ﾓﾙﾀﾙの練り混ぜは､ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰまたはﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰにて行うのを原則とする｡  
19.練り上がり温度  
ﾓﾙﾀﾙの練り上がり温度は､10~30℃を標準とするが､この範囲外での練り混ぜ温度となる場合は､
温水や冷水を用いる等の処置を講ずるものとする｡ 
24.ｺﾝｸﾘｰﾄ面用ﾌﾟﾗｲﾏｰの塗布  
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄおよび中詰めｺﾝｸﾘｰﾄのｼｰﾘﾝｸﾞ箇所は､ 
25.鋼板両面用のﾌﾟﾗｲﾏｰの塗布  
受注者は､鋼板面の汚れや油脂分を除去し､表面の乾燥状態を確認した後､鋼板両面用のﾌﾟﾗｲﾏｰを
塗布するものとする｡ 
27.騒音と粉じん  
受注者は､施工中､特にｺﾝｸﾘｰﾄへのｱﾝｶｰ孔の穿孔と橋脚面の下地処理のために発生する騒音と粉
じんについては､第 1 編 1-1-1-30 環境対策の規定によらなければならない｡ 
29.超音波探傷試験の検査技術者  
超音波探傷試験の検査技術者は､(一社)日本非破壊検査協会｢NDIS0601 非破壊検査技術者認定規
定｣により認定された 2 種以上の有資格者とする｡ 

18.練混ぜ  
無収縮ﾓﾙﾀﾙの練混ぜは､ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰまたはﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰにて行うのを原則とする｡  
19.練り上がり温度  
ﾓﾙﾀﾙの練り上がり温度は､10~30℃を標準とするが､この範囲外での練混ぜ温度となる場合は､温
水や冷水を用いる等の処置を講ずるものとする｡ 
24.ｺﾝｸﾘｰﾄ面用ﾌﾟﾗｲﾏｰの塗布  
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ及び中詰めｺﾝｸﾘｰﾄのｼｰﾘﾝｸﾞ箇所は､ 
25.鋼板両面用のﾌﾟﾗｲﾏｰの塗布 
受注者は､鋼板面の汚れや油脂分を除去し､表面の乾燥状態を確認した後､鋼板両面用のﾌﾟﾗｲﾏｰを
塗布しなければならない｡ 
27.騒音と粉じん  
受注者は､施工中､特にｺﾝｸﾘｰﾄへのｱﾝｶｰ孔の穿孔と橋脚面の下地処理のために発生する騒音と粉
じんについては､第 1 編 1-1-1-33 環境対策の規定によらなければならない｡ 
29.超音波探傷試験の検査技術者  
超音波探傷試験の検査技術者は､JIS Z 2305(非破壊試験技術者の資格及び認証)に基づく 2 種以
上の有資格者とする｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
番号修正[R7] 
 
 
国仕様書準拠[R5]（修正） 
 

10-16-24-5 橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工 
6.騒音と粉じん対策  
施工中､特にｺﾝｸﾘｰﾄへの削孔と橋脚面の下地処理のために発生する騒音と粉じんについては､第
1 編 1-1-1-30 環境対策の規定による 

10-16-24-5 橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工 
6.騒音と粉じん対策  
施工中､特にｺﾝｸﾘｰﾄへの削孔と橋脚面の下地処理のために発生する騒音と粉じんについては､第
1 編 1-1-1-33 環境対策の規定による｡ 

 
 
 
番号修正[R7] 

10-16-26-2 材料  
内装板に使用する材料は､設計図書によるものとし､その他の材料については､第 2 編材料編の規
定によるものとする｡ 

10-16-26-2 材料  
内装板に使用する材料は､設計図書によるものと､その他の材料については､第 2 編材料編の規定
による｡ 

国仕様書準拠(表記統一) 
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